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　　  　　　　　第１章　　総則

　　　　　　第１節　　

1.1.1 　適用 1.

3.

4.

5.

6. 　すべての設計図書は、相互に補完するものとする。

7.

表1-1　設計図書の優先順位

1.1.2 　用語の定義 1.　

2. 　契約図書とは、契約書及び設計図書をいう。

3.

4.

5.

　設計図書に添付されている図面及び特記仕様書に記載されている事項
は、この共通仕様書に優先する。

　特記仕様書、図面の間に相違がある場合、又は図面からの読み取りと
図面に書かれた数字が相違する場合は、受注者は監督員に確認して指示
を受けなければならない。

　設計図書は、ＳＩ単位を使用するものとする。なおＳＩ単位の適用に
際し、疑義が生じた場合は、監督員と協議する。

　監督員とは、約款第９条に規定する監督員であり、いわき市水道局工
事監督員執務要綱に基づく職務を行う者をいう。

　設計図書とは、 特記仕様書、 図面、 共通仕様書、 現場説明書及び
現場説明に対する質問回答書をいう｡

　仕様書とは、 各工事に共通する共通仕様書と各工事ごとに規定され
る特記仕様書を総称していう｡

　設計図書の優先順位は、原則として表1-1のとおりとし、これにより
難い場合は、1.1.44 疑義に対する協議等による。

 受注者は、共通仕様書の適用にあたっては、「いわき市水道局工事監
督員執務要綱」及び「いわき市水道局請負工事検査実施要綱」、「いわ
き市水道局契約規程」（以下「契約規程」という。）に基づく監督・検
査体制のもとで、建設業法第18条に定める建設工事の請負契約の原則に
基づく施工管理体制を遵守しなければならない。また、受注者はこれら
の監督、検査（完成検査、既成部分検査）にあたっては、地方自治法施
行令（昭和22年政令第16号）第167条の15、契約規程及びいわき市水道
局工事請負契約約款（以下「約款」という。）に基づくものであること
を認識しなければならない。

順位 設計図書

質問回答書（第2位から第5位に対するもの)

現場説明書

特記仕様書

設計図

共通仕様書

第１位

第２位

第３位

第４位

第５位

2.

　共通仕様書とは、各建設作業の順序、使用材料の品質、数量、仕上げ
の程度、施工方法等工事を施工するうえで必要な技術的要求、工事内容
を説明したもののうち、あらかじめ定型的な内容を盛り込み作成したも
のをいう｡

 この水道施設工事共通仕様書【設備工事編】（以下「共通仕様書」と
いう。）は、いわき市水道事業管理者（以下「発注者」という。）が発
注する機械及び電気設備工事(建築附帯の設備工事は除く)に係る工事請
負契約書（以下「契約書」という。）及び設計図書の内容について、統
一的な解釈及び運用を図るとともに、 その他必要な事項を定め、もっ
て契約の適正な履行の確保を図るためのものである｡　ただし、この共
通仕様書に定めのない事項については、別に定める特記仕様書（以下
「特記仕様書」という。）によるほか、水道施設工事共通仕様書【土木
工事編】及び福島県土木部の「共通仕様書（土木工事編）、建築関係工
事共通仕様書」に準ずるものとする。
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6.

7.

8.

9.

10.

11.

12.

13.

14.

15.

16.

17.

18.

19.

20.

21.

22.

　提示とは、受注者が監督員に対し、工事に係わる書面又はその他の資
料を示し、説明することをいう。

　報告とは、受注者が監督員に対し、工事の施工に関する事項につい
て、書面をもって知らせることをいう｡

　立会とは、契約図書に示された事項において、監督員が臨場し、内容
を確認することをいう。

　段階確認とは、設計図書に示された施工段階において、監督員が臨場
等により、出来形、品質、規格、数値等を確認することをいう｡

　通知とは、発注者又は監督員と受注者又は現場代理人の間で、監督員
が受注者に対し、工事の施工に関する事項について、書面をもって知ら
せることをいう。

　連絡とは、監督員と受注者又は現場代理人の間で、監督員が発注者に
対し、又は受注者が監督員に対し、緊急で伝達すべき事項について、口
頭、ファクシミリ、電子メールなどの署名又は押印が不要な手段により
互いに知らせることをいう。

　書面とは、手書き、印刷等の伝達物をいい、発行年月日を記載し署名
又は押印したものを有効とする。緊急を要する場合はファクシミリ又
は、電子メールにより伝達できるものとするが、後日有効な書面と差替
えるものとする。

　確認とは、設計図書に示された事項について、臨場もしくは関係資料
により、その内容について契約図書との適合を確かめることをいう。

　特記仕様書とは、共通仕様書を補足し、工事の施工に関する明細又は
工事に固有の技術的要求を定める図書をいう。

なお、設計図書に基づき監督員が受注者に指示した書面及び受注者が提
出し監督員が承諾した書面は、特記仕様書に含まれる。

　現場説明書とは、工事の入札に参加するものに対して発注者が当該工
事の契約条件等を説明するための書類をいう。

　提出とは、受注者が監督員に対し、工事に係わる書面又はその他の資
料を説明し差し出すことをいう。

　把握とは、監督員が臨場もしくは受注者が提出又は提示した資料によ
り施工状況、使用材料、提出資料の内容等について、監督員が契約図書
との適合を自ら認識しておくことをいい、受注者に対して認めるもので
はない｡

　承諾とは、受注者が監督員に対し書面で申し出た工事の施工上必要な
事項について、監督員が書面により施工上の行為に同意することをい
う。

　質問回答書とは、現場説明書及び現場説明に関する入札参加者からの
質問書に対して発注者が回答する書類をいう。

　協議とは、書面により契約図書の協議事項について、発注者と受注者
が対等の立場で合議し、結論を得ることをいう。

　図面とは、入札に際して発注者が示した設計図、発注者から変更又は
追加された設計図等をいう｡なお、設計図書に基づき監督員が受注者に
指示した図面及び受注者が提出し、監督員が書面により承諾した図面を
含むものとする。

　指示とは、監督員が受注者に対し、工事施工上必要な事項について書
面をもって示し、実施させることをいう。
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23.

24.

25.

26.

27.

28.

29.

30. 　工事とは、本体工事及び仮設工事又はそれらの一部をいう。

31.

32.

　

33.

34.

35. 　ＪＩＳ規格とは、日本産業規格をいう。

36. 　ＪＷＷＡ規格とは、日本水道協会規格をいう。

37. 　ＪＤＰＡ規格とは、日本ダクタイル鉄管協会規格をいう。

38. 　ＳＩとは、国際単位系をいう。

39.

40.

1.1.3　地産地消 1.

2.

3.

4.

　工事着手日とは、工事開始日以降の実際の工事のための準備工事（現
場事務所等の設置又は測量をいう。）、詳細設計付工事における詳細設
計又は工場製作を含む工事における工場製作のいずれかに着手すること
をいう。

　検査とは、受注者が施工した工事目的物と設計図書とを照合して確認
し、契約の適正な履行を確保することをいう。

　検査員とは、約款第32条第２項の規定に基づき、工事検査を行うため
に発注者が定めたものをいう。

　同等以上の品質とは、品質について特記仕様書で指定する品質、又は
特記仕様書で指定がない場合には、監督員が承諾する試験機関の品質の
確認を得た品質、若しくは監督員の承諾した品質をいう。なお、試験機
関の品質の確認のために必要となる費用は受注者の負担とする。

　概成工期とは、構造物、建築物等の使用を想定して総合試運転調整を
行ううえで、関連工事を含めた各工事が支障のない状態にまで完了して
いるべき期限をいう。

　受注者は、工事用資材の調達については、極力市内の取扱業者から購
入すること。

　受注者は、施工計画書の主要機材の項目に、各工事用機材の産地と購
入先を明示すること。

　現場発生品とは、工事の施工により現場において副次的に生じたもの
で、その所有権は発注者に帰属する｡

　公的試験機関とは、国及び地方公共団体の試験機関並びに国及び地方
公共団体が設立に関わった公益法人の試験機関(県内では「ふくしま市
町村建設支援機構」) をいう｡

　受注者は、下請負契約を締結する場合は、極力当該契約の相手方を市
内に主たる営業所（本店）を有するもの（市内業者）の中から選定する
こと。

　工期とは、契約図書に明示した工事を実施するために要する準備及び
跡片付け期間を含めた始期日から終期日までの期間をいう。

　本体工事とは、設計図書に従って、工事目的物を施工するための工事
をいう。

　仮設工事とは、各種の仮工事であって、工事の施工及び完成に必要と
されるものをいう。

　現場とは、工事を施工する場所、工事の施工に必要な場所及び設計図
書で明確に指定される場所をいう。

　工事区域とは、工事用地、その他の設計図書で定める土地又は水面の
区域をいう。

　中間検査とは、施工中の工事について、必要と認めたときに行う検査
をいい、請負代金の支払いを伴うものではない。

　受注者は、工事用資材において規格・品質が条件を満足するものにつ
いては、市内産品を優先使用すること。
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1.1.4　設計図書の 1.

照査及び設計図書

の変更

2.

3.

4.

1.1.6  施工計画書 1.

2.

⑴　工事概要

⑵　計画工程表

⑶　現場組織表(工場製作にあっては工場組織表)

※専門技術者、下請負会社名及び下請負作業工種、施工に必要な資格者名を記載

⑷　安全管理　(資格に係る登録番号等を一覧表示)

⑸　主要機械

⑹　主要機材

※主要材料については、規格、数量、品質証明、搬入時期、納入商社、製作ﾒｰｶｰ

※主要機器は、機器（製作)仕様書を別途提出し承諾を受けること。

⑺　施工方法

ア．施工実施上の留意事項

　　施工準備、据付及び撤去、他設備への影響、耐震対策、その他施工に当たっ

　ての留意事項について記載する。

　受注者は、工事着手日前に工事目的物を完成するために、必要な手順
や工法等についての施工計画書を監督員に提出し、打ち合わせをしなけ
ればならない。

1.1.5
受注者の
基本的責務

　受注者は、工事施工にあたり発注者の指示に従い、工事の内容を熟知
し、契約書・約款・規程及びいわき市水道局工事監督員執務要綱、いわ
き市水道局請負工事検査実施要綱、設計図書に基づき技術と責任をもっ
て安全・適正かつ迅速に工事を完了させるように努めなければならな
い。

　受注者は、施工計画書を遵守し工事の施工に当らなければならない。
この場合、受注者は、施工計画書に次の事項について記載しなければな
らない。また、監督員がその他の項目について補足を求めた場合には、
追記するものとする。ただし、受注者は、維持工事等簡易な工事におい
ては、監督員の承諾を得て記載内容の一部を省略することができる。

　受注者からの要求があり、監督員が必要と認めた場合、受注者に図面
の原図を貸与することができる。ただし、共通仕様書等については、受
注者が備えなければならない。

　受注者は、契約の目的のために必要とする以外は、契約図書、及びそ
の他の図書を監督員の承諾なくして第三者に使用させ、または伝達して
はならない。

　設計図書の変更とは、入札に際して発注者が示した設計図書を、受注
者に行った工事の変更指示に基づき、発注者が修正することをいう。

　受注者は、施工前及び施工途中において、自らの負担により約款第18
条第１項１号から５号に係わる設計図書の照査を行い、該当する事実が
ある場合は、監督員にその事実が確認できる資料を書面により提出し、
確認を求めなければならない。また、該当する事実が無い場合について
も、照査結果を書面で提出し、確認を求めなければならない。なお、確
認できる資料とは、現場地形図、設計図との対比図、取り合い図、施工
図等を含むものとする。また、受注者は監督員から更に詳細な説明又は
書面の追加の要求があった場合は従わなければならない。
　ただし、設計図書の照査範囲を超える資料の作成については、約款第
19条によるものとし、監督員からの指示によるものとする。
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イ．据付手順

　　機器組み立て、据付の際の水平・垂直及び芯出し手順などについて記載する。

ウ．その他

　　基礎ｺﾝｸﾘｰﾄ､配管､配線､塗装､養生方法､特殊な施工などについて記載する。

⑻　施工管理計画

　(施工管理資格等の資格証写しを添付) 

ア．工程管理

　　水道工事書類作成マニュアルを参照

イ．品質管理

　　据付現場での検査項目、検査方法、検査基準、試験内容、測定項目、頻度、

　回数、規格値などを記載する。

ウ．出来形管理

　　出来形管理は、測定項目などについて記載する。また該当工種がないものに

　ついては、あらかじめ監督員と協議して定める。

エ．写真管理

　　写真管理は、第6章　その他 付則2「水道設備工事写真管理基準」により撮

　影項目を選定し記載する。

オ．段階確認及び社内検査

　　設計図書で定められた段階確認項目及び社内検査の項目、方法、体制などに

　ついて記載する。

⑼　緊急時の体制及び対応

⑽　交通管理(交通標識､交通規制内容､ﾀﾞﾝﾌﾟﾄﾗｯｸの過積載防止についても記載する)

※工事名表示板の記載項目についても添付

⑾　環境対策

⑿　現場作業環境の整備　　　　　　　　　　　　　　　

⒀　再生資源の利用促進と建設副産物の適正処理方法

⒁　残土捨場の場所

⒂　その他（作業員名簿等の必要な事項）

3.

4.

5.

6.

1.1.1.7
CORINSへの登録

　受注者は、施工計画書の内容に重要な変更（材料の数量が変更になっ
た場合は軽微な変更とみなし、重要な変更があった場合にまとめること
ができる）が生じた場合には、その都度当該工事に着工する前に変更に
関する事項について変更施工計画書（変更又は追加した項）を監督員に
提出し、打ち合わせしなければならない。

　受注者は、前項2.(9)において、受注者及び発注者の夜間・休日連絡
先を明記しなければならない。

　受注者は、前記２．⑹において、コンクリ－ト二次製品のうち、福島
県土木部の認定製品、及びJIS 指定工場の生コンクリートを使用する場
合は、各工場名等を必ず記載するものとする。

なお、使用する資材等については、メーカー名、納入商社名、品質証明
等を必ず記載するものとする。

　受注者は、施工計画書を提出した際、監督員が指示した事項について
は、さらに詳細な施工計画書を提出しなければならない。

　受注者は、受注時または変更時において工事請負代金額が500万円以
上の工事について、工事実績情報サービス（CORINS)に基づき、受注・
変更・完成・訂正時に工事実績情報として作成した｢登録のための確認
のお願い｣をコリンズから監督員にメール送信し、監督員の確認を受け
たうえ、受注時は契約後速やかに、変更時は登録内容の変更後速やか
に、完成時は、工事完成後速やかに、訂正時は、適宜登録機関に登録申
請しなければならない。
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1.1.8　監督員 1.

2.

1.

2.

3.

4.

5.

6.

1.

2.

3.

1.1.10
別契約の関連工事

　受注者は別契約の施工上密接に関連する工事については、監督員の調
整に協力し、当該工事関係とともに、工事全体の円滑な施工に努めなけ
ればならない。

　建築工事と構造物工事、電気設備工事、機械設備工事等が別契約の場
合、取合い工事の区分は特記仕様書による。

　受注者は必要に応じて実施工程表に概成工期を明記し、円滑に試運転
調整を行わなければならない。

　約款第10条第3項に規定する「現場代理人の工事現場における運営、
取締り及び権限の行使に支障がなく、かつ、発注者との連絡体制が確保
される」に該当するものとして、発注者が認める期間については、現場
代理人の工事現場における常駐を要しない。

　登録対象は、工事請負代金額が500万円以上(単価契約の場合は契約総
額)の全ての工事とし、受注・変更・完成・訂正等にそれぞれ登録する
ものとする。

　受注者は、現場代理人、主任技術者（監理技術者）及び専門技術者そ
の他主要な使用人の経歴書及び職務分担表を契約後、速やかに発注者に
提出しなければならない。

　現場代理人は、工事現場に常駐し工事に関する一切の事項を処理する
とともに、常に監督員と緊密な連絡をとり工事の円滑、迅速な進行を図
らなければならない。

1.1.9
現場代理人及び
主任技術者等

　受注者は、現場代理人及び工事現場における工事施工上の技術管理を
つかさどる主任技術者（建設業法第26条第２項に該当する工事について
は監理技術者、同３項の場合にあっては、専任の主任技術者）及び専門
技術者（建設業法第26条の２に規定する技術者をいう。以下同じ）を定
め、書面をもって発注者に通知しなければならない。現場代理人、主任
技術者または専門技術者を変更したときも同様とする。
　なお、現場代理人、主任技術者は、これを兼ねることができる。

　当該工事における監督員の権限は､約款第９条第２項に規定した事項
である。

　監督員がその権限を行使するときは、書面により行うものとする。た
だし、緊急を要する場合は監督員が、受注者に対し口頭により指示等を
行った場合には、受注者はその指示等に従うものとし、後日書面により
監督員と受注者の両者が指示内容等を確認するものとする。

　また、登録機関発行の｢登録内容確認書｣は、コリンズ登録時に監督員
にメール送信される。 なお、変更時と完成時の間が、土曜日、日曜
日、祝日、年末年始の閉庁日を除き10日間に満たない場合は、変更時の
提出を省略できるものとする。

　本工事の完成後において訂正または削除する場合においても同様に、
コリンズから発注者にメール送信し、速やかに発注者の確認を受けた上
で、登録機関に登録申請しなければならない。

　現場代理人は、従事者を十分に監督し工事現場内における風紀を取締
まり火災・盗難の予防及び衛生等に配慮するとともに、特に住民に迷惑
をかけないよう指導しなければならない。

　受注者は、選任し通知した主任技術者及び監理技術者の途中交代をす
ることはできない。ただし、監理技術者制度運用マニュアルに記載され
た理由による場合においては、監督員と主任技術者及び監理技術者の途
中交代の協議をしなければならない。
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1.1.11　有資格者 1.

2.

3.

1.

1.

⑶  下請負者は、当該下請負工事の施工能力を有すること。

 2.

3.

4.

5.

1.

1.

1.1.12
工事の着手

1.1.13
工事の下請負

　受注者は、「いわき市水道局元請・下請関係適正化指導要綱」（以下
「要綱」という。）を遵守すること。

1.1.15
調査・試験に
対する協力

　受注者は、発注者が自ら又は発注者が指定する第三者が行う調査及び
試験に対して、監督員の指示によりこれに協力しなければならない｡こ
の場合、発注者は、具体的な内容等を事前に受注者に通知するものとす
る｡

また、各下請負者の施工の分担関係を表示した施工体系図を作成し、工
事現場内の工事関係者が見やすい場所及び、公衆が見やすい場所に掲げ
なければならない。

　下請通知書及び施工体制台帳の記載事項に変更があったときは、その
変更があった日から7日以内に変更後の内容を記載し提出しなければな
らない。

1.1.14
受注者相互の協力

　なお、施工体制台帳、及び施工体系図は、施工計画書の提出と同時に
その添付書類の写しを添え、所定の様式により監督員に提出しなければ
ならない。

　受注者は、要綱に基づき下請負契約を締結した日から14日以内に、下
請通知書を提出しなければならない。

　受注者は、 約款第２条の規定に基づき隣接工事又は関連工事の受注
者と相互に協力し、施工しなければならない｡

また、他事業者が施工する関連工事が同時に施工される場合にも、これ
ら関係者と相互に協力しなければならない。

　受注者は、工事の一部を下請負に付する場合には、次の各号に掲げる
要件をすべて満たさなければならない。

⑴　受注者が、工事の施工にあたり、総合的に企画、指導及び調整するも
のであること。

⑵  下請負者が、いわき市の工事等指名競争入札参加有資格者である場
合には、指名停止期間中でないこと。

　高圧受電施設における工事の場合は、電気主任技術者等の意見を求め
たうえで工事計画を立案しなければならない。
　また、工事の実施に当たっては、電気主任技術者等の監督のもとに施
工しなければならない。

　受注者は、工事を施工するために締結した下請契約がある場合、要綱
に基づき速やかに施工体制台帳を作成し、工事現場ごとに備え置くもの
とする。

　受注者は法令で定める免許取得者、技能講習修了者等の有資格者（以
下「有資格者」という。）が必要な業務においては、有資格者を従事さ
せなければならない。

　監督員が免許証その他の資格を証する書面の提示を求めた場合は速や
かに提示しなければならない。

　受注者は、特記仕様書に定めのある場合を除き、特別の事情がない限
り、契約書に定める工事始期日以降30日以内に工事に着手しなければな
らない｡
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2.

1.

2.

3.

1.

2.

3.

4.

1.1.17　工期変更

　受注者は、約款第22条に基づき工期の延長を求める場合、 第１項に
示す事前協議において工期変更協議の対象であると確認された事項につ
いて、必要とする延長日数の算出根拠、変更工程表その他必要な資料を
添付の上、約款第24条第２項に定める協議開始の日までに工期変更に関
して監督員と協議しなければならない。

　約款第15条第７項、第17条第１項、第18条第５項、第19条、第20条第
３項、第22条及び第41条第２項の規定に基づく工期の変更について、約
款第24条 の工期変更協議の対象であるか否かを監督員と受注者との間
で確認する(本条において以下｢事前協議｣という｡) ものとし、監督員は
その結果を受注者に通知するものとする｡

　受注者は、約款第18条第５項に基づき設計図書の変更又は訂正が行わ
れた場合、第１項に示す事前協議において工期変更協議の対象であると
確認された事項について、必要とする変更日数の算出根拠、変更工程表
その他必要な資料を添付の上、約款第23条第２項に定める協議開始の日
までに工期変更に関して監督員と協議しなければならない｡

1.1.16
工事の一時中止

　受注者は、工事現場において独自の調査・試験等を行う場合、具体的
な内容を事前に監督員に説明し、承諾を得なければならない。また、受
注者は、調査・試験等の成果を発表する場合、事前に発注者に説明し、
承諾を得なければならない。

　発注者は、約款第20条の規定に基づき次の各号に該当する場合におい
て中止は、受注者に対してあらかじめ書面をもって通知した上で、必要
とする期間、工事の全部又は一部の施工について一時中止を命じること
ができる。なお、暴風、豪雨、洪水、高潮、地震、地すべり、落盤、火
災、騒乱、暴動その他自然的又は人為的な事象による工事の中断につい
ては, 1.1.39 臨機の措置により、受注者は、適切に対応しなければな
らない｡

　受注者は、約款第19条に基づく設計図書の変更又は約款第20条に基づ
く工事の全部もしくは一部の施工が一時中止となった場合、第１項に示
す事前協議において工期変更協議の対象であると確認された事項につい
て、必要とする変更日数の算出根拠、変更工程表その他必要な資料を添
付の上、約款第24条第２項に定める協議開始の日までに工期変更に関し
て監督員と協議しなければならない。

(1)   埋蔵文化財の調査、発掘の遅延及び埋蔵文化財が新たに発見
　され、工事の継続が不適当又は不可能となった場合

(4)  第三者、受注者、使用人及び監督員の安全のため必要がある
　と認める場合

　発注者は、受注者が契約図書に違反し又は監督員の指示に従わない場
合等、監督員が必要と認めた場合には、工事の中止内容を受注者に通知
し、工事の全部又は一部の施工について一時中止を命じることができ
る。

　前１項及び２項において、受注者は施工を一時中止する場合は、中止
期間中の維持・管理を含めた変更施工計画書を発注者に提出し、承諾を
得るものとする。また、受注者は工事の続行に備え工事現場を保全しな
ければならない。

(2)  関連する他の工事の進捗が遅れたため、工事の続行が不適当
　と認めた場合

(3)  工事着工後、環境問題等の発生により工事の続行が不適当
　又は不可能となった場合
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5.

1.

2.

3.

1.

2.

3.

4.

5.

6.

7.

8. 　段階確認は次に掲げる各号に基づいて行うものとする。

1.1.18
工事現場発生品

 なお、監督員が製作工場において立会及び監督員による検査（確認を
含む）を行う場合受注者は、監督業務に必要な設備等の備わった執務室
を提供しなければならない。

　監督員による検査（確認を含む）及び立会の時間は、発注者の勤務時
間内とする。ただし、やむを得ない理由があると監督員が認めた場合
は、この限りでない。

　監督員は、約款第17条第２項及び３項の規定に基づき、必要があると
みとめられる場合は工事の施工部分を破壊して確認することができる。

　受注者は、約款及び共通仕様書の規定に基づき、監督員の検査もしく
は確認及び立会を受け、材料検査（確認を含む）に合格した場合にあっ
ても、約款第17条及び第32条に規定する義務を免れないものとする。

　受注者は、工事着手後直ちに現地調査を実施し、工事施工の範囲及び
関連工事による影響範囲を調査しなければならない。また、許可や届
出、隣接工事や関連工事などとの関連、公害の発生、地域住民その他の
関係者への影響について確認しなければならない。

　受注者は､ 設計図書に従って、工事の施工に伴う監督員の検査・確認
及び立会等を受ける場合は、あらかじめ検査願、確認・立会願等を監督
員に提出しなければならない。

　監督員は、工事が契約図書のとおり行われているかどうかを確認及び
把握をするため、必要に応じ、工事現場又は製作工場に立入り、立会、
または資料の提出を請求できるものとし、受注者はこれに協力しなけれ
ばならない。

　受注者は、監督員による検査（確認を含む）及び立会、把握に必要な
準備、人員及び資機材等の提供並びに写真その他資料の整備をするもの
とする。

1.1.19
監督員の検査
(確認を含む)
及び立会等

　受注者は、第1 項以外のものが発生した場合、監督員に通知し、監督
員が引き渡しを指示したものについては、現場発生品調書を作成し、監
督員の指示する場所で監督員に引き渡さなければならない。

　受注者は、約款第23条第１項に基づき工期の短縮を求められた場合、
可能な短縮日数の算出根拠、変更工程表その他必要な資料を添付し、約
款第24条第２項に定める協議開始の日までに工期変更に関して監督員と
協議しなければならない｡

　受注者は、設計図書に定められた現場発生品について、現場発生品調
書を作成し、設計図書又は監督員の指示する場所で、監督員に引き渡さ
なければならない。

　受注者は、掘削により発生した石、砂利、砂その他の材料を工事に用
いる場合、設計図書によるものとするが、設計図書に明示がない場合に
は、本体工事または設計図書に指定された仮設工事にあっては、監督員
と協議するものとし、設計図書に明示がない任意の仮設工事にあたって
は、監督員の承諾を得なければならない。

(1)  受注者は、付則３「段階確認実施要領　段階確認一覧表」に示す
確認時期においては、段階確認を受けなければならない。
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9.

10.

(2)  稼働中の施設の運転を停止する必要がある工事の施工

(3)  施工済工事箇所に更に埋設施工を行い現状に回復する工事の施工

(4)  その他監督員が特に指示したもの

1.

2. 　社内検査員は、当該工事に従事していない社内の者とする。

3.

4. 　社内検査員は、10年以上の現場経験を有するものとする。

5.

なお、社内検査員を変更した場合も同様とする。

1.

⑵　部分払いを必要とするとき。（既成部分検査）

⑶  工事が完成したとき。（しゅん工検査）

⑷  かし担保期間中に修復したとき。（担保検査）

⑸  工事の手直しが完了したとき。（手直し検査）

⑹  その他必要があるとき。　　　　　　　　　　

2.

3.

4. 　発注者は、必要に応じて破壊検査を行うことができる。

1.1.20 社内検査

1.1.21
工事の検査

　受注者は、発注者の行う検査に立会い、協力するものとする。この場
合、受注者が立会わないときは、受注者は検査の結果について異議を申
し立てることはできない。

⑴  工事の施工中でなければその検査が不可能なとき又は著しく困難な
とき。（中間検査）

　社内検査は、契約図書及び関係図書に基づき、出来形、品質及び写真
管理はもとより、工事全般にわたり社内検査を行うものとする。

　受注者は、次のいずれかに該当するとき、速やかに発注者に通知し、
発注者の検査を受なければならない。

　受注者は、工事の施工が次の各号に掲げる事項の場合は、監督員の立
会いを求めたうえで施工しなければならない。

(1)  断水作業が伴う配管工事、仕切弁等の操作及び排水作業等が
　必要な工事

　受注者の社内検査に従事する者（以下「社内検査員」という。）は、
工事施工途中において必要と認める時期及び検査（完成・既成部分・監
督員による検査・確認及び立会）の事前に社内検査を行い、その結果を
所定の様式により監督員に提出しなければならない。

　受注者は社内検査員を定めた場合、施工計画書に氏名、資格、経歴等
を記載し、監督員に提出しなければならない。

(4)  受注者は、監督員が完成時不可視となる施工箇所の調査ができる
よう十分な機会を提供するものとする。

　段階確認は監督員の臨場が原則であるが、やむを得ず机上となる場合
でも、受注者は、事前に施工管理記録、図面・写真等の資料を整備し、
監督員に提出し確認を受けなければならない。

　発注者は、検査の依頼を受けたときは、検査を行う日時を受注者に通
知するものとする。

(2)  受注者は、事前に段階確認に係わる報告（工種、細別、予定時期
等）を施工計画書に記載し提出しなければならない。また、当初予定し
ていなかった段階確認の実施について、監督員から通知があった場合に
おいても、受注者は段階確認を受けなければならない。

(3)  段階確認は受注者が臨場するものとし、受注者は、確認した箇所
に係わる監督員が 押印指示事項(記事)を記入した書面の写しを保管しな
ければならない。
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5.

6.

7.

8.

1.

2.

(1)  完成図書

 1 工事概要

 2 工事完成図

フローシート

全体平面図

配置平面・断面図

機器据付図

機器基礎図

装柱図

配管図、配管系統図

単線結線図

単線系統図

配線、配管布設図(ﾗｯｸ､ﾀﾞｸﾄ､ﾋﾟｯﾄ）

機能概略説明図（計装ﾌﾛｰｼｰﾄ､ｼｽﾃﾑ構成図､制御方式など)

展開接続図

接地系統図　等

 3 機器製作仕様書･製作図

 4 各種計算書等(容量､数量､強度など)

 5 ﾎﾟﾝﾌﾟ仕様計算書(送水量､水圧､ｳｫｰﾀｰﾊﾝﾏｰなど)

 6 各種試験成績書(試運転報告書含む)

 7 設定値ﾘｽﾄ

 8 取扱説明書､運転操作説明書

 9 官公署申請書類(検査済証写し)

10 予備品､添付品一覧

11 製造者一覧､ｱﾌﾀｰｻｰﾋﾞｽ体制等

(2)  工事記録写真

(3)  施工管理の結果資料

①　出来形管理

②　品質管理

(4)　工事日報　※様式は任意とする。

(5)　産業廃棄物管理票（紙マニフェスト）

(6)　その他監督員の指示するもの

3.

1.1.22
しゅん工検査

　受注者は、約款32条の規定に基づき、しゅん工届けを監督員に提出し
なればならない。

　発注者は、必要があるときは、随時受注者に通知のうえ検査を行うこ
とができる。

　中間検査に合格した既成部分についても、完成検査のときに手直しを
命じることができる。

　受注者は、しゅん工届提出時及び監督員が指示したときに、次の資料
及び記録を整備し、監督員に提出しなければならない。

　受注者は、しゅん工届を監督員に提出する際には、次の各号に掲げる
要件をすべて満たさなければならない。

　検査に合格しない場合は、発注者の指示に従い工事の全部又は一部に
つき直ちに手直しし、改造又は再施工し再び検査を受けなければならな
い。

　検査のため変質、変形、消耗又は損傷したことによる損失は、すべて
受注者の負担とする。
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4.

5.

6.

7.

8.

9.

10.

11.

1.

2.

3. 　受注者は、検査にあたって、工事目的物を対象として工事出来高報告
書及び工事出来高内訳書と対比した次の各号に掲げる検査を受けなけれ
ばならない。

　電子納品の有無、電子化する書類の範囲は、監督員と電子納品チェッ
クシートにより協議し、決定するものとする。

　成果品は、いわき市電子納品実施要領に基づいて作成した電子成果品
を電子媒体（CD-R）で１部、紙ベース一式を提出するものとする。

　電子成果品は、電子納品チェックシステム等により電子納品に関する
要領・基準（案）に適合していることを確認した後、ウイルス対策を実
施したうえで提出しなければならない。

　受注者は、約款第38条第２項の部分払いの確認の請求を行った場合ま
たは、約款第39条第１項の工事の完成の通知を行った場合は、既成部分
に係る検査を受けなければならない。

　受注者は、約款第38条に基づく部分払の請求を行うときは、前項の検
査を受ける前に監督員の指示により、工事出来高報告書及び工事出来高
内訳書を作成し、監督員に提出しなければならない。

　発注者は、工事検査に先立って、監督員を通じて受注者に対して検査
日を通知するものとする。

　受注者は、工事目的物を対象として契約図書と対比した、次の各号に
掲げる検査を臨場の上、受けなければならない。

(1) 工事の出来形について、形状、寸法、精度、数量、品質及び出来ば
えの検査。

　発注者は、検査の結果、契約書、約款及び設計図書等に適合しないと
して、その内容及びそれに対する処置に関する意見を検査員から通知さ
れた場合は、不適合の原因が受注者の責任による場合、受注者に対し
て、期限を定めて修補の指示を行うことができるものとする。

　受注者は、工事完成図書を電子納品する場合は、「いわき市電子納品
実施要領」、｢福島県電子納品運用ガイドライン(案) 【営繕工事編】｣
によらなければならない｡なお、電子納品とは、「調査、設計、工事な
どの各業務段階の最終成果を電子成果品として納品すること」をいう。
ここでいう電子成果品とは「工事完成図書の電子納品要領（案）」（以
下「要領」という。）に基づいて作成した電子データを指す。

1.1.23
既成部分検査

(1)  設計図書（追加、変更指示も含む）に示されるすべての工事が完
成していること。

(2)  約款17条第１項の規定に基づき、監督員の請求した改造が完成し
ていること。

(3)  設計図書により義務付けられた工事記録写真、出来形管理資料、
工事関係図及び工事報告書等の資料の整備がすべて完了していること。

(4)  契約変更を行う必要が生じた工事においては、最終変更契約を発
注者と締結していること。

(2) 工事管理状況について、書類、記録及び写真等を参考にした検査。

　受注者は、当該工事完成時については、1.1.19第3項の規定を準用す
る。
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4.

5.

6.

1.1.24　中間検査 1. 　中間検査は、必要と認められた工事について実施するものとする。

2.

1.1.25　施工管理 1.

2.

(1)　 工事の初期で作業が定常的になっていない場合

(2)　 管理試験結果が限界値に異常接近した場合

(3)　 試験の結果, 品質及び出来形に均一性を欠いた場合

(4)　 前各号に掲げるもののほか, 監督員が必要と判断した場合

3.

4.

5.

6.

7.

　受注者は、当該中間検査については、1.1.21第3項の規定を準用す
る。

　受注者は、工事の施工にあたっては、施工計画書に示されている作業
手順にしたがって施工し、品質及び出来形が設計図書に適合するよう、
十分な施工管理を行わなければならない。

　監督員は、以下に掲げる場合、設計図書に示す品質管理の測定頻度及
び出来形管理の測定密度を変更することができるものとする｡この場
合、受注者は、監督員の指示に従うものとする｡これに伴う費用は、 受
注者の負担とするものとする｡

(1) 工事の出来形について、形状、寸法、精度、数量、品質及び出来ば
えの検査。

　受注者は、検査員の指示による修補については、前条の第6項の規定
に従うものとする。

　受注者は、当該既成部分検査については、1.1.21第3項の規定を準用
する。

　受注者は、 施工に先立ち工事現場又はその周辺の一般通行人等が見
易い場所に、工事名、工事期間、発注者名、受注者名及び工事内容等を
記載した工事名標示板を設置し、工事完成後は速やかに撤去しなければ
ならない｡発注者名は、契約上の発注者名ではなく、当該工事の監督業
務を担当している事務所、課名を記入すること｡連絡先には、当該工事
の現場責任者に限らず、受注者として必ず終日連絡の取れる連絡先を記
入すること｡なお、工事名標示板のレイアウト等の詳細については, 水
道施設工事共通仕様書【土木工事編】第６章　その他　付則４｢保安施
設標準様式図｣の工事名標示板によるものとし、 監督員の承諾を得るも
のとする｡

(2) 工事管理状況について、書類・記録及び写真等を参考にした検査。

　受注者は、工事期間中現場内及び周辺の整理整頓に努めなければなら
ない｡

　受注者は、施工に際し施工現場周辺並びに他の構造物及び施設などへ
影響を及ぼさないよう施工しなければならない｡また、影響が生じるお
それがある場合、または影響が生じた場合には直ちに監督員へ通知し,
その対応方法等に関して協議するものとする｡また、損傷が受注者の過
失によるものと認められる場合、受注者自らの負担で原形に復元しなけ
ればならない｡

　受注者は、作業員が健全な身体と精神を保持できるよう作業場所、現
場事務所及び作業員宿舎等における良好な作業環境の確保に努めなけれ
ばならない｡

　受注者は、工事中に物件を発見又は拾得した場合、直ちに監督員及び
関係官公庁へ通知し、その指示を受けるものとする｡

　受注者は、約款第35条に基づく中間前払金の請求を行うときは、認定
を受ける前に中間前金払認定請求書を作成し、監督員に提出しなければ
ならない。
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8.

(1)  出来形管理記録　　　

(2)  品質管理記録

(3)  写真管理記録

9.

1.

1.

2.

1.

2.

1.

2.

　受注者は既設施設部分、工事目的物の施工済み部分等について、汚染
又は損傷のないよう適切な方法で養生を行わなければならない。

　受注者は、水中又は地下に埋設される部分、その他完成後外部から確
認することが出来なくなる部分の施工に際しては、出来形、寸法、品質
及び施工状況の確認できる写真その他を作成し、監督員に提出しなけれ
ばならない｡

1.1.27
使用人等の管理

　第6章 その他 付則1 水道設備工事施工管理基準により管理を行わな
ければならない。

1.1.28
工事関係者に
関する措置請求

　受注者は、使用人等（下請負者又はその代理人若しくはその使用人そ
の他これに準ずる者を含む。以下「使用人等」という。）の雇用条件、
賃金の支払状況、宿舎環境等を十分に把握し、適正な労働条件を確保し
なければならない。

　受注者は、使用人等に適時、安全対策、環境対策、衛生管理、地域住
民に対する対応等の指導及び教育を行うとともに、工事が適性に遂行さ
れるために、管理及び監督しなければならない。

　発注者は、現場代理人が工事目的物の品質・出来形の確保及び工期の
遵守に関して、著しく不適当と認められるものがあるときは、受注者に
対して、その理由を明示した書面により、 必要な措置をとるべきこと
を請求することができる｡

1.1.26
現況報告書

　工事記録写真は、第６章　その他　付則2 水道設備工事写真管理基準
により工事の段階ごとにその着工から完成までの施工状況が識別できる
よう管理を行わなければならない。

1.1.29
養生及び後片付け

　受注者は監督員がその職務の執行につき著しく不適当と認められると
きは、発注者に対してその理由を明示した書面をもって、必要な措置を
とることを求めることができる。

　受注者は、第６章　その他　付則１「水道設備工事施工管理基準」に
より施工管理を行い、監督員の指示により次の記録を提出しなければな
らない。（品質及び出来形の規格値は、この仕様書で定めるものの外は
特記仕様書及び JIS,JAS,JWWA,JDPA,JEC,JEM等に定める規格による。）

　受注者は、工事の全部又は一部の完成に際して、一切の受注者の機
器、余剰材料、残骸及び各種の仮設物を片付け、かつ撤去し、現場及び
工事にかかる部分を清掃し、整然とした状態にしなければならない。た
だし、設計図書において存置するとしたものを除く。また、工事検査に
必要な足場、梯子等は、監督員の指示にしたがって存置し、検査完了後
撤去するものとする。なお、このための費用は受注者の負担とする。

　受注者は、約款第11条の規定に基づき、毎月末日までの履行状況を別
に定める様式(契約規程第22号様式)により作成し、毎月監督員に提出す
るものとする。ただし、工期が60日未満の工事については、この限りで
はない。

　第6章 その他 付則1 水道設備工事施工管理基準により管理を行わな
ければならない。
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1.

2.

3.

4.

　ただし、これにより難い場合は, 監督員と協議するものとする｡

  表1-1

一般工事用建設機械

・   油圧ユニット（以下に示す基礎工事用機械のう
ち、ベースマシンとは別に、独立したディーゼルエン
ジン駆動の油圧ユニットを搭載しているもの；油圧ハ
ンマ、バイブロハンマ、油圧式鋼管圧入・引抜機、油
圧式杭圧入引抜機、アースオーガ、オールケーシング
掘削機、リバースサーキュレーションドリル、アース
ドリル、地下連続壁施工機、全回転型オールケーシン
グ掘削機）

1.1.30　環境対策

・   ロードローラ、タイヤローダ、振動ローラ・ホ
イールクレーン

機　　　　　　　種 備　　　　　考　

ディーゼルエンジン（エンジ
ン出力7.5kw 以上260kw 以
下）を搭載した建設機械に限
る。

　受注者は、環境への影響が予知され又は発生した場合は、直ちに応急
措置を講じ監督員に報告し、監督員の指示があればそれに従わなければ
ならない。また、第三者からの環境問題に関する苦情に対しては、誠意
をもってその対応にあたり、その交渉等の内容は、後日紛争とならない
よう文書で確認する等明確にしておくとともに、状況を随時監督員に報
告し、指示があればそれに従うものとする。

　監督員は、工事の施工に伴い地盤沈下、地下水の断絶等の理由により
第三者への損害が生じた場合には、受注者に対して、受注者が善良な管
理者の注意義務を果たし、その損害が避け得なかったか否かの判断をす
るための資料の提示を求めることができる。この場合において、受注者
は必要な資料を提示しなければならない。

・   バックホウ ・トラクタショベル（車輪式） ・ブ
ルドーザ ・発動発電機（可搬式） ・空気圧縮機（可
搬式）

　受注者は、工事の施工にあたり表１－１に示す一般工事用建設機械を
使用する場合は、｢特定特殊自動車排出ガスの規制等に関する法律(平成
17年法律第51号)｣に基づく技術基準に適合する機械、又は｢排出ガス対
策型建設 機械指定要領(平成３年10月８日付け建設省経機発第249号、
最終改正平成22年3月18日付国総施第291号)｣、 ｢排出ガス対策型建設機
械の普及促進に関する規程(平成18年３月17日付け国土交通省告示第348
号)｣若しくは｢第３次排出ガス対策型建設機械指定要領(平成18年3月17
日付け国総施第215号)｣に基づき指定された排出ガス対策型建設機械を
使用しなければならない｡ただし、平成７年度建設技術評価制度公募課
題｢建設機械の排出ガス浄化装置の開発｣、又はこれと同等の開発目標で
実施された民間開発建設技術の技術審査・証明事業若しくは建設技術審
査照明事業により評価された排出ガス浄化装置を装着した建設機械につ
いても、排出ガス対策型建設機械と同等と見なすことができる｡

　受注者は、建設工事に伴う騒音振動対策技術指針（建設大臣官房技術
審議官通達､昭和62年3月30日）､関連法令並びに仕様書の規定を遵守の
上、騒音、振動、大気汚染、水質汚濁等の問題については、施工計画及
び工事の実施の各段階において十分に検討し、周辺地域の環境保全に努
めなければならない。
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5.

6.

7.

8.

騒音規制法に規定する特定建設作業及び

福島県生活環境の保全等に関する条例に規定する騒音指定建設作業

（施行規則別表第8）一覧

※法及び県条例で定める建設作業の種類は同じだが、規制地域が異なる。

番号

一

二

三

四

五

八

七

六

空気圧縮機（電動機以外の原動機を用いるものであって、その原動機の定格出力が十五キロワット以
上のものに限る。）を使用する作業（さく岩機の動力として使用する作業を除く。）

コンクリートプラント（混練機の混練容量が０．四五立法メートル以上のものに限る。）又はアス
ファルトプラント（混練機の混練重量が二〇〇キログラム以上のものに限る。）を設けて行う作業
（モルタルを製造するためにコンクリートプラントを設けて行う作業を除く。）

バックホウ（一定の限度を超える大きさの騒音を発生しないものとして環境大臣が指定するものを除
き、原動機の定格出力が八〇キロワット以上のものに限る。）を使用する作業

トラクターショベル（一定の限度を超える大きさの騒音を発生しないものとして環境大臣が指定する
ものを除き、原動機の定格出力が七〇キロワット以上のものに限る。）を使用する作業

ブルドーザー（一定の限度を超える大きさの騒音を発生しないものとして環境大臣が指定するものを
除き、原動機の定格出力が四〇キロワット以上のものに限る。）を使用する作業

　受注者は、軽油を燃料とする特定特殊自動車の使用にあたって、燃料
を購入して使用するときは、当該特定特殊自動車の製作等に関する事業
者作等に関する事業者又は団体が推奨する軽油（ガソリンスタンド等で
販売されている軽油をいう。）を選択しなければならない。また、監督
員から特定特殊自動車に使用した燃料の購入伝票を求められた場合、提
示しなければならない。なお、軽油を燃料とする特定特殊自動車の使用
にあたっては、下請負者等に関係法令等を遵守させるものとする。

　受注者は、建設工事に伴う騒音振動対策技術指針(建設大臣官房技術
参事官通達、昭和62年3月30日改正) によって低騒音型・低振動型建設
機械を設計図書で使用を義務付けている場合には、低騒音型・低振動型
建設機械の指定に関する規定(国土交通省告示、平成13年4月9日) に基
づき指定された建設機械を使用しなければならない｡ただし、施工時
期・現場条件等により一部機種の調達が不可能な場合は、認定機種と同
程度と認められる機種又は対策をもって協議することができるものとす
る｡

　受注者は、資材、工法、建設機械又は目的物の使用に当たっては、事
業ごとの特性を踏まえ、必要とされる強度や耐久性、機能の確保、コス
ト等に留意しつつ、「国等による環境物品等の調達の推進等に関する法
律（平成15年7月改正法律第119号。「グリーン購入法」という。）」第
6条の規定に基づく「環境物品等の調達の推進に関する基本方針」に定
められた特定調達品目の使用を積極的に推進するものとする。

特定建設作業及び騒音指定建設作業

くい打機（もんけんを除く。）、くい抜機又はくい打くい抜き（圧入式くい打くい抜機を除く。）を
使用する作業（くい打機をアースオーガーと併用する作業を除く。

びよう打機を使用する作業

さく岩機を使用する作業（作業地点が連続的に移動する作業にあっては、一日における当該作業に係
る二地点の最大距離が五〇メートルを超えない作業に限る。

　受注者は、騒音規制法第14条、振動規制法第14条、福島県生活衛生の
保全等に関する条例第72条に基づく以下の特定建設作業を伴う建設工事
を実施する場合は、作業の開始の7日前までにいわき市環境監視セン
ターへ届出なければならない。また、監督員に届出た旨を報告しなけれ
ばならない。
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騒音規制法に規定する特定建設作業及び福島県生活環境の保全等に関する条例に

　規定する騒音指定建設業に係る規制地域及び規制基準

（騒音規制法に基づく特定建設作業に係る地域指定：平成11年3月１５日いわき市告示第88号)

第1種低層住居専用地域、

第1種中高層住居専用地域、

第2種中高層住居専用地域、

第1種住居地域、第2種住居地域、

準住居地域、近隣商業地域、

商業地域及び準工業地域の全域

並びに

工業地域のうち学校、保育所、病院、

診療所、図書館及び特別養護老人

ホームの敷地の周囲おおむね80m

以内の区域

(注1)騒音基準は、特定建設作業場所の敷地境界線における大きさである。

(注2)騒音基準を超える騒音を発生している特定建設作業に対し勧告又は命令を行うにあたり、1日当たりの作業

　　時間を※欄に揚げる時間から4時間までの範囲で短縮させることができる。

(注3)作業時間に関する基準は、開始した日に終わる建設作業及び災害その他非常事態の発生により特定建設作業

　　を緊急に行う必要がある場合などには適用しない。

振動規制法に規定する特定建設作業一覧(施行令別表第二)

19時から
翌日7時
まで

22時から
翌日6時
まで

19時から
翌日7時
まで

工業地域のうち、第1号区域を除いた区
域

上記区域の除いた区域のうち、学校、保育
所、病院、診療所、図書館及び特別養護老人
ホームの敷地の周囲おおむね80m以内の区域

第２
号区
域

第１
号区
域

区
分

騒
音
規
制
法

三
舗装版破砕機を使用する作業（作業地点が連続的に移動する作業にあっては、一日における当該作業
に係る二地点間の最大距離が五〇メートルを超えない作業に限る。）

一
くい打機（もんけん及び圧入式くい打くい抜機を除く。）、くい抜機（油圧式くい抜機を除く。）又
はくい打くい抜機（圧入式くい打機くい抜機を除く。）を使用する作業

二 鋼球を使用して建築物その他の工作物を破壊する作業

規制区域

番号 特定建設作業

連続6日を超え
ないこと

作業休止日

日曜日
その他の休日

作業禁止
時間

※作業時間に
関する基準

1日10時間を
超えないこと

1日14時間を
超えないこと

県
条
例

騒音
基準

四
ブレーカー（手持式のものを除く。）を使用する作業（作業地点が連続的に移動する作業にあって
は、一日における当該作業に係る二地点間の最大距離が五〇メートルを超えない作業に限る。）

1日10時間を
超えないこと

連続作業限度

８５
デシベル
以下
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振動規制法に規定する特定建設作業に係る規制地域及び規制基準

　 (振動規制法に基づく特定建設作業に係る地域指定：平成11年3月15日いわき市告示第89号)

第1種低層住居専用地域、

第1種中高層住居専用地域、

第2種中高層住居専用地域、

第1種住居地域、第2種住居地域、

準住居地域、近隣商業地域、

商業地域及び準工業地域の全域並びに

工業地域のうち学校、保育所、病院、

診療所、図書館及び特別養護老人

ホームの敷地の周囲おおむね80m

以内の区域

(注1)騒音基準は、特定建設作業場所の敷地境界線における大きさである。

(注2)騒音基準を超える騒音を発生している特定建設作業に対し勧告又は命令を行うにあたり、1日当たりの作業

　　時間を※欄に揚げる時間から4時間までの範囲で短縮させることができる。

(注3)作業時間に関する基準は、開始した日に終わる建設作業及び災害その他非常事態の発生により特定建設

　　作業を緊急に行う必要がある場合などには適用しない。

福島県生活環境の保全等に関する条例に基づく深夜騒音の規制基準

(注1)保育所、病院、診療所、図書館及び特別養護老人ホームの周囲50mでは、5デシベルを減じた値となる。

(注2)音響機器とは、音響再生装置、楽器、有線放送装置及び拡声装置とする。

(注3)音響機器の使用の制限については、音が外部に漏れない場合は適用しない。

1.

2.

騒
音
規
制
法

第
１
号
区
域

８５
デシベル
以下

第
２
号
区
域

工業地域のうち、第1号区域を除いた区
域

22時から
翌日6時
まで

1日14時間を
超えないこと

県
条
例

上記区域の除いた区域のうち、学校、保育
所、病院、診療所、図書館及び特別養護老人
ホームの敷地の周囲おおむね80m以内の区域

19時から
翌日7時
まで

規制区域
騒音
基準

作業禁止
時間

※作業時間に
関する基準

連続作業限度 作業休止日

1.1.31
文化財の保護

Ｂ区域

音量規制

規制値規制時間帯

Ａ区域

音響機器の使用禁止
の時間帯

区域の区分

区
分

　受注者は、工事の施工に当たって文化財の保護に十分注意し、使用人
等に文化財の重要性を十分認識させ、工事中に文化財を発見したときは
直ちに工事を中止し、監督員に報告し、その指示に従わなければならな
い。

19時から
翌日7時
まで

1日10時間を
超えないこと

連続6日を超え
ないこと

日曜日
その他の休日

午後11時から翌日の
午前6時まで

1日10時間を
超えないこと

第1種低層居住専用地域、第1種中高層住居専用地域、第2
種中高層住居専用地域、第1種住居地域、第2種住居地
域、準住居及び市街化調整区域

近隣商業地域、商業地域、準工業地域及び工業地域

午後10時から
翌日の午前6時

まで

45

55

　受注者が工事の施工に当たり、文化財その他の埋蔵物を発見した場合
は、発注者との契約に係る工事に起因するものとみなし、発注者が、当
該埋蔵物の発見者としての権利を保有するものである。
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1.

（１）地方自治法　　　　　　　　　　（昭和22年法律第 67号）　

（２）建設業法　　　　　　　　　　　（昭和24年法律第 100号）

（３）労働基準法　　　　　　　　　　（昭和22年法律第  49号）

（４）職業安定法　　　　　　　　　　（昭和22年法律第 141号）

（５）火薬類取締法　　　　　　　　　（昭和25年法律第 149号）

（６）道路法　　　　　　　　　　　　（昭和27年法律第 180号）

（７）道路交通法　　　　　　　　　　（昭和35年法律第 105号）

（８）河川法　　　　　　　　　　　　（昭和39年法律第 167号）

（９）砂防法　　　　　　　　　　　　（昭和30年法律第  29号）

（10）地すべり防止法　　　　　　　　（昭和33年法律第  30号）

（11）森林法　　　　　　　　　　　　（昭和26年法律第 249号）

（12）労働安全衛生法　　　　　　　　（昭和47年法律第  57号）

（13）雇用保険法　　　　　　　　　　（昭和49年法律第 116号）

（14）労働者災害補償保険法　　　　　（昭和22年法律第  50号）

（15）健康保険法　　　　　　　　　　（昭和11年法律第  70号）

（16）中小企業退職金共済法　　　　　（昭和34年法律第 160号）

（17）会計法　　　　　　　　　　　　（昭和22年法律第  35号）

（18）環境基本法　　　　　　　　    （平成 5年法律第  91号）

（19）騒音規制法　　　　　　　　　　（昭和43年法律第  98号）

（20）大気汚染防止法　　　　　　　　（昭和43年法律第  97号）

（21）水質汚濁防止法　　　　　　　　（昭和45年法律第 138号）

（22）廃棄物処理及び清掃に関する法律（昭和45年法律第 137号）

（23）道路運送法　　　　　　　　　　（昭和26年法律第 183号）

（24）道路運送車両法　　　　　　　　（昭和26年法律第 185号）

（25）文化財保護法　　　　　　　　　（昭和25年法律第 214号）

（26）航空法　　　　　　　　　　　　（昭和27年法律第 231号）

（27）漁港法　　　　　　　　　　　　（昭和25年法律第 137号）

（28）航路標識法　　　　　　　　　　（昭和24年法律第  99号）

（29）自然公園法　　　　　　　　　　（昭和32年法律第 161号）

（30）海岸法　　　　　　　　　　　　（昭和31年法律第 101号）

（31）公有水面埋立法　　　　　　　　（大正10年法律第  57号）　　

（32）水産資源保護法　　　　　　　　（昭和26年法律第 313号）

（33）港湾法　　　　　　　　　　　　（昭和25年法律第 218号）

（34）港則法　　　　　　　　　　　　（昭和23年法律第 174号）

（35）漁業法　　　　　　　　　　　　（昭和24年法律第 267号）

（36）電波法　　　　　　　　　　　　（昭和25年法律第 131号）

（37）資源の有効な利用の促進に関す

る法律　　　　　　　　　　　（平成 3年法律第  48号）

（38）下水道法　　　　　　　　　　　（昭和33年法律第  79号）

（39）砂利採取法　　　　　　　　　　（昭和43年法律第  74号）

（40）振動規制法　　　　　　　　　　（昭和51年法律第  64号）

（41）電気事業法　　　　　　　　　　（昭和39年法律第 170号）

（42）消防法　　　　　　　　　　　　（昭和23年法律第 186号）

（43）最低賃金法　　　　　　　　　　（昭和34年法律第 137号）

1.1.32
諸法令、諸法規
の遵守

　受注者は、工事施工にあたり次に示す関係諸法令及び当該工事に関す
る諸法規を遵守し、工事の円滑なる進捗を図るとともに、諸法令及び諸
法規の適用運用は受注者の責任において行わなければならない。
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（44）測量法　　　　　　　　　　　　（昭和24年法律第 188号）

（45）建築基準法　　　　　　　　　　（昭和25年法律第 201号）

（46）都市公園法　　　　　　　　　　（昭和31年法律第  79号）

（47）著作権法　　　　　　　　　　　（昭和45年法律第  48号）

（48）建設労働者の雇用の改善等に

関する法律　               　（昭和51年法律第　33号）

（49）下請代金支払遅延等防止法　　　（昭和31年法律第 120号）

（50）作業環境測定法　　　　　　　　（昭和50年法律第  28号）

（51）じん肺法　　　　　　　　　　　（昭和35年法律第  30号）

（52）出入国管理及び難民認定法　　　（平成 3年法律第  94号）

（53）建設工事に係る資材の再資源化に

      関する法律　　　　　　　　　　（平成12年法律第 104号）

（54）土壌汚染対策法　　　　　　　　（平成14年法律第  53号）

（55）自然環境保全法　　　　　　　　（昭和47年法律第  85号）

（56）計量法　　　　　　　　　　　　（平成 4年法律第  51号）

（57）行政機関の保有する個人情報の保護に関する法律　　

（平成15年法律第  58号）

（58）警備業法　　　　　　　　　　　（昭和47年法律第 117号）

（59）軌道法　　　　　　　　　　　　（大正10年法律第  76号）

（60）湖沼水質保全特別措置法　　　　（昭和59年法律第  61号）

（61）駐車場法　　　　　　　　　　　（昭和32年法律第 106号）

（62）海上交通安全法　　　　　　　　（昭和47年法律第 115号）

（63）海洋汚染及び海上災害の防止に関する法律

　　　　　　　　（昭和45年法律第 136号）

（64）船員法　　　　　　　　　　　　（昭和22年法律第 100号）

（65）船舶職員及び小型船舶操縦者法　（昭和26年法律第 149号）

（66）船舶安全法　　　　　　　　　　（昭和 8年法律第  11号）

（67）公共工事の入札及び契約の適正化の促進に関する法律

　　　　　　　　　　　　　　　　　　（平成12年法律第 127号）

（68）国等による環境物品等の調達の推進等に関する法律

　　　　　　　　　　　　　　　　　　（平成12年法律第 100号）

（69）河川法施行法　　　　　　　　　（昭和39年法律第 168号）

（70）技術士法　　　　　　　　　　　（昭和58年法律第  25号）

（71）漁港漁場整備法　　　　　　　　（昭和25年法律第 137号）

（72）空港法　　　　　　　　　　　　（昭和31年法律第  80号）

（73）厚生年金保険法　　　　　　　　（昭和29年法律第 115号）

（74）船員保険法　　　　　　　　　　（昭和14年法律第  73号）

（75）所得税法　　　　　　　　　　　（昭和40年法律第  33号）

（76）土砂等を運搬する大型自動車による交通事故の防止等

に関する特別措置法　　　　　　　（昭和42年法律第 131号）

（77）労働保険の保険料の徴収等に関する法律

　　　　　　　　　　　　　　　　　　（昭和44年法律第  84号）

（78）農薬取締法　　　　　　　　　　（昭和23年法律第  82号）

（79）毒物及び劇物取締法　　　　　　（昭和25年法律第 303号）

（80）特定特殊自動車排出ガスの規制等に関する法律

　　　　　　　　　　　　　　　　　　（平成17年法律第  51号）

（81）公共工事の品質確保の促進に関する法律

　　　　　　　　　　　　　　　　　　（平成17年法律第  18号）
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（82）高齢者、障害者等の移動等の円滑化の促進に関する法律

　　　　　　　　　　　　　　　　　　（平成18年法律第  91号）

（83）電気工事業の業務の適正化に関する法律

（昭和45年法律第96号） 

（84）循環型社会形成推進基本法       （平成12年法律第110号） 

（85）容器包装に係る分別収集及び再商品化の促進等

             　　　　に関する法律 （平成7年法律第112号） 

（86）ポリ塩化ビフェニル廃棄物の適正な処理の推進に関する

　                   　特別措置法 （平成13年法律第65号） 

（87）特定製品に係るフロン類の回収及び破壊の実施の確保等

               　　　に関する法律 （平成13年法律第64号） 

（88）特定物質の規制等によるオゾン層の保護に関する法律

　　　　　　　　　　　　　　　　 （昭和63年法律第53号） 

（89）特定化学物質の環境への排出量の把握等及び管理の改善の

                 促進に関する法律 （平成11年法律第86号)

（90）知的財産基本法                 （平成14年法律第122号）

（91）特許法                         （昭和34年法律第121号） 

（92）実用新案法                     （昭和34年法律第123号） 

（93）意匠法                         （昭和34年法律第125号） 

（94）プログラムの著作物に係る登録の特例に関する法律 

                                      （昭和61年法律第65号） 

（95）文化財保護法                   （昭和25年法律第214号） 

（96）職業能力開発促進法              （昭和44年法律第64号） 

（97）電気工事士法                   （昭和35年法律第139号） 

（98）高圧ガス保安法                 （昭和26年法律第204号） 

（99）毒物及び劇物取締法             （昭和25年法律第303号） 

（100）化学物質の審査及び製造等の規制に関する法律 

                                     （昭和48年法律第117号） 

（101）工業標準化法                  （昭和24年法律第185号） 

（102）製造物責任法                    （平成6年法律第85号） 

（103）電気用品安全法                （昭和36年法律第234号） 

（104）有線電気通信法                 （昭和28年法律第96号） 

（105）個人情報の保護に関する法律     （平成15年法律第57号） 

（106）水道法　 　　　　　　　　　　（昭和32年法律第 177号）

（107）いわき市水道局、及び地方公共団体の関係条例

（108）その他関係法令及び規格

2.

3.

1.

2.

1.1.33
官公庁への手続等

　受注者は、当該工事の計画、図面、仕様書及び契約そのものが第１項
の諸法令、諸法規に照らし不適当であったり、矛盾していることが判明
した場合には、直ちに書面にて監督員に報告し確認を求めなければなら
ない。

　受注者は、工事期間中、関係官公庁及びその他の関係機関との連絡を
保たなければならない。

　受注者は、工事施工に当たり受注者の行うべき関係官公庁及びその他
の関係機関への届出等を、法令、条例又は設計図書の定めにより実施し
なければならない｡

　受注者は、諸法令、諸法規を遵守し、これに違反した場合発生するで
あろう責務が、発注者に及ぼさないようにしなければならない。
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3.

4.

5.

6.

7.

8.

9.

1.

2.

3.

1.1.1.35
提出書類

　受注者は、設計図書に施工時間が定められている場合でその時間を変
更する必要がある場合は、あらかじめ監督員と協議するものとする｡

　受注者は、前項の提出を、一定期間の予定としてまとめて提出した場
合は、変更になった場合、その旨を書した書面により監督員に提出しな
ければならない。

 受注者は、監督員の指定する日（規程及び約款に提出期限が定めてあ
る場合はその日）までに次（水道施設工事共通仕様書【土木工事編】
付則８　様式集　参照）に掲げる書類を提出しなければならない。ま
た、変更が生じた場合はその都度提出しなければならない。

　受注者は、設計図書に施工時間が定められていない場合で、官公庁の
休日又は夜間に現道上の工事または監督員が把握していない作業を行う
にあたっては、 事前に理由を書した書面によって監督員に提出しなけ
ればならない｡FAXでの提出も可とし、その場合は電話で監督員(不在の
時は同課所等職員)の確認を受けなければならない｡

　受注者は、工事の施工に当たり、地域住民との間に紛争が生じないよ
うに努めなければならない｡

　受注者は、地元関係者等から工事の施工に関して苦情があり、受注者
が対応すべき場合は誠意をもってその解決に当たらなければならない｡

　受注者は、地方公共団体、地域住民等と工事の施工上必要な交渉を、
自らの責任において行うものとする｡受注者は、交渉に先立ち、監督員
に事前報告の上、これらの交渉に当たっては誠意をもって対応しなけれ
ばならない｡

　受注者は、前項までの交渉等の内容は、後日紛争とならないよう文書
で確認する等明確にしておくとともに、状況を随時監督員に報告し、指
示があればそれに従うものとする｡

　受注者は、諸手続にかかる許可、承諾等を得た資料を保管し、監督員
の請求があった場合は直ちに提示しなければならない｡

　受注者は、手続きに許可承諾条件がある場合これを遵守しなければな
らない｡なお、受注者は、許可承諾内容が設計図書に定める事項と異な
る場合、監督員に報告し、その指示を受けなければならない｡

　受注者は、関係官公署その他の関係機関の検査を行う場合は、その検
査に必要な資機材、労務などを提供し、検査に立ち会わなければならな
い。また、検査の結果、不合格又は不備な箇所があると認められたとき
は、受注者の責任で改善し、検査に合格させなければならない。

1.1.34
施工時期及び
施工時間の変更
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福島県工事請負契約約款。以下 ｢福工約款｣による。

いわき市元請・下請関係適正化指導要綱。以下｢元下要綱｣による。

◎全工事該当　○水道施設工事該当　△必要に応じて

    福工約款

    第３号様式を準用。

　元下要綱

　第１号様式 

　元下要綱

　第２号様式 

 福元下要綱  

参考様式第３号準用

△  契約規程第32条第22号様式 月始めに提出

工事打合せ簿

（提出・協議・承諾等）

現場代理人及び主任  契約規程第33・34条第23号

技術者等  様式（経歴書も含む）

工事既成部分払申請

貸与品返納書

支給材料受領書

承認申請書
（権利義務の譲渡）

１部

施工計画書提出時

△

１部 △  契約規程第60条第38号様式

しゅん工届 １部 ◎  契約規程第52条第33号様式

 契約規程第52条第35号様式その２１部 ◎完成工事物引渡書

１部 △  「福工約款」18号様式準用

 契約規程第45条第31号様式△１部工期延長承認願

１部 △  契約規程第40条第29号様式支給材料受払計算書

貸与品借用書 １部 △  「福工約款」17号様式準用

１部 △支給材料受払簿  契約規程第40条第28号様式

 契約規程第39条第26号様式

１部 △  契約規程第40条第27号様式

１部 △

施工計画書 １部 ◎

工事材料検査願 １部 ○

確認立会願 １部 △

１部 △

施工体制台帳
施工体系図

１部 △

工事現況報告書 １部

下請通知書 １部 △
下請負契約
締結後14日以内

下請負報告書 １部 △ しゅん工届提出時

　 契約規程第31条第21号様式
契約締結の日から
５日以内

　仕様書1.1.6 工事着手日前

１部着工届 ◎

契約締結後14日以内

工事費内訳明細書
(法定福利費、算出根拠の
見積書)

１部 △  契約規程第30条第19号様式 契約締結後14日以内

提　出　書　類 部　数 適　　　　　用 提出期日

△  契約規程第30条第20号様式工事工程表 １部
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 仕様書1.4.9

 国交省ＨＰ

 仕様書1.1.19　「福工約款」

 100 号様式準用

 仕様書1.4.15  部数につい

 ては監督員の指示による

完成図書

2.

3.

1.

2.

⑴  波浪、高潮に起因する場合

⑵  降雨に起因する場合

次のいずれかに該当する場合とする。

2)      1 時間雨量(任意の60分における雨量をいう。)が20mm 以上

3)      連続雨量(任意の72時間における雨量をいう。)が150mm 以上

4)      その他設計図書で定めた基準

⑶  強風に起因する場合

完成図書(電子データ)

その他必要と認める書
類

社内検査記録

1.1.36
不可抗力による損害

必要数 △

注２：完成図書（電子データ）の提出は、「いわき市電子納品実施要領」、｢福島県電子納
品運用ガイドライン(案) 【営繕工事編】｣によらなければならない｡

注１：「再生資源利用計画」、「再生資源利用促進計画」の提出は、計画及び実施におい
て行う。

必要数 ◎
提出図書の種類及び部数につい
ては監督員の指示による｡

 しゅん工届提出時

必要数 ◎工事写真  しゅん工届提出時

必要数 ◎

　波浪、高潮が想定している設計条件以上又は周辺状況から判断し
てそれと同等以上と認められる場合

1)      24 時間雨量（任意の連続24時間における雨量をいう。）
　が80mm以上

　約款第９条第５項に規定する｢設計図書に定めるもの｣とは請負代金額
に係わる請求書、代金代理受領諾申請書、遅延利息請求書、監督員に関
する措置請求に係わる書類及びその他現場説明の際指定した書類をい
う｡

　受注者は、発注者に電子媒体等を提出する際には、必ず最新のデータ
に更新(アップデート) されたソフトを使用してウィルスチェックを行
い提出するものとする｡なお使用するウィルスチェックソフトの種別は
任意とする｡

　受注者は、災害発生後直ちに被害の詳細な状況を把握し、当該被害が
約款第30条の規定の適用を受けると思われる場合には、直ちに請負工事
被害報告書により監督員に報告するものとする。

　約款第30条第1 項に規定する「設計図書で定めた基準」とは、次の各
号に掲げるものをいう。

提出図書の種類及び部数につい
ては監督員の指示による｡

 しゅん工届提出時

１部 △

 しゅん工届提出時

 しゅん工届提出時

 しゅん工届提出時

「再生資源利用実施」

「再生資源利用促進実施書」 ２部 △

１部 △ マニフェストＥ票(写し)添付産業廃棄物処理報告書

提　出　書　類 部　数 適　　　　　用 提出期日
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⑸  地震、津波、高潮及び豪雪に起因する場合

3.

1.1.37　特許権等 1.

2.

3.

1.

2.

3.

ア．

　　　a 土木工事　　　　　　　　　2/1,000

      b 水道、建築、設備工事　　1.5/1,000

最初に提出する収納書は、当該請負契約金額から消費税を除い
た額に次の区分による率を乗じて得た額以上の当該工事請負に
係るものとし、約款第３条に基づく工程表とともに水道施設工
事共通仕様書【土木工事編】第６章その他　付則８「様式集」
に定める様式により提出するものとする。

1.1.38
保険の付保及び
事故の補償

　約款第30条第2項に規定する「受注者が善良な管理者の注意義務を
怠ったことに基づくもの」とは、設計図書及び約款第27条に規定する予
防措置を行ったと認められないもの及び災害の一因が施工不良等受注者
の責によるとされるものをいう。

　受注者は、特許権等を使用する場合、設計図書に特許権等の対象であ
る旨明示がなく、その使用に関した費用負担を発注者に求める場合、権
利を有する第三者との使用条件の交渉を行う前に、監督員と協議しなけ
ればならない｡

最大風速（10分間の平均風速で最大のものをいう）が15m/秒以上
あった場合

⑷  河川沿いの施設にあたっては、河川のはん濫注意水位以上、又はそ
れに準ずる出水により発生した場合

　周囲の状況により判断し、相当の範囲にわたって他の一般物件に
も被害を及ぼしたと認められる場合

　受注者は、建設業退職金共済組合に該当する場合は同組合に加入し、
その対象となる労務者について証紙を購入し、当該労務者の共済手帳に
証紙を貼付しなければならない。

　発注者が、引渡を受けた契約の目的が著作権法（昭和45年法律第48条
第２条第１項第１号）に規定される著作物に該当する場合は、当該著作
物の著作権は発注者に帰属するものとする。

　受注者は、雇用者等の業務に関して生じた負傷、疾病、死亡及びその
他の事故に対して責任をもって適正な補償をしなければならない。

　また、当該請負契約金額から消費税を引いた額が100万円以上となる
工事の受注者は、組合の発注者用掛金収納書(以下｢収納書｣という｡) を
次により発注者に提出しなければならない｡

　受注者は、業務の遂行により発明又は考案したときは、書面により監
督員に報告するとともに、これを保全するために必要な措置を講じなけ
ればならない。また、出願及び帰属等については、発注者と協議するも
のとする。

　 なお、前項の規定により出願及び権利等が発注者に帰属する著作物
については発注者はこれを自由に加除又は編集して利用することができ
る。

　 受注者は、雇用保険法、労働者災害補償保険法、健康保険法及び厚
生年金保険法職金共済法、中小企業退職金共済法の規定により、雇用者
等の雇用形態に応じ、雇用者等を被保険者とするこれらの保険に加入し
なければならない。また加入する労災保険関係の項目を現場の見やすい
所に掲示するものとする。
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イ．

4.

5.

6.

7.

1.

2.

1.

2.

3. 　前２項の処理は、原則として受注者が行うものとする。

1.

2.

1.

1.1.41
工事請負代金
の請求

1.1.39
臨機の措置

1.1.40
賠償の義務

1.1.42
保証期間

　受注者は、その実績報告書を水道施設工事共通仕様書【土木工事編】
第６章 その他 付則8「様式集」に定める様式により工事完成時に発注
者に提出しなければならない。

　受注者は、工事目的物にかしがあるときは、約款42条及び54条に定め
のとおり石造、土造、金属造、コンクリート造り及びこれらに類するも
のによる建物、その他土地の工作物又は地盤に関することは２年とし、
それ以外は１年とする。

　前記アによって処理した後、貼付の状況、契約変更などによ
り増減の必要が生じた場合は、その都度必要数を購入し、提出
するものとする｡

　受注者が今後の所要見込額も含めて証紙を一括購入している場合等、
前記による収納書が提出できない正当な理由がある場合は、その旨及び
購入予定等を記載した調書を提出しなければならない｡

　受注者は、本制度の普及促進のため、 ｢建設業退職金共済制度適用事
業主工事現場｣の標識を現場の見やすい所に掲示するものとする｡

　上記以外の制度（商工会議所退職金共済制度等）に加入している場合
は、その証明書を提出するものとする。

　受注者は、災害防止等のため必要があると認めるときは、臨機の措置
をとらなければならない。

また、受注者は、措置をとった場合には、その内容を速やかに監督員に
報告しなければならない。

　また、そのかしによって生じた滅失若しくは、き損等に対しては損害
を賠償、若しくは必要な補修を行わなければならない。

　監督員は、暴風、豪雨、洪水、高潮、地震、地すべり、落盤、火災、
騒乱、暴動、その他自然的または人為的事象（以下「天災等」とい
う。）に伴い、工事目的物の品質・出来形の確保及び工期の遵守に重大
な影響があると認められるときは、受注者に対して臨機の措置をとるこ
とを請求することができる。

　受注者の使用する労働者の行為又はこれに対する第三者からの求償に
ついては発注者は一切その責を負わない。

　受注者は、前払金の支払を受けようとするときは、契約規程第56条の
規定に基づき、契約締結後（発注者が工事の着手時期を別に指定する場
合は、その指定した日以降）に保証事業会社と締結した保証契約証書を
添えて前払金の請求をすることができる。

　工事請負代金の請求は、中間の出来形に対する代金にあっては既成部
分検査に合格した後、完成時の代金にあってはしゅん工検査に合格した
後であること。

　受注者は、工事のため発注者又は第三者に損害を与えたときは、賠償
の責を負うものとする。ただし、天災、その他不可抗力によると考えら
れる場合は、約款第30条に基づき協議しなければならない。

また、既成部分に対する代金の支払については、約款第37条の規定に基
づき支払うものとする。
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1.

2.

3.

4.

5.

6.

7.

8.

9.

10.

11.

12.

1.

2.

1.1.44
疑義に対する協議等

1.1.43
個人情報の保護

　上記１の協議を行った結果、設計図書の訂正又は変更を行う場合の措
置は、契約約款の規定による。

　受注者は、監督員の指示又は承諾があるときを除き、本工事を施工す
るために監督員から貸与された個人情報が記録された資料等を複写し、
又は複製してはならない。

　受注者は、本工事を施工するための個人情報を自ら取り扱うものと
し、監督員の特別の承諾があるときを除き、第三者に取り扱わせてはな
らない。

　受注者は、本工事を施工するために監督員から貸与され、又は受注者
が収集し、若しくは、作成した個人情報が記録された資料等を、本工事
の完成後直に監督員に返還し、又は引き渡すものとする。

　ただし、監督員が別に指示したときは、当該方法によるものとする。

　受注者は、この条項に違反する事態が生じ、又は生じるおそれがある
ことを知ったときは、速やかに監督員に報告し、監督員の指示に従うも
のとする。工事が完成し、又は解除された後においても同様とする。

　受注者は、個人情報を含む図書等の支給を受ける場合は、貸与品借用
書を別に定める様式に基づき作成し、監督員に提出しなければならな
い。

　設計図書に定められた内容に疑義が生じたり、現場の納まり又は取合
い等の関係で、設計図書によることが困難又は不具合が生じた場合は、
監督員と協議を行う。

　受注者は、個人情報の保護の重要性を認識し、本工事の施工に伴う個
人情報の取り扱いに当たっては、個人の権利利益を侵害することのない
よう、個人情報を適正に取り扱わなければならない。

　受注者は、本工事の施工に関して知り得た個人情報をみだりに他人に
知らせ、又は不当な目的に使用してはならない。工事が完成し、又は解
除された後においても同様とする。

　受注者は、その使用するものに対し、在職中及び退職後においても本
工事の施工に関して知り得た個人情報をみだりに他人に知らせ、又は不
当な目的に使用してはならないことなど、個人情報の保護に関して必要
な事項を周知しなければならない。

　受注者は、本工事の施工に係る個人情報の漏洩、滅失、改ざん及び既
存の情報の適切な管理のために必要な措置を講じなければならない。

　受注者は、本工事を施工するために個人情報を収集するときは、当該
工事を施工するために必要な範囲内で、適正かつ公正な手段により収集
しなければならない。

　受注者は、監督員の指示又は承諾があるときを除き、本工事の施工に
関して知り得た個人情報を当該工事を施工するため以外に使用し、又は
第三者に引き渡してはならない。

　受注者は、貸与された個人情報を含む図書等を返還する際は、貸与品
返納書を別に定める様式に基づき作成し、監督員に提出しなければなら
ない。
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　　　　　　第２節　　安全管理

1.2.1 　一般事項 1.

2.

3.

4.

5.

6.

7.

1.

　工事のため火気を使用する場合は、十分な防火設備を講ずるととも
に、必要に応じ所轄消防署に届出又は許可申請の手続をとらなければな
らない。

　受注者は、常に工事の安全に留意して現場管理を行い、労働災害等の
防止に努めなければならない。

　受注者は、工事現場内の危険防止のため保安責任者を定め、次の事項
を守るとともに、平素から防災設備を施すなど常に万全の措置がとれる
よう準備しておかなければならない。

(1)  工事施工に当たり「労働安全衛生規則」（昭和47年労働省令第32
号）、「酸素欠乏症等防止規則」（昭和47年労働省令第42号）等に定め
るところにより、かつ「建築工事安全施工技術指針」（建設省営監発第
13号平成7年5月25日）､「建設機械施工安全技術指針」（国土交通省総
合政策局建設施工企画課企画専門官通達平成17年3月31日)を参考とし、
常に安全管理に留意し現場管理を行い労働災害発生の防止に努めるもの
とする。ただし、これらの指針は当該工事の契約条項を超えて受注者を
拘束するものではない。

(2)  工事現場における安全な作業を確保するため、適切な照明、防護
柵、板囲い、足場、標示板等を施さなければならない。

(3)  万一の事故の発生に備え、緊急時における人員召集、資材の調
達、関係連絡先との連絡方法等を確認するとともに図表等に表し、見や
すい場所に掲示しなければならない。特に、ガス工事関連工事について
は、緊急措置体制をとっておかなければならない。

(4) 暴風雨その他、非常の際は、必要な人員を待機させ、臨機応変の措
置がとれるようにしておかなければならない。

(5)  火災予防のため火元責任者を定め、常に火気に対する巡視をする
とともに、適切な位置に、消火器を配備し、その付近は整理しておかな
ければならない。

　危険物を使用する場合は、その保管及び取扱いについて関係法令に従
い、万全の方策を講じなければならない。

　受注者は、工事の施工に当たり必要な安全管理者、各作業主任者、保
安要員、交通誘導員等を配置して、安全管理と事故防止に努めなければ
ならない。

　現場代理人及び前項の要員等は、容易に識別できるよう腕章等を常時
着用するものとする。

　大量の土砂、工事用資材及び機械などの運搬を伴う工事については、
「土砂等を搬する大型自動車による交通事故防止等に関する特別措置
法」（昭和42年法律第131 号）「車両制限令」（昭和36年政令第265
号）を遵守し、関係機関と協議して、通行道路、通行期間、交通誘導員
の配置、標識、安全施設等の設置場所、その他安全対策上の必要事項に
ついて十分配慮したうえ、搬送計画をたて、実施するものとする。

1.2.2
交通保安対策

　受注者は、工事の施工に当たり、道路管理者及び警察署長の交通制限
に係る指示に従うとともに、沿道住民の意向を配慮し、所要の道路標
識、標示板保安柵、注意灯、証明灯、覆工等の設備をなし、交通の安全
を確保しなければならない。
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2.

3.

4.

5.

6.

7.

8.

国道　６号

国道４９号

国道２８９号

国道３９９号

県道日立いわき線

県道いわき石川線

県道小名浜四倉線

県道いわき上三坂小野線

県道小名浜平線

県道常磐勿来線

9.

10.

　道路を一般交通に開放しながら工事を施工する場合は、交通誘導員を
配置して、車両の誘導及び事故防止にあたらなければならない。なお、
交通誘導員について、警備業法施行規則第38条による教育の履歴者、過
去３年以内に建設業協会等が主催する建設工事の事故防止のための安全
講習会の受講者、あるいは交通誘導警備検定（１級または２級）の合格
者を配置するものとし、教育の実施状況、受講者の写し等の確認できる
資料を監督員の請求があった場合は直ちに提示するものとする。

　保安設備は、車両及び一般通行者の妨げとならないよう配置するとと
もに、常時適正な保守管理を行わなければならない。

　工事現場は、作業場としての使用区域を保安柵等により明確に区分
し、一般公衆が立入らないように措置するとともに、その区域以外の場
所に許可なく機材等を仮置きしないものとする。

　作業現場内は、常に整理整頓をしておくとともに、当該部分の工事の
進捗にあわせ、直ちに仮復旧をなし、遅滞なく一般交通に開放しなけれ
ばならない。

　作業区間内の消火栓、公衆電話、ガス、水道、電話等のマンホール並
びにボックスは、これを常時使用できるように確保しておかなければな
らない。

　作業場内の開口部は、作業中でもその場に工事従事者（保安要員）が
いない場合は、埋戻すか仮覆工をかけ又は保安ネット等で覆っておかな
ければならない。ただし、作業時間中で作業場所の周辺が完全に区分さ
れている場合は、この限りでない。

　道路に覆工を設ける場合は、車両荷重等十分耐える強度を有するもの
とし、道路面との段差をなくすようにしなければならない。

また、以下の表に示す路線及び区間で交通誘導を行う場合は、警備業法
（昭和47年7月5日法律第117号）第18条及び警備員の検定等に関する規
則（国家公安委員会規則第20号、平成17年11月18日）第2条並びに福島
県公安委員会告示第41号（平成18年12月19日）に基づき、交通誘導警備
検定（１級又は２級）の合格者を1人以上配置しなければならない。

指　　定　　路　　線 区　　　間 施　行　月　日

福島県公安委員会が必要
と認める道路

福島県全域

平成19年 6月19日

平成28年 4月1日

 夜間は、原則として、工事施工区間を一般交通に開放しなければなら
ない。

　浄水場等の施設内道路の通行を禁止し、又は制限するなど施設内で働
く局職員、委託者など（以下「関係職員」という。)の通行に影響を与
える場合には、関係職員と十分な打合せを行い、交通誘導警備員の配
置、標識、安全施設などの設置、その他の安全対策を行わなければなら
ない。
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1.

2.

3.

4.

5.

6.

7.

8.

9.

1.

2.

3.

4.

5.

6.

　工事は、各工種に適した工法に従って施工し、設備の不備、不完全な
施工等によって事故を起こすことがないよう十分注意しなければならな
い。

　重要な箇所には、専任の保安責任者、地下埋設物保安責任者を常駐さ
せ、常時点検整備（必要な補強）に努め、必要に応じて監督員に報告
し、その指示を受けなければならない。

　工事現場においては、常に危険に対する認識を新たにして、作業の手
違い、従事者の不注意のないよう十分徹底しておかなければならない。

　工事用機械器具の取扱いには、熟練者を配置し、常に機能の点検整備
を完全に行い、運転に当たっては操作を誤まらないようにしなければな
らない。

　埋設物に接近して掘削する場合は、周囲の地盤の緩み、沈下等に十分
注意して施工し、必要に応じて当該埋設物管理者と協議のうえ、防護措
置を講ずるものとする。

1.2.4 事故防止 　受注者は、工事の施工に際し、「建設工事公衆災害防止対策要綱」
（平成5年1月12日建設省経建発第1号）「土木工事安全施工技術指針」
(国土交通省大臣官房技術審議官通達平成21年3月31日）等に基づき、公
衆の生命身体及び財産に関する危害、迷惑を防止するために必要な措置
をしなければならない。

　片側歩道を全部使用して施工する場合は、作業帯の前後の横断歩道箇
所に迂回案内板等を掲示するなどして、歩行者を反対側歩道に安全に誘
導しなければならない。

1.2.3
歩行者通路の確保

　歩道（歩道のない道路では、通常歩行者が通る道路の端の部分、以下
同じ｡）で工事をする場合は、歩行者通路を確保し、常に歩行者の通路
として開放しなければならない。

　横断歩道部分で工事をする場合は、直近の場所に歩行者が安全に横断
できる部分を設け、かつ交通誘導員を配置して歩行者の安全に努めなけ
ればならない。

　歩道及び横断歩道の全部を使用して工事する場合は、他に歩行者が安
全に通行できる部分を確保し、必要な安全設備を施したうえ交通誘導員
を配置して歩行者の安全に努めなければならない。

　歩行者の通路となる部分又は家屋に接して工事をする場合は、その境
界にパネル等を設置し、または適当な仮道路、若しくは仮橋を設置して
通行の安全をはからなければならない。

　歩行者通路となる部分の上空で作業で行う場合は、あらかじめ安全な
落下物防護の設備を施すものとする。

　工事現場周辺の歩行者通路は、夜間、白色電球等をもって照明してお
かなければならない。

　歩行者通路は、原則として車道に切回さないこと。ただし切回すこと
が許可された場合は、歩行者通路と車両通行路とは堅固な柵で分離しな
ければならない。

　工事のため歩行者通路を切回した場合は、その通路の前後、交差点及
び曲がり角では歩行者通路及び矢印を標示した標示板を設置するものと
する。
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7.

8.

9.

10.

11.

12.

13.

14.

15.

 

　薬液注入工事においては、注入箇所周辺の地下水、公共用水域等の水
質汚染又は土壌汚染が生じないように、関係法規を遵守して、周到な調
査と施工管理を行わなければならない。

　受注者は、工事期間中、安全巡視を行い、工事区域及びその周辺の監
視あるいは連絡を行い安全を確保しなければならない。

　受注者は、工事中における安全の確保をすべてに優先させ、労働安全
衛生法（昭和47年6月8日法律第57号）等の関係法令に基づく措置を常に
講じなければならない。

特に、重機械の運転、電機設備等については、関係法令に基づいて適切
な措置を講じておかなければならない。

　受注者は、工事現場に工事関係者以外の者の立入を禁止する場合はバ
リケード、ロープ等により囲うとともに、立入禁止の表示をしなければ
ならない。

⑵  高圧配線、変電設備には危険表示を行い、接触の危険のある
 ものには必ず柵、囲い、覆い等感電防止措置を行うこと。

⑶  仮設電気工事は、電気事業法電気設備に関する技術基準（平成9年3
月27日通産省令第52号）に基づき電気技術者に行わせること。

⑷  水中ポンプその他の電気関係器材は、常に点検、補修を行い、
 正常な状態で作動させること。

　工事中、その箇所が酸素欠乏もしくは有毒ガスが発生するおそれがあ
ると判断したときまたは、監督員その他の関係機関から指示されたとき
は、「酸素欠乏症等防止規則」（昭和47年9月30日労働省令第42号）等
により換気設備、酸素濃度測定機、有事ガス検知器、救助用具等を設備
し、酸欠作業主任者をおき万全の対策を講じなければならない。

　塗装工事において、管渠内、坑内等で施工する場合は、「有機溶剤中
毒防止規則（昭和47年9月30日労働省令第36号）」等によって作業の安
全を期さなければならない。

また、掘削部分に他の埋設物が露出する場合には、防護協定等を遵守し
て設置し、当該管理者と協議のうえ、適切な表示を行い、工事従事者に
その取扱い及び緊急時の処置方法、連結方法を熟知させておかなければ
ならない。

　工事中は、地下埋設物の試掘調査を十分に行うとともに、当該埋設物
管理者に立会いを求めてその位置を確認し、埋設物に損傷を与えないよ
う注意しなければならない。

　工事中、火気に弱い埋設物又は可燃性物質の輸送管等の埋設物に接近
して溶接機、切断機等火気を伴う機械器具を使用しないものとする。た
だし、やむを得ない場合は、その埋設物管理者と協議し、保安上必要な
措置を講じてから使用するものとする。

　工事用電力設備については、関係法規等に基づき次の措置を溝じなけ
ればならない。

⑴  電力設備には、感電防止用漏電遮断器を設置し、感電事故防止
 に勤めること。
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2.

3.

4.

5.

(1) 

(2)

6.

　受注者は、建築基準法、労働安全衛生法、その他関係法令等に定める
ところによるほか、建設工事公衆災害防止対策要綱（建築工事編）（平
成5年1月12日建設省経建発第1号）に従うとともに、「建築工事安全施
工技術指針」（平成27年1月20日国営整第216号）を参考に、常に工事安
全に留意して現場管理を行い、災害及び事故の防止に努めなければなら
ない。

　工事の施工に当たっての近隣等との折衝は、次による。また、その経
過について記録し、遅滞なく監督員に報告しなければならない。

 地域住民等と工事の施工上必要な折衝を行うものとし、あらか
じめその概要を監督員に報告する。

 工事に関して、第三者から説明の要求又は苦情があった場合
は、直ちに誠意をもって対応する。

 現場内の仮設通路は監督員の指示、周辺の搬入路は、道路管理者の指
示に従い、常に良好な維持管理（路面の保持、清掃及び道路附帯の排水
施設の清掃・浚渫の実施を行う。）及び復旧を行うとともに、工事用運
搬路として、道路を使用するときは、特に第三者に損害を与えないよう
注意する。

1.2.8
工事中の安全確保

　工事現場の安全衛生に関する管理は、現場代理人が責任者となり、建
築基準法、労働安全衛生法その他関係法令等に従って行わなければなら
ない。

　火気の使用や溶接作業等を行う場合は、火気の取扱いに十分注意する
とともに、適切な消火設備、防炎シートを設ける等、火災の防止措置を
講じなければならない。

　工事現場からの落下物によって、工事現場の内外に危害を及ぼすおそ
れがある場合には、関係法令に従って防護金網、防護柵等を設け、落下
物による危険の予防措置を講じなければならない。

1.2.7
現場の衛生管理

　浄水場（稼動中のもので、配水場その他これに準ずる箇所を含む）構
内で行う工事及び業務等に従事する者は、関係法令を遵守し特に衛生に
注意しなければならない。

また、取水場、浄水場又は配水池、ポンプ場等の構内において工事及び
業務等に従事する者は、健康診断を行わなければならない。

　健康診断の実施項目は、赤痢、腸チフス、パラチフス、サルモネラ、
O-157とし、その他については必要に応じて行うこととする。

　健康診断の結果については、水道施設工事共通仕様書【土木工事編】
第６章　その他　付則「様式集」により作成し、着手前に監督員に提出
しなければならない。

1.2.5 事故報告 　受注者は、工事施工中万一事故が発生したときは、所要の措置を講ず
るとともに、事故発生の原因及び経過、事故による被害の内容等につい
て直ちに監督員に報告しなければならない。

1.2.6
現場の整理整頓

　受注者は工事施工中、交通及び保安上の障害とならないよう機械器
具、不用土砂等を使用の都度整理整頓し、現場内及びその付近は、常に
清潔に保たなければならない。

　受注者は、工事完成までに、不用材料、機械類を整理するとともに、
仮設物を撤去して、跡地を清掃しなければならない。
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7.

8.

　　　

　受注者は、土砂、資材等の運搬については、交通事故及び交通災害の
防止のため過積載防止を遵守するとともに、関係法令に従い、次の事項
を遵守しなければならない。

⑴　大型ダンプカーの使用にあたっては、土砂等を運搬する大型
 自動車による交通事故の防止等に関する特別措置法（昭和42年8月
 法律第131号）に定める表示番号等を表示した車両を使用すること。

⑵　産業廃棄物運搬車両を目的外に使用しないこと。また、さし枠
 の装着、荷台の下げ底等の不正改造車は使用しないこと。

⑶　現場（仮置場を含む）からの土砂等の運搬に際しては、積載
　状態の確認を行いその状況を把握し、必要に応じて適切な対応を
　図ること。とくに大型ダンプカーを使用する場合には車両に備え
　られた自重計の活用を図ること。

　受注者は、所轄警察署、道路管理者、鉄道事業者、河川管理者、労働
基準監督署等の関係者及び関係機関と緊密な連絡を取り、工事中の安全
を確保しなければならない。
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　　　第３節　　工事用設備等

1.

1.

2.

1.

2.

3.

4.

1.

　前項１のその他の標識とは、建設業の許可票、労災保険関係成立票、
施工体系図、施工体制台帳作成建設工事の通知、建設業退職金共済制度
適用事業主工事現場標識、作業主任者、有資格者一覧表、緊急時連絡
表、その他の安全標識をいう。
　発注者が、工事内容を地元住民や通行者に周知させ協力を求める必要
があると認めた場合は、受注者は発注者の指定する広報板を設置しなけ
ればならない。

1.3.4 工事用
電力等及び
工事用給・排水

　工事用電力（動力及び照明）及び工事用給・排水の施設は、関係法現
に基づき設置し管理しなければならない。

1.3.5 　工事
に必要な土地、
水面等

　直接工事に必要な土地、水面等は、発注者が確保した場合を除き、受
注者の責任において使用権を取得し、受注者の費用負担で使用するもの
とする。

　受注者は、「消防法」(昭和23年7月24日法律第186号)、電気設備技術
基準などによる標識(危険物表示板、機械室等の出入口の立入禁止表
示、火気厳禁の標識、電気設備の高圧注意の標識など）を設置しなけれ
ばならない。

1.3.1
現場事務所及び
材料置場等

　受注者は、現場事務所、材料置場、機械据付け場所等の確保について
は、監督員と協議のうえ適切な保安措置を講じなければならない。

1.3.2
工事用機械器具等

　工事用の機械器具等は、当該工事に適応したものを使用するものとす
る。
　監督員が不適当と認めたときは、速やかにこれを取り替えなければな
らない。

1.3.3
工事現場標識等

　工事現場には見やすい場所に、工事件名、工事箇所、期間、事業所
名、受注者の住所、氏名等を記載した工事標示板、その他所定の標識を
設置しなければならない。なお、標識等の仕様については水道施設工事
共通仕様書【土木工事編】第6章　その他　付則4「配管工事標準図集13
＜保安施設関係＞」によるものとする。

-34-



  　　　　　　第４節　　工事施工

1.4.1 　一般事項 1.

2.

3.

4.

5.

6.

1.4.2 　事前調査 1.

2.

3.

1.

2.

3.

4.

5.

1.

　受注者は、許可や届出、隣接工事や関連工事などとの関連、公害の
発生、地域住民その他の関係者への影響について確認する。

　受注者は、工事施工により既設の地上・地下工作物及び機械・電気
設備等（以下「工作物」という。）へ汚損の恐れがある場合は、適切
な養生、防護措置を講ずるものとする。万一、汚損が生じた場合は、
受注者の負担で復旧しなければならない。

　受注者は、工事施工中損傷を与えるおそれのある施設に対しては、
仮防護その他適当な措置をし、工事完了後原形に復旧するものとす
る。
　受注者は、地上埋設物又は地下埋設物の管理者から直接指示があっ
た場合は、その指示に従い、その内容について速やかに監督員に報告
し、必要があると認められる場合は監督員と協議しなければならな
い。

　なお、移設する場合は、隣接土地所有者との間に紛争等が生じない
ようにしなければならない。

　受注者は、現場の境界杭、測量標、用地幅杭など（以下「基準標
等」という。）は位置及び高さの変動、除去または埋没することのな
いように適切に保護しなければならない。また、損傷を受けるおそれ
のある、または障害となる基準標等の設置換え、移設及び復元は、発
注者の設置した既存杭の保全に対して責任を負わなければならない。

　受注者は、工事の施工順序に従い、それぞれの工事段階の区切りご
とに点検を行った後、次の工程に着手するものとする。
　受注者は、監督員が常に施工状況の確認が出来るように必要な資料
の提出及び報告書等適切な措置を講ずるものとする。
　受注者は、工事に先立ち、必要に応じて関係官公署、他企業の係員
の現地立会いその他に参加し、許可条件、指示事項等を確認しなけれ
ばならない。

　受注者は、工事に先立ち施工区域全般にわたる地下埋設物の種類、
規模、埋設位置等をあらかじめ試掘、その他により確認しなければな
らない。
　受注者は、工事施工の範囲及び工事による影響を調査するものとす
る。

　受注者は、工事に先立ち、　1.1.6 施工計画書を提出し、これに基
づき工事の適正な施工管理を行わなければならない。
なお、施工計画書作成に当たっては監督員と十分打合せを行うものと
する｡
　なお、施工は、設計図書、施工計画書、承諾図書などに基づき行う
ものとする。
　受注者は、常に工事の進捗状況を把握し、予定の工事工程と実績と
を比較し工事の円滑な進行をはからなければならない。特に、施工の
期限を定められた箇所については、監督員と十分協議し、工程の進行
をはからなければならない。
　受注者は、工事の出来形、品質等がこの仕様書、設計図等に適合す
るよう十分な施工管理を行わなければならない。

1.4.3
既設工作物の
保全

　受注者は、工事施工中、既設若しくは他の所管に属する工作物等の
移設又は防護が必要となった場合は、速やかに監督員に申し出て、そ
の管理者の立会いを求め、移設又は防護の終了をまって、工事を進行
させるものとする。

1.4.4
現場付近居住者
への説明

　受注者は、工事着手に先立ち、現場付近居住者に対し、監督員と協
議のうえ、工事施工について説明を行い、十分な協力が得られるよう
努めなければなない。
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2.

3.

4.

1.

2.

3.

4.

1.4.6 　公害防止 1.

1.

1.

1.

2.

は、監督員と協議するものとし、設計図書に明示がない任意の仮設工
事にあたっては、監督員の承諾を得なければならない｡
　受注者は、産業廃棄物が搬出される工事にあたっては、産業廃棄物
管理票(紙マニフェスト)により適正に処理されていることを確認する
とともに監督員に提示しなければならない｡ただし、検査時までに処理
が完了していない場合は、完了している段階までの提示でよいものと
する｡また、受注者は、処理が完了した時点(検査後も可) で、産業廃
棄物管理票(紙マニフェスト) のＥ票の写しを、建設産業廃棄物処理報
告書により監督員に提出するものとする。

　受注者は、工事の施工に際し、騒音規制法、振動規制法及び公害防
止条例等を遵守し、沿道住民者から騒音、振動、臭気、塵芥等による
苦情が起こらないよう有効かつ適切な措置を講ずるものとする。
また、建造物、道路等に障害を及ぼさないよう十分注意しなければな
らない｡

1.4.7
道路の保守

　残土運搬その他によって、道路を損傷した場合は、掘削箇所以外の
道路であっても受注者の負担で適切な補修をしなければならない。な
お、関係官公署の検査を受けて引渡しが完了するまでその補償期間内
は、受注者が保守の責任を負うものとする。

1.4.9
建設副産物

　受注者は、掘削により発生した石、砂利、砂その他の材料を工事に
用いる場合、設計図書によるものとするが、設計図書に明示がない場
合には、本体工事または設計図書に指定された仮設工事にあって

1.4.5
工事用地等の使用

　受注者は、発注者から工事用地等の提供を受けた場合は、善良なる
管理者の注意をもって維持管理しなければならない。

　特記仕様書において、受注者が確保するものとされる用地及び工事
の施工上必要とされる用地については、受注者の責任で確保するもの
とする。この場合において、工事の施工上必要とされる用地とは、営
繕用地（受注者の現場事務所、宿舎）及び型枠又は鉄筋作業場等専ら
受注者が使用する用地並びに構造物掘削等に伴う借地等をいう。

　受注者は、工事の施工上必要な土地等を第三者から借用又は買収し
たときは、その土地等の所有者との間の契約を遵守し、その土地等の
使用による苦情又は紛争が生じないようにしなければならない。

　受注者は、第１項に規定した工事用地等の使用後は、設計図書の定
め又は監督員の指示に従い復旧し、速やかに発注者に返還しなければ
ならない。また、工事の完成前において、発注者が返還を要求したと
きも同様とする。

1.4.8
警戒宣言
に伴う措置

　「大規模地震対策特別措置法」（昭和53年6月15日法律第73号）に基
づき、警戒宣言が発令されたときは、直ちに工事を中止し「施工計画
書の緊急時の体制及び対応」に基づき、状況に応じた措置を溝じなけ
ればならない。

　受注者は、工事の施工にあたり、地域住民との間に紛争が生じない
ように努めなければならない。

　受注者は、地元関係者等から工事の施工に関して苦情があった場合
は誠意をもってその解決にあたらなければならない。

　受注者は、前項までの交渉等の内容は、後日紛争とならないよう文
書で確認する等明確にしておくとともに、状況を随時監督員に報告
し、指示があればそれに従うものとする。
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3.

4.

5.

6.

7.

1.

1.

2.

3.

4.

5.

(1) 受注者は、施工に携わる作業員の人数及び氏名を把握する。
(2) 各日の作業が終了したときは、全作業員を速やかに退出させる。
(3) 工事範囲でない工作物等に不用意に近づかない。
(4) 浄水又は浄水処理過程における水に異物を混入させてはならない。
(5)

6.

　受注者は、「建設副産物適正処理推進要綱」（国土交通省事務次官
通達平成14年5月30日)、再生資源の利用の促進について(建設大臣官房
技術審議官通達、平成3年10月25日)、建設汚泥の再生利用に関するガ
イドライン(国土交通事務次官通達、平成18年6月12日) を遵守して、
建設副産物の適正な処理及び再生資源の活用を図らなければならない｡

　受注者は、建設工事に係る資材の再資源化等に関する法律に基づく
特定建設資材(新材又は再生材)、土砂(新材又は再生材)、 砕石(新材
又は再生材)、その他の再生資材を工事現場に搬入する場合には、｢建
設リサイクルガイドライン｣に基づき、国交省HPの建設リサイクル報告
様式(エクセルデータ最新版)により｢再生資源利用計画書｣を所定の様
式に基づき作成し、施工計画書に含め、電子データとともに監督員に
提出しなければならない｡
　受注者は、建設発生土、コンクリート塊、アスファルト塊、建設発
生木材、建設汚泥、建設混合廃棄物、金属くず(スクラップ)、廃プラ
スチック、紙くず、アスベスト(飛散性)を工事現場から排出する場合
には, ｢建設リサイクルガイドライン｣に基づき、建設リサイクル報告
様式(エクセルデータ最新版) により｢再生資源利用促進計画書｣を作成
し、施工計画書に含め、電子データとともに監督員に提出しなければ
ならない｡
　受注者は、｢再生資源利用計画書｣及び｢再生資源利用促進計画書｣を
作成した場合には、しゅん工届提出時に、実施状況を把握し、｢再生資
源利用実施書｣及び｢再生資源利用促進実施書｣を電子データとともに監
督員に提出しなければならない｡

　本工事に伴って生じる産業廃棄物のうち、｢最終処分場(中間処理施
設〈減量化施設〉経由を含む)｣へ搬入する産業廃棄物については、福
島県産業廃棄物税が課税されるので適正に処理すること｡

　既設機器及び配管の取出し又は据付、主電源及び制御電源の切離
し、接続にあたっては、施設の影響範囲、安全対策などの十分な調査
を行わなければならない。
　水道施設での施工にあたっては、飲用に供するものであることを踏
まえ、次の事項を遵守しなければならない。

浄水又は浄水処理過程における水に異物が混入している状況を
発見した場合は、直ちに監督員に報告し指示を受けること。

1.4.10　就業時間 　受注者は、就業時間について、あらかじめ監督員と協議しなければ
ならない。

1.4.11
稼働中の施設
での施工

　受注者は既設工作物等の工事を施工する場合は、原則として監督員
の立会いのうえ、誤動作、誤操作などによる事故が起きないよう対策
が施されているか確認しなければならない。

既設施設内又はその付近で施工する場合は、維持管理に必要なスペー
ス及び点検通路を確保するものとする。

　当該工事対象の既設工作物等を操作又は運転する必要がある場合
は、あらかじめ監督員と協議し、その指示にしたがわなければならな
い。また、当該工事で新規に建設又は設置する工作物を操作又は運転
する場合であっても、既設又は関連工事で建設若しくは設置する工作
物等と接続又は関連するものについては同様とする。

　施設の機能を全部若しくは一部停止させ、又は工作物等の運転に支
障をきたす停電、断水若しくは監視装置の停止等を行う場合は、十分
に現地調査を行い、事前に監督員と協議しなければならない。協議に
あたっては、作業計画（作業の日時、工程、内容、方法など）、影響
範囲、関係職員との連絡体制などの資料を監督員に提出するものとす
る。
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1.

1.

2.

3.

4.

5.

1.

2.

1.

1.

1.

2.

3.

4.

1.4.18　仮設 1.

2.

　受注者は、第6章　その他 付則4「工事竣工図作成要領」に基づき、
監督員の指示に従い工事しゅん工図を作成し、しゅん工届に添えて提
出しなければならない。

1.4.16
工事関係書類
の整備

　受注者は、随時監督員の点検を受けられるよう、工事に関する書類
を整備しておかなければならない。

1.4.13　承諾図書 　受注者は工事に先立ち、設計図書に基づいた機器製作仕様書・製作
図、施工図（別契約の施工上密接に関連する工事との納まり等）、各
種計算書（容量、数量、強度など）、各種要領書（試運転等）、主要
材料仕様書（材質、形状など）などの承諾図書を提出し、監督員の承
諾を受けなければならない。

　承諾図書の内容を変更する必要が生じた場合は、直ちに監督員に報
告するとともに、施工に支障がないよう適切な措置を講じるものとす

1.4.12
工事施工について
の折衝報告

　受注者は、提出する施工計画書の建設機械欄に、排出ガス対策型建
設機械使用の有無を記入するとともに、添付資料として、使用する機
械が排出ガス対策型機械であることを証明できる資料を提出するこ
と。証明できる資料とは、使用する機械が、国土交通省で公表してい
る機種一覧表に対応することがわかる資料、または車検証で排出ガス
規制を受けた車種とわかる資料とする。（機種一覧表及び車検証等の
写し）
　排出ガス対策型建設機械の指定機種等については、国土交通省建設
企画課のホームページを参考とすること。また、型式指定を受けた建
設機械の基準適合表示ラベルについては「福島県土木部土木工事共通
仕様書第10編参考資料第4節排出ガス対策型建設機械」に関する参考資
料を参考とすること。
　受注者は、現場において使用した排出ガス対策型建設機械が確認で
きる写真等をしゅん工届提出時に提出すること。

1.4.17　建設機械 　受注者は、工事の施工にあたり建設機械を使用する場合は、1.1.30
環境対策によるものとし、これによりがたい場合は、監督員と協議す
るものとする。

1.4.14
工事記録写真

　受注者は、工事記録写真を整理編集し、監督員が随時点検できるよ
うにするとともに、工事完成の際提出しなければならない。

　工事記録写真の撮影は、第6章　その他 付則2「水道設備工事写真管
理基準」に基づき、しゅん工届に添えて提出しなければならない。

1.4.15
しゅん工図

　機器及び材料の製作又は購入並びに施工は、監督員が承諾図書を承
諾した後に開始するものとする。
　承諾図書の承諾によって、受注者の責務（かし担保責任等）が免責
又は軽減されるものではない。

　工事施工に関して、関係官公署、付近住民と交渉を要するとき又は
交渉を受けたときは適切な措置を講ずるとともに、速やかにその旨を
監督員に報告しなればならない。

　仮設物は、現場状況及び仮設の種類に応じた材料を使用するものと
し、常時点検し、必要に応じて修理補強し、その機能を十分発揮でき
るようにしなければならない。

　補修工事等、承諾図書の必要性が低い工事については、監督員の判
断により承諾図書の提出を省略することが出来るものとする。

この場合、特に監督員が必要と認めて指示する仮設物等については応
力計算を行って資料等を提出しなければならない。また、施工完了後
は、契約に基づき存置するものの他は撤去しなければならない。

　受注者は、工事施工に必要な仮設等（仮設物、工事完成工法及びこ
れらの維持、保守作業等を総称する）は設計図書に指定されたものを
除き、受注者の責任において選択するものとする。
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3.

4.

5.

1.

1.1.4.20
工事対象物
の保管責任

　受注者は、工事が完成し、引渡し完了までの工事対象物の保管責任
をおわなければならない。
　また、工事中に発生した撤去機器等、再利用するための機材等につ
いても、随時、引渡し確認が完了するまで同様とする。

1.4.19
危険物貯蔵所

　塗料、油類等の引火性材料の貯蔵所は、関係法令等に従い、適切な
規模、構造、設備を備えたものとする。また、関係法令等適用外の場
合でも、建築物、仮設事務所、他の材料置場等から隔離した場所に設
け、屋根、内外壁及び天井を防火構造とするか又は不燃材料で覆い、
各出入口には鍵を付け、「火気厳禁」の表示を行い、消火器を置く
等、配慮する。
　なお、やむを得ず工事目的物の一部を置場として使用する場合に
は、監督員の承諾を受けなければならない。

　足場設備、防護設備及び登り桟橋の設置に際して、自重、積載荷
重、風荷重、水平荷重を考慮して、転倒や落下が生じない構造とする
ものとする。
　高所等へ足場を設置する場合には、作業員の墜落、転落、吊荷の落
下等が起こらないよう関連法に基づき、手摺などの防護工を施工しな
ければならない。
　既存機器等に汚損及び損傷を与えないよう、適切な方法で防護及び
養生を行うものとする。
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　　　　　　　　第２章　　機器及び材料
　  
　　　　　　第１節　　材料一般

1.

2.

3.

4.

5.

6.

7.

1.

2.

3.

1.

2.

(1)

(2)  当該工事で移設又は補修する既設設備（取替部品を除く。）
(3)  発注者が支給する機器及び材料
(4)  その他、特記仕様書で定めるもの。

3. 　前各号については、仮設に使用する機器及び材料には適用しない。

 建設副産物を再使用、再生利用又は再資源化したものであって、設
計図書に使用が定められたもの。

2.1.2
機器及び材料
の品質等

2.1.3
機器及び材料
の調達

2.1.1
機器及び材料
の規格

　システムは、稼働時におけるエネルギー消費その他の経済性、信頼
性、安全性、耐震性、環境への影響などを踏まえ、適切な構成となるよ
うにする。

　工事に使用する機器及び材料は、さび、腐食、変質、変形、動作不良
などの異常がないもとする。また、これらを組み合わせたシステムは、
設計図書に示された用途、使用条件等に対して、相互に協調及び連携し
て確実に機能を発揮するものとし、保守、保全作業が容易に行える構造
とする。

　機器及び材料の選定にあたっては、将来の廃棄時における再生資源化
等環境への影響を考慮するものとする。

　工事に使用される機器及び材料は、原則として、納入後の機器の修
理、部品取替えなどに支障のない機器を選択する。
　工事に使用される機器及び材料は、次の場合を除き、新品（一度使用
され、または使用されずに廃棄されたもの以外をいう。）とする。

　浄水又は浄水処理過程における水に接する機器及び材料（ポンプ、消
火栓その他の水と接触する面積が著しく小さいものは除く）は、「水道
施設の技術的基準を定める省令」（平成12年2月23日厚生省令第15号)の
規定に適合した材質とする。
　浄水処理過程及び送・配水用に使用する機器及び材料は、平成9年3月
19日厚生労働省令第138号(給水装置の構造及び材質の基準に関する省
令）及び平成14年10月29日厚生労働省令第139号（水道施設の技術的基
準を定める省令の一部を改正する省令）の鉛に関する浸出性能基準に適
合したものとする。
　浄水又は浄水処理過程における水に接する機器及び材料で接水部の材
質に腐食やさびが生じる恐れがあるものは、原則として水道用無溶剤系
エポキシ樹脂塗料、エポキシ樹脂粉体塗装、水道用液状エポキシ塗料又
はその他の水道用塗料（水道施設の技術的基準を定める省令に適合した
ものに限る。)による塗装を施すものとする。

　工事に使用する機器及び材料は、設計図書に品質規格を規定されたも
のを除き日本産業規格（以下「JIS 」という。）、日本水道協会規格
（以下「JWWA」という。）等に適合しなければならない。

　工事に使用する機器及び材料は、施工計画書に製造会社及び製品名及
び品質証明方法、搬入時期を記載し提出しなければならない。

　品質規格証明書は、証明書発行日が記載されたものとし、証明者の押
印により証明されたものとする。

　設計図書に品質、性能などが定められている機器及び材料のうち、
JIS、JWWA規格品であり、監督員の臨場検査を受けたものは、品質規格
証明書の提出は不要とする。ただし、JIS、JWWA規格品でないものは、
品質及び性能等を証明する資料（社内検査証明書）を監督員に提出する
ものとする。
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1.

2.

3.

4.

5. 　不合格品は、直ちに現場より搬出するものとする。
6.

7.

1.

2.

2.1.6 　調合 1.

2.1.7 　加工 1.

1.

1.

  
　　　　　　第２節　　支給材料及び貸与品

1.

1.

1.

1.

　機器及び材料の合格品は、指定の箇所に受注者の責任において、変
質・不良化しないよう保管しなければならない。

 受注者は、工場立会検査に先立ち、原則として社内検査を実施し、社
内検査報告書として提出するものとする。

2.1.9
合格品の保管

2.2.1
支給及び貸与

2.2.2 品目、
数量、受渡し

2.2.4
使用及び加工

2.2.3
運搬・保管

　支給材料及び貸与品の品目、数量、受渡し場所は発注者の指示による
ものとする。

　支給材料及び貸与品の運搬並びに保管は、受注者が行うものとし、そ
の取扱いは慎重に行わなければならない。

　支給材料及び貸与品の使用及び加工にあたっては、あらかじめ監督員
の承諾を受けなければならない。

　支給材料及び貸与品は、監督員は受注者の立会いのもとに確認した
後、支給材料受領書又は貸与品借用書と引換えに支給あるいは貸与す
る。
　受注者は、その形状・寸法が使用に適当でないと認めたときは、その
旨を監督員に申し出なければならない。

　機器及び材料は、工事工程表に基づき、工事の施工に支障を生じない
よう現場に搬入しなければならない。なお、必要に応じて機器(材料)搬
入計画書を作成し、監督員に提出しなければならない。

　数量の確認をしがたいものは、検査方法について監督員と協議するも
のとする。

2.1.8
機器及び材料
の搬入

　使用材料のうち、調合を要するものについては、監督員の立会いを得
て調合する。ただし、発注者が適当と認めたときは、抜き取り又は見本
検査によることができる。

　加工して使用する材料については、加工後に監督員の検査をうけるも
のとする。

　工事用機器及び材料について検査を要するときの費用は、すべて受注
者の負担とする。

　材料検査に合格したものであっても、使用時になって損傷、変質した
ときは、新品と取り替え、再び検査を受けるものとする。

2.1.4
機器及び材料
の検査

　材料検査に際して、受注者はこれに立会うものとする。なお、立会わ
ないときは受注者は、検査に対し異議を申し立てることはできない。

　検査及び試験のため、使用に耐えなくなったものは、所定数量に算入
しないものとする。

　工事に使用する機器及び材料は、使用前にその品質、寸法又は見本品
について監督員の検査を受け、合格したものでなければならない。

2.1.5
工場立会検査

 特記仕様書に定めのある主要機器は、製作中又は製作完了時に工場検
査願（確認・立会願)を提出し、監督員の工場立会検査を受けるものと
する。
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1.

1.

1. 　貸与品の貸与期間中における維持修繕は、受注者の負担とする。

2.2.8 　返納 1.

　　
　  

　　　　　　第３節　　発生品

2.3.1 　発生品 1.

   ただし、監督員の指示する場合はこの限りではない。
2. 　発生品の保管は、その都度監督員の指示に従うものとする。
3.

　支給材料及び貸与品は、支給材料受払簿又は貸与品借用書によりその
保管及び使用の状況を常に明らかにしなければならない。

2.2.5 　保管・
使用状況の把握

　発生品は、工事の完成日までに監督員の指示する場所に運搬しなけれ
ばならない。
　なお、運搬にあたっては、赤錆等が飛散しないように荷台をシートで
覆わなければならない。

　支給材料及び貸与品を滅失又は損傷したときは、賠償もしくは原形に
復しなければならない。

2.2.6
損傷時の処置

　工事完了後、支給材料については支給材料受払計算書を提出し、その
残材及び貸与品については、監督員の検査を受けたのち、速やかに指定
の場所に返納するものとする。

　工事施工により生じた管弁類等の現場発生品（切管、撤去品等）につ
いては、数量、品目等を記載した発生品調書を作成し監督員に提出する

2.2.7　貸与品
の維持・修繕
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　　　　　　　　第３章　　設備工事施工一般

　　　　　　第１節　　共通土工

3.1.1　適用範囲 1.

1.

2.

　コンクリートの使用区分は、表-3.1.1による。
表－3.1.1 　コンクリートの使用区分

鉄筋コンクリート又は

無筋コンクリート

鉄筋コンクリート

無筋コンクリート

3.

4.

5.

6.

7.

8.

9.

10.

1. 　機器基礎仕上げ等に使用するモルタルの配合は、表-3.1.2による。

表－3.1.2 　モルタル配合比

基礎ボルト穴等の充填用

調整用

コンクリート表面仕上げ用

建築工事共通仕様書によ
る

新設等で、躯体が24N/mm2の
箇所の架台、基礎等

架台、基礎、躯体で強度、水
密性を要する箇所

充填部、静荷重を受ける箇
所、強度を要する箇所

電気室床等の構造体とならな
い箇所

12±2.5

－

設計基準

強　　度

(N/mm2)

スランプ

(cm)

使用箇所

骨材最大

寸　　法

(mm)

水セメント比

(%)

－

20
又は
25

24
55(鉄筋)
60(無筋)

55

－

21

18

－

　コンクリートは、打込中及び打込後、バイブレータ又は突棒により鉄
筋の周囲や型枠の隅々までよく行きわたるよう締め固めるものとする。
　コンクリートを打設後、低温、乾燥、急激な温度変化などによる有害
な影響を受けないよう養生するとともに、硬化中に振動、衝撃及び荷重
を加えないようにコンクリートを保護するものとする。
　既設コンクリートに新しいコンクリートを打ち継ぐ場合は、既設コン
クリート面に十分な目荒しを行い、雑物等を取り除いた後によく水分を
吸収させ、既設コンクリートと密着させるものとする。
　屋外及び水気の多いところに設けるコンクリート基礎は、水切り勾配
を施すものとする。

　土工事等で本仕様書に定めのない事項については、「水道施設工事共
通仕様書【土木工事編】」及び福島県土木部の「共通仕様書（土木工事
編）、建築関係工事共通仕様書」に準ずるものとする。

配合（セメント：洗砂） 使用箇所

１：２

１：３

　コンクリート打設箇所を1箇所又は同一施工箇所で連続して30m3以上
打設する場合は、原則としてJIS A 5308「レディーミクストコンクリー
ト」による品質試験を行うものとする。
　打込み前には、打込み場所のすべての雑物を除いて清掃し、鉄筋のあ
る場合は、鉄筋を正しい位置に配置するものとする。

3.1.3 　モルタル

　コンクリートの打設は、原則として、鉄筋、型枠その他の配置につい
て監督員の立会を受けてから行うものとする。
　コンクリートは、速やかに運搬し、直ちに打設する。練り混ぜてから
打設終了までJIS A 5308「レディーミクストコンクリート」の基準（90
分）を超えてはならない。

8～15

8～15

－

　コンクリート基礎に用いる材料、施工方法については本仕様書のほ
か、「水道施設耐震工法指針　解説（日本水道協会）」、「コンクリー
ト標準示方書（土木学会）」及び「建築設備耐震設計・施工指針（日本
建築センター）」に準拠するものとする。

3.1.2
コンクリート工

　機器・配管その他の基礎等に使用するコンクリートは、JIS A 5308
「レディーミクストコンクリート」又はこれに準じた現場練りコンク
リートを使用しなければならない。

種別
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2.

3. 　床及び排水溝は、排水勾配を十分に考慮し施工するものとする。

1.

2.

1. 　砂利地業は、次を標準とする。
(1)

(2) 　底に砂利を敷きならし、十分締固める。
(3) 　砂利地業の厚さは100mm以上とする。

2. 　捨てコンクリート地業は、次を標準とする。
(1) 　捨てコンクリートの厚さは、50mm以上とし、平たんに仕上げる。

　　　　　　第２節　　機器等の据付け

1.

2.

3.

4.

5.

6.

7.

8.  基礎ボルト・ナット類はステンレス製を原則とする。
9.

10.

3.1.5 　地業工事
　砂利は、切込砂利、切込採石又は再生クラッシャランとし、JIS
A 5001によるC-40程度のものとする。

3.2.1　一般事項 

 機器の据付は、所定の基礎ボルト（アンカーボルト）用い、原則とし
て箱抜きし、植え込むものとする。

 機器の基礎及び架台を床スラブ等のコンクリート構造物上に設ける場
合は、構造物の耐荷重を十分考慮し、構造計算書、検討書などを監督員
に提出するものとする。

　ただし、これによる施工が出来ない場合は、監督員の承諾を得て後施
工アンカー（接着系）により施工できるものとする。
 原水・送配水管及びこれらに類する水道管と電気的導通状態で連結す
る機器を据付ける場合は、所定の基礎ボルト（アンカーボルト）を用
い、箱抜きし、植え込むものとする。
 床（壁）鉄筋の切断を必要とする場合は事前に監督員と協議し、切断
箇所を鉄筋等で補強しなければならない。
 機器の組立て、据付けは、水平・垂直度及び芯出し等を正確に行い、
適切な方法で仮止めした後、基礎ボルト（アンカーボルト）をコンク
リート又はモルタルで固定するものとする。

 機器等の基礎に表面仕上げ（モルタル）を行う場合、その厚さは20mm
を標準とする。
 機械設備工事と電気設備工事の取り合いは、端子箱又は操作盤等の一
次側の配線は電気設備工事の範囲とし、二次側以降の配線は機械設備工
事の範囲とすることを標準とする。なお、詳細は設計図書によるほか監
督員との協議による。

　また、バイブレータなどの振動によって変形したり狂いを生じさせな
いよう施工しなければならない。

3.1.4 　型枠
　合板型枠を使用する場合は、複合合板とし、表面の塗装したものを使
用しなければならない。また、合板型枠は反復使用回数の増加に努める
ものとする。

　型枠は、コンクリートの自重及び施工中に加わる荷重を受けるのに十
分な構造で配置し、コンクリートが必要な強度になるまで取り外しては
ならない。

　機器等の基礎及び架台は、自重、運転荷重及び振動その他を十分考慮
するものとする。

　機器の据付けに当たっては、機器間及び建物との隔離距離・保安距離
並びに保守点検用通路並びに荷役作業のスペースについて十分配慮しな
ければならない。

　配管、配線などによるコンクリート構造物の貫通部がある場合は、必
要に応じて鉄筋等を組み、入念にコンクリート又はモルタル充填を行う
ものとする。
　なお、漏水のおそれがある場合は、更にJIS A 1404「建築用セメント
防水剤の試験方法」に適合した防水モルタルで仕上げを行わなければな
らない。
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11.

1.

2.

表－3.2.1 　設備機器の耐震クラスと設計用水平震度
(水道施設耐震工法指針・解説 2022年版　日本水道協会)

耐震クラス

設置場所

注1) ＜上層階の定義＞
・2階建ての建物では、2階を上層階とする。
・3階建ての建物では、3階を上層階とする。
・4階～6階建ての建物では、最上階を上層階とする。
＜中間階の定義＞
・地階、1階建ての建物では、最上階を上層階とする。

注2)  6階を超える建物及び屋上に設置された設備機器、並びに地階及び1階に
設置する水槽に適用する設計用水平震度は「建築設備耐震設計・施工指針
　最新年版」（日本建築センター）による。

耐震クラスは次のＳ、Ａ、Ｂに区分する。

Ｓ： 水道施設としての重要機器及び復旧に時間を要する機器で重要度が最も高い
Ａ： 一般機器及び比較的復旧に時間を要しない機器で重要度がＳの次に高い
Ｂ： 耐震クラスＳ、Ａ以外の機器

3.2.2　耐震対策

1.0 0.6

－ 3階 2階

－

地階及び１階

地表階

上層階

地表面に直接設置 1.5

1.5 1.0

1.5 1.5 1.0

1.0 0.6

0.6 0.4

設置階

中間階
(4階建ての場
合 2階、3階)

2階 1.5

地階及び１階 地階及び１階 地階及び１階 1.0

最上階 － －

4～6階の建物 3階建て 2階建て

Ｓ

2.0

Ａ Ｂ

　耐震対策は、「水道施設耐震工法指針・解説　最新版」（日本水道協
会）によるほか、「建築設備設計・施工指針　最新版」（日本建築セン
ター）に準拠するものとする。

 受注者は、機器等の据付け完了後、監督員の立会いのもとに、組立
て、据付け状態、寸法及び性能等を確認しなければならない。試験又は
検査に当たっては、「第3章 設備工事施工一般 第3節 試験及び試運転
等」を参照するほか、第6章 その他 付則1「水道設備工事施工管理基
準」に準拠するものとする。なお、機器等の据付け完了後に確認できな
い箇所等は、工事の施工中でも実施しなければならない。

　設備機器の耐震クラスと設計水平震度は、表-3.2.1、表-3.2.2によ
る。
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表－3.2.2 　設備機器の重要度による分類

主ポンプ

取水、配水、送水

その他ポンプ

表洗、逆洗、洗浄配水、揚水 場内給水ポンプ

除塵機

かき寄機、フロキュレータ、

フラッシュミキサ

薬品注入機、中和装置、希釈 移送ポンプ

装置、薬注ポンプ

脱水機、乾燥機、

排泥ポンプ、給泥ポンプ、

コンベア、かき寄機、撹拌機

ディーゼル機関、ガソリン

機関

真空ポンプ 空気圧縮機、ブロワ 送排風機

天井クレーン、ホイスト、

チェーンブロック

貯槽類（コンクリート槽は

除く。）

各種電動弁

受配電盤、受電補助盤

変圧器、断路器、遮断器

高圧閉鎖配電盤、力率改善

用コンデンサ

閉鎖配電盤、コントロールセ

ンタ、現場盤

高圧、低圧用各種電動機 高圧、低圧用各種電動機

(低圧3.7kw以上) (低圧3.7kw未満)

金属抵抗器

監視盤、操作盤、継電器盤、

計装盤

遠方監視盤、遠方監視制御

装置、情報伝送装置

発電設備（発電機、原動機）

無停電電源装置

直流電源設備（充電器、

蓄電池）

処理装置、制御装置、入出力

装置、ＣＲＴ装置、補助ﾒﾓﾘ

制御盤 映像モニタ

電磁流量計

超音波流量計

備考： ① 地盤に自立して設置される大型の架台類は、建築基準法施行令第88条（地震力）により

地震力を計算する。

② 主装置の補機や同一基礎・架台上の補機等は、主装置の重要度ランクを適用する。

3.

4.

(1)

流量計

上記の重要度ランクＢの配電
設備機器

その他

特殊電源設備

電子計算機設備

工業用テレビ設備

負荷設備

熱交換器、オートストレー
ナ、油圧装置、工業用計器

　主要機器及び付属する補機類については、据付耐震強度計算書を作成
し監督員の承諾を得るものとする。
　機械・電気計装設備の耐震設計・施工に当たっては、次の事項に留意
するものとする。

　機械・電気計装設備の耐震設計手法は、関連法規等で規定されて
いる設備については、その法規を遵守するものとする。なお、法規
等に規定されていない設備は「建築設備耐震設計・施工指針　最新
年版」（日本建築センター）に準拠するものとする。

Ｓクラス（重要機器） Ａクラス（一般機器） Ｂクラス（その他機器）

電動機

電動機用抵抗器

監視制御設備

弁・門扉類

遠方監視設備

設備名

ポンプ設備

沈澱池機械設備

沈澱池設備

薬品注入設備

排水処理設備

原動機設備

荷役設備

空気機械設備

貯留設備（槽類）

受配電設備
上記の重要度ランクＡの配電

設備機器
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(2)

(3)

5. 　機械設備の地震対策は、次の地震対策を行うものとする。
(1)

(2) 　土木構造物、建築構造物等と耐震性能を図る。
(3)

(4) 　薬品貯蔵槽類は、隔壁等を設置し液面搖動対策を施す。
6. 　電気設備の地震対策は、次の地震対策を行うものとする。

(1)

(2)

(3) 　主要電気計装設備は、浸水の恐れがない場所に設置する。
7. 　据付機器の地震対策は、次の地震対策を行うものとする。

(1) 床据付機器

(2) 防振支持機器

のある移動・転倒防止型ストッパを設ける。 
防振支持機器の例を図－3.2.2 に示す。

　設備機器類は、土木、建築構造物及び基礎に基礎ボルト（アン
カーボルト）で基礎に強固に固定する。
　設備のスペース、ケーブル及び電線管の布設ルート等は復旧作業
が容易にできるよう考慮する。

　独立した基礎あるいは、はり状の背の高いコンクリート基礎にお
いては、床スラブと十分に固定させる。機器を設置する鉄骨架台に
ついては、十分な強度のある鉄骨を使用する。やむを得ずアンカー
ボルトを基礎筋に溶接する場合は、機器等に電気腐食が生じるので
適切なマクロセル腐食防止対策を施す。
　アンカーボルトや固定金物は機器に対して十分強度の保てる材
料・形状・数量を用いる。機器類の床据付例を図-3.2.1に示す。

　機器の重量や変位を十分考慮した耐震ストッパを取り付ける。変
圧器・盤などの上部変位量の大きい重量機器は、十分な強度

　薬品貯蔵槽や容器、燃料貯蔵槽の破損、転倒、移動などによる薬
品、燃料の漏洩による二次災害を防止する地震対策を施す。

　機械・電気計装設備の重要度と設計用水平震度は、施設の重要度
を考慮して定めるものとする。

　機械・電気計装設備は、基礎ボルト（アンカーボルト）で基礎に
強固に固定する。

　地震時に加わる荷重に耐えるとともに、破損、転倒、移動などが
ないように基礎ボルト（アンカーボルト）で基礎に強固に固定す
る。

図－3.2.1 機器類の床据付例

床スラブの鉄筋と接続し

強度を十分とること

へりあき寸法は

十分とること

100mm以上

基礎ボルト
設備

鉄筋

溶接

土木及び建築構造物

(水道施設耐震工法指針・解説 2022年版 日本水道協会)
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3.2.3　工事銘板 1.

2.

3.

次に、工事銘板の例を示す。

(例）　工事銘板

完成年月 20〇〇年〇〇月
受注者名 〇〇〇〇株式会社

　　　　　　第３節　　試験及び試運転

3.3.1　一般事項 1. 　総合試運転の実施については、特記仕様書による。
2.

3.

4.

5.

1.

(１) タンク、配管などの漏れ及び耐圧試験
(２) 機器の振動及び騒音試験 
(３) 保護装置の動作試験、設定値（整定値）の調整確認、継電器
　　 試験など 
(４) タイマ、補助継電器、その他制御機器の動作チェック、設定
     及び試験など
(５) 絶縁抵抗、絶縁耐力及び接地抵抗の測定など

 銘板は、JIS Z8304「銘板の設計基準」による。ただし、材質は、原則
として金属又はプラスチック製とする。

　主要機器には、工事銘板（完成年月、受注者名等）を取り付けるもの
とする。

　主要機器には、製造銘板（名称・形式・仕様・質量・製造番号・製作
年月・製作会社名など）を取り付けるものとする。なお、容易に取り付
けできない場合は、補助銘板を取り付けるものとする。

　試験及び試運転の実施については、施工計画書に記載しなければなら
ない。
　また、具体的な内容及び方法を定めた実施要領書を作成し、監督員に
提出し、承諾を得るものとする。
　試験及び試運転が完了したときは、報告に必要な書類を作成し監督員
に提出しなければならない。
　試験及び試運転は、受注者の責任で行い、これに要する費用は別に定
めのあるものを除き受注者の負担とする。
　受注者は、試験及び試運転により知り得た業務の機密や各種データを
発注者の承諾なしに外部に公表してはならない。

　単体試験とは、機械設備工事において搬入、据付け後に行う機器の調
整、試験、動作確認試験（シーケンス試験）などをいい、次の試験のう
ち該当するものを含む。

3.3.2 単体試験

ナットＡ

ナットＢ

耐震ストッパ

防振ゴム

図－3.2.2 防振支持機器例
(水道施設耐震工法指針・解説 2022年版 日本水道協会)
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(６) 計装計器の単独動作試験及び確認、ゼロ点調整、スパン調整
     など
(７) その他必要な単体試験

2.

1.

(１) 保護装置の動作試験、設定値（整定値）の調整確認、継電器
　　 試験など
(２) タイマ、補助継電器、その他制御機器の動作チェック、設定
     及び試験など
(３) 絶縁抵抗、絶縁耐力及び接地抵抗の測定など
(４) 計装設備の単独動作試験及び確認、ゼロ点調整、スパン調整
     など 
(５) 蓄電池組込み調整（電圧試験、比重測定など） 
(６) タンク、配管などの漏れ及び耐圧試験
(７) 機器の振動及び騒音試験
(８) その他必要な単体調整

2.

3.  単体調整は、組合せ試験の前に行うものとする。

1.

1.

2.

3.

1.

2.

3.

4.  指導員の派遣は、特記仕様書による。

　組合せ試験とは、電気設備工事において当該工事で施行する機器間、
又は本工事で施工する機器と他工事で施工する機器若しくは既設機器と
の間で、良好な動作、機能的関連等を確認するために実負荷をかけずに
行う各種試験（インターフェース試験、シーケンス試験、計装制御及び
ループ試験など）、絶縁耐力試験、自主検査及び発電装置などに係る試
験等をいう。

3.3.4 組合せ試験

3.3.5
実負荷試運転

 実負荷試運転とは、機器に実負荷（又は相当負荷）をかけて性能、機
能が満足することを確認する試運転のことをいう。
 実負荷試運転は、一定期間（時間）運転するものとし、詳細は特記仕
様書によるものとする。
 最大負荷（能力）の運転が不可能な場合は、監督員との協議により可
能な範囲の負荷運転を実施するものとする。

3.3.6 総合試運転  総合試運転とは、本工事、関連する他工事を含めて総合的なプラント
の機能を確認する必要がある場合は、一連の設備に実負荷（又は相当負
荷）をかけて総括的に一定期間（時間）運転する試験のことをいう。実
施については特記仕様書による。
 総合試運転を実施する場合は、単体試験、単体調整及び組合せ試験の
すべてが終了した後に実施するものとする。
 受注者は、必要に応じ指導員を派遣し、関係職員に運転操作・保守点
検方法等の基礎的指導を行わなければならない。なお、指導員は豊富な
知識と経験、必要な技術力を有する者とする。

　機器又はこれらの組立品のうち、工場検査において性能及び機能を確
認済みであり、据付け後に改めて確認する必要がないものについては、
監督員の承諾を得て施工現場での単体試験の一部又は全部を省略するこ
とができる。

　単体調整とは、電気設備工事において搬入、据付け後に行う機器、保
護装置、計装設備などの機器単体調整をいい、次の試験のうち該当する
ものを含む。

 機器又はこれらの組立品のうち、工場検査において性能及び機能を確
認済みであり、据付け後に改めて確認する必要がないものについては、
監督員の承諾を得て施工現場での単体調整の一部又は全部を省略するこ
とができる。

3.3.3 単体調整
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1.

2.

3.

4.

 受注者は、試験、試運転などが当該施設の運転に影響を及ぼすと予想
される場合は、試験、試運転などの時期、期間、方法などについて監督
員と協議しなければならない。
 試験、試運転に要する電力及び用水及び試験、試運転等で排出される
排水等は、「第1章 総則 1.3.4 工事用電力等及び工事用給・排水」を
参照するものとする。
 試験、試運転等に要する薬品、燃料その他の消耗材、仮設、保安施設
などは、受注者の負担とする。
 ただし、特記仕様書において発注者の負担とした場合は、この限りで
はない。

 受注者は、試験、試運転などにおいて、改善すべき箇所が見つかった
場合は、監督員の指定する期日までに改善し、再度、試験及試運転を実
施しなければならない。これに要する費用は受注者の負担とする。

3.3.7
試験、試運転など
の注意事項
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　　　　　　　　第４章　　機械設備工事

　　　　　　第１節　　共通事項

4.1.1 　一般事項 1.

2.

3.

4.

4.1.2 　構造 1.

2.

3.

4.

4.1.3 　製作加工 1.

2.

3.

4.

5.

6.

7.  鋳鉄品は、溶接接合を行ってはいけない。
8.

9.

 設計図書に示された設備の目的、使用条件等に対して確実に機能を発
揮できるよう、機械設備相互の協調性、互換性などを考慮して、設計、
製作及び施工を行うものとする。
 機器、材料及びこれらを組み合わせたシステムは、稼働時の経済性が
良好なものとし、保守点検、分解補修などが容易であるとともに省エネ
ルギーに配慮した構造、構成としなければならない。
 また、将来の廃棄時にリサイクル等が容易に行えるよう考慮しなけれ
ばならない。
 管路に使用する機器及び材料は、水理特性及び過渡現象を十分検討
し、必要な強度を有するとともに、振動、騒音などの発生の抑制を図る
ものとする。
 主要部分に使用する機器及び材料は、品質及び性能などを証明する資
料を提出しなければならない。

 燃料油、潤滑油、油圧油その他の油脂類を使用する機器にあっては、
油脂類が漏れ出しにくい構造としなければならない。また、万一漏れ出
した場合でも、漏れた油脂類が浄水又は浄水処理過程における水に混入
することのないようにするものとする。

 また、ナットの緩みが、設備の機能を損なう箇所、又は重大な事故を
生じるおそれのある箇所については、二重の緩み止めを施すものとす
る。
 機器の軸受及び歯車は、負荷の特性に応じた、精度の高い機械加工を
施すものとする。

 異種金属を組み合わせて使用する場合は、異種金属接触腐食を防止す
るための適切な処置を施すものとする。
 ボルト接合を行う場合は、ボルトのねじ部でせん断力を受けさせない
よう配慮しなければならない。
 軸方向に荷重が作用するボルト接合は、ボルト締付け時のボルト軸力
と接合される部材の剛性に留意するものとする。
 部材の接合は、溶接接合、ボルト接合又はネジ接合による方法を原則
とする。
 また、リベット接合、接着剤による接合（硬質塩化ビニル管を除
く。）、圧接接合（鉄筋を除く。）、ろう付などを行う場合は、監督員
と協議しなければならない。

 ピン、小ネジ、特殊ボルト接合で振動等による緩みが生じるおそれの
ある箇所は、ナットの緩み止めにロックナット、座金等の確実に緩みが
生じないものを使用しなければならない。

 回転部、かみ合わせ部などは、巻込み等の事故を防止するため、カ
バーその他の防護を適切に設置しなければならない。
 回転機械は、回転体の釣合い荷重の平衡に留意し、振動、騒音などの
発生の抑制を図るものとする。
 機器の点検が十分かつ容易に行えるよう、必要に応じて点検架台、点
検口、点検窓などを配置するものとする。

 材料の加工、機器の組立て、各部の仕上げなどにあたっては、傷、汚
れ、突起、くぼみ、ひずみ等が生じないように行わなければならない。

 鋼材等の溶接を行う場合は、溶込不良、ピンホール、アンダーカッ
ト、肉厚過不足、融合不良などのないように仕上げなければならない。
　 また、溶接による残留応力の影響がある場合は、熱処理により除去
しなければならない。
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10.

11.

12.

1.

2.

3.

4.

(1)

(2)

5.

1.

鉄筋コンクリート用棒鋼 ＳＤ２９５Ａ Ｄ１０及びＤ１３ 

2.

3.

1.

2.

3.

 縦配管のフランジ部において、上にナットがくるように施工しなけれ
ばならない。ただし、施工上困難な場合はこの限りではない。
 フランジ部において、異種管接続する場合は、電気的に絶縁し電食防
止対策を講じること。

 潤滑部分は回転数、負荷に対して最適な形式を選択し、耐久性に優
れ、かつ潤滑油等の補給取替えが容易に行えるもので、油面計を取り付
け、維持管理の容易な構造としなければならない。

 工事に必要なコンクリートのはつりは、監督員を通じて、十分な調査
のもとに、土木・建築構造物をできるだけ損傷させない工法で施工しな
ければならない。
 機器の基礎ボルト（アンカーボルト）、配管などの箱抜きを本工事で
行う場合、基礎ボルトの箱抜き、充填、基礎の仕上げ、配管貫通部処理
は「第3章 設備工事施工一般 第1節 3.1.3 モルタル」に従い入念に施
工しなければならない。なお、設計図書により工法、仕上げなどが指示
されている場合は、それに従い施工する。

 各部仕上げ及び組立ては、ていねいに行うこと。必要箇所には、分解
組立てを目的とした合いマーク等をつけるものとする。
 ボルト・ナットについては、焼付けあるいはかじりが発生するおそれ
のある箇所は、防止処理を施すものとする。

4.1.6
ボルト・ナット
の施工

4.1.4 基礎の施工  既設部分に基礎コンクリートを打ち継ぐ場合は、打設面を目荒し清掃
し、水湿しのうえコンクリートを打ち込むものとする。また、打込みに
当たっては入念に締固めを行わなければならない。

4.1.5 鉄筋の施工
 基礎に使用する鉄筋は、特記仕様書に明記する場合を除き、原則とし
て次により定めるものとする。

 鉄筋の組立ては、原則として３００㎜以内の間隔でかご状に行うもの
とする。
 受注者は施工図を作成するに当たり、機器の運転状態等を十分考慮し
た結果において、強度不足等の理由で、前項によることが不適切と判断
される場合は、監督員と協議のうえ、鉄筋径又は間隔あるいは、その両
方を別に定めることができる。

 ボルト・ナットについては、原則Ｗナットとし、ボルト、ワッシャ、
フランジ、パッキン、フランジ、ワッシャ、スプリングワッシャ、３種
ナット、１種ナットの順とし、ねじ山は３山程度出すものとする。

 基礎鉄筋は、機器の種別、運転状態などを十分考慮した適切なものと
し、原則として次のとおりとする。

はつり出した躯体鉄筋、又はあらかじめ土木・建築構造物に埋設さ
れた差筋に緊結又は溶接する。
躯体コンクリートに対して、あと施工アンカー（接着系）を打ち込
む。

 基礎上に水溜りが発生するおそれのあるところは、自然排水できるよ
うに排水勾配を設けるものとする。
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　　　　　　第２節　　除塵設備

1.

2.

3.

4.

5.

1.

2.

3.

4.

(1) バースクリーン　    ＳＳ４００ 又は同等品
(2) レーキ      　　　  ＳＳ４００ 又は同等品
(3) フレーム （水上部） ＳＳ４００ 又は同等品

　　　　　(水中部） ＳＵＳ３０４、ＳＳ４００ 又は同等品 
5.

6.

7.

8.  附属品は、次のものを標準とする。
　　基礎ボルト（アンカーボルト）

1.

2.

3.

(1) ネットスクリーン   ＳＵＳ３０４、合成樹脂 又は同等品 
(2) フレーム （水上部） ＳＳ４００ 又は同等品 

　　　　　(水中部） ＳＵＳ３０４、ＳＳ４００ 又は同等品 
4.

5.

 駆動装置には、過負荷保護装置として、機械的保護装置若しくは電気
的保護装置を設けるものとする。
 点検、異常時には逆転できる構造で、可能な限り単純な構造としなけ
ればならない。
 駆動装置は、万一の高水位時にも運転が続行できる位置に設置しなけ
ればならない。

4.2.3
ロータリ式除塵機

 ロータリ式除塵機は、バースクリーン、レーキ式除塵機などを通過し
た比較的細かなゴミ（ビニル製品、藻、落ち葉、木片など）を除去する
ために設置するものとする。
 ロータリ式除塵機は、ネットスクリーン、フレーム及び駆動装置など
で構成され、駆動用チェーンに取り付けられたネットスクリーンを水路
中で回転させ、付着した浮遊物を除塵機上部まで上げ、洗浄水若しくは
ブラシなどを用いて除去する構造とする。
 主要部の材質については、以下のとおりとする。なお、詳細は特記仕
様書による。

 駆動装置には、過負荷保護装置として、機械的保護装置若しくは電気
的保護装置を設けるものとする。
 ネットスクリーン又はゴミ棚に付着した浮遊物を除去するための噴射
水については、排除しにくい藻なども考慮して十分余裕を持った水量・
水圧とし、また洗浄ノズルの噴霧状態、水量及び水圧の調整ができるも
のとする。

4.2.1 　一般事項

 主要部の材質については、以下のとおりとする。なお、詳細は特記仕
様書による。

 除塵設備は、流入する浮遊物を確実に除去でき、堅牢で安全確実な操
作ができるものとする。
 除塵設備の水中部は、水質によって腐食や磨耗により耐用年数が短く
なることが考えられるため、構造の決定、材質の選定、塗装仕様につい
ては十分に検討しなければならない。また、油漏れがあった場合にも、
水中に油が滴下しないような防護措置を施すものとする。
 除塵設備の回転部等の危険箇所には、接触防止のために安全カバー等
を設けるものとし、取り外し可能な構造で必要に応じて点検窓を設けな
ければならない。
 除塵設備は、除塵機と附帯設備としてのコンベヤ・ホッパなどから構
成される。
 除塵機にはレーキ式とロータリ式があり、その運転は通常、スクリー
ンの上流と下流の水位差若しくはタイマーによって、自動的に運転でき
るものとする。

4.2.2
レーキ式除塵機

 レーキ式除塵機は、河川水（表流水）の取入口等で木片、ゴミなどの
粗大な浮遊物を除去するために設置するものとする。
 レーキ式除塵機は、バースクリーン、レーキ、フレーム及び駆動装置
などで構成され、スクリーン前面で阻止した浮遊物をレーキによりスク
リーン上部に掻き上げ、これを脱落させる構造とする。
 掻き上げ装置であるレーキは、浮遊物の掻き上げ及び搬送設備への投
入が確実にできる構造とする。
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1.

2.

3.  主要部の材質については、以下のとおりとする。
(１) フレーム ＳＳ４００ 又は同等品
(２) ベルト 軟質天然ゴム 又は同等品
(３) ボルト・ナット類 ＳＵＳ３０４ 又は同等品

4.

5.

6.  附属品は、次のものを標準とする。
(1) 蛇行検出装置 
(2) 洗浄装置 
(3) 基礎ボルト（アンカーボルト）

1.

2.

3.

4.

5.  附属品は、次のものを標準とする。
基礎ボルト（アンカーボルト）

 要部の材質についてはＳＳ４００を標準とし、鋼製溶接構造とする。
開閉装置等の詳細は特記仕様書による。

 ヘッド部及びテールプーリ部周辺で危険な箇所には、安全カバー（脱
着可能）等を設けるものとする。
 コンベヤには、機器周辺のいずれの場所からも操作可能な非常停止用
の安全装置等を設けるものとする。

4.2.5　ホッパ  ホッパは、コンベヤにより搬送されたゴミ等を貯留し下部より搬出す
る設備で、必要に応じて設けるものとする。
 ホッパは、本体、支柱、ホッパゲート及び開閉装置などからなり、点
検、保守が容易に行えるよう階段、歩廊及び踊り場を必要に応じて設け
るものとする。
 水切装置を設ける場合は、排水管、排水ホース、樋などを設けて排水
するものとする。

　ベルトコンベヤは、コンベヤフレーム、駆動プーリ、テールプーリ、
コンベヤベルト、キャリアローラ、リターンローラなどからなり、保守
点検に支障がないよう必要箇所に点検歩廊、手摺、階段などを設ける。

4.2.4 　コンベヤ  コンベヤは、除塵機により除去したゴミ搬出のため搬出場所までゴミ
を搬送するための設備で、ベルトコンベヤ等を必要に応じて設けるもの
とする。
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　　　　　　第３節　　凝集池・沈澱池設備

1.

2.  耐震性には十分配慮し、脱落防止等の措置を講じるものとする。 
3.

1.  仕様
　次の項目については、特記仕様書及び図面などで詳細に指定する。

(1) 駆動装置
(2) 回転方向、攪拌翼周速度
(3) 混和時間
(4) 速度勾配（Ｇ値）

2.  構造
(1) 駆動装置：効率よく円滑に連続運転できるものとする。
(2) 軸 継 手：取替えが容易な構造とする。
(3) 水中軸受：強度的に必要な場合に必要に応じて設置する。
          　 　取替えが容易な構造とする。

3.  材質

(1) 主 軸：ＳＵＳ３０４、ＳＴＰＧ３７０、
 　　　　　ＳＳ４００（FRPライニング） 又は同等品
(2) 攪拌部：ＳＵＳ３０４、ＳＳ４００ 又は同等品

4. 　附属品は、次のものを標準とする。
(1) 駆動装置収納箱（屋外形で必要な場合）
(2) 基礎ボルト（アンカーボルト）又は据付ボルト
(3) 据付架台（開渠の場合）
(4) 駆動装置架台 
(5) 潤滑油 

5.  塗装

1.  仕様
　次の項目については、特記仕様書及び図面などで詳細に指定する。

(1) 駆動装置 
(2) 回転方向、攪拌翼周速度 
(3) 滞留時間と速度勾配の積（ＧＴ値）

2.  構造
(1) 駆動装置：

(2) 安全装置：

(3) 軸封装置：

(4) 水中軸受：

(5) 軸 継 手：

4.3.3
フロキュレータ

１列１駆動を原則とし、効率よく円滑に連続運
転できるものとする。
過負荷保護装置として、機械的保護装置若しく
は電気的保護装置を設ける。
攪拌軸壁貫通部軸封装置は無給水式とし、漏水
のない構造で軸に磨耗を与えず耐久性がある構
造とする。
無給油、無封水、上下二つ割を標準とし、取替
えが容易な構造とする。
水中軸継手は割り筒継手又はフランジ継手と
し、エキスパンション部にはフレキシブル継手
等を使用し、土木構造物の伸縮目地の性能と整
合をとる。

 凝集池・沈澱池設備は、振動や騒音が少なく、磨耗、腐食に対し十分
な強度を有するものとする。

 凝集池・沈澱池設備は、フラッシュミキサ、フロキュレータ、傾斜板
（管）式沈降装置、スラッジ掻寄機、排泥弁などから構成されるものと
する。

4.3.2
フラッシュミキサ

　フラッシュミキサに使用する材料はすべて耐久性、耐摩耗性に優れた
材料を用い、構造は堅固で機能が正確でなければならない。主要材料は
次のものを標準とするが、設置条件等によりこの仕様を変更することが
できる。

　水中部においてＳＵＳ製は無塗装とするが、塗装が必要な部分はJWWA
K 135「水道用液状エポキシ樹脂塗料塗装方法」あるいはJWWA K 157
「水道用無溶剤形エポキシ樹脂塗料塗装方法」に基づいて塗装し、その
ほかの部分は特記仕様書で指定された方法により塗装するものとする。

4.3.1 　一般事項
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3.  材質

(1) 主　　軸：

(2) 攪拌ｱｰﾑ ：

(3) 攪 拌 板： 合成木材、木材、樹脂 又は同等品
(4) 水中軸受： 特殊合成樹脂 

4.  附属品は、次のものを標準とする。
(1) 駆動装置収納箱（屋外形で必要な場合）
(2) 基礎ボルト（アンカーボルト）又は据付ボルト
(3) 駆動装置架台 
(4) 潤滑油 

5.  塗装

1.  仕様及び構造 
　次の項目については、特記仕様書及び図面などで詳細に指定する。

(1) 傾斜板
(2) 支持枠
(3) 吊り桁
(4) 表面負荷率
(5) 平均流速

2.  材質

1.  仕様及び構造 
　次の項目については、特記仕様書及び図面などで詳細に指定する。

(1) 傾斜管
(2) 支持架台 
(3) 表面負荷率 
(4) 平均上昇流速

2.  材質

1.

(1) リンクベルト式
(2) 水中けん引式
(3) 走行式ミーダ形
(4) 回転式
(5) その他、上記以外の形式 

2.  仕様
　次の項目については、特記仕様書及び図面などで詳細に指定する。

(1) 掻寄速度
(2) 運転方法

4.3.5
傾斜管式沈降装置

　傾斜管は、JWWA Z 108「水道用資機材－浸出試験方法」による水質検
査の結果、水質に悪影響を与えないものとする。支持架台は鋼製を標準
とし、耐震性を考慮した構造及び十分な強度を有するものとする。な
お、詳細は特記仕様書による。

4.3.6
スラッジ掻寄機

 スラッジ掻寄機の形式については、特記仕様書及び図面などで詳細に
指定する。

　フロキュレータに使用する材料は、すべて耐久性、耐摩耗性に優れた
材料を用い、構造は堅固で機能が正確でなければならない。主要材料
は、次のものを標準とするが、設置条件等によりこの仕様を変更するこ
とができる。

ＳＵＳ３０４、ＳＴＰＧ３７０、ＳＴＫＭ１３
Ａ、ＳＳ４００（エポキシ樹脂塗装）又は同等
品
ＳＵＳ３０４、ＳＳ４００（エポキシ樹脂塗
装） 又は同等品

　水中部は、JWWA K 135「水道用液状エポキシ樹脂塗料塗装方法」ある
いはJWWA K 157「水道用無溶剤形エポキシ樹脂塗料塗装方法」に基づい
て塗装し、そのほかの部分は特記仕様書で指定された方法により塗装す
るものとする。

4.3.4
傾斜板式沈降装置

　傾斜板及び支持枠は、JWWA Z 108「水道用資機材－浸出試験方法」に
よる水質検査の結果、水質に悪影響を与えないものとする。なお、吊り
桁は鋼製やプレストレスコンクリートなど、耐震性を考慮した構造及び
十分な強度を有するものとする。なお、詳細は特記仕様書による。
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3.  構造
(1) 駆動装置：

(2) 安全装置：

(3) 掻寄板：

4.  材質

(1) 掻寄板：ＳＵＳ３０４、ＳＳ４００、樹脂 又は同等品
(2) 主 軸：Ｓ４５Ｃ、ＳＵＳ３０４ 又は同等品

5.  附属品は、次のものを標準とする。
(1) 駆動装置収納箱（屋外形で必要な場合）
(2) 基礎ボルト（アンカーボルト）又は据付ボルト
　　（必要な場合）
(3) 油脂類

6.  塗装 
　塗装仕様は、「第４章 機械設備工事 13 塗装」を参照する。

1.  仕様
　次の項目については、特記仕様書及び図面などで詳細に指定する。

(1) 形式（ダイヤフラム弁、偏心弁、ピンチ弁、ボール弁を
　　　　　標準とする。） 　　　　　
(2) 操作方式 
(3) 呼び径 
(4) 接続形式（フランジ形を標準とする。）

2.  構造
(1) 弁箱・弁体：

(2) 操 作 機： 空気操作方式又は電動操作方式とする。 
3. 　材質

(1) 弁箱・弁体：ＦＣＤ４５０、ＦＣ２００、ＳＣＳ１３
　　　　　　　　 又は同等品
(2) 弁   座：JIS K 6353「水道用ゴム」準拠品 又は同等品 

4.  附属品は、次のものを標準とする。
(1) 基礎ボルト（アンカーボルト）又は据付ボルト
　　（据付脚付の場合）　
(2) フランジ用ボルト・ナット・パッキン

5.  塗装 
　塗装仕様は、「第4章 機械設備工事 第13節 塗装」を参照する。

1.  共通事項
(1) 基礎コンクリートの表面をできるだけ水平に修正する。

(2) 施工図により、池、水路及び機械室の壁、床などに据付け
　 基準線を基礎上にけがく。 

2.  フラッシュミキサ 
(1) 据付架台の水平度は、水準器などを使用し正確に測定する。 
(2) 軸は下げ振り等を用いて、垂直度に十分注意しながら芯出
    し調整する。
(3) 水中軸受けを設置する場合は、池底等に軸受け台を強固に
    固定する。 

　なお、既存スラブ上に基礎コンクリートを築造する場合は、
「第4章 機械設備工事 第1節 4.1.4 基礎の施工」を参照する。

汚泥及び振動に対する機械的強度並びに腐食・
磨耗を考慮する。

　スラッジ掻寄機に使用する材料は、すべて耐久性、耐摩耗性に優れた
材料を用い、構造は堅固で機能が正確でなければならない。主要材料
は、次のものを標準とするが、運転条件等によりこの仕様を変更するこ
とができる。

4.3.7 排泥弁

内部圧力等に対する機械的強度並びに腐食・磨
耗を考慮する。

4.3.8 施工
　凝集池・沈澱池設備の据付けは、「第３章 設備工事施工一般 第2節
機器等の据付け」を参照するもののほか、以下の項目より的確に施工する。

電動機直結変速機方式若しくは可変速電動機と
する。
機械的保護装置若しくは電気的保護装置を設け
る。
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3.  フロキュレータ 
(1) フロキュレータは、軸水平度及び軸心ずれに十分注意し
    据付ける。
(2) 据付けは、ピアノ線やトランシット、レベル計などの測定
    機器を用いて軸ずれのないように水中軸受けや軸封装置な
    どを据付ける。 
(3) 調整を繰り返しながら軸を据付け、機械室内実体軸のレベ
    ルがプランマブロック仕上げ面を基準として、精度よく据
    付ける。 
(4) パドル取り付けの際には、軸のバランスを崩さないように
    注意する。
(5) 軸を手で回して、回転力及び芯の振れ、レベルなどを調整
    する。 

4.  傾斜板（管）式沈降装置 
(1) 支持枠あるいは支持架台及び傾斜板（管）を、水平度、垂
    直度を重視し、基準線に合わせて設計据付け高となるよう
     正確に据付ける。
(2) 装置の水平度、垂直度及び据付け高を測定する。 
(3) 地震、排水時に落下破損することのないように吊り桁等
     にしっかりと懸吊する。 
(4) 据付け完了後は、傾斜板等の間隔、流水方法の通り、装置
     の高さなどを再調整する。 

5.  リンクベルト式スラッジ掻寄機
(1) 池底レールの通り芯及び左右の高低差を調整する。補修等
   で既設レールを使用する場合は、レールの磨耗代分の補修も
   検討する。
(2) 池底レールを新設する場合及びリターンレールの据付けは、
    平行度及び高低差に十分注意し据付ける。
(3) 池底レール据付けは、池底盤との高低差にも十分注意し据
　  付ける。
(4) 駆動装置側のスプロケットの仕上げ面と、駆動軸の駆動用
    スプロケットの仕上げ面の通芯に十分注意し据付ける。
(5) 水中部のコンクリート基礎は、フロックが自然に落下する
    よう、滑らかに（あるいは鋭角状に）モルタル仕上げする。
(6) 駆動チェーン、掻寄チェーンの緊張が等しくなるように調
    整する。
(7) 駆動チェーン、掻寄チェーンの調整は、池が空の状態で運
    転し行う。
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　　　　　　第４節　　薬品注入設備

1.

表-4.4.1　水道用薬品類

次亜塩素酸ソーダ
次亜塩
次亜

硫酸ばんど、ばんど、
硫酸バンド、バンド

か性ソーダ、か性、
苛性ソーダ、苛性

　（注）略称・俗称は、特記仕様書その他の設計図書で薬品名称と同義として用いることができる。

2.

3.

4.

5.  薬品注入設備は、次のものから構成される。
(1) 受入設備
(2) 希釈設備（水酸化ナトリウム用等）
(3) 溶解設備（粉末活性炭用等）
(4) 貯蔵設備
(5) 注入設備

1.

2.  薬品（液体のものに限る。）受入設備の構造は次による。
(1) 受入口下部には、防液堤を設けるものとし、詳細は特記仕
    様書による。
(2) 受入所には、貯蔵槽の液位が監視できる監視盤等を設置す
    るものとし、詳細は特記仕様書による。
(3) 受入配管には、必要に応じストレーナ及び逆流防止装置を
    設けるものとする。

4.4.2 受入設備  薬品受入口は薬品の種類ごとに設け、共用はしない。また、薬品受入
所等で複数の薬品を取り扱う場合は、受入口を明確に区別できるような
受入口の配置、配色、表示などを行うものとする。

粉末活性炭 活性炭 JWWA K 113「水道用粉末活性炭」

 薬品注入設備の各機器、配管弁類などは、薬品の種類ごとにシステム
を構成し、逆流その他の不測の事態が発生した場合であっても、異なる
薬品が混合することがないように配慮するものとする。
 薬品注入設備に使用する各機器、配管弁類などの接液部（薬品と接触
する部分をいう。以下同じ。）の材質は、取り扱う薬品に対し十分な耐
食性を有するものとする。
 薬品注入設備に使用する各機器の構造、性能、配管の構成などは、取
り扱う薬品の特性（粘性、ガスの発生、揮発性、ゲル化、凝固など）を
考慮し、円滑かつ安定した注入制御に支障のないものとする。

水酸化ナトリウム

JWWA K 122「水道用水酸化ナトリウム(水道
用液体かせいソーダ)」又はこの薬品を清水
又は軟水（スケール障害を抑える場合）で
希釈したもの（水酸化ナトリウム濃度20～
25wt%）

水酸化カルシウム 消石灰
JWWA K 107「水道用水酸化カルシウム（水
道用消石灰）」

炭酸ナトリウム ソーダ灰
JWWA K 108「水道用炭酸ナトリウム（水道
用ソーダ灰）」

ポリシリカ鉄 ＰＳＩ JWWA K 159「水道用ポリシリカ鉄」

濃硫酸 硫酸 JWWA K 134「水道用濃硫酸」

次亜塩素酸ナトリウム

JWWA K 120「水道用次亜塩素酸ナトリウ
ム」又は食塩水を電気分解して得られるこ
の規格と同等の品質を有する溶液（次亜塩
素酸ナトリウム濃度1～12wt％）

ポリ塩化アルミニウム ＰＡＣ
JWWA K 154「水道用ポリ塩化アルミニウ
ム」（水道用塩基性塩化アルミニウム）

硫酸アルミニウム
JWWA K 155「水道用硫酸アルミニウム」
（水道用硫酸ばんど）

4.4.1 一般事項  この節で規定する機器等で取り扱う水道用薬品類の仕様は、表－4.4.1
のとおりである。

薬品名称 略称・俗称 適用規格
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(4) 受入用ホースの接続は、ホースノズル又はフランジ接合と
 　 し、確実に接合できる構造とする。
(5) 受入れに当たり貯蔵槽までポンプによる圧送を必要とする
    場合、受入ポンプの仕様は「第4章 機械設備工事編 4.4.8
     薬品用ポンプ」を参照する。

3.  薬品（粉体のものに限る。）受入設備の構造は次による。
(1) ローリー車による粉体薬品の受入口には、受入ノズルと受
    入操作盤を設置するものとし、詳細は特記仕様書による。
(2) 受入用ホースの接続は、ホースノズル又はフランジ接合と
    し、確実に接合できる構造とする。

1.

(1) 受入ポンプ（希釈用）
(2) 希釈水ポンプ（希釈用）
(3) 希釈装置（ラインミキサー等）
(4) 冷却器（希釈熱の冷却用）
(5) 受入槽（必要な場合）

2.

3.  受入ポンプの仕様は、「第4章 機械設備工事 第4節 4.4.8 薬品用ポ
ンプ」を参照する。

4.

5.

1.

(1) 溶解槽
(2) 攪拌機 
(3) ホイスト式天井クレーン（「第4章 機械設備工事 第10節
    4.10.3 ホイスト式天井クレーン」参照）

2.

3.

4.  構造、構成、接液部の材質などの詳細は、特記仕様書による。 

1.

2.  貯蔵する薬品が液体の場合は、接液部の材質は、表－4.4.2 を標準と
し、必要によりライニング等を施すものとする。なお、詳細は特記仕様
書による。

 冷却器は、原則としてプレート式とし、接液部材質は対象薬液に適し
たものとする。

4.4.4 溶解設備  溶解設備は、紙袋又はフレコンバック、コンテナ、タンクローリなど
で搬入された粉体薬品を清水によりスラリー状に希釈するための設備
で、主に次のものから構成される。なお、詳細は特記仕様書による
（(３) を除く）。

 溶解槽には、清掃が容易にできる広さの点検口を設ける。また、配管
が閉塞しやすいため、配管の接続はフランジ接合とし分解、清掃が可能
な構造とする。
 攪拌機には、油事故を防止するため、水中に油が滴下しないような防
護措置を施すものとする。

4.4.5 貯蔵設備  貯蔵槽は、鋼製その他の金属、樹脂（ＦＲＰを含む。）、鉄筋コンク
リートなどを主たる材料とし、内圧及び耐震性を十分に考慮した構造及
び強度を有するものとする。

4.4.3 希釈設備  希釈設備は、水酸化ナトリウム等の希釈が必要な液体薬品を受け入れ
るときなどに清水又は軟水（スケール障害を抑える場合）で希釈するた
めの設備で、次のものから構成される。なお、詳細は特記仕様書によ
る。

 水酸化ナトリウムを希釈する場合は、希釈熱が発生するため、これを
考慮した材料を使用するとともに、希釈中の温度上昇を管理するため原
則として温度計を設置する。なお、詳細は特記仕様書による。

 希釈水ポンプの一次側には希釈用水槽を設け、原則として場内給水管
とは直結してはならない。
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表-4.4.2 貯蔵槽の接液部材質

　（注）濃硫酸のＰＶＣ、ポリエチレン樹脂は、濃度95％以下の場合。

3.  貯槽をＦＲＰ製とする場合は、次の規格による。
JIS K 7012「ガラス強化繊維プラスチック製耐食貯槽」 

4.

5.

6.

7.

8.  貯蔵槽には内部点検用のマンホールを設けるものとする。 
9.

10.  貯蔵槽を屋外に設置する場合は、雷対策を施さなければならない。

表-4.4.3 貯蔵槽計装設備

表-4.4.4 貯蔵槽計装設備の接液部材質

水酸化ナトリウム
ＳＵＳ３０４、ＳＵＳ３０４＋
ＰＶＣライニング

ＳＵＳ３０４

ポリシリカ鉄 ＳＵＳ３０４＋ＰＶＣライニング チタン

濃硫酸
ＳＵＳ３１６、ＳＵＳ３０４＋
フッ素樹脂ライニング

ＳＵＳ３１６、カーボン

次亜塩素酸ナトリウム ＳＵＳ３０４＋ＰＶＣライニング チタン

ポリ塩化アルミニウム ＳＵＳ３０４＋ＰＶＣライニング
チタン、タンタル、白金、
ハステロイＣ、ＳＵＳ３１６

液位発信器 超音波式 又は 圧力式 温度補償機能内蔵（超音波式）

薬品名称 直読式液位計 液位電極

品　　名 形　　式 備　　考

直読式液位計
マグネットフロート式 ４ｍ以上は２分割

フロートテープ式 上部の液位が確認不可能時

 濃硫酸の貯蔵槽は、原則として鋼製とする。また、槽内の乾燥を保つ
ための対策を施すものとする。
 貯蔵する薬品が液体の場合は、貯蔵槽の周囲には、薬品が漏れ出した
場合に薬品の拡散を防止するため、防液堤又はこれに類する施設を設け
なければならない。なお、防液堤の内面は耐薬品性の塗料等で塗装を施
すものとする。
 また、薬品の漏れを検知するための検知装置を設置するものとする。
なお、詳細は特記仕様書による。
 貯蔵槽には必要に応じて、直読式液位計、液位発信器、液位電極など
の計装設備を取り付けるものとし、その形式は表－4.4.3 を、その主要
部に使用する材質は表－4.4.4 を参照する。なお、詳細は特記仕様書に
よる。
 貯蔵する薬品が粉体の場合は、貯蔵槽（サイロ）にはブリッジ形成防
止装置や粉塵防止装置を設置するものとする。なお、詳細は特記仕様書
による。

 移送ポンプ等を設ける場合は、「第4章 機械設備工事 第4節 4.4.8 薬
品用ポンプ」を参照する。

ポリシリカ鉄 ビニルエステル樹脂ＦＲＰ、ＰＶＣ又はポリエチレン樹脂

濃硫酸 ＳＳ４００、ＰＶＣ又はポリエチレン樹脂※

水酸化ナトリウム
ビニルエステル樹脂ＦＲＰ、ＳＵＳ３０４、ＰＶＣ又はポリエチレン
樹脂

薬品名称 材質

次亜塩素酸ナトリウム
ポリ塩化ビニル樹脂（以下「ＰＶＣ」という。）、チタン又はポリエ
チレン樹脂

ポリ塩化アルミニウム ビニルエステル樹脂ＦＲＰ、ＰＶＣ又はポリエチレン樹脂
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1.  共通事項
（1) 注入設備は、次に掲げる方式とし、詳細は特記仕様書による。

1) 計量ポンプ方式（容積ポンプを用いた方式） 
2) 流量調節弁方式 

ア．注入ポンプ、流量調節弁、流量計、圧力調節弁及び
圧力計を組み合わせた注入ポンプ方式

イ．移送ポンプ、薬品注入槽、流量調節弁、流量計などを
組み合わせた自然流下方式

ウ．移送ポンプ、定圧槽、流量調節弁、流量計を組み合わ
せた定圧槽方式

（2) 搬送水を用いる場合は、特記仕様書による。
（3) 注入設備は、点検及び補修が容易となるように、鋼製架台等

にポンプその他の機材を整然と配置するものとする。
（4) ポンプの形式及び材質は「第4章 機械設備工事 第4節 4.4.8 薬

 品用ポンプ」を参照する。
（5) ポンプの吸込側にはストレーナを設けるものとする。ただし、

 槽内形の計量ポンプで吸込口にストレーナの機構を有するもの
は、この限りではない。

（6) 薬液配管には、薬品の性状、配管経路などを考慮し、次の弁
 類等を取り付けるものとする。
1) 次亜塩素酸ナトリウム等のガスを発生する薬液は、ガスロ

ック現象を生じるおそれのある配管頂部に脱泡（気液分離）
装置を取り付けるものとする。
 また、横走り配管には傾斜を設け、脱泡（気液分離）装置
にガスが集まるようにする。

2) サイフォン現象、オーバーフィード現象を生じるおそれの
ある配管には、背圧弁を取り付けるものとする。

3) プランジャポンプ、ダイヤフラムポンプなどを用い、脈動、
振動を生じるおそれのある場合は、エアチャンバを取り付
けるものとする。 

4) 設備全体を停止することなくポンプ、流量計、流量調節弁、
電動弁などの補修・点検作業を行うために、系統ごとに区
画を区切る。また薬液のドレン、水への置換が行えるよう
に、手動弁、置換用浄水給水口及びドレン口を配置するも
のとする。

2. 計量ポンプ方式 
（1) この方式には、プランジャ型やダイヤフラム型のようにピス

 トンのストローク長やモータの回転数変更により注入量を制御
 するものと、ねじポンプのようにモータの回転数変更のみによ
 り注入量を制御するものがある。

（2) ポンプの仕様、流量制御範囲は特記仕様書による。 
（3) ポンプ吐出側に流量計又は検流器を取り付ける場合は、特記

 仕様書による。
  なお、電磁流量計を取り付ける場合の仕様及び材質は、「第４
章 機械設備工事 第4節 4.4.6-3 流量調節弁方式(4)」を参照する。

3. 流量調節弁方式 
（1) この方式には、代表的なものとして次に掲げる３つの方式が

  ある。
1) 注入ポンプ方式 

2) 自然流下方式 
 ポンプで一度、高い位置に設置した薬品注入槽へ揚液した後に
自然流下方式で送液し、その量を一対の流量計と流量調節弁で
制御するものである。

4.4.6 注入設備

 注入ポンプの吐出薬液を、一対の流量計と流量調節弁を用いた
フィードバック制御により流量制御するものである。1台のポン
プの吐出に複数の対を配置することにより、異なる注入先の流
量制御を行う場合を含む。
 なお、注入量が少ないときに吐出の一部を貯蔵槽へ還流させ、
ポンプ吐出部の圧力調整をする圧力計と圧力調節弁を組み合わ
せたフィードバック機構を必要により設ける。
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3) 定圧槽方式

（2) 流量調節弁の流量制御範囲は特記仕様書による。
（3) 弁の仕様は、「第４章 機械設備工事 第4節 4.4.7 薬品用弁類」

  を参照する。
（4) 流量計は、次の仕様を標準とし、材質は表－4.4.5 を参照す

 る。なお、流量計測範囲等は特記仕様書による。
1) 形  式：電磁流量計（変換器分離形又は一体形） 
2) 変換方式：正方向単レンジ又は正方向自動切替2重レンジ 

（5) 圧力計は、ダイヤフラム式圧力発信器を標準とし、材質は
 表－4.4.5 を参照する。

表-4.4.5 薬品用の流量計及び圧力計の材質

1.

2.

3.  薬品用弁類の材質は、薬品の種類に従い、表－4.4.6 を標準とする。

表-4.4.6 薬品用弁類の材質

ＰＶＣ又は ＦＣ２００＋ ＦＣ２００＋ ＦＣ２００＋ ＦＣ２００＋ 
ＦＣ２００＋
四フッ化樹脂
ライニング 

四フッ化樹脂、
天然ゴムクロロ
プレンゴム 又は
エチレンプロピ
レンゴム

四フッ化樹脂

自
動
弁

本体
硬質天然ゴム
ライニング

硬質天然ゴム
ライニング

クロロプレン
ゴムライニング

四フッ化樹脂
ライニング

ダイヤフラ
ム

四フッ化樹脂 又は
塩素化ポリエチレ
ン

四フッ化 樹脂、
天然ゴムクロロ
プレンゴム 又は
エチレンプロピ
レンゴム

四フッ化樹脂又
は
エチレンプロピ
レンゴム

 ただし、薬品の種類が活性炭スラリ等、流れの悪い流体の場合には、
全開時に閉塞が少ないダイヤフラム弁（ストレート形）、ボール弁など
を検討する。

品名・部品名
次亜塩素酸
ナトリウム

ポリ塩化
アルミニウム

ポリシリカ鉄
水酸化

ナトリウム
濃硫酸

ＳＣＳ１４＋
四フッ化樹脂

インナーバ
ルブ又はダ
イヤフラム

ＰＶＣ又は
四フッ化樹脂

四フッ化樹脂 四フッ化樹脂 ＳＵＳ３１６ 四フッ化樹脂

調
節
弁

本体
ＳＳ４００＋
ＰＶＣライニング

ＳＳ４００＋
ＰＶＣライニン
グ

ＳＳ４００＋
ＰＶＣライニン
グ

ＳＣＳ１４

圧
力
発
信
器

ダイヤ
フラム

白金又はチタン タンタル タンタル ＳＵＳ３１６Ｌ 白金又はチタン

4.4.7 薬品用弁類 　流量調節弁及び圧力調節弁の仕様は、材質、容量、レンジアビリ
ティーを考慮したもので、JIS B2005「工業プロセス用調節弁」 の規格
　自動弁（全開又は全閉で使用するもの）の形式は、ダイヤフラム弁
（ウェア形）ボール弁を標準とし、その駆動方式は空気式又は電動式か
ら選択する。

四フッ化エチレ
ン樹脂

電極 白金又はチタン 白金又はチタン 白金又はチタン ＳＵＳ３１６Ｌ 白金

電
磁
流
量
計

ライニング
四フッ化エチレン
樹脂又はセラミッ
ク

四フッ化エチレ
ン樹脂

四フッ化エチレ
ン樹脂

四フッ化エチレ
ン樹脂

アース
リング

白金又はチタン チタン チタン ＳＵＳ３１６Ｌ 白金

 薬品を定圧槽に移送し、圧縮空気で加圧し、定圧槽の圧力を調
整弁の一次圧として利用し、注入量は一対の流量計と流量調節
弁で制御するものである。

品名・部品名
次亜塩素酸
ナトリウム

ポリ塩化
アルミニウム

ポリシリカ鉄
水酸化

ナトリウム
濃硫酸
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1. 　ポンプの形式は、用途に従い表－4.4.7 を標準とする。

表-4.4.7 薬品用ポンプの形式

2.

3.

4.

5.

表-4.4.8 薬品用ポンプの材質

6.  附属品は、次のものを標準とする。

基礎ボルト（アンカーボルト）

一
軸
ね
じ
ポ
ン
プ

ケーシング
チタン又はチタン合金 ＳＣＳ１４、ＳＵＳ３１６

ロータ

ステータ フッ素ゴム
フッ素ゴム

又は
エチレンプロピレンゴム

フッ素ゴム

ダ
イ
ヤ
フ
ラ
ム
ポ
ン
プ

ポンプ
　 ヘッド

ＰＶＣ ＳＣＳ１４又はＳＵＳ３１６

ダイヤ
　フラム

四フッ化樹脂
又は

塩素化
ポリエチレン

四フッ化樹脂
天然ゴム、 クロ
ロプレンゴム

又は
エチレンプロピ

レンゴム

四フッ化樹脂
又は

エチレンプロピ
レンゴム

四フッ化樹脂
天然ゴム、クロ
ロプレンゴム

又は
エチレンプロピ

レンゴム

四フッ化樹脂

主軸
チタン
又は

セラミック

ニッケル合金
（NiMo16Cr16Fe6

W4 同等品）
又はセラミック

チタン
又は

セラミック

ＳＵＳ３１６
又は

セラミック
－

濃硫酸

遠
心
ポ
ン
プ

ケーシング チタン又はフッ素樹脂ライニング
ＳＣＳ１４

又はフッ素樹脂
ライニング

－

羽根車 チタン、チタン合金又はフッ素樹脂ライニング
ＳＣＳ１４

又はフッ素樹脂
ライニング

－

 ポンプの吸込側には、ポンプ（流量調節弁方式の注入ポンプにあって
は、ポンプ、流量調節弁及び圧力調節弁）の運転に支障となる不純物、
固形物を取り除くためのストレーナを取り付けるものとする。
 ポンプ及びストレーナ内の薬液のドレン及び水への置換を行えるよう
に、置換用浄水の給水口及びドレン抜き口を取り付けるものとする。原
則として給水口はストレーナの一次側に、ドレン抜き口はポンプ吐出側
に設けなければならない。
 プランジャ式ポンプは、運転中の停電等により行程途中で停止した場
合であっても、機械的又は電気的に起動準備完了位置（再起動可能な状
態）で自動的に復帰するものとする。
 ポンプの主要部材質は、ポンプの形式及び薬品の種類に従い表－4.4.8
を標準とする。

品名・部品名
次亜塩素酸
ナトリウム

ポリ塩化
アルミニウム

ポリシリカ鉄
水酸化

ナトリウム

受入ポンプ

シールレス構造
耐薬品性遠心ポンプ

キャンドモータポンプ 又は
マグネット式ポンプ

移送ポンプ

注入ポンプ

流量調節弁
方式

計量ポンプ
方式

プランジャポンプ
ダイヤフラムポンプ、
槽内形立軸無弁式ポンプ、
耐薬品性ギヤポンプ等

一軸ねじポンプ

4.4.8
薬品用ポンプ

用途 ポンプ種別 備考
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　　　　　　第５節　　膜ろ過設備

1.

2.

3. 膜の種類 
(1) 精密ろ過膜（ＭＦ膜：micro-filtration） 

(2) 限外ろ過膜（ＵＦ膜：ultra-filtration）

(3) ナノろ過膜（ＮＦ膜：nano-filtration）

1. 水道用精密ろ過膜モジュール及び限外ろ過膜モジュール規格
（AMST-001）

2. 水道用逆浸透膜モジュール及びナノろ過膜モジュール規格（AMST-002）
3. 水道用海水淡水化逆浸透膜モジュール規格（AMST-003）
4. 水道用大孔径ろ過膜モジュール規格（AMST-004） 

1. 前処理設備
2. 膜ろ過設備 
3. 後処理・消毒設備
4. 排水処理設備 

1.

1.

2.

1.

1.

1.

4.5.6
後処理・消毒設備

 膜モジュールでろ過された処理水の消毒、ｐＨ調整などを行うほか、
カビ臭、マンガン等を除去する。

4.5.7
排水処理設備

 膜洗浄水等を処理する設備であり、濁質等を濃縮・脱水処理する。ま
た、薬品洗浄する場合は、適法な処理を行うものとする。

4.5.8　機器仕様  水道用膜モジュール仕様、洗浄方式、前処理設備、後処理・消毒設
備、排水処理設備は特記仕様書による。

4.5.2
水道用膜モジュー
ル規格

4.5.3 設備構成

4.5.4 前処理設備  原水に含まれる夾雑物をスクリーンやストレーナ等により除去する。
ろ過性能を向上するため、原水に凝集材を自動注入し、濁質及び有機物
等をマイクロフロック化する。また、殺藻や膜への有機物の付着防止、
鉄・マンガン等の酸化設備を設置する。

4.5.5 膜ろ過設備  前処理した原水を、膜を使用してろ過する装置であり、加圧ポンプ、
膜モジュール、洗浄装置などから構成される。
 膜及び膜モジュールの強度は、ろ過圧力、負圧、エアレーションによ
る洗浄時の繰り返し応力などの機械的変化、長期使用による熱変形や薬
品洗浄による化学変化に十分対応できるものとする。
 また、膜及び膜モジュールはウォーターハンマによる衝撃を極力受け
ないものとする。

 限外ろ過膜と逆浸透膜の中間に位置する浸透膜を用いるものであ
る。分離対象は、分子量が最大数百程度までの低分子物質である。

4.5.1　一般事項  この節で規定する膜ろ過設備は、圧力差によって膜に水を通し、懸濁
物質やコロイドを物理的に分離するプロセスの浄水処理用膜ろ過設備に
ついて規定する。
　精密ろ過膜、限外ろ過膜は、除濁、除菌を目的として使用される。ナ
ノろ過膜は消毒副生成物、農薬、臭気物質、その他塩類等の除去を目的
に使用する。

 精密ろ過膜は０.０１～１０μｍ程度の孔径を有する。浄水処理に
使用される膜は、一般的に０.０１～２μｍ程度であり、この孔径よ
りも大きいコロイド、懸濁粒子、菌体の除去に用いられる。クリプ
トスポリジウムの除去に目的を特化させる場合、2μｍ程度の大孔径
膜が使用される場合がある。

 ふるい分けの原理に基づき限外ろ過膜を用いて、分子の大きさで分
離を行う。水道用の限外ろ過膜は細孔径では０.０１以下と定義さ
れ、分画分子量で膜の性能を表している。浄水処理に用いられる膜
の分離対象は分子量１,０００～２００,０００程度の高分子量、コ
ロイド、蛋白などであり、これより小さい分子量の物質やイオンな
どは分離できない。
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　　　　　　第６節　　オゾン処理設備

1.

1. オゾン発生設備 
2. オゾン反応設備
3. 排オゾン設備
4. 監視設備 
5. オゾン濃度測定設備

　オゾン発生装置は以下のものより構成される。
1. 空気源設備 

(1) 空気原料 

(2) 購入純酸素 

(3) 酸素富化空気 

2. 空気冷却・乾燥装置 

3. オゾン発生器 

4. 電源装置 

5. オゾン発生器用冷却装置 
(1) 冷水循環ポンプ 

(2) 熱交換器 

(3) 冷却水ポンプ 

(4) 膨張タンク

 オゾン発生器と熱交換器間の冷水（イオン交換水）を循環するポン
プである。

 オゾン発生器で昇温された（イオン交換水）を冷却するために熱交
換器が設置される。熱交換器の設置が困難な場合は、水冷チラー方
式や空冷チラー方式を設置する。

 熱交換器に冷却水を送水するポンプであり、冷却水には浄水、活性
炭処理水、オゾン処理水が使用される。熱交換器からの返送水は、
オゾン接触槽入口より前の工程に戻すことが望ましい。

 循環配管は、冷却循環の際に異常圧力が発生しないように設置し、
膨張タンク内を含めて冷水は１年に１回交換し、運転時は冷水の補
給は行わない。

4.6.4
オゾン反応装置

 オゾン反応設備は、オゾンと水の混和、接触が有効に行われ、吸収効率の
高い構造とし、以下のものにより構成される。

 オゾン発生管の電極間に高電圧（数ｋＶ～十数ｋＶ）の交流電圧を供
給する。オゾン発生量を調整するため、インバータ、変圧器で電流、周
波数を調整する。電源装置は高調波対策を行うものとする。

4.6.1　一般事項 　この節で規定するオゾン設備は、オゾンを使用して水中の無機物及び
有機物などの酸化及び細菌、ウイルスなどの殺菌・不活化を行うプロセ
スなどについて規定する。
　オゾン漏洩が起こると、人や環境・設備に対して悪影響がでるため、
オゾン処理施設の設置及び運転に当たっては、排オゾン処理や漏洩対策
に十分に配慮する。

4.6.2　設備構成

4.6.3
オゾン発生装置

 大気を空気圧縮機、ブロアで加圧し、オゾン発生器へ乾燥空気を供
給する方式。

 購入した純酸素の貯留槽及び気化装置で構成され、オゾン発生器へ
酸素を供給する方式。可燃性ガスのため取り扱いが難しい。

 吸着剤に対する窒素と酸素の吸着選択性によって酸素を分離し、酸
素の含有率を95％程度にしてオゾン発生器へ供給する方式。

 空気露点が高いとＮＯｘの発生が多くなり、発生器内で硝酸鉄を生成
し放電管の寿命の短寿命化や効率低下を招くため、空気冷却乾燥装置又
は空気乾燥装置を使用し、空気露点を-50℃以下とする。

 オゾン発生器の電極タイプは円筒多管式と平板式があるが、多数の接
地電極と高圧電極が設置されるため、一部の接地電極や高圧電極が破損
した場合でも開放なしに保守して運転継続できるよう、分解・点検保守
が容易な構造とする。
 また、オゾン発生管は発熱が大きいため、冷却器は十分な冷却能力を
確保する。
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1. オゾン散気設備

2. オゾンヘッダー管

3. オゾン接触池 

　排オゾン設備は以下のものより構成される。
1. 排オゾン分解塔 

2. ミストセパレータ

3. 排オゾンファン

 監視・制御設備は以下のものより構成される。
1. 監視制御盤 

 処理工程の監視、オゾン漏洩の監視、オゾン処理の制御を行う。

2. 操作盤 
 現場での運転操作のため、オゾン発生装置に操作盤を設置する。

 オゾン濃度測定装置は以下のものより構成される。
1. 発生オゾン濃度測定装置 
2. 排オゾン濃度測定装置 
3. 環境オゾン濃度測定装置
4. 漏洩オゾン濃度測定装置
5. 溶存オゾン濃度測定装置

4.6.8
オゾン設備諸元

 オゾン注入率、発生オゾン濃度、オゾン接触池接触時間、オゾン接触池段
数、オゾン注入箇所、オゾン注入方式、原料ガスは特記仕様書による。

 流入水にオゾンを均一に注入する設備で、多数の散気管や散気ディス
クで構成される。

 複数のオゾン発生装置から送られたオゾン化空気を集合し、オゾン散
気設備に送る設備である。

 浄水場ではＲＣ構造のオゾン接触池が多い。セメント自体は無機物で
あり、オゾンによる腐食は無いが、混合物によってはオゾンと反応し、
セメントに対し水の割合が多いと反応が加速するので注意が必要であ
る。オゾンは有機物に対して酸化腐食作用が強いため塗装を施工する場
合は注意が必要である。

4.6.5
排オゾン設備

 オゾン接触設備で反応しなかったオゾンは、無害化して大気に排出す
る必要がある。排オゾン分解塔出口濃度は産業衛生学会の作業環境基準
濃度に準じる。
 また、排オゾン分解塔の充填剤は省スペースで効率的な触媒＋特殊活
性炭を標準とする。

 排オゾンガスは水分を含んでおり、排オゾン分解塔を通過すると充填
剤が濡れ効率が低下するためミストセパレータで水分を除去する。

 クラック等によりＲＣ構造のオゾン接触池にすき間ができるとオゾン
漏洩がおきるため、排オゾンファンにてオゾン接触池を負圧にしてオゾ
ン漏洩を防ぐ。

4.6.6
監視・制御設備

 オゾン処理制御法として、オゾン注入率一定制御等がある。オゾン処
理流入水に臭化物を含む場合は、臭素酸が発生するので注意が必要であ
る。臭素酸抑制法として、溶存オゾン濃度制御、ｐＨ制御、接触時間制
御等の単独又は組合せで実施されている。

4.6.7
オゾン濃度測定
装置
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　　　　　　第７節　　排水処理設備

 排水処理施設は、次の施設、設備の全部又は一部から構成される。
1. 洗浄排水池 
2. 排泥池
3. 濃縮槽
4. 給泥設備
5. 加圧脱水機設備
6. 天日乾燥床
7. ケーキヤード

1.

2.

3. 攪拌装置

(1) 

(2) 

(3) 

(4) 

(5) 

1.

2.

3. スラッジ掻寄機 
(1)

(2)

(3)

(4)

1.

2.  給泥設備は、ポンプ、弁類及び配管類から構成される。 
3.

4.

 ポンプは、スラッジの性状変化に対して安定した性能を有し、スラッ
ジの閉塞がないとともに、電動機の過負荷が生じない構造とする。な
お、詳細は特記仕様書による。
 弁類は、スラッジの閉塞がないよう考慮した構造とし、詳細は特記仕
様書による。

スラッジ掻寄機は、沈降分離したスラッジの濃度等を考慮し、円滑
な排泥機能を有するものとする。
スラッジ掻寄機の周端速度は、原則として０.６ｍ/min以下とする。
なお、詳細は特記仕様書による。
 濃厚なスラッジが沈積した場合や停電後の再起動時等には、過大な
負荷による破損を招くおそれがあるため、安全装置（過負荷保護装
置、レーキ引上げ装置など）を設置する。
上記以外については、「第4章 機械設備工事編 4.3.6 スラッジ掻寄
機」を参照する。

4.7.4 給泥設備  給泥設備は、濃縮槽等から脱水機設備に濃縮されたスラッジを供給す
る設備である。

4.7.3 濃縮層  濃縮槽は、スラッジの濃縮及び掻寄せが効果的に行え、また、スラッ
ジの引抜きが円滑に行える構造、形状とする。
 濃縮槽は、スラッジ引抜き管、給泥設備、上澄水取出し装置、上澄水
管及びスラッジ掻寄機などを有し、必要に応じて上澄水返送ポンプ及び
スラッジ引抜きポンプなどを設けるものとする。なお、詳細については
設計図書による。

4.7.1　一般事項

4.7.2
洗浄排水池
・排泥池

 洗浄排水池及び排泥池は、それぞれ、ろ過池の洗浄排水、及び沈澱池
からのスラッジを受け入れる設備であり、間欠的で量的、質的に一定で
ない洗浄排水、又はスラッジを一時的に貯留し、質的、量的に時間的変
化を調整、平均化し、後続施設へスラッジを送ることができる構造、形
状とする。
 洗浄排水池及び排泥池は、返送管及びスラッジ引抜き管などを有し、
必要に応じて、攪拌装置、返送ポンプ及びスラッジ引抜きポンプなどを
設けるものとする。なお、詳細については設計図書による。

 沈降分離を行わない場合は、スラッジの沈澱を生じさせないために攪
拌機を設置する。

攪拌機アームは、攪拌効果が最も高い位置に取り付けられる構造と
する。
形式、主要部材質、翼車形状、駆動装置（電動機、減速機）、周速
度などの詳細は、特記仕様書による。
過負荷保護装置として、機械的保護装置若しくは電気的保護装置を
設ける。
鋼製架台を設置する場合は、静荷重及び動荷重に対し十分な強度、
構造であることを確認する。
 なお、鋼製架台に点検歩廊を併設する場合は、滑り止め及び腐食対
策（塗装等）を施す。また、点検、補修などに必要なスペースを確
保するとともに手摺を設置する。
施工は、「第4章 機械設備工事編 4.3.8 施工 2 フラッシュミキ
サ」を参照する。
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1.  加圧脱水機設備は、無薬注による横型の機械脱水方式を標準とする。
なお、薬注による脱水方式については、特記仕様書による。

2. 形式 
無薬注式横型加圧脱水機（圧搾機構付ろ布走行式等）

3. 主要部材質 
(1) フレーム ＳＳ４００ 又は同等品
(2) ろ板 ポリプロピレン、ＦＣＤ、ＳＵＳ、

Ａｌ 又は同等品
(3) ダイヤフラム 軟質天然ゴム 又は同等品 
(4) ボルト、ナット類 ＳＵＳ３０４ 又は同等品 

4.

5.  ケーキ搬出に必要なベルトコンベヤ等を必要に応じて設ける。

6.  附属品は、次のものを標準とする。
(1) 専用補機

（必要に応じてバルブスタンド、真空ポンプ、レシーバタンク、
補給水槽などを含む。）

(2) 自動弁 
(3) 洗浄水飛散防止カーテン 
(4) 基礎ボルト（アンカーボルト） 

1.

2.

3.  その他、詳細については、特記仕様書による。

1.

2.  分解作業は、油脂類を抜き取った後に行う。 
3.  再組立は、脱水機に付着したケーキ等は十分に落とした後に行う。 
4.

5.

1.

2.

3.

4.  側面及び床面は、不透水性のものとする。
5.

6.  設備の詳細については、特記仕様書による。 

1.

2.

 面積は、降水、湿度、気温などの気象条件及びスラッジ性状などに応
じた適切なものとする。
 池数は、ケーキ搬出作業や補修などを考慮して、原則として２池以上
とする。

 付帯設備として、スラッジ乾燥促進のための装置、排水設備、作業用
ゲートなどを設置する。

4.7.9
ケーキヤード

 ケーキヤードは、ケーキを一時的に貯留する施設であり、原則として
屋根を設け、雨水排水のよいものとする。
 貯留容量は、ケーキの処分方法及び有効利用の形態に応じて検討し、
詳細については特記仕様書による。

4.7.8
天日乾燥床

 天日乾燥床は、濃縮槽より移送したスラッジから、蒸発及び浸透によ
り水分を分離して乾燥させる施設であり、スラッジを効率よく乾燥させ
ることができるものとする。

4.7.5
加圧脱水機設備

 塗装は、フタル酸樹脂系塗料又はポリウレタン樹脂系塗料とし、塗装
仕様及び塗装工程は、「第4章 機械設備工事編 第13節 塗装」を参照す
る。

なお、詳細については、「第4章 機械設備工事編 4.2.4 コンベヤ」を
参照する。

4.7.6
横型加圧脱水機の
施工

 脱水機の据付は、「第3章 共通編 第2節 機器等の据付け」により的確
に施工する。
 脱水機の基礎を当該工事で設ける場合は、「第4章 機械設備工事編
第1節 4.4.1 基礎の施工」により構築する。なお、基礎の構築に当たっ
ては、脱水機の静荷重及び動荷重を十分検討する。
 また、既設又は関連工事で設ける基礎に据付ける場合は、脱水機の静
荷重及び動荷重に対し十分な強度、構造であることを確認する。

4.7.7
横型加圧脱水機の
補修

 補修に際し、施工上支障となる点検歩廊等については取り外して保管
する。

 塗装は、原則として機器の組立て後に行う。ただし、組立て後の塗装
が困難な部分は、あらかじめ仕上げ塗装まで行う。
 脱水機のフレーム等の塗装は、素地調整（３種ケレン）を行ってから
塗装する。塗装は、フタル酸樹脂系塗装又はポリウレタン樹脂系塗装と
し、塗装仕様及び塗装工程は「第4章 機械設備工事 第13節 塗装」を参
照する。
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　　　　　　第８節　　ポンプ設備

1.

2.  ポンプの仕様は、特記仕様書による。
3.

 また、次の要件を満たすものでなければならない。
(1)

(2)

(3)

(4)

(5)

(6)

(7)

(8)

1.

2.

JIS B 8301「遠心ポンプ、斜流ポンプ及び軸流ポンプ－試験方法」

1.  適用規格
JIS B 8322「両吸込渦巻ポンプ」

2.  主要部材質 
(1)  次のものを標準とする。
ア．ケーシング ＦＣ２００、ＦＣ２５０、ＦＣＤ４００、

ＦＣＤ４５０ 又は同等品
イ．羽根車  ＣＡＣ４０２、ＣＡＣ４０６、ＳＣＳ１、

ＳＣＳ１３ 又は同等品 
ウ．主軸  Ｓ３０Ｃ、Ｓ３５Ｃ、Ｓ４５Ｃ、ＳＵＳ３０４、

ＳＵＳ４０３、ＳＣ４１０ 又は同等品
(2)

羽根車   ＳＣＳ１３ 又は同等品 
3.  軸封

(1)  グランドパッキンを標準とする。 
(2)

ア．適用規格JIS B 2405「メカニカルシール通則」
イ．形式 無注水・無給水又は自己給水形、アウトサイド形、

カートリッジ式 

4.8.3
両吸込渦巻ポンプ

　また、この規格の適用範囲を超える口径のポンプについては準用とす
る。

 特記仕様書で羽根車をステンレス製とし、その材質を定めない場合
は、次のものを標準とする。

 特記仕様書でメカニカルシールとし、その仕様を定めない場合は次
による。

4.8.2　適用規格  ポンプ及びその部品並びにそれらに関連する水力用語とその定義は、
JIS B 0131「ターボポンプ用語」の規格による。
 ポンプの性能は、次の規格による試験を行った場合に、所定の機能を
発揮するものでなければならない。

4.8.1 一般事項  この節は、取水、導水、送水、配水、増圧、表洗、逆洗、排水、揚
水、場内給水、採水などの用途で使用されるターボポンプについて規定
する。

 ポンプの構造及び性能は、特記仕様書に示す設計条件、仕様に対して
十分な機能を有し、耐久性、安全性、操作性及び保守管理を考慮したも
のとする。

 設計図書で示した条件の使用範囲で需要水量変動に対し、円滑に、
かつ効率よく追従が可能である。
 偏流や旋回流が生じないもので、振動や騒音が少なく円滑に運転が
できるとともに、設計図書に示す水利条件に対してキャビテーショ
ンが発生しない。
 高頻度、長時間の連続運転に耐える頑丈なもので、耐摩耗性及び耐
食性に優れている。
 槽内形ポンプにあっては、運転上支障となる空気流入などの現象が
発生しない。
 管路の形状、押込圧力等によって、サージング、電動機の過負荷な
どが生じない。

 ポンプの吸込管又は吐出管には、排水管（ドレン管）の設置を検討
する。
 ポンプに使用する電動機については第5章 電気設備工事 第7節 電
動機による。

 導水、送配水などの長距離管路を有するポンプでは、急停止時の水
撃現象（ウォータハンマ）等の不具合がポンプの運転に支障をきた
さないよう、フライホイール、緩衝逆止弁の設置等を検討する。
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4.

(1)  接水部（本体内面及び槽内形ポンプにあっては槽内部分）

(2)  前号以外の部分 
エポキシ樹脂系塗装 

5.  ポンプの構造は、次のとおりとする。 
(1)

(2)

(3)

(4)  上部及び下部ケーシングは、それぞれ一体鋳造品とする。 
(5)

(6)  羽根車は、一体鋳造品のクローズ形とする。 
(7)

(8)

6.  附属品は、次のものを標準とする。
(1)
(2)  軸継手、軸継手カバー 
(3)  空気抜き弁、ドレン抜き弁 
(4)

(5)  ポンプ附帯小配管弁類 
(6)  潤滑油（油潤滑の場合） 

1.  吸込口径が２００㎜を超える片吸込渦巻ポンプについて規定する。
2.  準拠規格JIS B 8313「小形渦巻ポンプ」 
3.  主要部材質 

 「第4章 機械設備工事 4.8.3 両吸込渦巻ポンプ 2」を参照する。
4.  軸封 

 「第4章 機械設備工事 4.8.3 両吸込渦巻ポンプ 3」を参照する。
5.  塗装

 「第4章 機械設備工事 4.8.3 両吸込渦巻ポンプ 4」を参照する。
6.  ポンプの構造

 「第4章 機械設備工事 4.8.3 両吸込渦巻ポンプ 5」を参照する。
7.  附属品

 「第4章 機械設備工事 4.8.3 両吸込渦巻ポンプ 6」を参照する。

1.  主要部材質は、次のものを標準とする。
(1) ケーシング

(2) 羽根車  

(3) 主軸  
Ｓ４５Ｃ、ＳＵＳ４０３、ＳＳ４００ 又は同等品 

2.  軸封
 「第4章 機械設備工事 4.8.3 両吸込渦巻ポンプ 3」を参照する。

 主軸は一体成形品とし、ねじれ、曲げ応力などに対して十分な強度
を有するものとする。

 吸込側連成計（又は圧力計）、吐出し側圧力計（ステンレス製グリ
セリン入りとする。）

ＣＡＣ４０６、ＣＡＣ５０２Ａ、ＳＣＳ１３（耐震性及び耐食性を
要求するもの） 又は同等品

4.8.4
片吸込渦巻ポンプ

4.8.5
立軸斜流ポンプ

ＦＣ２５０、ＦＣＤ４５０－１０（耐震性等の強度を要するもの）
又は同等品

 ケーシングリング及びインペラリングのあるものは、取替えが容易
な構造とする。

 ポンプには原則として次の塗装を施す。ただし、ステンレス鋼その他
のさびを生じない材質の部分、すり合わせ部及びはめ合部は、塗装をし
ない。
 なお、塗装仕様は、「第4章 機械設備工事編 第13節 塗装」を参照す
る。

 水道用液状エポキシ樹脂塗装、水道用無溶剤形エポキシ樹脂塗装又
はエポキシ樹脂粉体塗装のうち特記仕様書で指定したもの。ただ
し、内面が塗装できないケースは監督員と協議すること。

 性能曲線（吐出量－揚程曲線）は、右下がり特性のなめらかな曲線
とし、途中に落ち込みや山高等がないものとする。
 横軸ポンプのケーシングは、軸平面で上下に分割する水平割り形と
し、上部ケーシングを取り外すことにより回転体の取外し及び内部
の点検が可能な構造とする。
 ケーシングの上部は、結露や飛散した水がたまるくぼみなどのない
構造とする。

 大型ポンプのケーシングには、内部の目視点検ができるように、開
口部（フランジ式）を設ける。

 共通ベース（又はポンプベース）、基礎ボルト（アンカーボルト）
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3.  ポンプの構造は、次のとおりとする。
(1)

(2)  揚水管は、フランジ継手とし分解、組立てが容易な構造とする。 
(3)

(4)  水中軸受は次によるものとする。 
ア． 水中軸受はセラミックス軸受とする。 
イ．

ウ．

4.  附属品

1.  吸込口径が２００㎜以下の片吸込渦巻ポンプについて規定する。 
2.  適用規格JIS B 8313「小形渦巻ポンプ」
3.  主要部材質

(1)  前２項の規格による。 
(2)

ア．ケーシング ＳＣＳ１３ 又は同等品
イ．羽根車  ＳＣＳ１３、ＳＵＳ３０４ 又は同等品
ウ．主軸 ＳＵＳ３０４、ＳＵＳ４０３ 又は同等品

4.  軸封
 「第4章 機械設備工事 4.8.3 両吸込渦巻ポンプ 3」を参照する。

5.  附属品は、次のものを標準とする。
(1)
(2)  軸継手、軸継手カバー 
(3)  空気抜き弁（又は漏斗）、ドレン抜き弁 
(4)  吐出し側圧力計（ステンレス製グリセリン入りとする。） 
(5)  ポンプ附帯小配管弁類 
(6)  潤滑油（油潤滑の場合） 

1.  適用規格JIS B 8319「小形多段遠心ポンプ」
2.  主要部材質

(1)  前１項の規格による。 
(2)

3.  軸封
 「第4章 機械設備工事 4.8.3 両吸込渦巻ポンプ 3」を参照する。

4.  附属品
「第4章 機械設備工事 4.8.6 小形渦巻ポンプ 5」を参照する。

1.  形式 
(1) 直動式（電動機一体形）
(2) 床置形又はインライン形 
(3) 立軸又は横軸 
(4) フランジ形 

2.  主要部材質 
(1)  次のものを標準とする。

ア．ケーシング ＦＣ２００ 又は同等品
イ．羽根車  ＣＡＣ４０６ 又は同等品 
ウ．主軸  ＳＵＳ３０４、ＳＵＳ４０３ 又は同等品

(2)

4.8.6
小形渦巻ポンプ

 特記仕様書でステンレス製ポンプとし、その主要部材質を定めのな
い場合は、次のものを標準とする。

4.8.7
小形多段遠心
ポンプ

4.8.8
電動機一体
小形遠心ポンプ

 特記仕様書でステンレス製ポンプとし、その主要部材質を定めのな
い場合は、「第4章 機械設備工事 4.8.3 両吸込渦巻ポンプ 3」を参
照する。

 共通ベース（又はポンプベース）、基礎ボルト（アンカーボルト）

 特記仕様書でステンレス製のポンプとし、その主要部材質を定めな
い場合は、次のものを標準とする。

セラミックス軸受以外のゴム軸受及び潤滑水回収式の場合は、
特記仕様書による。

「第4章 機械設備工事 4.8.3 両吸込渦巻ポンプ 6」を参照する（ただ
し、吸込側連成計を除く。）。

 主軸は動力伝達に対して十分な強度と寸法を有し、運転範囲におい
て十分安全であること。
 なお、水中軸受部にはスリーブを設けるとともに、中間軸継手を設
けて据付け、分解、点検が容易な構造とする。

 吐出しエルボは、フランジ曲管形状とし、主軸の貫通部には適切な
軸封装置を設けるものとする。

セラミックスは、軸受に適する硬さ、耐熱耐摩耗性、摺動性、
靭性に優れ長期間の連続運転に十分耐えるものとする。
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ア．ケーシング ＳＵＳ３０４、ＳＣＳ１３ 又は同等品
イ．羽根車  ＳＵＳ３０４、ＳＣＳ１３ 又は同等品
ウ．主軸 ＳＵＳ３０４、ＳＵＳ４０３ 又は同等品

3.  軸封
 メカニカルシールを標準とする。

4.  電動機仕様 
(1)  保護等級ＩＰ４４以上 
(2)  耐熱クラスＥ種 

5.  附属品は、次のものを標準とする。
(1)  基礎ボルト（アンカーボルト）（床置形の場合） 
(2)  空気抜き弁（又は漏斗）、ドレン抜き弁 
(3)  ポンプ附帯小配管弁類 

1.  適用規格JIS B 8325「設備排水用水中モータポンプ」

2.  主要部材質 
(1)  次のものを標準とする。 

ア．ケーシング   ＦＣ２００ 又は同等品
イ．羽根車      ＣＡＣ４０６、ＳＵＳ３０４、ＳＣＳ１３ 

又は同等品 
(2)

ア．ケーシング    ＳＵＳ３０４、ＳＣＳ１３ 又は同等品 
イ．羽根車      ＳＵＳ３０４、ＳＣＳ１３ 又は同等品
ウ．主軸 ＳＵＳ３０４、ＳＵＳ４０３ 又は同等品

3.  接続
 吐出口フランジ形を標準とする。

4.  電動機仕様 
(1) キャンド式又は水封式 

5.  附属品は、次のものを標準とする。
(1) 水中ケーブル 
(2) 銘板（本体取付用のほかに1枚） 
(3) 異径管接続用レジューサー 

1. 適用規格
JIS B 8314「浅井戸用電気井戸ポンプ」
JIS B 8318「深井戸用電気井戸ポンプ」 

2.  主要部材質は前１項の規格による。
3.

4.  附属品は前１項の規格による。

1.  ポンプは、図面に示す所定の位置に設置する。 
2.

3.  ポンプ組立ては、はめ合部を損傷しないように行う。 
4.

5.  ポンプ、電動機などの軸受潤滑油等は、機器据付け後に注油する。 
6.

(1)  配管の管種、口径（呼び径）及び経路は特記仕様書による。 
(2)

 図面に示す既設又は関連工事で布設する配管との取合い位置と、ポン
プの吸込口及び吐出し口との間は、当該工事で配管を布設する。布設に
当たっては、「第4章 機械設備工事 第12節 配管・弁類」の主配管に係
る事項を適用する。

 前項にかかわらず、ポンプ周辺の配管については、監督員の承諾を
受けたうえで、ポンプの吸込口及び吐出口との取合い位置に合わせ
て適切な経路を選定することができる。

4.8.9
水中モータポンプ  ポンプはモータ直結形とし、伝達トルク及び振り振動に対して十分な

強度を有するものとする。

 特記仕様書でステンレス製のポンプとし、その主要部材質を定めな
い場合は、次のものを標準とする。

4.8.10
電気井戸ポンプ

 井戸ポンプは、給水系統、清水槽の容量、許容温度、主器の運転時間
から決定される揚程と容量を有するものとする。

4.8.11 施工
 ポンプ基礎を当該工事で設ける場合は、「第4章 機械設備工事 第1節
4.4.1 基礎の施工」により構築する。なお、基礎の構築に当たっては、
ポンプの静荷重及び動荷重を十分検討する。
 また、既設又は関連工事で設ける基礎に据付ける場合は、ポンプの静
荷重及び動荷重に対し十分な強度、構造であることを確認する。

 ポンプ、配管などは、無理な力がかからないよう据付けに当たって十
分な芯出しを行う。
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(3)

ア．伸縮管又はルーズ管
イ．手動仕切弁（既設又は関連工事で布設する場合は除く。） 

(4)

ア．伸縮管ルーズ管 
イ．逆止弁 
ウ．電動弁 
エ．手動仕切弁（既設又は関連工事で布設する場合は除く。）

7.

8.

9.  耐震対策 
(1) ポンプの据付け

ア．

イ．

(2) ポンプの附属配管 
ア．

イ．

ウ．

(3) ポンプ設備の安全性の向上
ア．

イ．

ウ．

エ．

(4) 電動機の据付けはポンプに準じる。
図-4.8.11　ＲＦ形(大平面座形）-ＧＦ形（溝形）ﾌﾗﾝｼﾞ

導水ポンプ・送配水ポンプなど重要なポンプ配管系統には、圧
力計、流量計などを設置して、事故の早期発見に努める。
導水ポンプ・送配水ポンプなど重要なポンプ配管系統には、地
震時に想定される停電によるウォーターハンマ対策を行う
（「第4章 機械設備工事 4.8.1 一般事項 3(６) 」を参照す
る）。
導水ポンプ・送配水ポンプと配管のフランジ接合は、ＲＦ形
（大型面座形）-ＧＦ形（溝形）フランジで接合とする。ＲＦ形
-ＧＦ形フランジを図－4.8.11に示す。

 冷却水ポンプ等の補機は、異常時のバックアップ等を考慮して
複数台設置する。

 吸込側配管には原則として次のものを設けるものとし、詳細は特記
仕様書による。

 吐出側配管には原則として次のものを設けるものとし、詳細は特記
仕様書による。

 ポンプの吸込口及び吐出口と配管とで、フランジの呼び圧が異なる場
合は、ポンプと接続する配管（又は伸縮管）の両端に異なる呼び圧のフ
ランジを設けることで調整する。
 ポンプの吸込口及び吐出し口と配管とで、フランジの口径（呼び径）
が異なる場合は、間にレジューサ（片落管）を設け、これで調整する。
レジューサ（片落管）の布設位置は、原則として図面による。

横軸ポンプの基礎は、電動機の基礎と一体の鉄筋コンクリート
構造とする。鋼板製共通ベースの設置も検討する。
長い胴体を有する立軸斜流ポンプ等は、必要により中間に振止
めを設け強固に固定する。

ポンプに接続する吸込管及び吐出し管は、ルーズ管を設置す
る。
ポンプ吐出し管がポンプ場の壁を貫通する場合は、伸縮可とう
管を設置する。
ポンプの冷却水配管は、地震動と共振しないように適切な位置
で支持、固定する。

主ポンプの電源・制御設備は、ポンプごとに個別に設置する
（「第5章 電気設備工事 5.2.5 2.構造 (6)」を参照する）。
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1.

2.

3.  分解清掃後、各部の目視による点検を行う。 

4.

5.

6.

7.

(1) 振動 
(2) 騒音 
(3) 軸受温度上昇 

8.

9.

10.

 ポンプ等を取り外した後、開口部、点検歩廊（隣接するポンプとの連
絡部等）などの転落、墜落の危険がある箇所には、バリケード等の適切
な安全対策を施す。
 ポンプ等を取り外した後、吸込側及び吐出し側の配管には、フランジ
板（ふた）を取り付ける。設置するフランジ板（ふた）に水圧がかかる
場合は、強度計算を実施する。
 ポンプ及び電動機の輸送に当たっては、追突、偏荷重、衝撃などに
よって傷、変形、破損などが生じることのないように、可動部の固定、
包装その他の適切な養生を行う。

 また、腐食部及び摩耗部については、状態を詳細に観察するととも
に、腐食量、摩耗量などの測定を行う。
 羽根車を補修して再利用する場合は、傷、亀裂、腐食その他の損傷部
に染色浸透探傷検査を行う。
 また、すり合わせ部の修正加工及び静バランス修正を行う（口径２０
０㎜以下のポンプを除く）。
 軸は、非破壊検査、振れ測定を行う（口径２００㎜以下のポンプを除
く）。
 施工上支障となるポンプ附帯の小配管やケーブル類などで再使用する
ものは、取り外して保管する等適切な養生を行う。
 ポンプ及び電動機を補修するに当たっては、補修前及び後で次の項目
について測定及び測定値の比較を行い、異常の有無を確認する。

4.8.12　補修  再組立て時に確実に原状に復するよう、分解時には各部品の組合せ位
置に印等を付ける。
 ポンプ及び電動機の搬出入は、潤滑油類（グリース類を除く）を抜き
取った状態で行う。
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　　　　　　第９節　　空気源設備等

1. 共通事項
（1）

（2） 適用規格 
１) JIS B 0142「油圧及び空気圧用語」 
２) JIS B 8370「空気圧システム通則」 

（3）

（4）  真空源設備は、真空ポンプ、真空タンクなどから構成される。

1. 共通事項
（1）

JIS B 0132「送風機・圧縮機用語」
（2）

JIS B 8341「容積形圧縮機－試験及び検査方法」 
（3） 最高圧力、空気量、定格出力その他の仕様は特記仕様書による。

2. 回転圧縮機 
（1） 形式

1) 無給油、無潤滑式 
2) その他の詳細は特記仕様書による。 

（2） 主要部材質 
1) ロータ  JIS G 5121 ＳＣＳ１３ 又は同等品
2) シャフト JIS G 5121 ＳＣＳ１３ 又は同等品
3) 歯車  ニッケル合金又は同等品 
4) ケーシング JIS G 5501 ＦＣ４００ 又は同等品

（3）  附属品は、次のものを標準とする。
基礎ボルト（アンカーボルト）又は据付ボルト（据付脚付の場合）

3. 小型往復空気圧縮機 
（1） 適用規格  JIS B 8342「小型往復空気圧縮機」 
（2） 形式    無給油、無潤滑式 
（3） 運転方式 圧力開閉器式を標準とする。
（4）  附属品は、次のものを標準とする。

1) 安全弁 
2) 圧力計 
3) ホース継手 
4) ベルトガード 
5) 止め弁 
6) フィルタ付減圧弁 

1. 形式 円筒立形自立式（点検マンホール付、4本脚）
2. 主要部材質

1) 胴部    ＳＳ４００ 又は同等品
2) 鏡板    ＳＳ４００ 又は同等品 
3) マンホール ＳＳ４００ 又は同等品 
4) フランジ  ＳＳ４００ 又は同等品 
5) 脚    ＳＳ４００ 又は同等品

3. 適用法規・規格 
　第２種圧力容器検査合格品とする。

4.  附属品は、次のものを標準とする。
1) 安全弁（低揚程形ばね式） 
2) 圧力計 
3) オートドレン抜き弁

4.9.1　一般事項
 この節で規定する空気源設備等は、空気作動式の弁類の制御及び工
業計器並びに盤類への腐食性ガス進入防止のための内部加圧（エア
パージ）等のために、加圧空気を供給する空気源設備及びろ過池等
で用いられる真空サイフォン弁用の真空設備とする。

 空気源設備は、空気圧縮機、ミストセパレータ、空気タンク、除湿
器、エアフィルタ、減圧弁などから構成される。

4.9.2　空気圧縮機
空気圧縮機及びその部品並びに関連する空力用語とその定義は、次
の規格による。

 空気圧縮機の性能は、次の規格による試験を行った場合に、所定の
機能を発揮するものとする。

4.9.3　空気槽
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1. 共通事項
（1） 除湿装置は、出口での大気圧露点を－１５℃以下とする。
（2）

2. 膜式除湿装置 
（1） ガス分離膜方式とする。 
（2） 膜モジュールには、中空糸膜を使用する。 
（3） 中空糸の材質はポリイミド製とする。
（4）

（5）

3. 冷凍式ドライヤ 
（1） 適用規格

JIS B 8391-1「エアドライヤ―第１部：仕様及び試験」
JIS B 8391-2「エアドライヤ―第２部：性能等級」

（2） 形式
1) 運転モード自動（連続／断続）、手動
2) 冷却方式強制空気冷却式 

（3）  附属品は、次のものを標準とする。
1) 圧力計 
2) オートドレン抜き弁 

4. 吸着式除湿器 
（1）

（2）  除湿器には、バイパス管及びバイパス弁を設ける。 
（3）

（4）

 また、吸着剤は耐水性に優れ、寿命の長いものを選定する。 
（5）

（6）

（7）  附属品は、次のものを標準とする。
1) 圧力計 
2) 温度計 
3) 安全弁
4) 逆止弁
5) ストレーナ
6) 水分離器 

1.  エアフィルタは、次の規格による。
JIS B 8371-1

2.

3.  減圧弁は、次の規格による。
JIS B 8372-1

4.  空気分岐ヘッダ管の材質は、ＳＴＰＧ３７０ Ｓｃｈ４０又は同等品と
する。

 除湿筒は、鋼板製の立形円筒式とし、２筒とも共通ベッドに堅固に
取り付ける。
 吸着剤は、活性アルミナ等を充填して、それが圧縮空気中に混入し
ない構造とする。

 切換弁は、タイマーの指令又は湿度の測定により、除湿筒２筒の除
湿行程と再生行程を交互に自動で切替える４方弁とし、切替時に圧
縮空気を急激に送排気することなく、除湿筒内の吸着剤を破壊及び
流出を起こさない構造とする。

4.9.5
エアフィルタ等 「空気圧－空気圧フィルタ―第１部：供給者の文書

に表示する主要特性及び製品表示要求事項」
 エアフィルタに加えミクロミストフィルタ、活性炭フィルタなどを併
用する場合は、特記仕様書による。

「空気圧－空気圧用減圧弁及びフィルタ付減圧弁－
第１部：供給者の文書に表示する主要特性及び製品
表示要求事項」

 再生用加熱装置は、過熱器、送風機又はインクジェクタにより構成
される。

4.9.4
除湿装置
（エアドライヤ） 出口空気流量、許容圧力降下及びその他の仕様は特記仕様書によ

る。

モジュールの入口側にはエアフィルタ及びオイルミストフィルタを
設ける。
圧縮空気の温度が高い場合は、中空糸を保護するためアフタークー
ラを設置する。

 除湿器は、吸着剤を充填した除湿筒２筒と、再生用加熱装置、切換
え弁等により構成される。
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1.  適用規格  JIS B 8323「水封式真空ポンプ」
2.  主要部材質は前１項の規格による。
3.  軸封は、グランドパッキンを標準とする。
4.  附属品は、次のものを標準とする。
（1） 補水槽 

ア．給水用ボールタップ 
イ．オーバーフロー 
ウ．ドレン弁 
エ．水位検出用電極

（2） 基礎ボルト（アンカーボルト）
（3） 軸継手、軸継手カバー
（4） 真空計 

1. 形式   円筒立形自立式（点検マンホール付、４本脚） 
2. 主要部材質は、特記仕様書による。 
3. 構造 

4.  附属品は、次のものを標準とする。
(1) 真空醸成管 
(2) 真空弁 
(3) 液位計 
(4) 液位制御計 
(5) 真空計 
(6) 手動弁 
(7) 基礎ボルト（アンカーボルト）

1. 据付

（1）

（2）

（3）

（4）

（5）

2.

（1）

（2）  吐出し管の口径は、圧縮機吐出し口径と同径とする。
（3）  圧縮機と配管の接続は、原則としてフランジ継手とする。 
（4）

4.9.8　施工
 空気源設備の据付けは、「第3章 設備工事施工一般 第2節 機器等の据
付け」を参照とするほか、以下の項目により的確に施工する。

 基礎を当該工事で設ける場合は、「第4章 機械設備工事 第1節
4.1.4 基礎の施工」により構築する。
 圧縮機並びに電動機の水平は、原則として各々の軸又は本体の上
で、水準器を用いて調整する。
 圧縮機Ｖプーリと電動機Ｖプーリのベルト溝は、対等の位置にある
こと。
 プーリ間の平行度及び面ずれは、原則としてプーリの外面にピアノ
線を張り、プーリを回転させて、９０°、１８０°、２７０°、３
６０°の全ての位置で同一面になるように調整する。
 空気タンク及び吸着式除湿器などの立形円筒のものは、垂直度に十
分注意し据付ける。

 空気源設備の配管は、「第4章 機械設備工事 第12節 配管・弁類」に
よるもののほか、以下の項目により確実に施工する。

 吸込口は、塩素ガス、排気ガスなどの影響を受けないところで、十
分な容量の吸込フィルタ等を設け、じんあい・異物などを除去し、
圧縮機等の損傷を防止すること。
 なお、吸込口を屋外へ取り付ける場合は、雨水等を吸引しないよ
う、雨水カバーを取り付ける。

 吐出し管と空気タンクとの接続は、できるだけ曲がり、絞りなど、
圧力損失の原因とならず、また共振を起こさない配管とする。

4.9.6　真空ポンプ

 補水槽は、鋼製（ＳＳ、ＳＵＳ）又はFRPを標準とし、塩素雰囲気等で
腐食するおそれがある場合はＳＵＳ３１６製とする。また、次の機器を
設ける。

4.9.7　真空タンク

（2） 真空タンクは、１台で高真空及び低真空を保てる構造とし、
　　　機密性、耐食性に優れたものとする。
（3） 真空を形成するための真空醸成管を附属し、真空タンクの高真
　　　空、低真空を適切な真空度に保つようにする。

（1） 真空タンクは、サイフォンの形式に必要な真空を保持し長期
　　　の連続運転に十分耐えるよう気密性、耐食性を十分留意した構
　　　造とする。
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（5）

（6）

（7）

（8）

（9）

（10）

（11）  冷却水管は、必要十分な冷却水量を確保できる口径とする。 
（12）

3. 第二種圧力容器個別検定 
 空気槽を含む、第二種圧力容器に該当するものは、第二種圧力容器明
細書（機械等検定規則第四条の個別検定合格印が押されているもの）が
添付されていること。

 配管の低部には、自動排水弁等を設け、氷結等による配管の破損を
防止すること。
 配管中に遮断弁を取り付ける場合は、圧縮機と遮断弁の間には、十
分な容量の安全弁を取り付ける。
 ２台以上の圧縮機を、１本の吐出し管で空気タンクに導く場合は、
逆止弁及び遮断弁を設け、圧縮機と遮断弁の間には、十分な容量の
安全弁を取り付ける。
 アンローダと空気タンクを接続する配管は、原則として空気タンク
から直接取り外すこと。
 冷却水配管は、厳寒時において、停止中の氷結を避けるため、排水
が行える配管とする。

 ディスタンスピースのドレン管には、原則として弁あるいはコック
を取り付けない。

 吐出し管の延長を十分考慮し、必要に応じて、熱膨張を吸収する伸
縮継手を設ける。
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　　　　　　第１０節　　荷役機械設備

1.

　

2. 　この節で使用する用語の定義は、次の関係法規並びに規格による。
(1) 労働安全衛生法 
(2) 労働安全衛生法施行令 
(3) 労働安全衛生規則 
(4) クレーン等安全規則 
(5) クレーン等構造規格 
(6) JIS B 0146-1「クレーン用語」第１部 一般 
(7) JIS B 0146-2「クレーン用語」第１部 移動式クレーン 
(8) JIS B 8801「天井クレーン」 
(9) JIS C 9620「電気ホイスト」 

3.

4. 　荷役機械設備の構造は、次の要件を満たすものでなければならない。
（1）

（2）  耐震性を十分考慮する。
（3）

（4）

（5）

（6）  走行レールは、原則として１５kg/ｍ以上で、次の規格による。 
JIS E 1101「普通レール及び分岐器類用特殊レール」
JIS E 1103「軽レール」 

（7）  次に掲げる安全装置を備える。
ア． 巻過防止装置
イ．

ウ． 走行レールの両端に、緩衝装置（バッファ） 
エ．

（8）  次に掲げる安全装置を必要に応じて備える。
ア．

イ．  クレーン本体には、次の部品を取り付ける。 
(ア) 操作員が容易に識別できる位置に、方向表示板 
(イ) 定格荷重、その他必要な事項を記入した、銘板 
(ウ) 赤色の通電表示灯 
(エ) 作業者に注意を促すための、十分な音量の警報装置 

ウ．

エ．

オ．

 投光器は、耐振、耐衝撃性を考慮し、管球の取替えが容易な、
高天井器具を使用する。

 給電用キャプタイヤケーブルの端には、赤色の通電表示灯を設
ける。
 ガーダにはクレーンの点検が容易にできる、幅４０cm以上の点
検歩廊を設ける。
 点検歩廊及びクラブには、高さ90cm以上で、中さん及び高さが
３cm以上のつま先板付きの手摺を設け、安全面に十分配慮す
る。

 ガーダ下面には、作業床面の照度が十分確保できる投光器を設
ける。

4.10.1 一般事項 　この節で規定する荷役機械設備は、水道施設において、大型機器の搬
入出、据付け、解体などに使用する、吊り下げ荷重が３ｔ以上の、クラ
ブ式天井クレーン、ホイスト式天井クレーン及びサスペンション式電動
横行電気ホイストに適用する。ただし、チェーンブロックには適用しな
い。

　荷役機械設備は、関係法規並びに規格に従って、安全かつ正確な運転
ができるものとする。詳細は特記仕様書による。

 長期間にわたって、機能が維持できるとともに、特に安全な運転操
作並びに維持管理が行える構造とする。

 横行装置、走行装置は、原則として４輪とし、２輪を駆動車輪とす
る。
 また、走行装置の軸受には、原則として各々集中給油ができるもの
とする。
 横行装置及び走行装置の車輪は、輪圧に対して十分安全なもので、
かつ十分な強度を有する軸受を使用し、軽く駆動できる構造とす
る。
 減速機以外の歯車部は、鋼板製カバーを設け、点検及び給油が可能
な構造とする。

横行レールの両端に、横行車輪の直径の1/4以上の高さの車輪止
め

地震発生時に、横行及び走行レールから逸脱しないように、走
行装置に逸脱防止装置を設ける。
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カ．

キ．

ク．

ケ．

（9）  給電装置は、原則として次のとおりとする。
ア． 給電方式は、キャプタイヤケーブルとする。
イ． 使用するケーブルは、次の規格による、2PNCTとする。

JIS C 3327「６００Ｖゴムキャプタイヤケーブル」
ウ．

エ．

オ．

カ．  キャプタイヤケーブルに、直接張力がかからないこと。
5.  荷役機械設備の各速度は、原則として次による。 

巻上速度：概ね ２m/分   
横行速度：概ね １０m/分   
走行速度：概ね ２０m/分

6.

1. 各部の構造 
（1）

（2）

（3） 桁（ガーダ）
1)

2)

 ガーダのスパンに対して、１/８００以下 
（4） サドル 

1)

2)

（5） クラブ 
1)

2)

（6） 巻上装置 
1)  巻上げは、クラブの巻上装置により行う。 
2)

3)

 また、巻下げ時の加速を防止する装置を内蔵する。
4)

5)  ドラムは、鋳鋼製、鋼板製又は機械構造用の鋼管製とする。 
6)  ドラムのピッチ円の直径は、使用するワイヤロープの直径の14

倍以上とし、かつワイヤロープを一重で巻取ることができる大
きさで、捨て巻きは２巻以上とする。

 ワイヤロープは、フックブロック及び滑車を介して、ドラムの
両端から巻取る構造とする。

4.10.2
クラブ式天井
クレーン

 この節で規定するクラブ式天井クレーンは、床上で運転し、かつ運
転する者が、荷の移動とともに移動する方式とする。
 巻上げ、横行及び走行の各動作は、各々個別の電動機により行え
る。

 ガーダの形状は、トラスガーダ、プレートガーダ又はボックス
ガーダとする。
 ガーダのたわみは、定格荷重を中央で吊り上げた時、次の数値
を満足する。

 原則として、ガーダと同等な材料を使用して、強固な箱形の構
造とする。
 荷を吊り上げた場合は、その荷重が常に、２本の走行レールに
均等にかかる構造とする。

 荷を吊り上げた場合は、その荷重が常に、２本の走行レールに
均等にかかる構造とする。
 横行レールは、ガーダ上に、原則としてボルトによって取り付
ける。

 巻上装置は、電動機の回転を適切な減速装置を介してドラムに
伝え、これを回転させて、ワイヤロープを巻き取る。
 巻上装置には、十分な制動用量をもった機械式及び電気式制動
装置を備える。

 主要部品の材料は、関係法規並びに規格に準拠するとともに、部品の
大きさ、作用する力の大きさなどを基準に、最適なものを選定する。

 クレーン上の回転露出部分には、保護網あるいはケースを取り
付ける。
 フックブロック、バッファ、その他監督員が指示する部分に
は、注意表示のための塗装を施す。
 サドルあるいはガーダの両端には、走行レールの点検が容易に
できるゲージを取り付ける。
 ボルト・ナット及びねじなどには、ゆるみ止め又は抜け止めを
施す。

 走行装置への給電方式は、ハンガーレールカーテン方式又は
ケーブルリール方式とする。
 横行装置への給電方式は、ハンガーレールカーテン方式とし、
堅固で円滑に作動するものであること。
 ハンガーレールは、建屋あるいは走行レール取付桁（ランウェ
イガーダ）から、形鋼等で堅固に支持する。
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7)

JIS G 3525「ワイヤロープ」 
8)

9)

 JIS B 2803「フック」
2. 電動機 

 使用する電動機は、原則として次に掲げるものとする。
（1） 適用規格 

1) JEM 1202「クレーン用全閉外扇巻線形低圧三相誘導電動機」 
2) JIS C 4210「一般用低圧三相かご形誘導電動機」 
3) JIS C 4212「高効率低圧三相かご形誘導電動機」 

（2） 選定条件 
1)

2)

3)  慣性モーメントが小さく、小型軽量である。 
4)

3. 制御機器 
（1）

（2）  電動機の制御器は可逆制御器とする。
（3）

（4）  各電動機には、過負荷保護装置及びその他保護装置を設ける。 
（5）

4. 操作方式 
（1）

（2）

（3）

（4）  押ボタンスイッチには、操作用銘板を取り付ける。 
（5）

5.  附属品は、次のものを標準とする。
（1） 走行レール及び取付具
（2） 玉掛用ワイヤー 
（3） 油脂類 

1. 各部の構造 
（1）

（2）

（3）  桁（ガーダ） 
1)

JIS G 3101「一般構造用圧延鋼材」
2)

 押ボタンスイッチからジョイントボックスまでは、キャプタイヤ
ケーブルとし、これに張力がかからないよう鎖等で吊り下げる。

 巻上げ、巻下げ、横行及び走行の各スイッチは、自己復帰型とす
る。

4.10.3
ホイスト式
天井クレーン

 この節で規定するホイスト式天井クレーンは、床上で運転し、かつ
運転する者が、荷の移動とともに移動する方式の、トップランニン
グ式ダブルレール形とする。
 巻上げ、横行及び走行の各動作は、各々個別の電動機により行え
る。

 ガーダの形状は、次の材料又はこれと同等以上の機械的性質を
有する材料を使用し、強固に組立てた、プレートガーダとす
る。

  ガーダのたわみは、｢第4章 機械設備工事 第4節 4.10.2.1 各
部の構造 (3)｣を参照する。

 電源スイッチ及び保安装置用電源スイッチは、吊り下げ式を標準と
する。

 ワイヤロープは、次の規格によるフィラー形とし、過重に対し
て十分な強度を有する。

 ワイヤロープの末端は、外部からの調整が容易で、取り換えが
迅速に行えるように固定する。
 フックブロックのフックは、原則として次の規格によるもの
で、過重を吊り上げた場合は、容易に回転するもの。

 反復起動停止に対し、機械的及び電気的に十分な耐久性を有す
る。
 負荷の速度－トルク特性に十分適合する。特に起動トルクに余
裕がある。

 走行の電動機には、始動電流制限装置を設け、ゆるやかな始動
が行える。

 各電動機の始動方式は、負荷のトルク特性、電動機のトルク特性を
十分考慮して決定する。

 抵抗器は、熱容量が大きく電動機を円滑に始動できるもので、材質
は鋳鉄製又は鋼板グリッド製とし、金網等で防護する。

 制御盤は、ガーダ上に設けるものとし、クレーンに必要な制御電気
機器は、盤内に収納する。

 操作は、押ボタンスイッチにより、床上及びプラットホームから操
作できる。
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（4） サドル 
1)

2)

（5） 電動ホイストは、関係法規並びに次の規格による。
JIS C 9620「電気ホイスト」 

（6） トロリ 
1)

2)

（7）  ガーダに設ける制御盤は、原則として密閉構造とする。
2. 電動機 
（1）  走行用の電動機は２個備え、それぞれ制御装置を設ける。
（2）

3. 操作方式 
「第4章 機械設備工事 4.10.2.4 操作方式｣を参照する。

4. 附属品
「第4章 機械設備工事 4.10.2.5 附属品｣を参照する。

1. 各部の構造
（1）

（2）

（3）

JIS G 3101「一般構造用圧延鋼材」 
（4）

（5） サドル 
 ｢第4章 機械設備工事 4.10.3.1 各部の構造 (4)｣を参照する。

（6） 電気ホイスト 
1)  電気ホイストは、関係法規並びに次の規格による。 

JIS C 9620「電気ホイスト」 
2)

3)

4)

5)

6)  定格荷重を吊った場合に、安定して横行できる。
7)

（7）  ガーダに設ける制御盤は、原則として密閉構造とする。
2. 電動機 

「第4章 機械設備工事 4.10.3.2 電動機｣を参照する。
3. 操作方式 

「第4章 機械設備工事 4.10.2.4 操作方式｣を参照する。
4. 附属品 

「第4章 機械設備工事 4.10.2.5 附属品｣を参照する。

4.10.4
サスペンション式
電動横行電気ホイ
スト

 この節で規定するサスペンション式電動横行電気ホイストは、床上
で運転し、かつ運転する者が荷の移動とともに移動する方式とす
る。
 サスペンション式電動横行電気ホイストは、Ⅰ型鋼等の１本のガー
ダの下部フランジを横行レールとして懸垂し、ガーダに走行装置を
備えたもの。
 ガーダは、原則として次の材料又はこれと同等以上の機械的性質を
有する材料を使用する。

 ガーダのたわみは、｢第4章 機械設備工事編 4.10.2.1 各部の構造
(3)｣を参照する。

 横行レールに対して横行部がずれ、又は傾き等を生じた場合に
おいても、横行部が横行レールより外れない。
 横行車輪は良質の材料を使用し、形状が正しく、丈夫で耐久力
が大きい。
 両車輪のフランジ間隔又はガイドローラの間隔は、横行レール
幅（標準寸法）とのすき間が、振り分けの片側で7㎜以下となる
ようにする。
 曲線レール上を走行するものについては、使用レールに適合
し、長時間の運転に支障がない。
 また、レールの曲率は、車輪に偏磨耗を起こさない範囲とす
る。

 巻上げ、横行及び走行の各動作は、各々個別の電動機により行
える。

 走行用の電動機には、始動電流制御装置を設け、ゆるやかな始動を
させる。

 原則として、ガーダと同等な材料を使用して、強固な構造とす
る。
 荷を吊り上げた場合は、その荷重が常に、２本の走行レールに
平等に分布する構造とする。

 荷を吊り上げた場合は、その荷重が常に、２本の横行レールに
均等にかかる構造とする。
 横行レールはガーダ上に、原則としてボルトによって取り付け
る。
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1. 一般事項

2. 容量及び型式
（1） 種類

1) 地上式
2) 埋込式
3) 簡易型
4) 軸重計

（2） 秤量 車重と積載量の和以上 
（3） 寸法 幅 車輪間 ＋５００㎜以上 

長さ ホイールベース ＋１,０００㎜以上
（4） 型式 ロードセル式

1) ロードセル
定格値 秤量による
数量 ４個

2) 加算器
加算点数 ４点
構造 防滴型
数量 １個

3) 重量表示器（デジタル指示計）
入力  加算器からの信号 
指示  定格値 
出力 重量表示用信号 ＤＣ４～２０mA

過重量警報用信号
数量 １個 

4) 専用ケーブル

1. 据付

（1）

（2）  レール締結部は、上下・左右のくい違いに注意し据付ける。 
（3）  走行レール両端のバッファの位置合わせは正確に行う。
（4）  走行レールは、D種接地工事を行う。 
（5）

（6）

4.10.6 施工

 走行レールは、左右のレール平行度、高低差、勾配、うねりに十分
注意し据付ける。

 ガータ上の配線は、すべてケーブルを使用するものとし、電線管で
保護する。
 機器の据付けに際しては、重量物の落下、溶接の火花などに対して
十分な養生を行ったうえ施工する。

 荷役機械設備の据付けは、「第3章 設備工事施工一般 第2節 機器等の
据付け」を参照するもののほか、以下の項目により的確に実施する。

 トラックスケールの種類については特記仕様書及び図面等で詳細に
指定する。

4.10.5
トラックスケール
設備

 この節で規定するトラックスケール設備は、排水処理施設の脱水ケー
キ搬出時あるいは浄水処理薬品搬入時の計量用に用いるものとする。こ
のトラックスケールを取引証明用に使用する場合は、計量法に定められ
た検定品でなければならない。
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　　　　　　第１１節　　紫外線処理設備

（1） 前処理設備 
（2） 紫外線照射設備
（3） 監視設備 

（1） 紫外線照射に適する水質 
1)  濁度を２度以下に抑える。 
2)  色度を５度以下に抑える。 
3)  紫外線（253.7㎜付近）の透過率が75％を超えるようにする。

（紫外線吸光度が0.125abs./10㎜未満に抑える。）
4)  詳細は特記仕様書による。 

1. 必要照射量 

2.

3.

4.

5. 機器仕様 
(1) 紫外線ランプ 

ア．波長  ：特記仕様書による。
イ．点灯時の水銀封入圧 ：特記仕様書による。
ウ．電気入力  ：特記仕様書による。
エ．変換効率  ：特記仕様書による。
オ．ランプ本数  ：特記仕様書による。
カ．寿命  ：特記仕様書による。

なお、「紫外線照射装置ＪＷＲＣ技術審査基準」を参照のこと。
(2) ランプスリーブ 

材質 ：石英
(3) 自動洗浄装置 ：特記仕様書による。
(4) 紫外線強度計 ：特記仕様書による。
(5) 温度計  ：特記仕様書による。

1.

2.

3.

4.  紫外線ランプの破損及び点灯状況を常時監視する。 
5.  原水の常時測定が可能な濁度計を設置する。 
6.  詳細は特記仕様書による。 

 紫外線照射槽を流れる水が必要な時間、紫外線に照射されていること
を常時監視する。

 紫外線照射槽は水流の偏りのない、所定の滞留時間が得られる構造の
ものとする。
 紫外線照射槽を二つ以上の複数基に分けて設置し、一つの設備が故障
しても最低限の処理水量が得られる設計とする。
 地震時の揺れ対策やランプ本体やランプスリーブの破損防止措置をと
る。また、停電時の対策として非常用電源設備を設ける。

4.11.5　監視設備  十分に紫外線が照射されていることを常時確認可能な紫外線強度計を
設置し、常時監視する。
 紫外線が照射される水の濁度が紫外線処理に支障のないものであるこ
とを常時監視する。

4.11.1　一般事項  この節で規定する紫外線処理設備は、クリプトスポリジウム等の耐塩素性
病原微生物対策として使用するものについて規定する。

4.11.2　設備構成

4.11.3 前処理設備

4.11.4
紫外線照射設備  紫外線照射槽を通過する水量の95％以上に対して、紫外線（253.7㎜付

近）の照射量を常時１０mJ/cm2以上確保する。
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　　　　　　第１２節　　配管・弁類

1.

2.

1. 主配管

（1） ダクタイル鋳鉄管 （ＧＸ形等の伸縮離脱防止継手）
（2） ステンレス鋼管 （溶接継手）

2. 小口径配管等 
（1）

JWWA G 113「水道用ダクタイル鋳鉄管」 
JIS G 3452「配管用炭素鋼鋼管（ＳＧＰ）」 
JIS G 3442「水配管用亜鉛めっき鋼管（ＳＧＰＷ）」 
JIS G 3454「圧力配管用炭素鋼鋼管（ＳＴＰＧ）」 
JWWA K 116「水道用硬質ビニルライニング鋼管（ＳＧＰ－ＶＡ）」 
WSP 011「フランジ付硬質塩化ビニルライニング鋼管

（ＳＧＰ－ＦＶＡ）」 
JWWA K 132「水道用ポリエチレン粉体ライニング鋼管

（ＳＧＰ－ＰＡ）」 
JIS G 3459「配管用ステンレス鋼管（ＳＵＳ－ＴＰ）」 
JIS K 6741「硬質ポリ塩化ビニル管（ＶＵ）」 
JIS K 6742「耐衝撃性硬質塩化ビニル管（ＨＩＶＰ）」
JIS K 6762「水道用ポリエチレン二層管（ＰＥＰ－ＷＳ）」 
JIS H 3300「銅及び銅合金継目無管（Ｃ＊＊＊＊Ｔ）」 

（2）

（3）

表-4.12.1 標準配管選定表

ＳＵＳ３０４-ＴＰ、ＨＩＶＰ、ＰＥＰ-ＷＳ
ＳＧＰ-ＶＡ、ＨＩＶＰ、ＶＵ、ＶＰ、ＳＧＰ（エポキシ樹脂塗装）
ＳＧＰ白、ＳＴＰＧ３７０（０.９８１MPa以上）、ＳＧＰＷ
ＳＧＰ、ＳＴＰＧ３７０
ＳＧＰ-ＦＶＡ、ＨＩＶＰ、ＰＥＰ－ＷＳ、ＶＰ（透明）
ＳＧＰ-ＦＶＡ、ＨＩＶＰ、ＰＥＰ－ＷＳ
ＳＧＰ-ＦＶＡ、ＳＵＳ３１６-ＴＰ、ＨＩＶＰ

ＳＧＰ-ＦＶＡ、ＳＵＳ３１６-ＴＰ、ＨＩＶＰ、ＴＴＰ３４０Ｗ

ＳＧＰ-ＦＶＡ、ＳＵＳ３０４-ＴＰ、ＨＩＶＰ、ＰＥＰ－ＷＳ
ＳＧＰ、ＳＵＳ３０４-ＴＰ、ＨＩＶＰ
ＳＵＳ３０４-ＴＰ、ＨＩＶＰ
ＨＩＶＰ（機器周りはＳＧＰ-ＶＡ）、ＳＵＳ３０４、ＰＥＰ－ＷＳ
ＳＧＰ、ＳＵＳ３０４-ＴＰ、ＨＩＶＰ、ＰＥＰ－ＷＳ

炭酸ナトリウム
オ　ゾ　ン

粉 末 活 性 炭
消　石　灰

硫酸アルミニウム

ポリシリカ鉄

濃　硫　酸
ＳＴＰＧ３７０ Ｓｃｈ８０（屋内）、ＳＵＳ３０４-ＴＰ Ｓｃｈ４０（屋外）、
ＰＶＤＦ、 ＨＩＶＰ（希硫酸の場合）

水酸化ナトリウム

ポリ塩化アルミニウム
ＳＧＰ-ＦＶＡ、ＳＵＳ３１６-ＴＰ、ＨＩＶＰ、ＴＴＰ３４０Ｗ、ＰＥＰ－ＷＳ、
ＶＰ（透明）

次亜塩素酸ナトリウム
塩　素　水

 小口径配管、薬液配管など（以下「小口径配管等」という。）
のうち、主要な管種の規格を次に示す。

 設計図書に管種の指定がない場合は、流体の種類、使用環境、施工
方法に応じ表－4.12.1 から適切なものを選定する。
 薬品注入設備用配管は、表－4.12.1 によるほか「第4章 機械設備
工事 第4節 薬品注入設備」を参照する。

流　体　名 使　用　配　管

浄　　水
ＳＵＳ３０４-ＴＰ、ＳＵＳ３１６-ＴＰ、ＳＧＰ-ＶＡ、ＦＣＤ、ＳＧＰ、ＳＴＰ
Ｇ３７０、ＨＩＶＰ、ＳＧＰ-ＮＣ、ＳＧＰ-ＰＡ、ＰＥＰ－ＷＳ

4.12.1  一般事項  水道施設における配管及びそれに附随する配管継手などについて規定
する。
 水道施設の管路内における流水の遮断、制御、水圧の調整及び逆流の
防止などを行うバルブ、小口径バルブ及び弁扉について規定する。

4.12.2  配管材料
 主配管（取水、導水、送水、配水、表洗、逆洗などのための配管で、
浄水、原水又は浄水処理過程の水を流すためのもの）の管種は、次によ
る。なお、詳細は設計図書又は特記仕様書によるが、耐震性の高い管
種、継手を選定する。

サ　ン　プ　ル　水
排　　水
空　　気

油
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1.

2.  小口径配管等は、耐震性能の高い管種・継手を選定する。 
3.

4.

5.  小口径配管等を鋼管とする場合は、次による。
（1）  呼び径65㎜以上の鋼管は、原則としてフランジ接合とする。
（2）

（3）

（4）

（5）

6.

7.

8.

9.

表-4.12.2 小口径配管の主要な継手・接合

JIS B 2220「鋼製管フランジ」
JIS B 2239「鋳鉄製管フランジ」
JIS B 2301「ねじ込み式可鍛鋳鉄製管継手」
JIS B 2302「ねじ込み式鋼管製管継手」
JIS B 2311「一般配管用鋼製突合せ溶接式管継手」
JIS B 2312「配管用鋼製突合せ溶接式管継手」
JIS B 2313「配管用鋼板製突合せ溶接式管継手」
JIS B 2316「配管用鋼製差込み溶接式管継手」
JWWA K 150「水道用ライニング鋼管用管端防食形継手」
JIS K 6739「排水用硬質ポリ塩化ビニル管継手」
JIS K 6743「水道用硬質ポリ塩化ビニル管継手」
JWWA S 101「水道用硬質塩化ビニル管の接着剤」
JIS K 6763「水道用ポリエチレン管継手」

1. 共通事項
（1）

（2）

（3）

（4）

 配管経路上に弁類、計装機器などを設置する場合は、操作、取り外
し、その他の作業に要するスペース、点検通路などの確保を考慮す
る。

鋼
管
、
ラ
イ
ニ
ン
グ
鋼
管

 継手の材質は、原則
として管材質と同等
とする。また、亜鉛
めっきが施されてい
る配管に用いる継手
には、同等の亜鉛
めっきを施した継手
とする。

樹
脂
管

4.12.4  配管布設
 配管の布設に当たっては、過大な力が配管、機器、弁などに加わら
ないよう施工する。
 接続又は近接する機器等の運転によって、配管に共振、緩み、漏れ
などの異常が発生しないことを確認する。

 コンクリート土壌マクロセル腐食、異種金属マクロセル腐食、通気
差マクロセル腐食などが生じるおそれのある配管には、防食塗装、
絶縁処理、電気防食などの適切な腐食防止対策を施す。ダクタイル
鋳鉄管については、いわき市水道局水道施設工事共通仕様書【土木
工事編】第6章　その他　付則3「ダクタイル鋳鉄製品の防食基準」
による。

 薬液用配管のフランジは、寸法、用途、薬液に適したガスケットを使
用する。
 薬液用配管のフランジ接続用ボルト・ナット類の材質は、原則として
ステンレス製とする。
 機器との接続部及び機器の周辺に布設する配管は、機器の取付け・取
り外しが容易となるように原則としてフランジ接合とする。
 塩化ビニル配管の支持材への固定は、締め過ぎによる配管の割れに注
意する。また、金属製の支持材量（Ｕ字ボルト等）を使用する場合は、
必要に応じてゴム等を挟み配管が割れることを防止する。

管種 規　　　格 備　　考

 小口径配管等の主な継手、接合は表－4.12.2 の規格による。継手、接
合の選定に当たっては、使用する配管材料の管種、仕様などに対応する
適切なものを用いる。
 配管は、分解、取り外しが容易なように適切な箇所にフランジ又はユ
ニオンなどを設けるものとする。

 薬液配管、呼び径１００㎜以上の配管及び流体の挙動によって異常
な力のかかる箇所は、原則として溶接フランジ継手とする。
  前(１) 項及び前(２) 項に該当しない呼び径５０㎜以下の鋼管配
管は、ねじ接合としてもよい。
 ライニング鋼管（フランジ付きを除く。）をねじ接合する場合は、
管端防食継手としパイプニップルは管端防食継手用パイプニップル
（ロングニップル）とする。
 浄水用の配管でねじ接合及びねじ込み式フランジ接合とする場合
は、水道用液状シール材（JWWAK146）又はシールテープ（JIS K
6885）を用いる。

4.12.3
配管継手・接合

 主配管の継手、接合は、配管材料の管種、仕様などに対応する適切なものを
用いる。継手、接合の選定は特記仕様書による。

-87-



（5）

（6）

（7）

（8）

 また、高温部に対して容易に触ることのないように防護を施す。
（9）

（10）

（11）  配管完了後に監督員の指示により充排水作業を行う。 
（12）

（13）

（14）
1) 連続配管部は、２０～３０ｍごと 
2) 機器の接続する部分 
3) 壁面等を貫通する前後 
4) 配管途中に設置された弁類の前後 
5) その他監督員の指示する場所 

2. 主配管布設 
（1）

（2）

（3）

3.  小口径配管等 
（1）

（2）

（3）

1) 配管が構造物を貫通する部分 
2) 構造物のエキスパンションジョイント部分 
3) 温度変化による伸縮等を吸収する必要がある箇所 
4) 振動のある箇所 

（4）  配管の頂部には空気抜き弁を、谷部にはドレン抜き弁を設ける。
 また、横走り配管には排水等の可能な勾配を設ける。 

（5）

 なお、特に不等沈下量、継手の相対変位量を考慮する必要がある場
合は、設計図書による。

 フランジ付ライニング鋼管の寸法調整用の乱尺管は、原則として現
場で裸管にフランジを仮溶接後、工場で溶接及びライニングを行
う。

 主配管の布設に当たっては、配管図等に基づいて、配管の位置、勾
配を考慮し、接続及び支持を確実に行う。
 主配管を支持する場合は、配管の重量及び振動に対し十分な支持力
を有する支持架台を使用し、基礎ボルト（アンカーボルト）等によ
り強固に固定する。特に、曲管及びＴ字部では、管を離脱させる力
が生じるので注意する。また、支持架台の脚部は、原則としてコン
クリート等で根巻きする。

 配管を布設する場合は、維持管理容易にできるよう、その他の配
管、機器などとの関連、点検通路の確保などを十分検討し、整然と
配列する。
 また、点検、清掃のため分解する必要がある箇所については、部分
的に分解ができるよう継手方法を考慮する。
 機器と接続する箇所、主管から分岐する枝管の取出し部には、原則
として元弁を取り付ける。
 配管途中の下記の箇所には、原則として可とう管、伸縮継手などを
設ける。

 油配管は、煙突等の火気部、高温部などに対して悪影響を受けない
距離を保持する。
 配管の接合に当たっては、管内に切りくず、土砂、ゴミなどがない
ことを確認し、必要により清掃を行う。

 油圧配管用の管材については酸洗いを行い、配管完了後にフラッシ
ング油で配管内を洗浄する。
 凍結のおそれのある配管には、特記仕様書に基づき保温又は配管内
の排水ができるようにする。

 主配管の布設経路は、原則として図面による。ただし、機器周辺の
配管で機器の構造、配置などの条件のために軽微な経路の変更が必
要な場合は、監督員の承諾を得て経路を変更することができる。

 配管には、原則として管名流れ方向などを次の場所に表示する。

 水密性が要求されるコンクリート壁面等を貫通する配管は、止水
板、シーリング材、モルタルなどにより漏水を生じないようにすき
間をふさぐ。
 床面を貫通する配管は、腐食の原因となる湿潤な雰囲気を形成しな
いために、モルタルで床面から100㎜程度を保護する。この場合は、
くぼみ、はく離、割れなどが生じないように特に注意して施工す
る。
 防火壁等を貫通する配管は、すき間をモルタル、ロックウールなど
の不燃材料でふさぐ。
 高温となる排気管等は、壁貫通部のすき間を断熱材料でふさぎ、壁
に悪影響を与えないようにする。
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（6）

（7）  配管の支持及び据付けは、原則として次による。 
1)

2)

ア．呼び径５０㎜以上３～４ｍ
イ．呼び径４０㎜以下２ｍ 

3)

4)  地震時に支持構造物と共振しないように支持する。 
（8）

（9）

（10）

（11）

（12）

1) ペトロラタム系防食処理

2) ブチルゴム系防食処理

3) 熱収縮チューブ又は熱収縮シートによる防食処理 

表-4.12.3 埋設配管用防食材料（鋼管）

JIS Z 1902「ペトロラタム系防食テープ」厚さ1.1㎜

自己融着性非加硫ゴムシートで厚さ2.0㎜以上のもの
JIS Z 1903「ペトロラタム系防食ペースト」によるもの
ブチルゴムを主成分とした固形分を溶剤で溶かしたもの

覆装材
JIS G 3491「水道用鋼管アスファルト塗覆装方法」によるビニロンクロ
ス、ガラスクロス又はガラスマット

防食用ﾌﾟﾗｲﾏ
ﾍﾟﾄﾛﾗﾀﾑ系
ﾌﾞﾁﾙｺﾞﾑ系

ﾌﾟﾗｽﾁｯｸﾃｰﾌﾟ
自己融着性の粘着材をポリエチレンテープに塗布した厚0.4㎜以上のもの
で、JIS Z 1901「防食用ポリ塩化ビニル粘着テープ」に準じる品質を有す
るもの

熱収縮材
架橋ポリエチレンを基材として内面にブチルゴムの粘着層を塗布した、厚
さ1.5㎜以上の熱収縮チューブ又は厚さ1.0㎜以上の熱収縮シート

絶縁ﾃｰﾌﾟ ﾌﾞﾁﾙｺﾞﾑ系
ブチルゴム系合成ゴムを主体とする自己融着性の粘着材をポリエチレン
テープに塗布した厚さ0.4㎜以上のもの

防食ｼｰﾄ
ﾍﾟﾄﾛﾗﾀﾑ系

変成ペトロラタムを主原料とした防食屈と非加硫ゴムシート屈から成る
シートで厚さ0.4㎜以上のもの

ﾌﾞﾁﾙｺﾞﾑ系

  汚れ、付着物などを除去後、防食用プライマを塗布し防食
テープを１/２重ね1回巻きのうえ、プラスチックテープを１/２
重ね１回巻きする。継手等の巻きづらい箇所は、へこんだ部分
にペトロラタム系の充填材を詰め、表面に平滑にした上で、防
食シートで包み、プラスチックテープを１/２重ね１回巻きす
る。

 汚れ、付着物などを除去後、防食用プライマを塗布し、絶縁
テープを１/２重ね１回巻きする。継手等の巻きづらい箇所は、
へこんだ部分にブチルゴム系の充填材を詰め、表面を平滑にし
た上で、防食シートで包み、プラスチックテープを１/２重ね１
回巻きする。

 汚れ、付着物などを除去後、チューブは１層、シートは２層重
ねとし、ガスバーナ等で均一に加熱収縮させる。

名　　称 仕　　様
防食ﾃｰﾌﾟ ﾍﾟﾄﾛﾗﾀﾑ系

 共同溝内等の配管支持架台は、原則として形鋼等を溶接して製作
し、溶融亜鉛めっきを施したものを用い、モルタルで床面から１０
０㎜程度を防護する。
 同一経路を通る配管の支持は、原則として共通の支持架台を用い
る。

 管の切断に当たって、断面が変化しないように、管軸心に対して直
角に切断し、切口は平滑に仕上げ、管を接合する前に内部を点検
し、削りくず等の異物のないことを確認する。
 地中埋設に使用する配管は、原則として樹脂管、ダクタイル鋳鉄
管、ステンレス鋼管又は外面を合成樹脂で被覆された鋼管とする。

 なお、外面を被覆されていない鋼管を用いる場合は、表－4.12.3に
掲げる材料を用い、次の防食処理のいずれかを施す。

 亜鉛めっき管に溶接を行う場合は、原則として工場で溶接後、亜鉛
めっき処理を施す。ただし、これにより難い場合は、溶接熱影響部
の内外面に亜鉛めっき相当の処理を施す。

 配管支持は、支持区間内で中だるみを生じたり、機器の振動に
よる影響がないように支持する。
 前1) 項による支持間隔が次に示す長さを超える場合は、前1)
項にかかわらず、支持間隔は次に示す長さ以下とする。

 衝撃や偏荷重のかかるおそれのある曲がり管部等は、堅固に支
持する。

 配管支持は、Ｕﾎﾞﾙﾄ・ﾅｯﾄを用いるものとし、支持架台をｽﾃﾝﾚｽ製に
した場合は、Ｕﾎﾞﾙﾄ・ﾅｯﾄもｽﾃﾝﾚｽ製とする。
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（13）  配管の地中埋設は、原則として次のとおり施工する。 
1)  所定の深さまで掘削する。 
2)

3)

4)

（14）

1. 一般事項

（1） JIS B 2001「バルブの呼び径及び口径」 
（2） JIS B 2002「バルブの面間寸法」
（3） JIS B 2003「バルブの検査通則」
（4） JIS B 2004「バルブの表示通則」

2. 主配管用弁類 
（1）

（2）

1） JIS B 0100「バルブ用語」 
2） JIS B 2001「バルブの呼び径及び口径」 
3） JIS B 2002「バルブの面間寸法」 
4） JIS B 2003「バルブの検査通則」 
5） JIS B 2004「バルブの表示通則」
6） JIS B 2005-2-3「バルブの容量係数の試験方法」 
7） JIS K 6200「ゴム用語」

（3）

（4）  配管との接続は、原則としてフランジ形とする。

表-4.12.4 主配管用の主要な弁類
適 用 規 格

内ねじ式 (埋設)
外ねじ式 (露出)

水道用仕切弁
内ねじ式 (埋設)
外ねじ式 (露出)

水道用大口径バタフライ弁
水道用バタフライ弁
水道用急速空気弁
水道用ボール式単口消火栓
水道用補修弁

3. ダクタイル鋳鉄製逆止弁 

（1） 構造 
1) スイング式 
2) フランジ形 
3) 口径２００㎜以上のものは、バイパス弁付きとする。 

JWWA B 121「水道用大口径バタフライ弁」
JWWA B 138「水道用バタフライ弁」
JWWA B 137「水道用急速空気弁」
JWWA B 135「水道用ボール式単口消火栓」
JWWA B 126「水道用補修弁」

 主配管のポンプ吐出部に用いるダクタイル鋳鉄製逆止弁は、特に指定
のない場合は次の仕様による。

名　　称 仕　　様

水道用ダクタイル鋳鉄製仕切弁 JWWA B 122「水道用ダクタイル鋳鉄仕切弁」

JIS B 2062「水道用仕切弁」

水道用ソフトシール仕切弁 JWWA B 120「水道用ソフトシール仕切弁」

 なお、公道その他、施設以外の場所に埋設する場合の埋設深さは、
設計図書による。

4.12.5  弁類
 各種規格で弁類の仕様を規定するものを除き、弁類の仕様は原則とし
て次による。

 主配管に用いる主要な弁類の仕様は、表－4.12.4 によるものと
し、詳細は特記仕様書による。
 送水、配水及び場内給水のための配管に用いる弁類は、原則とし
て、次による。ただし、減圧弁、流量調節弁等の特殊な弁類はこの
限りではない。

 原水や浄水処理過程における水に用いる弁類等で、表－4.12.4 の
規格と異なる材質の部品を使用する場合は、特記仕様書による。

  転石や突起物を取り除き、突固めを行う。砂利、砕石などを
敷きならす場合は、特記仕様書による。
 配管を布設し、配管に損傷を与えないよう土質に注意しながら
埋め戻し、しっかりと配管が固定されるように突き固める。
 地表面から３００㎜程度のところに埋設表示シートを布設し、
原状に復するように埋め戻し、突き固め、舗装などを行う。

 配管を施設の構内に埋設する場合の埋設深さ（管頂部と地表面との
距離）は特記仕様書に明記してある場合を除いて、一般敷地では土
被り400㎜以上、車両道路では土被り600㎜以上とする。ただし、荷
重に耐える防護措置を施す場合はこの限りではない。
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4)

5) バイパス弁緩閉式とする場合は、特記仕様書による。 
（2） 主要部材質は、次のものを標準とする。

1) 本体 ＦＣＤ４５０ 又は同等品 
2) 弁体 ＦＣＤ４５０ 又は同等品 
3) 主軸 ＳＵＳ３０４、ＳＵＳ４０３、ＳＵＳ４２０ 又は同等品
4) 弁座 次の金属弁座とゴム弁座とを組み合わせたものとする。 

ア．金属弁座 ＳＵＳ３０４、ＳＵＳ４０３ 又は同等品
イ．ゴム弁座 ＳＢＲ、ＮＢＲ、ＣＲ 又は同等品

（3） 使用圧力等 

表-4.12.5 逆止弁の使用圧力

（4） 塗装
1） 接水面

2） 非接水面
「第4章 機械設備工事編 第13節 塗装」を参照する。

4. 小口径弁類 
（1） 小口径配管等に用いる主要な弁類の仕様は、次のとおりである。

1) JIS B 2011「青銅弁」 
2) JIS B 2031「ねずみ鋳鉄弁」 
3) JIS B 2051「可鍛鋳鉄10Kねじ込み形弁」 
4) JIS B 2061「給水栓」 
5) JIS B 2071「鋼製弁」 
6) JV4-2「鋳鉄弁－可鍛鋳鉄及び球状黒鉛鋳鉄小型弁」 
7) JV4-3「鋳鉄弁－可鍛鋳鉄及び球状黒鉛鋳鉄弁」 
8) JV4-4「鋳鉄弁－マレアブル鉄及びダクタイル鉄小型弁」 
9) JV4-5「鋳鉄弁－マレアブル鉄及びダクタイル鉄弁」 
10) JV8-1「一般配管用ステンレス鋼弁」 
11) JV9「工業用偏心形バタフライ弁」 

（2） 手動操作用ハンドルは、開閉方向を表示する。
（3） 逆止弁を除き、原則として開閉状況が確認できるものとする。 
（4）

1) JIS B 2011「青銅弁」に規定される鉛レス銅合金 
2) JWWA B 108「水道用止水栓」付属書Aに規定される

鉛レス青銅鋳物 
（5）

5. 弁類の附属品 
（1）  附属品は次のものを標準とする。 

基礎ボルト（アンカーボルト）及び据付けボルト 

 ステンレス鋼及び非鉄部を除く、弁箱内面、弁体などの接水鉄鋼部
分は、原則として、エポキシ樹脂粉体塗装を施す。ただし、監督員
の承諾を得て水道用液状エポキシ樹脂塗料（刷毛塗り）又は水道用
無溶剤形エポキシ樹脂塗料とすることができる。塗膜の厚さは、0.3
㎜以上とする。

 青銅弁を用いる場合は、次の材質のものとする。ただし、燃料油、
潤滑油、空気などの配管及び特記仕様書によるものはこの限りでは
ない。

 前項までによるほか、薬品注入設備用の弁類は「第4章 機械設備工
事 第4節 薬品注入設備」を参照する。

7.5Ｋ 0.75 1.3

10Ｋ 1.0 1.4

弁閉鎖遅れがなく、水撃音が小さなものとし、水撃現象が発生
しにくい構造とする。

 使用圧力及び最高許容圧力は特記仕様書による。ただし、これらの
定めがなく、かつ、接続する配管の呼び圧を明示する場合は、配管
の呼び圧に従って表－4.12.5 に定める圧力とする。

配管呼び圧
使用圧力(最高) 最高許容圧力

(Mpa) (Mpa)
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6. 弁類の施工 
（1）

（2）

（3）

（4）

1. バルブコントローラ 
（1） 構造

1)

2)

3)  開度計、手動ハンドル（又は手動レバー）を取り付ける。 
4)

5)  開度発信器（Ｒ/Ｉ変換器）は、内蔵式を標準とする。

6)  標準開閉時間（又は標準開閉速度)は、 特記仕様書による。
7)  自動復帰 

8)  電源
ア．動力     三相交流、２００Ｖ又は４００Ｖ、５０Ｈｚ
イ．制御（標準） 単相交流、１００Ｖ又は２００Ｖ、５０Ｈｚ

1.

2.  主要部の材質は、次のものを標準とする。
（1） 扉体、戸当り ＦＣ２００ 又は同等品
（2） 止水板 （扉体側） ＣＡＣ４０６

（戸当り側） ＳＵＳ３０４
3.  附属品は次のものを標準とする。

基礎ボルト（アンカーボルト） 
4.  腐食代は、片面２㎜以上で両面とも設ける。
5.

6.  水圧による扉体のたわみ度は支持間の１/１５００以上とする。 
7.

8.  戸当りには、ストッパーを上下2箇所ずつ設ける。 
9.  施工 
（1）

（2）  戸当りと壁面のすき間にモルタル又はコンクリートを充填する。

（3）  スピンドルは、スラブ下面から下振りを下ろして、据付ける。 

 このとき、止水板、楔板及び案内板などにモルタル等が付着しない
ように、養生を行う。

 自動復帰形とする。ただし、別途指示する必要がある場合は、
特記仕様書による。

4.12.7 制水扉  全閉時には通水を遮断する四方水密（全周水密）とし、ゲート本体及
びゲート枠には止水用として楔形押え金具を設け、シートを施す。

 ゲートの摺動面には、シートを施し、皿小ねじ（シートと同系材質）
で取り付け、十分な摺合せを行う。また、シート厚は５㎜以上を標準と
する。

 設計水深、操作水深は、角型の場合呑口底基準、丸型の場合呑口中心
基準とする。

 機器等の製作期間、別途工事との取合い、既存施設との取合い、水
運用などの条件を十分考慮して、無理のない現場施工期間を設定
し、現場施工着手後に、工事に起因する種々の不具合が生じないよ
うにする。

 振止め金具は、必要に応じて座屈計算を実施し、これに基づいて設
ける。

4.12.6
弁駆動装置

 駆動装置は、電動機、減速装置、リミットスイッチ、スペース
ヒータ、トルクスイッチなどで構成される。
 駆動装置は、弁の作動に必要かつ十分なトルク又は推力を有す
るものとする。

  開度計（発信器付）は、ポテンショメータ1連式を標準とす
る。

 また、内蔵式とする場合は、原則として2線式とする。変換器
は「第5章 電気設備工事 第1節 共通事項」を参照し、ゼロ・ス
パンの調整が容易なものとする。

 機器等の製作期間、別途工事との取合い、既存施設との取合い、水
運用などの条件を十分考慮して、無理のない現場施工期間を設定
し、現場施工着手後に、工事に起因する種々の不具合が生じないよ
うにする。
 基礎を当該工事で設ける場合は、「4.1.4 基礎の施工」により構築
する。なお、基礎の構築に当たっては、弁室等の構造を十分理解
し、必要に応じて基礎の強度計算を実施する。
 中間軸を取り付ける場合は、下振り等を用いて、たわみ等の支障が
ないよう正確に行うこと。
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　　　　　　第１３節　　塗装

1.  この節は、現場及び工場での塗装に適用する。 
2.

（1）

（2）

（3）

3.  塗装に当たっての基本的な用語とその定義は、次の規格による。 
JIS K 5500「塗料用語」 

4.

5.

6.

7.

8.

9.

10.

11.

12.

1.

（1）

（2）

2.

1.

2.

 工場で塗装を行うもののうち、設計図書で指定したもの及び監督員
が指示したもの。

 形塔槽類、橋脚などの塗装に当たっては、塗装年度、塗料名、塗料会
社、施工者名などを表示する。

4.13.3
塗装の種類

 特記仕様書又は他の節で定める場合を除き、機器及び材料（配管を含
む。）の塗装は、原則として設置環境に従い表－4.13.1 に定める種類
とする。
 塗替えの場合（素地調整で1種ケレンをする場合を除く。）で、既設塗
装と表－4.13.1による塗装とで種類が異なるときは、監督員と協議す
る。

 現場での塗装（歩廊、手すりその他の軽易なものの塗装作業で、監
督員の承諾を受けたものは除く。）

 塗り重ねる塗料及び溶剤は、原則として同一製造業者のものを使用す
る。
 没水するものへの塗装は、没水までに乾燥を行う。特に、浄水又は浄
水処理過程における水に接する部材への塗装は、残留する揮発性有機化
合物が水中に浸出することのないように、確実に乾燥を行う。
 素地調整及び塗装作業に当たっては、有害な薬品を用いてはならな
い。
 素地調整及び塗装作業に当たっては、周囲の環境対策（ほこり及び塗
料の飛散防止など）を施さなければならない。
 塗装作業に当たっては、塗料によって定められた各層の塗り重ね間隔
を遵守する。
 工場製作品の塗装は、原則として全塗装工程を工場塗装とする。ただ
し、上塗りについては、監督員の承諾を得て、現場の据付完了後に行う
ことができるものとする。

4.13.1 一般事項
 前項の規定にかかわらず、次の各号に該当する場合は、当該各号の定
めによる。ただし、この場合であっても浄水又は浄水処理過程における
水に接する部材への塗装は、「第2章 機器及び材料 2.1.1 機器及び材
料の規格 6」を遵守する。

 高温その他特殊な環境で使用する機器及び材料の塗装は、特記仕様
書による。
 他の節又は機器の仕様を規定する規格などで塗装仕様を定める場合
は、それによる。

 現場への搬入、据付けに際して、製品の塗装面に損傷を与えた場合
は、監督員の承諾を得て、適切な下地処理を行い、正規の塗装状態と同
等以上の補修塗装を行うものとする。
 密閉部、室内等での塗装作業は、換気を行い、火気及び引火のおそれ
のある静電気の発生を防止し、作業員の安全を確保する。
 作業足場は、安全性及び作業性を確保するとともに、塗り残しが生じ
ないように適切な足場を選定、設置する。

4.13.2
塗装品質管理

 機器及び材料の塗装に当たり、塗料、塗装方法等の品質、施工管理を
必要とする次のものについて、承諾図書の一部として材料、施工方法、
試験方法などをまとめた施工要領書（塗装仕様書という。）を作成し、
監督員の承諾を得る。

 市場に流通する機器及び材料で、確実な品質管理の基で製作者の定
める仕様に従い工場製作及び塗装がなされているものは、監督員の
承諾を得た上で各製造者の定める塗装仕様とすることができる。
 ただし、塗装色は、監督員の指示に従う。
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表-4.13.1 標準塗装仕様

フェノール樹脂系塗装 電気室、換気機械室、計算機室など
ポリウレタン樹脂系塗装 ポンプ室、配管室、管廊、脱水機室など
フタル酸樹脂系塗装 
ポリウレタン樹脂系塗装

エポキシ樹脂系塗装 上記２段以外の部分
エポキシ樹脂系塗装

1.

2.

3.

（1）  新設する機器及び材料は、１種ケレンを行う。 
（2）

（3）

（4）

 ただし、この場合には鋼材のケレン証明書を監督員に提出する。

表-4.13.2 素地調整の種類と仕様

１種ケレン ブラスト
ISO Sa2 1/2 相当以上 酸洗い
２種ケレン グラインダ 
ISO Sa2､St3 相当以上 ワイヤブラシ 
３種ケレン サンドペーパ 
ISO St3 相当以上 ディスクサンダ 
４種ケレン スクレーパなど

1.

2.  ３種及び４種ケレン後は、速やかに第１層目の塗装を行う。 

3.

4.

5.

（1）

 構架物、塔、タンク、配管などの検査を必要とする鍛造品、鋳造品、
溶接部分などは、原則として検査を終えてから塗装する。
 次の場合、原則として塗装を行ってはならない。ただし、監督員の承
諾を受けたものについてはこの限りでない。

塗装場所の気温が５℃以下、湿度８５%以上又は換気が十分でなく、
塗料の乾燥に不適当な場合。

塗装面の活膜は残すが、さびを生じた部分は金
属肌を現し清浄な金属面としたもの

粉化物、さび、汚れ及び溶接スパッタを除去
し、清浄な面とした物

4.13.5　塗装作業  １種及び２種ケレン後は、直ちにプライマ処理を施す。ただし、工場
で塗装を行うものでケレン後、直ちに第１層目の塗装を行い、さびの発
生及び塗膜の付着性、安定性に支障がない場合は、監督員の承諾を得て
プライマ処理を省略することができる。

 なお、天候の急変その他の事情で同日中に第1層目を塗り終えることが
できなかった場合は、塗り残し面を再度、素地調整する。
 塗装は、原則としてハケ塗りとする。ただし、監督員の承諾を得た場
合はローラ又はスプレー塗りとすることができる。

 １種ケレンを指定した機器及び材料は、１種ケレンに替えて1種ケ
レンを施した鋼材を用いてもよい。

素地調整の種類 調整面の状態 工法又は工具

旧塗装、ミルスケール、さび、その他の付着物
を完全に除去し、清浄な金属面としたもの

旧塗装、緩んだ黒皮、さび、その他の付着物を
除去し、金属肌を現し清浄な金属面としたもの

4.13.4　素地調整  被塗装物の表面を塗装に先立ち、さびを落とし清掃を行うものとし、
設計図書に示す素地調整の種類に応じて、表－4.13.2 の仕様により素
地調整を行う。
 素地又は前塗装に付着した油脂、汚れ、海塩粒子などの有害物質は、
素地調整前に十分に除去する。
 特記仕様書その他の設計図書で定めのある場合を除き、素地調整は次
による。

 前(１) 項にかかわらず、歩廊、手すりなど機器に附帯する部分及
び鋳鉄製品は２種ケレンとすることができる。
 塗替えの場合は３種ケレンとし、残っている活膜部には目荒らしを
施す。

水道用液状エポキシ樹脂塗装

浄水若しくは浄水処理過程の水に接する、又は
飛散した水滴が滴下してこれに混入する可能性
のある部分で、原則として工場における塗装を
行う場合水中部

接水部

水道用無溶剤形エポキシ樹脂塗装

浄水若しくは浄水処理過程の水に接する、又は
飛散した水滴が滴下してこれに混入する可能性
のある部分で、現場又は工場における塗装を行
う場合

接水部

屋
外

一 般
高湿部

適用区分
塗装の種類 備　　考

（設置環境）

屋
内

一 般
高湿部
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（2） 塗装表面が結露している、又は結露のおそれがある場合。 
（3）

（4）

（5） 被塗装面が５０℃以上又は５℃以下となる場合。 
（6） その他監督員が不適当と認めた場合。 

6.

7.

8.

9.

10.  上塗りに用いる塗料は、変退色の小さなものとする。 
11.  塗装作業に当たっては、次の事項に留意する。 
（1）

（2）

（3）

1.  塗り重ねて塗装する場合は、原則として、各層の塗装色を替える。 
2.

（1）

（2）

3.

4.

 回転部、すり合わせ部、突起等の危険箇所には、注意を喚起する警戒
色（蛍光色、黒と黄のしま模様等）を施す。
 硬質塩化ビニル管、ポリエチレン管、ステンレス管などの塗装を行わ
ない配管は、要所にリング状の色識別を施す。

 塗装によって機能上支障が生じる箇所（リミットスイッチ類、すり
合わせ部、歯車歯面、ローラ踏面、水密ゴム、ワイヤロープなど）
については、塗装してはならない。

4.13.6　塗装色
 主な機器及び配管の上塗り層の塗装色は、設計図書又は監督員の指示
による。
 なお、監督員との協議には、次の点に留意し、適切な塗装色を選定す
る。

色彩の効用を効果と安全性の向上に重点をおき、機能的な配色とす
る。
設備の設置環境との調和を図るとともに、快適性への寄与、色彩の
公共性を考慮する。

 塗替え（３種又は４種ケレンを行うもの）の場合は、原則として塗装
の種類に従い表－4.13.4 により塗装を行う。
 亜鉛めっき面へ塗装する場合は、塗料の付着安定性のため原則として
第１層目にはエッチングプライマ又はエポキシ樹脂塗料（亜鉛めっき面
用）を用いる。
 また、ステンレス面への塗装も、亜鉛めっき面への塗装に準じるもの
とする。
 屋外に設置する塩化ビニル製品に塗装を行う場合は、素地を目荒らし
後ポリウレタン樹脂系塗装の中塗り及び上塗りを行う。

 塗り残し、気泡、塗りむら、異物の混入等のないように注意して、
全面が均一な厚さとなるように塗装する。
 溶接部やボルト接合部、その他の構造が複雑な部分についても、必
要膜厚を確保する。

風が強い、又はほこりが多いときで、適切な防護施設を設けていな
い場合。
塗料の乾燥前に降雪、降雨、降霜又は霧のおそれがある屋外作業の
場合。

 機器及び材料で１種又は２種ケレンを行うものは、塗装の種類に従い
表－4.13.3 により塗装を行う。
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表-4.13.3 新設機器等の塗装仕様及び行程

長曝型エッチングプライマ(JIS K5633 2種)
鉛丹さび止めペイント(JIS K5622 1種) 又は
シアナミド鉛さび止めペイント(JIS K5625 1種)
鉛丹さび止めペイント(JIS K5622 2 種) 又は
シアナミド鉛さび止めペイント(JIS K5625 2種)
フェノール樹脂系塗料
同上
ジンクリッチプライマ
エポキシ樹脂系塗料
同上
ポリウレタン樹脂系塗料(中塗用)
ポリウレタン樹脂系塗料
長曝型エッチングプライマ(JIS K5633 2種)
油性さび止め塗料
同上
長油性フタル酸樹脂系塗料（中塗用）
長油性フタル酸樹脂系塗料（上塗用）
ジンクリッチプライマ

注１ 各層の標準膜厚は、使用する塗料の製作会社の指定による。
注２ 膜厚は、乾燥・硬化後に電磁式による計測をした場合のものである。

表-4.13.4 塗替えの塗装仕様及び行程

鉛丹さび止めペイント(JIS K5622 2種) 又は
シアナミド鉛さび止めペイント(JIS K5625 2種)
同上
フェノール樹脂系塗料
同上
変性エポキシ樹脂塗料 
同上
ポリウレタン樹脂系塗料(中塗用)
ポリウレタン樹脂系塗料
油性さび止め塗料
同上
同上
長油性フタル酸樹脂系塗料（中塗用）
長油性フタル酸樹脂系塗料（上塗用）

中塗 30
上塗 25

フタル酸樹脂
系塗装

補修塗 35
下塗一層 35
下塗二層 35

ポリウレタン
樹脂系塗装

補修塗 50
下塗 50
中塗 30
上塗 25

種 類 工程 塗料の調合及び処理
標準膜厚
(μｍ)

フェノール
樹脂系塗装

補修塗 35

下塗 35
中塗 25
上塗 25

水道用液状
エポキシ樹脂

塗装

プライマ 20

下塗､中塗､上塗計4
層以上

水道用液状エポキシ樹脂塗料(JWWA K135)
計300
(注1)

エポキシ樹脂
系塗装

プライマ ジンクリッチプライマ 20

下塗､中塗､上塗計4
層以上

エポキシ樹脂系塗料
計200
(注1)

水道用無溶剤形
エポキシ樹脂

塗装

水道用無溶剤形エ
ポキシ樹脂塗料塗
装方法(JWWA K157)

に準じる。

水道用無溶剤形エポキシ樹脂塗料(JWWA K157)
計300
(注1)

エポキシ
粉体塗装

水道用ダクタイル
鋳鉄管内面エポキ
シ樹脂粉体塗装

(JWWA G112)に準じ
る。

水道用ダクタイル鋳鉄管内面エポキシ樹脂粉体塗装
(JWWA G112)

計300

フタル酸樹脂
系塗装

プライマ 15
下塗一層 35
下塗二層 35

中塗 30
上塗 25

25

ポリウレタン
樹脂系塗装

プライマ 20
下塗一層 60
下塗二層 60

中塗 30

フェノール
樹脂系塗装

プライマ 15

下塗一層 35

下塗二層 35

中塗 25
上塗

上塗 25

種 類 工程 塗料の調合及び処理
標準膜厚
(μｍ)
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水道用液状エポキシ樹脂塗料（JWWA K 135）

注１ 補修塗とは、３種、４種ケレンで地肌が出た部分について、部分的に塗装を行うことである。
注２ 各層の標準膜厚は、使用する塗料の製作会社の指定による。 
注３ 膜厚は、乾燥・硬化後に電磁式による計測をした場合のものである。 

エポキシ樹脂
系塗装

補修塗 変性エポキシ樹脂塗料 50
下塗 同上 50

中塗､上塗計2層以
上

エポキシ樹脂系塗料
計80
(注2)

エポキシ
粉体塗装

水道用ダクタイル
鋳鉄管内面エポキ
シ樹脂粉体塗装

(JWWA G112)に準じ
る。

水道用ダクタイル鋳鉄管内面エポキシ樹脂粉体塗装
(JWWA G112)

計300

水道用液状
エポキシ樹脂

塗装

補修塗 60

下塗､中塗､上塗計4
層以上

同上
計300
(注2)

水道用無溶剤形
エポキシ樹脂

塗装

水道用無溶剤形エ
ポキシ樹脂塗料塗
装方法(JWWA K157)

に準じる。

水道用無溶剤形エポキシ樹脂塗料(JWWA K157)
計300
(注2)
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　　　　　　第１４節　　溶接

1.  この節は、現場及び工場での溶接に適用する。 
2.  溶接に当たっての基本的な用語とその定義は、次の規格による。

JIS Z 3001「溶接用語」 
3.

（1） JIS Z 3801「手溶接技術検定における試験方法及び判定基準」 
（2） JIS Z 3841「半自動溶接技術検定における試験方法及び判定基準」 
（3） JIS Z 3805「チタン溶接技術検定における試験方法及び判定基準」 
（4） JIS Z 3811

「アルミニウム溶接技術検定における試験方法及び判定基準」 
（5） JIS Z 3821

「ステンレス鋼溶接技術検定における試験方法及び判定基準」 

1.

2.  溶接仕様書は、次の規格その他関連規格に基づいて作成する。 
（1） JIS Z 3400「溶接の品質要求事項－金属材料の融接」
（2） JIS Z 3410「溶接管理－責務及び責任」 
（3） JIS Z 3420「金属材料の溶接施工要領及びその承認－一般原則」

3. 溶接仕様書は、部材の継手性能を満足するよう次の事項を記載する。
（1） 母材の種類と特性 
（2） 溶接の方法、開先形状 
（3） 組み合わせる材片の加工・組立精度、溶接部分の清浄度と乾燥状態
（4） 溶接材料の種類と特性、乾燥状態 
（5） 溶接環境と溶接順序（余熱、焼なましを含む。） 
（6） 溶接に使用する機材（シールドガスの種類等を含む。）
（7） 溶接欠陥の確認方法 

1. 溶接施工に当たっては、次の事項に従う。
（1）

（2）

（3）

2.

（1）

（2） 溶接施工部に次に示す風速以上の風が吹き付ける場合 
ア．風速２m/s（半自動溶接）
イ．風速５m/s（手動溶接） 

（3）

（4） その他監督員が溶接を行うのが適切でないと認めた場合 
3. 欠陥部の補修 

（1） 補修によって母材に与える影響を検討し、注意深く行わなければな
らない。

 欠陥部の補修は、受注者の責任と費用負担により行う。欠陥部の補修
に当たっては、次の事項に留意しなければならない。

4.14.1 一般事項

 溶接作業に従事する溶接技能者及び溶接オペレータの名簿を提出し、
原則として次の規格に該当する検定試験の合格者又は同等の技量を有す
ると監督員が承諾した者とする。
 ただし、歩廊、手すりその他の軽易なものの製作で、監督員が承諾し
たものはこの限りではない。

4.14.2
溶接品質管理

 機器及び材料の溶接に当たり、特に溶接の品質管理を必要とする現場
での溶接（歩廊、手すりその他の軽易なものの溶接作業で監督員の承諾
を得たものは除く。）について、施工計画書に記載し、監督員の承諾を
得る。

4.14.3
溶接施工方法  溶接部近傍のペイント､さび､油脂､水分､ミルスケールは完全に除去

する。
 材質、板厚、脚長などに応じた電圧・電流を選定する。特に既設設
備との溶接を行う場合は、ひずみ等により機能、外観等に影響を及
ぼすことのないよう施工方法を詳細に検討する。
 手溶接の溶接姿勢は下向き溶接とする。ただし、製作上又は工程上
やむを得ない場合には他の溶接姿勢によることができる。

 溶接現場の気象が次に該当するときは、原則として溶接作業を行って
はならない。ただし、監督員の承諾を得たものについてはこの限りでな
い。

雨天又は作業中に雨天になるおそれがあり、かつ、防護施設を設け
ていない場合

気温が５℃以下の場合（ただし、予熱等の措置を施す場合はこの限
りではない。）
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（2）

表-4.14.1 溶接欠陥の補修方法

オーバラップ グラインダで削り整形する。

溶接ビード表面の凹凸 グラインダ仕上げをする。

アンダーカット
程度に応じて、グラインダ仕上げのみ、また溶接後、グラインダ仕上げす
る。

組立溶接の欠陥
欠除却をアークエアガウジング等で除去し、必要があれば再度組立溶接を
行う。

溶接割れ
われ部分を完全に除去し、発生原因を究明して、それに応じた再溶接を行
う。

溶接ビード表面のピット アークエアガウジングでその部分を除去し、再溶接する。

補修は原則として表－4.14.1 に示す方法とする。これ以外の場合は
監督員の承諾を得なければならばならない。

欠陥の種類 補 修 方 法

アークストライク
母材表面にへこみを生じた部分は、溶接肉盛りの後グラインダ仕上げを行
う。わずかな跡のある程度のものはグラインダ仕上げのみでよい。
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　　　　　　　　第５章　　電気設備工事

　　　　　　第１節　　共通事項

1. 安全性の確保 
(1)

(2)

2. 機器・材料の選定
(1)  機器・材料は、電気的性能、機械的強度を有したものとする。 
(2)

(3)

3. 機器の据付及び設置環境 
(1)

ア．

イ． 過度のじんあいのある場所で使用する場合 
ウ． 異常な振動又は衝撃を受ける場所で使用する場合 
エ． 常時湿潤状態の場所で使用する場合 
オ． 過度の水蒸気又は過度の油蒸気のある場所で使用する場合 
カ． アからオの他、特殊な条件の下で使用する場合 

(2)

(3)

(4)  現場盤等の電気設備を屋外に設置する場合には、次による。
ア．

イ．

ウ．

エ. 

(5)

 機器・材料の選定に当たっては、用途、使用場所に合致し、定格を備
えたものとする。
 また、使用環境を十分に考慮し、電気的、機械的に耐久性が有るもの
とする。
 塩素ガスなどの有害ガスにより絶縁低下を起こすおそれのあるものは
使用しない。

 機器の据付けに当たっては使用環境、周囲の状況、建物との離隔距
離、維持管理スペースなどについて十分考慮し、下記の使用環境に
は、原則として配電盤、制御機器、精密機器などは設置しないものと
する。ただし、やむを得ず設置する場合には、機器の耐環境性を考慮
し、監督員と十分に協議する。

塩素ガス、酸性ガス、硫化水素ガス等の腐食性ガスが発生する
おそれのある場所で使用する場合

5.1.1　一般事項  設計及び製作に当たっては、設計図書に基づき操作性、安全性、維持管理
性などを考慮する。
 機器の搬入・搬出、据付け、撤去、関連機器との接続、信号の取合い、試
験調整等に当たっては、停電、緊急停止時の装置の保安、施設停止に伴う影
響等を考慮し、監督員の指示に従うほか、次の項目に留意する。

 電気設備の必要な箇所には、異常時の電位上昇、高電圧の侵入等によ
る感電、火災その他人体に危害を及ぼし、又は物件への損害を与える
おそれがないよう、接地その他の適切な措置を講じるものとする。

  感電事故防止のため、誤って触れる可能性のある露出充電部の周囲
には防護カバーを設け遮へいする。防護カバーは、内部が目視点検で
きる構造で取手付きとし、防護カバーを取り付けるビスは、落下防止
構造とする。

 粉じんの多い場所に設置する電気設備は、粉じんによる当該電気設
備の絶縁性能又は導電性能が劣化することに伴う感電又は火災のお
それがないようにする。
 設置に際し、既設盤と列盤となる場合には、盤の外観、取付け器具
の配置は、既設盤を考慮し、また、視認性、保守性及び維持管理性
を図ったものとする。

小動物が侵入するおそれがある場合には、開口部に網などを設
ける。
盤内に雨や雪などが吹き込むおそれがないように、換気口等は
綱板や網等のカバーを取り付ける。
現場盤等は底面に鋼板等を取り付け、異物が侵入するおそれが
ない構造とする。
原則として海岸からの距離が２ｋｍ以内の場所に設置する場合
は耐塩性のあるものを使用する。

 現場操作盤等の設置位置は、機器に対する盤の向き及び操作員の動
線を十分に考慮する。
 また、複数台の機器に対し共通の現場操作盤を設置する場合は、盤
面のスイッチや計器類などの配列は、原則として機器の号機配列に
合わせる。
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(6)

4. 機器の安定性、持続性、保安、維持など 
(1)

(2)  設備機器は維持管理性に優れ、改造が容易に行えるものとする。

(3)  各種接点信号の受渡しは、原則として無電圧接点とする。 
(4)

(5)

(6)

(7)

5. 故障処理

6. 自主検査 
(1)

(2)

(3)  検査に必要な資機材、労務などは受注者の負担とする。
7. 関係法令等 

(1)

(2)

 故障等トラブルの発生時には、迅速かつ正確に対応できるシステム
を基本とする。

 操作回路及び表示機能を持つ配電盤、現場盤の表示灯は、原則とし
てランプテストスイッチを設ける。
 高圧以上の設備に係る保護連動及びインターロック保護回路は、遮
断器等の補助接点（接点増幅のための補助継電器含む。）により構
成される。
 誤操作、誤確認防止のため機器本体・スイッチ・計器類には銘板
（ＮＰ）を設置し、操作性、視認性を考慮する。なお、銘板（Ｎ
Ｐ）が本体等に設置が困難な場合は、監督員と協議を行うものとす
るが、ホルダー取り付け等工夫し設置に努める。

 機器の運転中に、操作場所切換えスイッチを操作しても、機器の停
止につながらない回路構成とする。また、機器の自動運転中に手動
運転に切換えた場合についても同様に、機器の停止につながらない
回路構成とする。

 浄水又は浄水処理過程における水に接する機器及び材料は、水道施
設の技術的基準を定める厚生労働省令の規定に適合したものとす
る。

 現場監視のように限定された範囲で設備や機器の監視を行う場合
や、浄水場等の中央管理室のように、総合的に監視を行う場合は、
機器操作は二挙動以上を原則とする。

 列盤で配置する場合、配線の接続は双方の盤に端子台を設け、ピッ
ト又はラックを経由すること。
 ただし、これによりがたい場合は監督員の承認を得たうえで施工で
きるものとする。

 故障により機器が停止した場合は、故障の原因を取り除き、故障復帰
するまでは運転できない構成とする。ただし、電圧低下等、停止の原因
が機器本体の故障でなく、自己復帰するものは除く。

 電気事業法で定める「自家用電気工作物」の新設、改造及び変更等
を行った場合は、電気主任技術者による自主検査を実施する。
 検査の項目、内容、方法などは「電気事業法施行規則」を準用し、
あらかじめ監督員と協議する。

 電気設備の据付に当たっては、特に騒音規制法、消防法、火災予防
条例等関係法令を遵守する。それ以外の関係法令については、「第1
章 総則 第1節 1.1.32 諸法令、諸法規の遵守」に記載している関係
法令を遵守する。
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　　　　　　第２節　　受変電・配電設備

1. 一般事項

2. 構造一般 
(1) 機械的項目

1)

2)

3)

4)

5)

6)

7)

8)

 また、列盤構成とする場合は、側面板を設ける。
9)

10)  盤の寸法は、承諾図において決定する。 
11)

12)

13)

14)

15)

 屋外又は結露の発生するおそれのある場所に設置する盤は、放
熱カバー付スペースヒータ又はその他の適当な結露防止措置を
行う。
 なお、ヒーター用回路には、不要な電力消費を抑制するための
サーモスタット又はこれに代わるものと保護回路を設ける。

 盤の構造は、設置環境により盤内機器に影響が及ばないものと
する。
 自立型配電盤の設置に用いるチャンネルベース、基礎ボルト
（アンカーボルト）は、附属品として納入する。
  防護カバーは、内部が目視点検出来る構造とし、とって付き
で取付けビスは、落下防止構造とする。

5.2.1　配電盤
 配電盤とは、開閉機器、母線、内部接続、附属物などのほか監視制御
に必要な器具からなる集合装置を収納した金属箱で、高圧配電盤、低圧
配電盤、コントロールセンタ、補助継電器盤、現場操作盤などの総称を
いう。

 盤は金属製とし、収納機器の重量・作動による衝撃などに十分
耐え、平常運転及び保守点検作業が容易かつ安全にできる構造
とする。
 環境の良い屋内に設置される配電盤は、JEM1267 の保護等級Ｉ
Ｐ２Ｘとする。
 なお、ほこり、風雨、温度などの設置環境を考慮すべき場所に
設置する場合は、別途、特記仕様書に示された保護等級による
ものとする。
 屋外に配電盤を設置する場合は、別途、特記仕様書に示された
保護等級によるものとする。

 発熱する機器を収納する盤の放熱は、原則として自然冷却方式
とする。自然冷却で十分に放熱できない場合は、冷却ファン等
を設ける。なお、屋外盤は冷却ファン等の開口部等から雨水が
侵入しない構造とする。
 吸気口にはフィルタ等を設け、ほこり等が盤内の機器に影響し
ない構造とする。フィルタは、盤の設置環境及び盤内収納機器
に応じて適切なフィルタを設置する。
 なお、フィルタは容易に取替えでき、水洗い等で再使用が可能
なものとする。

 扉には鍵を取り付ける。なお、鍵はタキゲン製造株式会社製と
し、番号は監督員と協議して承認するものとする。ただし、別
途指示する必要がある場合は、特記仕様書による。
 配電盤には、底板を設け、必要な箇所は取外しができるものと
する。

 外部配線のケーブル重量が直接端子台に掛からない構造とす
る。

 なお、JEM1267 の保護等級のＩＰコードの補助文字Wを適用す
る。

 扉は原則としてストッパ付とする。ストッパは、保守点検に必
要な開度を保持する。なお、屋外盤のストッパは、風等により
開いた扉が安易に閉まらない構造とする。
 盤内機器を引出す構造の物については、機器の引出しに際して
ケーブルコネクタ、扉面に設けた各種継電器等に触れない構造
とする。
 また、ケーブルコネクタを使用する場合には、そのソケットに
「合いマーク」等の誤接続防止対策を施すか又はソケットの構
造で逆入防止とする。
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16)

17)

18)

19)

20)  屋外盤については、上記のほかに次のとおりとする。
ア．

イ．

ウ．

エ．

オ． ハンドルは、腐食対策を施したものを使用する。
(2) 電気的項目

1) 盤内収納機器 

ア．

イ．

ウ．

エ．

オ．

カ．  補助継電器は、プラグイン形又は集合基板形とする。 
キ．

ク．

ケ．

コ．

 遮断器、保護継電器の選定は、関連する遮断器等と保護協
調を図り負荷の熱的、機械的耐量を考慮して選定する。
 また、選定に際しては、必要に応じて事前に保護協調曲線
を監督員に提出する。
 保護継電器は動作表示付のものを使用し、動作表示器は原
則として手動復帰式とする。

 過電流継電器等で誘導形を使用する場合は引出し形とす
る。
 盤内にＶＴ及びＣＴが設置されている場合は、原則として
試験端子を設ける。
 計器・表示器類で盤表面に取り付ける場合は、埋込形とす
る。
 指示計器は、原則として広角度のものを使用し、一辺の長
さは８０mm 又は１１０mm とする。

 遮断器の遮断容量は、設計図書の記載値以上とし、短絡容
量を検討の上選定する。
 各負荷に使用する遮断器、開閉器、電磁接触器などは、十
分な容量を有するものとし、配線用遮断器及び漏電遮断器
は、原則としてトリップ時の警報接点付とする。

 原則として自立盤については、取換えが容易で安全な場所に盤
内照明を設ける。盤内照明の点灯回路は、盤扉開閉を検知する
リミットスイッチ等による。

閉鎖形の箱体の上に屋根を設ける。屋根は、１/３０ 以上
の後勾配とする。
スイッチ等を正面扉に取り付ける場合は、スイッチ等が雨
やほこりなどで監視、操作などに影響を与えないものとす
る。また、取り付けたスイッチ等から盤内に雨水やほこり
などの浸入がないようにする。
扉及び扉に窓を設ける場合は、パッキン付とする。パッキ
ンは長期の使用に耐えられるものとする。

中扉は、原則としてストッパ付きとし、保安点検に必要な
開度を保持できるものとする。なお、ストッパは、風等に
より開いた扉が安易に閉まらない構造とする。

  ファンは、長期間無保守で安定した運転ができるものとし、
ファンの故障による温度上昇が重大な故障を引き起こすおそれ
がある場合は、ファン本体の故障出力、漏電遮断器の設置、温
度センサによる故障検知等により、重大な故障を未然に回避す
る。
 原則として、盤扉内側に強固なポケットを設け、主要回路接続
図が収納できるものとする。なお、収納ポケットを設ける盤
は、工事内容を考慮した上で必要に応じて選択し、監督員の指
示に従うものとする。
 遮断器、電磁接触器等は機器を引き出した場合、接続部等の充
電部が露出しないよう絶縁シャッター等を設ける。

 また、ガラス窓を設ける場合は、JIS R 3204 に規定する
厚さによる種類6.8mm 以上の金属製の網入ガラス又はこれ
と同等以上の機械的強度及び防火性のものを用いる。

 配電盤に取付・収納される機器の一般的な項目は次のとおりとす
る。

 収納機器、盤表面取付け器具、端子台などは、操作及び保
守点検に支障のないように合理的に配置する。
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サ．

シ．

ス．

セ．

ソ．

タ．

2) 主回路色別 

表-5.2.1.1 色別

(注1)  分岐する回路の色別は、分岐前による。 
(注2)

(注3)

(注4)

3) 盤内配線 
ア． 器具及び導体の配置

(ア)

(イ)

(ウ)

(エ)

イ． 配線方式

非接地

－
高
圧

低
圧

青黒白赤電気方式

接地側
第２相
中性相

接地側
第２相

中性相
第２相
第２相
非接地

第２相
第２相

第３相

第３相

第３相

 スペ－スヒ－タ等発熱部に使用する電線は、耐熱仕様
電線とする。
 盤内の制御線の太さは、原則として1.25㎜

2
 以上す

る。ただし、電子回路、通信回路用の盤内配線の太さ
は、製造者の標準とする。

 JEM1132「配電盤・制御盤の配線方式」によるほか、次の
とおりとする。

 JEM1134「配電盤・制御盤の交流の相又は直流の極性によ
る器具及び導体の配置及び色別」による。

 遮断器の一次側配線は遮断器の容量に、二次側配線は
負荷の容量に合わせるとともに、遮断電流に十分耐える
断面積を有するものを使用して配線する。
 電子回路、通信回路用の盤内配線の太さは、製造者の
標準とする。

 単相２線式の第２相が接地相の場合は、第１相を黒色とするこ
とができる。
 発電回路の非接地第２相は、接続される商用回路の第２相の色
別とする。
 単相２線式と直流２線式の切替回路２次側は、直流２線式の配
置と色別による。

三相３線式

直流２線式

単相３線式

－

－

負極－

単相２線式

三相４線式

三相３線式

－正極

第１相

第１相

第１相

第１相

第１相 第２相

 電線は表－5.2.1.1により色別する。ただし、これにより難い
場合は端部を色別する。なお、接地線は緑、緑／黄又は緑／色
帯とする。

 表示灯は、原則としてＬＥＤを使用し、視覚特性に適合す
るように器具を配置する。
 また、屋外盤面に設置する表示灯については、日照時にお
いても表示状態が視認できるものとする。
 表示灯の回路は電流容量を考慮のうえ、原則として系統別
に保護、切り離しができる装置を設ける。表示灯は、充電
中も容易に取り替えられる構造とする。
 変圧器及びコンデンサには、一次遮断器の入切状態を示す
表示等を機側の見やすい位置に設置する。表示灯は、充電
中も容易に取り替えられる構造とする。
 原則として、主要回路接続図を、透明な板で構成された
ケースに収め、盤内に収納する。
 盤内前面等の安全な箇所に接地端子を設け、接地種別を表
示する。

 電力量計はパルス発信器付のものを使用し、電力量の倍率
は原則として１０の整数べき乗とする。
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(ア)

(イ)

(ウ)

(エ)

 なお、マークバンドは容易に脱落しない構造とする。
(オ)

(カ)

(3) 塗装、銘板類 
1) 塗装 

 盤の塗装は表－5.2.1.2 による

表-5.2.1.2 塗装

ポリウレタン樹脂系又はメラミン樹脂系
ポリウレタン樹脂系
ポリウレタン樹脂系

2) 塗装色 
 JEM 1135「配電盤・制御盤及びその取付器具の色彩」による。
 色彩は原則として、表－5.2.1.3 による。

表-5.2.1.3 色彩

内面パネルの表面及び裏面
盤内収納の機器のフレーム、カバーなどの金属露出部
計器、継電器など、盤表面に表れる器具のふち枠

（注1）  屋内で使用する盤表面の光沢（つや）は半つやを標準とする。
（注2）

（注3）

3) 銘板類
ア． 主銘板 

(ア)

(イ)

 設置場所によって景観との調和を図る必要性がある場合には、上記の
表に限らない。

 盤の正面には銘板を設ける。盤の表面に出る銘板は原
則として合成樹脂製とする。
 銘板の色は、監督員の指示により系統別に色分けをす
る。

盤表面
N1.5

取付器具
開閉器、操作器などの取っ手

一般用
など 非常停止 7.5R4.5/14

 材料が塗装しないものである場合。例えば、めっき面、アルミニウ
ム、ステンレスなどには塗装しない。ただし。これらの面へ塗装を施す
ことがある場合は、下地処理を行い塗装する色彩はこの表による。

色彩を施す場所
色彩

（ﾏﾝｾﾙ値）

盤
盤（チャンネルベースを含む。）の表面及び内面 

屋内用

5Y7/1
屋外用

屋内盤
一般部
高湿部

屋外盤

 盤の塗装は、原則として化学処理等の素地調整を行い、下塗装、中塗
装及び空研ぎ（又は水研ぎ）後、仕上げ塗装を行う。
 なお、塗装最低膜厚は、仕上りで外面60μm 以上、内面で40μm 以上
とする。
 ただし、別途指示する必要がある場合は、特記仕様書による。

 また、盤より出入りするケーブルについては、至先を
明示した表示を張り付ける。
 配線の端子部分には配線記号を付すか、又は配線記号
を付したマークバンドを取り付ける。

 盤内動力配線及び制御母線は、被覆と圧着端子の間を
ビニルキャップで覆う。ただし、特殊電線の場合は除
く。
 盤内のケーブル貫通部の穴は、適切な大きさとし、通
線後、余分な開口部は合成樹脂板などで閉鎖し、すき間
は、耐久性（絶縁性、難燃性など）のあるシーリングコ
ンパウンドを充填する。

適用区分 塗装の種類

 配線の分岐は必ず端子部（器具附属の端子を含む。）
で行い、端子1箇所で2個までの取付けとする。
 配線の端子部には、原則として圧着端子（丸端子）を
使用する。
 盤内配線と外部又は盤相互間の接続は、原則として端
子記号を記入した端子台にて行う。
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イ． 文字の規格は、次による。
(ア)  JIS Z 8903「機械彫刻用標準書体（常用漢字） 
(イ)  JIS Z 8904「機械彫刻用標準書体（かたかな）」 
(ウ)

(エ)  JIS Z 8906「機械彫刻用標準書体（ひらがな）」 
ウ．

4) 添付品等

1. 一般事項 
(1)

(2)

2. 構造一般 
(1)

(2)

(3)

(4)

(5)

(6)

1. 一般事項 
(1)

表-5.2.3.1 スイッチギヤの形

(2)

(3)  遮断器は、引き出し位置では中央での操作は不可とする。 
(4)  絶縁階級は、原則として定格電圧に応じて表－5.2.3.2 のとおりと

する。

 高圧閉鎖形配電盤は、JIS C4620「キュービクル式高圧受電設備」
及びJEM1425「金属閉鎖形スイッチギヤ及びコントロ－ルギヤ」によ
るほか、表－5.2.3.1 のとおりとする。

遮断器、機器等の引出形機器を
収納するもの

ＭＷ形、ＭＷＧ形、ＰＷ形、
ＰＷＧ形

断路器、取引電力用変流器(VCT) 等の
固定形機器を収納するもの

ＣＸ形

 高圧盤の保護継電器は、原則として複合静止型継電器とし、遮断器
などの操作、電流値や状態の表示、各種保護継電器、監視盤などへ
の信号伝送、トランスデューサなどの機能を持つものとする。

 金属製容器は、内部に封入するガス圧力に十分耐えうる強度を有す
るものとする。なお、気密構造部には必要に応じ、吸着剤を挿入す
る。
 ガス管理を容易にするとともに、点検、事故時の停止範囲等を考慮
し、ガス区分を設け、各ガス管理区分ごとに気密構造のバルブを有
する給排気口を設ける。
 遮断器、断路器、接地装置などについては、必要なインタロックを
施し、機械的開閉表示器を捜査場所に近接して設ける。
 ガス監視区画ごとのガス圧が監視可能な監視用計器又は装置を、盤
表面から見やすい位置に設ける。
 絶縁性能は、ガス圧力が大気圧の時も常用運転電圧値に耐えるもの
とする。

5.2.3
高圧配電盤

 高圧遮断器、断路器、高圧コンビネーションスタータなどを具備する高圧
配電盤に関する項目は、「第5章 電気設備工事編5.2.1 配電盤」によるほ
か、次のとおりとする。

 配電盤などで実装したランプ、ヒューズ、ＬＥＤ、フィルタ類
の総数の50％を添付品として納入する。ただし、ＬＥＤの添付
数は、10％とする。

5.2.2
特別高圧ガス
絶縁開閉装置

 公称電圧66ｋＶ以上の電路に使用するガス絶縁開閉装置の規格は、次のと
おりとする。なお、33ｋＶ以下の電圧に対してもこの規格を準用する。

 ＧＩＳ（ガス絶縁開閉装置）は、JEC2350「ガス絶縁開閉装置」に
よる。
 Ｃ－ＧＩＳ（キュービクルに収容されたガス絶縁開閉装置）は、
JEC2350「ガス絶縁開閉装置」及びJEM1425「金属閉鎖型スイッチギ
ヤ及びコントロールギヤ」による。

 導電部は、内部絶縁媒体に不活性ガスを充填した金属製容器に収納
し、封じ切り構造とする。

 JIS Z 8905「機械彫刻用標準書体（アラビア数字・
ローマ字）」

 原則として高圧以上の配電盤の盤面には、制御器具番号
（デバイス番号）を明記したプレートを取り付ける。
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表-5.2.3.2 絶縁階級

2. 構造
(1) 盤板厚

 収納機器の重量、動作による衝撃等を考慮し設計製作する。

表-5.2.3.3 鋼板の厚さ〔単位：㎜〕

(注1)

(注2) 仕切板は、配電盤内に隔壁として使用するものをいう。 
(注3) 表－5.2.3.3 はステンレス鋼板に適用しない。 

(2) 保護等級 
1)

2)

(3) 遮断器 

(4) 断路器 

(5) 高圧コンビネーションスタータ 

1) 高圧交流電磁接触器 
 高圧交流電磁接触器は、表－5.2.3.4 のとおりとする。

表-5.2.3.4 高圧交流電磁接触器
 JEM1167「高圧交流電磁接触器」
 真空電磁接触器
 ５号以上
・機械的耐久性4種以上
・電気的耐久性2種 
 連続

 無電圧においても閉路状態を保持するものとする。

2) 高圧限流ヒューズ

ア． 溶断警報監視を行うものは、溶断警報接点付きとする。 
イ． 絶縁階級は、定格電圧に応じて6号B又は3号Bとする。 

(6) 高圧進相用コンデンサ 

その他

 限流ヒューズは、JIS C4604｢高圧限流ヒューズ｣を適用するほ
か次のとおりとする。

 高圧進相用コンデンサ及び附属機器は、JIS C4902-1「高圧及び特
別高圧進相用コンデンサ並びに附属機器―第１部：コンデンサ」を
適用するほか、次のとおりとする。

接触器の種類
開閉頻度

開閉耐久性

使用の種類

構造
 原則としてラッチ機構(手動引き外し装置付き)を設ける。た
だし、負荷の特性を考慮してラッチ機構の必要ない場合は、
監督員と協議する。

 屋外に配電盤を設置する場合又は別途、特記仕様書に示された
保護等級によるものとする。
 なお、JEM1267 の保護等級のＩＰコードの補助文字Ｗを適用す
る。

 遮断器はJIS C4603「高圧交流遮断器」、JEC2300「交流遮断器」に
適合するものとする。

 断路器はJIS C4606「屋内用高圧断路器」、JEC2310「交流断路器」
に適合するものとする。

 高圧コンビネーションスタータは、JEM1225「高圧コンビネーショ
ネーションスタータ」に適合するほか、次のとおりとする。

適用規格

側面板 2.3 以上
仕切板 1.6 以上

 補助継電器盤の保護等級は、「第5章 電気設備工事編 5.2.1
2.構造一般 (1)2)」を参照する。

扉板 2.3 以上
天井（屋根）板 2.3 以上

底板 2.3 以上

機械的強度を必要とする構成部は、適切な補強又は3.2㎜
以上の板厚とする。

高圧配電盤 ６号Ａ、３号Ａ

高圧コンビネーションスタータ ６号Ｂ、３号Ｂ

構成部
鋼板の厚さ
(屋内外共)
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1)

2)

3)

4)

(7) 高圧負荷開閉器 

1)

2)  電圧は、定格電圧に応じて６号Ａ又は３号Ａとする。 
3)  定格過負荷遮断電流は、限流ヒューズと保護協調をとる。 
4)  相間及び側面には、絶縁バリヤを取り付ける。 

1. 一般事項

2. 構造
(1) 盤板厚 
 収納機器の重量、動作による衝撃等を考慮し、設計製作する。

表-5.2.4.1 鋼板の厚さ〔単位：㎜〕

(注1)

(注2)

(注3)  表－5.2.4.1 はステンレス鋼板に適用しない。

(2) 保護等級
「第5章 電気設備工事編5.2.1 2.構造一般 (1)2)」を参照する。

(3) 保護

(4) 主要機器 
 主要機器は、次のとおりとする。
1) 配線用遮断器 

 適用規格 JIS C 8370「配線用遮断器」
2) 気中遮断器 

 適用規格 JEC160 「気中遮断器」
3) 電磁開閉器 

 適用規格 JEM1038「電磁接触器」

 気中遮断器及び配線用遮断器は、全容量遮断方式とし、その引外し
方式は選択遮断方式とする。

側面板 2.3以上 2.3以上 1.6以上

 機械的強度を必要とする構成部は、適切な補強又は3.2㎜ 以上の板
厚とする。
 ケーブル貫通部は、防水、防湿、防虫、防食のために耐久性（絶縁
性、難燃性等）のあるシーリングコンパウンドを充填する。

扉板 2.3以上 2.3以上 1.6以上
天井（屋根）板 2.3以上 2.3以上 1.6以上

 低圧配電盤は、原則としてC形とし、低圧遮断器を収納する盤は、原則
としてF形とする。
 なお、この項に規定がない事項は、「第5章 電気設備工事編5.2.1 配
電盤」を参照する。

構成部
低圧配電盤 小型壁掛盤等
(屋内外共) 屋外 屋内

 高圧進相コンデンサには、高調波電流による障害防止及びコン
デンサ回路の開閉による突入電流抑制のために、直列リアクト
ルを取り付ける。
 また直列リアクトルは、警報接点付きで、過熱時に警報を発す
ることができるものとする。

 高圧負荷開閉器は、JIS C4605｢高圧交流負荷開閉器｣、JIS C4607
「引外し形高圧交流負荷開閉器」、 JIS C4611｢限流ヒューズ付き高
圧交流負荷開閉器｣を適用する。
 また、限流ヒューズは、JIS C4604｢高圧限流ヒューズ｣を適用する
ほか次のとおりとする。

 ストライカ装置付きとし、溶断警報監視を行うものは、溶断警
報接点付とする。

5.2.4
低圧配電盤

 交流６００Ｖ以下の電路に接続される低圧遮断器、配線用遮断器などを収
納した低圧配電盤については、JEM1265「低圧金属閉鎖形スイッチギヤ及び
コントロールギヤ」によるほか、次のとおりとする。

 高圧母線等に接続する高圧進相コンデンサは、放電コイルを取
り付ける。
 コンデンサは原則として内部に生じた異常を検出する保護接点
付きとする。
 高圧進相コンデンサの一次側には、限流ヒューズを取り付け
る。
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4) 低圧進相コンデンサ 
 適用規格 JIS C4901「低圧進相コンデンサ」

5) 絶縁監視装置 

 適用規格 JIS C8374「漏電継電器」 

1. 一般事項

2. 構造
(1) 盤板厚 

 収納機器の重量、動作による衝撃などを考慮し、設計製作する。

表-5.2.5.1 鋼板の厚さ〔単位：㎜〕

(注1)

(注2)

(注3)  表－5.2.5.1 はステンレス鋼板に適用しない。
(注4)

(2)  コントロールセンタの形式は、屋内自立閉鎖形とする。

(3)  ユニットは、単位回路ごとに装置を収納する。 
(4)

(5)  制御回路の接続は、原則としてコネクタ接続方式とする。
(6)

(7)

(8)  扉表面には、ユニット内の保護継電器動作表示灯を取り付ける。 
(9)

(10)  盤の正面及び裏面には、単位回路ごとに負荷銘板を付ける。 
 また、列盤及び扉表面にはユニット番号を明記する。 

(11)

 各ユニットの制御電源は、個別電源方式（操作用変圧器内蔵）を原
則とする。
 配線用遮断器は、扉表面から操作が可能で、その動作状態が容易に
確認できる構造とする。

 ユニットの扉は、配線用遮断器が閉路状態では開かない機械的イン
ターロックを設けた構造とする。

 主回路及び制御回路等の外部接続用の端子は、一括集合した総括端
子室を設ける。端子台への接続は、作業性を考慮した構造とする。

 機械的強度を必要とする構成部は、適切な補強又は3.2㎜ 以上の板
厚とする。
 ケーブル貫通部は、防水、防湿、防虫、防食のために耐久性（絶縁
性、難燃性等）のあるシーリングコンパウンドを充填する。

　仕切板に金属を用いる場合には厚さ１．６mm 以上、絶縁物を用い
る場合には難燃で厚さ3mm 以上のものを使用する。

 また、盤の保護等級は、「第5章 電気設備工事5.2.1 2.構造一般
(1)2)」を参照する。

 各ユニットは、装置の種別ごとに互換性を持ち、容易に引出しが可
能な構造とする。
 なお、主回路は原則として電源側及び負荷側とも自動連結方式とす
る。ただし、大容量のもので監督員の承諾を得たものはこの限りで
ない。

側面板 2.3以上 2.3以上 1.6以上
仕切板 1.6以上

扉板 2.3以上 2.3以上 1.6以上
天井（屋根）板 2.3以上 2.3以上 1.6以上

構成部
低圧配電盤 小型壁掛盤等
(屋内外共) 屋外 屋内

 低圧電路の漏れ電流のうちから対地絶縁抵抗に起因する電流成
分で監視する方式とする。

5.2.5
コントロール
センタ

 コントロールセンタは、配線用遮断器、電磁開閉器、半導体スイッチその
他必要な補助継電器で構成される配電盤であって、交流６００Ｖ以下の電路
に接続する電動機や抵抗負荷等の開閉及び保護を目的とするものである。

 コントロールセンタは、JEM1195「コントロールセンタ」によるほか、
次のとおりとする。なお、この項に規定がない事項は、「第5章 電気設
備工事編5.2.1 配電盤」を参照する。
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1. 一般事項 
(1)

(2)

(3)  内蔵機器が設置環境により悪影響を受けない構造とする。
(4)

2. 構造 
(1) 盤板厚 

 「第5章 電気設備工事5.2.5 2.構造 (1)」を参照する。
(2) 保護等級 

(3)  盤には、制御用補助継電器・タイマーなどを収納する。 
(4)

1. 一般事項

2. 構造

 また、必要に応じて背面扉付を採用する。 
(1)

表-5.2.7.1 鋼板の厚さ〔単位：㎜〕

(2)

(3)

(4)

(5)

1.  配電盤本体は、チャンネルベースとボルトにより堅固に固定する。 
 なお、列盤の場合は盤相互間にすき間が出来ないように据付ける。 

2.

3.  据付完了後、傷及び塗装の損傷部分は補修する。 

 母線接続等ボルトによる接続固定する場合は、チェックマーク等を施
し、締め忘れに留意する。

 現場操作盤の保護等級は、「第5章 電気設備工事編5.2.1 2.構造一
般 (1) 機械的項目 2)及び3)」を参照する。
 支持用スタンドは、きょう体を支持するに十分な強度を有する鋼管
又は鋼板製の支持物とする。
 表示灯が取り付けられている盤には、必要に応じてランプテスト用
スイッチを設ける。
 現場操作盤に、信号変換器や増幅器等を収納する場合は設置環境を
十分調査して、収納機器に不都合を与えない構造とする。

5.2.8
配電盤の据付け

 配電盤の据付けは、「第3章 設備工事施工一般 第2節 機器等の据付け」の
ほか、次のとおり施工する。

支柱 3.2以上 鋼管使用可
支柱基礎ベース 6.0以上 スタンド形用

底板 1.6以上
側面板 2.3以上

扉板 2.3以上
天井（屋根）板 2.3以上

 現場操作盤の形式は、壁掛形、スタンド形又は自立形を採用し、原則
として前面扉を採用する。

 盤の板厚は、収納機器の重量、作動による衝撃等を考慮し設計製作
する。

構成部
鋼板の厚さ

備 考
(屋内外共)

 制御用補助継電器は、電磁リレー等を採用し、原則として防じん
ケース付とする。

 補助継電器、タイマー、設定器等には、制御番号等により使用目的
を表示する。

 補助継電器盤の保護等級は、「第5章 電気設備工事5.2.1 2.構造一
般(1)2)」を参照する。

 電磁リレーは接点容量が十分で、かつ、接点圧力の不平衡が生じな
い構造のものを用いる。また、必要なものについては、接点の一部
に強電流接点を備える。

5.2.7
現場操作盤

 現場操作盤は、各種機械類が設置されている機側において当該プラン
トの試運転調整、運転停止などを行うための盤をいう。なお、この項に
規定がない事項は、「第5章 電気設備工事5.2.1 配電盤」を参照する。

5.2.6
補助継電器盤等  補助継電器盤とは、盤内に補助継電器、コントローラ、伝送装置、

中継端子などを収納し、当該プロセスにかかわる信号の入出力及び
関連機器等の連動シーケンス、インターロックなどを組み込む盤で
ある。なお、この項に規定がない事項は、「第5章 電気設備工事
5.2.1 配電盤」を参照する。
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4.

5.

6.

7.

8.

(1)  雨水の吹き込みや湿気の多い場所の保管は避ける。 
(2)

(3)

(4)

1. 一般事項 
(1)

(2)  電源周波数は特記仕様書による。 
2. 特別高圧変圧器 

表-5.2.9.1 特別高圧変圧器

タップ切替 無電圧タップ切替

附属品
JEM1229「油入変圧器標準附属品」による。 

 警報接点付温度計及び圧力計、油面計を取付け、５ＭＶ
Ａ未満については、内部故障検出装置を取付ける。

設置条件 屋内又は屋外用
形式及び冷却方式 屋内又は屋外用
相数 三相

 外傷を受けるおそれのある場所の保管は避ける。やむを得ず工事中
の現場に保管する場合は、溶接火花の落下や他工事の工具、部品の
落下などのおそれがない場所を選ぶとともに、適切な養生を施し保
管する。
 コントロールセンタ等、重心が高く不安定な配電盤などは、転倒防
止策を施し保管する。
 電子機器、コンデンサ、蓄電池等の高温多湿環境に保管することが
不適当な機器を内蔵している盤を長期に保管する場合には、高温多
湿とならない環境で保管する。

5.2.9  変圧器
 変圧器は、JEC2200「変圧器」及びJEM1118「変圧器の騒音レベル基
準値」を準用するものとする。

 特別高圧変圧器は、JEC2200「変圧器」を準用するほか、表－5.2.9.1
のとおりとする。

 吊り金具（アイボルト）は原則として据付け後に取り外し、ゴム
キャップなどでボルト穴をふさぎ、雨水やほこりが侵入しないようにす
る。
 配電盤のケーブル引込み部分等の開口部から、小動物等の侵入防止の
処理を行う。
 盤据付け作業中は、ほこりが盤表面に付着したり、盤内部に侵入した
りすることのないように配慮して作業を行う。また、作業を中断する場
合は、防じんシートをかける等の防じん対策を講じる。
 屋外及び水気の多いところに設ける盤のコンクリート基礎は、水切り
勾配を設ける。
 現場に搬入された盤を据付けまで保管する場合は、次の点に注意す
る。
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3. 高圧変圧器
(1) 共通事項 

表-5.2.9.2 高圧変圧器
三相又は単相
無電圧タップ切替
(1)F3.375-R3.300-F3.225-F3.150-3.075kV 
(2)F6.750-R6.600-F6.450-F6.300-6.150kV
雷インパルス耐電圧に耐える設計の変圧器巻線線路端子の試験電圧
雷インパルス耐電圧試験
（公称電圧３．３ｋＶ）
雷インパルス耐電圧試験
公称電圧６．６ｋＶ）
雷インパルス耐電圧試験
（公称電圧３．３ｋＶ）
雷インパルス耐電圧試験
公称電圧６．６ｋＶ）
全波雷インパルス耐電圧試験
（公称電圧３．３ｋＶ） 
全波雷インパルス耐電圧試験
（公称電圧６．６ｋＶ） 

短時間交流耐電圧試験
公称電圧３．３ｋＶ）
短時間交流耐電圧試験
（公称電圧６．６ｋＶ）
標準附属品のほか、ダイアル温度計（警報接点付）を取り付ける。

(2) 高圧油入変圧器（３ｋＶ及び６ｋＶ）

(3) 高圧モールド変圧器（３ｋＶ及び６ｋＶ） 

(4) 高効率高圧油入変圧器

(5) 高効率高圧モールド変圧器 

 ３ｋＶ及び６ｋＶ級の高圧油入変圧器は、JIS C 4304「配電用６ｋ
Ｖ油入変圧器」を適用する。

 ３ｋＶ及び６ｋＶ級の高圧モールド変圧器は、JIS C 4306「配電用
6kV モールド変圧器」を適用する。

「(2) 高圧油入変圧器（３ｋＶ及び６ｋＶ）」及びJEM1482「特定機
器対応の高圧受配電用油入変圧器におけるエネルギー消費効率の基
準値」を適用する。

「(3) 高圧モールド変圧器（３ｋＶ及び６ｋＶ）」及びJEM1483「特
定機器対応の高圧受配電用モールド変圧器におけるエネルギー消費
効率の基準値」を適用する。

中性点端子
試験電圧値

４５ｋＶ

６０ｋＶ

１６ｋＶ（実効値）

２２ｋＶ（実効値）

附 属 品

タップ切替

一次側電圧

試験電圧

全波４５ｋＶ、裁断波５０ｋＶ

全波６０ｋＶ、裁断波６５ｋＶ

１６ｋＶ（実効値）

２２ｋＶ（実効値）

相数
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　　　　　　第３節　　自家用発電設備

1. 一般事項

(1) システム構成 

(2) 仕様 
1) 日本内燃力発電設備協会の認定証票付きとする。
2) 運転方式 

 自動始動方式とし、自動・手動切換えが行えるものとする。
(3) 設置条件 

1) 周囲温度は、室内温度とし、最低５℃、最高４０℃とする。
2) 周囲湿度は８５% 以下とする。 

(4) 構造はパッケージ形とする。 
(5) 始動時間は、電圧確立まで４０秒以内とする。 
(6) 停電及び復電時の自動制御を行う場合は、特記仕様書による。 
(7) 予備品及び付属品は、製造者の標準品とする。 

2. 本体設備 
(1) 原動機（ガスタービン）は、次のとおりとする。

1)

2)

3)  計測装置は、製造者標準とする。 
4)  始動方式は、原則として電気式又は空気式とする。 
5)

6)  冷却方式は、原則として自己空冷形とする。
(2) 発電機は、次のとおりとする。

1) 適用規格 
ア．JIS C 4034-1「回転電気機械－第1 部：定格及び特性」 
イ．JIS C 4034-5「回転電気特性－第5 部

：外被構造による保護方式の分類」 
ウ．JIS C 4034-6「回転電気特性－第6 部

：冷却方式による分類」 
エ．JEC2100「回転電気機械一般」 
オ．JEC2130「同期機」 
カ．JEC2131「ガスタービン駆動同期発電機」 
キ．JEM1354「エンジン駆動陸用同期発電機」 

2) 形式は、同期発電機とする。 
3) 励磁方式は、ブラシレス方式とする。 
4)

5)

 保護方式は、JIS C 4034-1「回転電気機械－第1 部：定格及び
特性」、JIS C 4034-5「回転電気特性－第5 部：外被構造によ
る保護方式の分類」、JIS C 4034-6「回転電気特性－第6部：冷
却方式による分類」の保護形(ＩＰ２０) 又は保護防滴形(ＩＰ
２２Ｓ) とする。
 耐熱クラスは、低圧においては耐熱クラスＥ以上、高圧におい
ては耐熱クラスＢ以上とする。

 使用する燃料は、特記仕様書（例：灯油、軽油、Ａ重油など）
による｡

5.3.1  共通事項  自家用発電設備とは、商用電源停電時に所要電力を確保するものであり、
発注者にとって重要な設備であることから、信頼性の高いものとする。

5.3.2
非常用ガスタービ
ン発電設備

 ガスタービン発電設備とは、浄水場、送・配水施設などの保安、予
備、防災などの電源を確保するために、ガスタービンによって駆動され
る発電機により発電する非常電源設備をいう。

 ガスタービン発電設備は、ガスタービン機関、ガスタービン機関に
より駆動する発電機、始動などの制御・操作・運転状況の把握など
を行うための盤類、燃料を保管・移送するための燃料設備、給排気
設備、消音設備、換気設備などにより構成される。

 原動機は、単純開放サイクルガスタービン又はこれに準ずるも
のとし、機側又は配電盤で手動運転・停止等の操作が行えるも
のとする。
 運転音はパッケージ周囲１ｍ で９０dB（Ａ特性）以下とし、
それ以上の場合は特記仕様書に記載した値とする。
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3. 配電盤構成仕様 
(1) 構成（機能分類）と主要機器 

1) 構成（機能上の分類） 
ア.

イ. 自動制御に必要な機器類を収納する。 
ウ. 原動機の運転に必要な補器類の制御機器を収納する。 

2) 主要構成機器
ア. 主遮断器 
イ. 計器用変成器 
ウ. 母線 
エ. 自動電圧調整器 
オ. 励磁装置 
カ. 計器類（トランスデューサ含む。） 
キ. 操作・切換スイッチ 
ク. 保護継電器（過電流継電器、地絡継電器、不足電圧継

電器、過電圧継電器など）
ケ. 補助継電器 
コ. 各種開閉器（配線用遮断器、電磁接触器） 
サ. 試験用端子 
シ. その他 

(2) 構造
1)

2)  配電盤の形式は、自立閉鎖形とする。 

4. 始動装置及び停止装置 
(1)

1)  電池工業会及び日本内燃力発電設備協会の証票付とする。 
2)

3)  始動用直流盤の形式は、自立閉鎖形とする。
4)

5)

6)

7)

8)

9)  蓄電池の最低使用温度は５℃とする。 
10)

(2)

1) エアタービン式 
ア. 空気槽２本（容量は特記仕様書による。）
イ. 空気始動弁 
ウ. 圧力指示計 
エ. 空気圧縮機（容量は特記仕様書による。）
オ. 空気配管一式 

2) エアモータ式
ア. 空気槽２本（容量は特記仕様書による。）
イ. 空気始動弁 

 期待寿命は、「第5章 電気設備工事 5.4.1 5.蓄電池 (5)」を
参照する。

始動方式を空気式とした場合は、装備の標準仕様は次の通りとす
る。

 蓄電池は、制御弁式据置鉛蓄電池とし、原動機と発電機を直結
した状態で、停止から定格回転速度に達する動作を繰り返し５
回以上行えるものとする。

 主回路機器（遮断器、変流器など）、監視計器、保護継電器、励磁
装置、原動機制御回路、故障表示回路、補機制御回路で構成され
る。

 主遮断器、計器用変成器、母線などの主回路機器を収納す
る。

 配電盤の仕様は、「第5章 電気設備工事 5.2.1 配電盤」を参
照する。

 始動方式を電気式とした場合は、始動用直流盤は原動機の始動用電
源を収納し、仕様は次のとおりとする。

 始動用直流盤の仕様は、「第5章 電気設備工事 5.2.1 配電
盤」を参照する。

 充電方式は、入力電源が復帰したときに自動的に回復充電を行
うものとする。
 充電器は、自動定電圧機能付、自己通風式又は強制通風式の連
続定格とする。
 整流方式は、スイッチング方式（ＰＷＭ方式等を含む。）又は
サイリスタ制御方式とする。
 充電器容量は、蓄電池を２４時間以内に充電できるものとす
る。
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ウ. 圧力指示計 
エ. 空気圧縮機２台（容量は特記仕様書による。）
オ. エアモータ
カ. 空気配管一式

(3) 停止方式
 機関の停止方式は次による。
1)  燃料遮断式とする。
2)

(4) その他 

5. 燃料設備 
(1) 燃料小出槽は、次のとおりとする。

1) 有効容量は、特記仕様書による。 
2) 材質は、鋼板製又はステンレス製とする。
3) 次のものを装備する。 

ア. 油面検出装置（ﾌﾛｰﾄｽｲｯﾁ等は、防爆構造とする。)
イ. 油面計 
ウ. 通気管（内径２０㎜ 以上）又は通気口 
エ. 点検口及び蓋 
オ. 金属製はしご 
カ. 各種必要な配管接続口 
キ. 緊急遮断弁は、特記仕様書による。 
ク. 非常用の手動ポンプは、ウイングポンプとする。 
ケ. 防油堤 

(2) 主燃料槽は、次のとおりとする。 
1) 原則として鋼板製の貯油槽とし、容量は特記仕様書による。 
2)

3)

4) 次のものを装備する。
ア. 注油口及び注油管 
イ. 吸油逆止弁及び吸油管 
ウ. 計量口（計量尺を付ける。） 
エ. 漏えい検査管（検査管口及び点検用蓋を付ける。）
オ. 油槽蓋 
カ. 通気金物 
キ. 遠隔油量指示計装置 
ク. 油面検出装置 
ケ. 各種必要な配管接続口及び取付座
コ. 保護筒、固定バンドその他必要な附属品 

(3) 給油ボックスは、次による。 
1) 材質は、ステンレス製とする。 
2) 給油ボックスには、次による遠隔油量指示計装置を設置する。

ア.

イ. 検出部は、電気抵抗に変換するものとする。 
ウ. 安全防爆構造とする。 

3)

(4) 燃料移送ポンプ及び返油ポンプは、次のとおりとする。 
1)

2)

 原動機停止指令時、再始動に備え、無負荷運転が行えるものと
する。

 機器本体に取り付ける非常用スイッチは、製造者の設計仕様による
ものとする。

「危険物の規制に関する政令」（昭和34 年9 月26 日政令306
号）に定めるところにより、厚さ３.２ ㎜以上の鋼板で気密に
造るとともに、７０kPa 以上、１０分間行う水圧試験におい
て、漏れ、又は変形しないものとする。
 タンクの被覆は、「危険物の規制に関する政令」（昭和34 年9
月26 日政令306 号）に定められたものとする。

 油量指示計器、満油警報ブザー、満油警報表示灯、電源表
示灯、ブザー停止スイッチ及び外部端子を設ける。

 給油ボックス内又は注油口付近に、タンクローリー用接地端子
及び燃料種別表示を設ける。

 うず流ポンプ又は歯車ポンプ等とし、油漏れのない構造とす
る。
 ポンプの制御は、油面検出装置により自動的に運転及び停止を
行うものとする。
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3)

6. 潤滑油装置 

  潤滑油装置は次による。 
(1)  潤滑油量を検視できる検油棒を設ける。 
(2)

(3)

1) 定期的プライミング 
2) 始動に先立つプライミング 

7. 給排気設備 

(1)

(2)

(3)  消音器は拡張式、共鳴式、吸音式又はこれらの組合せ式とする。
(4)

8. 燃料及び潤滑油 
(1) 燃料油 

1) 燃料油の種別 
 燃料油の種別は、表－5.3.2.1 による。

表-5.3.2.1 燃料油の種別

JIS K 2203「灯油（１号又は２号）」
JIS K 2204「軽油（１号、２号、３号又は特３号）」
JIS K 2205「重油（１種（Ａ種）１号又は２号）」

2)

(2) 潤滑油 
1) 潤滑油は製造者の推奨する油脂を使用する。 
2)

1. 一般事項

(1) システム構成 

(2) 仕様 
1) 日本内燃力発電設備協会の認定証票付きとする。
2) 運転方式 

 自動始動方式とし、自動・手動切換えが行えるものとする。

潤滑油フィルタの清掃及び取替えは、必要に応じて実施できる
ものとする。

5.3.3
非常用ディーゼル
発電設備

 ディーゼル発電設備は、浄水場、ポンプ場などの保安、予備、防災な
どの電源を確保するために、 ディーゼル機関によって駆動される発電
機により発電する非常電源設備をいう。

 ディーゼル発電設備は、ディーゼル機関によって駆動する発電機、
始動などの制御・操作・運転状況の把握等を行うための盤類、燃料
を保管・移送するための燃料設備、冷却装置、給排気設備、消音設
備、換気設備などにより構成される。

 燃料油フィルタの清掃及び取替えは、必要に応じて実施できる
ものとする。

灯 油
軽 油

 潤滑油系の配管には、ろ過器及び空冷式の冷却器を設ける。なお、
水冷式の冷却器の場合は特記仕様書による。
 プライミングを必要とする原動機は原動機に適合する次のいずれか
の方法とする。

 給排気設備は、発電機運転時に燃料系空気の給排気及びパッケージ内
の換気を行うもので、次による。

 原動機及び発電機連続運転時の発熱に対して十分な耐熱性、遮断性
を有し、更に騒音を規制値以下に消音する能力を有するものとす
る。
 装置の構成は、給気用、排気用、換気用の消音器及びダクト、パッ
ケージ専用ダクト、ファン、ダンパーなどとする。

重 油

 潤滑油装置は、特記仕様書による運転時間可能時間に対して必要な容
量の潤滑油溜めなどを設けるか、自動補給装置を附属し、２４時間連続
定格出力を確保できるものとする。

 ポンプ吐出量は、1 台のポンプにより燃料小出槽を３０分程度
で満たせる容量とする。

 排気消音器には、必要に応じてドレン抜き配管用の接続口を設け
る。

燃 料 摘要
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(3) 設置条件 
1) 周囲温度は、室内温度とし、最低５℃、最高４０℃とする。
2) 周囲湿度は８５% 以下とする。

(4) 構造は、オープン式又はパッケージ式とする。 
(5) 始動時間は、電圧確立まで４０秒以内とする。 
(6) 停電及び復電時の自動制御を行う場合は、特記仕様書による。
(7) 予備品及び付属品は、製造者の標準品とする。 

2. 原動機及び発電機 
(1) 原動機は次による。 

1) 適用規格 
ア. JIS B 8009-1「往復動内燃機関駆動発電装置-第1 部

：用途、定格及び性能」
イ. JIS B 8009-2「往復動内燃機関駆動発電装置-第2 部

：機関」 
ウ. JIS B 8009-5「往復動内燃機関駆動発電装置-第5 部

：発電装置」 
エ. JIS B 8009-6「往復動内燃機関駆動発電装置-第6 部

：試験方法」 
オ. JIS B 8009-7「往復動内燃機関駆動発電装置-第７部

：仕様書及び設計のための技術情報」
カ. JIS B 8009-12「往復動内燃機関駆動発電装置-第12部

:非常用発電装置」 
2) ディーゼル機関は製造者の標準とする。 
3) 計測装置は、製造者の標準とする。 
4) 始動方式は、電気式又は空気式とする。 
5) 使用する燃料は、原則として灯油、軽油、重油とする｡
6) 冷却方式は、水冷式又はラジエータ式とする。 

(2) 発電機は次による。
1) 適用規格 

ア. JIS C 4034-1「回転電気機械－第1部：定格及び特性」 
イ. JIS C 4034-5「回転電気特性－第5部

：外被構造による保護方式の分類」 
ウ.

エ. JEC2100「回転電気機械一般」 
オ. JEC2130「同期機」 
カ. JEM1354「エンジン駆動陸用同期発電機」 

3. 配電盤構成仕様 
(1)

1)

2)  自家発自動盤の形式は、自立閉鎖形とする。 
3)  運転方式は、外部信号により運転停止が可能とする。
4)  原則として次の主要機器を装備する。 

ア. 遮断器 
イ. 励磁装置 
ウ. 自動電圧装置 
エ. 過電流継電器 
オ. 各種電磁接触器 
カ. 各種補助継電器 
キ. 各種計器（トランスデューサ含む。）
ク. 各種操作開閉器 

4. 始動装置及び停止装置

 自家発自動盤の仕様は、「第5章 電気設備工事 5.2.1 配電
盤」を参照する。

 「第5章 電気設備工事 5.3.2 4.始動装置及び停止装置」を参照する。

JIS C 4034-6「回転電気特性－第6部：冷却方式による分
類」

 自家発自動盤は、自家発電設備の本体設備、燃料設備、換気設備な
どの補機の電源、操作、制御回路などを収納し、仕様は次のとおり
とする。
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5. 燃料設備
「第5章 電気設備工事 5.3.2 5.燃料設備」を参照する。

6. 潤滑油装置及び冷却装置 
(1) 潤滑油装置 

 「第5章 電気設備工事 5.3.2 6.潤滑油装置」を参照する。
(2) 冷却装置 

1) ラジエータ冷却方式 

2) 冷却水ポンプ 

3) 原動機内の水は、排水できる構造とする。

7. 給排気設備 
「第5章 電気設備工事 5.3.2 7.給排気設備」を参照する。

8. 燃料及び潤滑油等 
「第5章 電気設備工事 5.3.2 8.燃料及び潤滑油等」を参照する。

 原動機のラジエータには水面計又は検水コックを設ける。ただ
し、給水口より冷却水位を点検できる場合には省略することが
できる。

 水槽の冷却水を使用する場合の冷却水吸い上げ能力や、冷却塔
を使用する場合の循環能力を満たすものとし、製造者の標準と
する。
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　　　　　　第４節　　無停電電源設備

1. 適用範囲

2. システム構成 
(1) システム構成 

 図－5.4.1.1 にシステム構成の例を示す。

図－5.4.1.1 直流電源設備システム構成の参考例

(2) 盤構成

3. 適用規格
(1) 一般事項 

(2) 整流装置 
 JIS C 4402「浮動充電用サイリスタ整流装置」を参照する。

(3) 蓄電池 

4. 整流装置
 整流装置は、表－5.4.1.1 による。

表-5.4.1.1 整流装置

 JIS C 4402「浮動充電用サイリスタ整流装置」による。

入力電源復帰後は、回復充電を行う。 
回復充電終了後は、浮動充電に移行する。

5. 蓄電池
(1) 蓄電池種別 

 制御弁式据置鉛蓄電池とする。 
(2) 蓄電池標準セル数 

1) ＤＣ１００Ｖ系：５４セル 
2) ＤＣ ２４Ｖ系：１２セル 

定格入出力
入力力率 ６０％以上 ９０％以上

最大垂下電流 定格電流の１２０％以内 定格電流の１１０％以内

充電方式

整流方式 サイリスタ制御方式 
スイッチング方式 

（ＰＷＭ方式等を含む。）

5.4.1
直流電源設備  電気、計装設備等の連続した電源電力を確保する必要がある機器に対

して、公称電圧ＤＣ１００Ｖ又はＤＣ２４Ｖを給電する直流電源設備に
適用する。

 原則として、定格電流２０Ａ以下で定格容量１００Ａｈ以下の１０
０Ｖ系及び２４Ｖ系は、整流装置、蓄電池及び附帯装置を一体とし
た蓄電池組込形とする。これによらない場合は、製造者の標準とす
る。

 防災電源（消防法による非常電源、建築基準法による予備電源）と
なる直流電源装置（整流装置及び蓄電池）は、蓄電池設備認定委員
会の認定証票が貼付されたものとする。

 JIS C 8704-2-1「据置鉛蓄電池―第２－１部：制御弁式―試験方
法」を参照する。

項 目 内 容

また、他の半導体素子等を用いた整流装置は、この規格に準じる。
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(3) 最低使用温度 
1) ５℃（主として屋外又は寒冷地の屋内）
2) １５℃（主として電気室等の屋内）

(4) 警報装置 

(5) 期待寿命 

表-5.4.1.2 期待寿命

Ｃ10：Ａｈで表した１０時間率定格容量の数値

(6) 銘板

6. 附属装置 
(1) 負荷電圧補償装置 

1) 負荷電圧補償装置の電流容量は、特記仕様書による。 
2) 補償する電圧範囲は、定格出力電圧の±１０％以内とする。

(2) 直流地絡検出器 
 直流出力部は、直流地絡検出器を設ける。

7. 構造等 
(1)

(2)  外部信号接点は、無電圧接点とする。
(3)  器具番号表示は、製造者の標準とする。 
(4)  配線用遮断器などは、その付近に回路名称を示すものを設ける。 
(5)

(6) 蓄電池の破損を防ぐため蓄電池は、支持枠間に緩衝材を設ける。 
(7) 蓄電池の架台は、耐震性を考慮するものとし、鋼製とする。 
(8) 蓄電池を内蔵する部分は、蓄電池に適合した耐薬品塗装を施す。 
(9)

(10)

1. 適用範囲

2. 常時インバータ給電方式 

(1) システム構成 
図－5.4.2.1 にシステム構成の例を示す。

5.4.2
交流無停電
電源装置

　変換装置、蓄電池及びスイッチを組み合わせることによって、交流入
力電源の停電時に、計算機等負荷電力の連続性を確保するために設置す
る無停電電源装置(ＵＰＳ) に適用する。

　通常運転状態では、交流電力を直流電力に変換する半導体電力変換装
置（順変換装置）からの電力で、負荷電力の連続性がインバータによっ
て維持される方式である。

長寿命型 １３年（０.１Ｃ10Ａ放電時、２５℃）

 遠方監視用アナログ信号変換器及び端子を設ける。信号変換器の信
号出力は、原則としてDC4mA～20mAとする。

 直流電源盤の形式は、自立閉鎖形とし、盤板厚は、製造者の標準と
する。

本節で規定しない事項のうち、盤構造、盤内に設置する機器、配線
などの仕様は、「第5章 電気設備工事 5.2.1 配電盤」を適用する。

　通信機器等の機器に影響を与えないように高調波雑音対策を施
す。

 点検時に製造年月日及び製造番号が容易に確認できるものとする。

標準型 ７年（０.１Ｃ10Ａ放電時、２５℃）

 温度上昇の検出部をＤＣ１００Ｖは２セル、ＤＣ２４Ｖ系は１セル
に設ける。

 期待寿命は、寿命末期において定格容量の８０％が確保できる次の
ものとし、表－5.4.1.2 による。

種類 期待寿命
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図－5.4.2.1 常時インバータ給電方式システム構成の参考例 

(2) 冗長の有無 単機運転方式
(3) 同期 商用同期運転方式
(4) 切換スイッチ 

 また、手動においても切換えはできるものとする。 
 なお、スイッチの定義は、次のとおりである。
1) スイッチの定義 

ア.

イ.

ウ.

エ.

オ.

(5) バイパス回路 
1)

2)

3)

4)

5) 保守バイパス切換回路 

ア.  保守バイパス切換操作は手動により行えるものとする。 
イ.

(6) 盤構造 

 機械スイッチとは、手動又は自動操作によって開閉される
機械接触子を持つ電力スイッチである。
 ハイブリッドスイッチとは、半導体スイッチ及び機械ス
イッチの組合せによって構成された電力スイッチである。
 保守バイパススイッチとは、保守の間、保守範囲をバイパ
スして負荷電流を通電することによって、安全及び負荷電
力の連続性を確保するために設ける電力スイッチである。

 バイパス回路（インバータ過負荷時自動待避）及び保守バイパ
ス切換回路付きとする。
 バイパス変圧器により、バイパス交流入力電源と負荷側電源と
を電気的に分離する。
 バイパス交流入力が単相２００Ｖ、又は単相４００Ｖの指定が
ある場合は、ＵＰＳ本体の出力電圧と同じバイパス変圧器（乾
式）を設ける。
 バイパス変圧器の出力容量は、ＵＰＳ本体の出力容量と同等以
上とする。

 保守の間、保守範囲をバイパスして負荷電流を通電することに
より安全及び負荷電力の連続性を確保する。

 誤操作防止措置として鍵又はメカニカルインターロックを
設け、保守バイパススイッチの近くに操作方法等を明示す
る。

 盤構造は製造者標準とする。ただし、次の機能を満たす構造とす
る。
 バイパス変圧器、保守バイパス回路及び負荷回路等を収容し、負荷
を停電させることなく、蓄電池等を安全に交換及び保守ができる構
造とする。

 切換スイッチは半導体スイッチ又はハイブリッドスイッチとし、装
置の故障によるインバータ電源から商用電源への切換えは、自動に
より無瞬断で行う。

 切換スイッチとは、一つの電源から他の電源へ回路を切換
えたり、開閉するために用いる電力スイッチである。
 半導体スイッチとは、制御可能な半導体素子で開閉するた
めに用いる電力スイッチである。

-121-



(7) 性能 
1) 定格エネルギー（停電）保持時間は、特記仕様書による。 
2) 定格入力 

ア. 定格交流入力 
三相３線式２００Ｖ±１０％ ５０Ｈｚ±５％ 
三相３線式４００Ｖ±１０％ ５０Ｈｚ±５％ 
単相２線式１００Ｖ±１０％ ５０Ｈｚ±５％

イ. 定格バイパス入力
単相２線式１００Ｖ±１０％ ５０Ｈｚ±５％ 
単相２線式２００Ｖ±１０％ ５０Ｈｚ±５％ 
単相２線式４００Ｖ±１０％ ５０Ｈｚ±５％

3) 定格出力（インバータ運転時）
単相２線式１００Ｖ±２％ ５０Ｈｚ±０.１％

4) 出力電圧の波形歪（ひずみ）率 
５％以下（１００％整流負荷において）

5)  定格負荷力率（停電補償時間基準） 
遅れ方向０.８（負荷力率範囲：遅れ方向0.7から1.0）

6) 出力電圧過渡変動
±１０％以内（負荷０％と１００％の間の急変時）

7) 定格負荷時のＵＰＳ効率 
８０％以上 

8) 出力電圧の定常特性及び過渡特性

3. 常時商用給電方式 

(1) システム構成 
図－5.4.2.2 にシステム構成の例を示す。

図－5.4.2.2 常時商用給電方式システム構成の参考例 

(2) 冗長の有無 単機運転方式
(3) 同期 商用同期運転方式
(4) 切換スイッチ

1) スイッチの定義 
ア.

 通常運転状態では商用電源から負荷へ電力が供給され、電源の電圧又
は周波数が負荷の許容範囲から外れた場合、蓄電池運転状態となりイン
バータで負荷電力の連続性を維持するための方式である。

 切換スイッチは半導体スイッチとし、停電時の交流入力との切離し
は自動により無瞬断で行う。

 切換スイッチとは、一つの電源から他の電源へ回路を切り
換えたり、開閉するために用いる電力スイッチである。

JEC2433「無停電電源システム」の出力電圧過渡変動特性ク
ラス１を満足する。
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イ.

ウ.

エ.

(5) バイパス回路 

1) 自動バイパススイッチ

2) 保守バイパス切換回路

ア. 保守バイパス切換操作は手動により行えるものとする。
イ.

(6) 盤構造 
 盤構造は製造者の標準とし、次の機能を満たすものとする。

(7) 性能 
1) 定格エネルギー（停電）保持時間は、特記仕様書による。
2) 定格入力 

三相３線式２００Ｖ±１０％ ５０Ｈｚ±５％ 
三相３線式４００Ｖ±１０％ ５０Ｈｚ±５％ 
単相２線式１００Ｖ±１０％ ５０Ｈｚ±５％

3) 定格出力（蓄電池運転時のインバータ定格出力）
三相３線式２００Ｖ±２％ ５０Ｈｚ±０.１％

4) 出力電圧の波形歪（ひずみ）率 
５%以下（１００％整流負荷において）

5) 定格負荷力率（停電補償時間基準）
遅れ方向０.８（負荷力率範囲：遅れ方向0.7から1.0）

6) 出力電圧過渡変動 
±１０％以内（負荷０％と１００％の間の急変時）

7) 定格負荷時のＵＰＳ効率 
９５％以上（常時商用運転時）
９０％以上（蓄電池運転時）

8) 出力電圧の定常特性及び過渡特性 
JEC2433「無停電電源システム」の出力電圧過渡変動特性ク
ラス2を満足する。

 半導体（電力）スイッチとは、制御可能な半導体素子で開
閉するために用いる電力スイッチである。
 機械スイッチとは、手動又は自動操作によって開閉される
機械接触子をもつ電力スイッチである。
 保守バイパススイッチとは、保守の間、保守範囲をバイパ
スして負荷電流を通電することによって、安全及び負荷電
力の連続性を確保するために設ける電力スイッチである。

 自動バイパス回路（双方向インバータ故障時又は過負荷時自動投
入）及び保守バイパス回路付きとする。

 自動バイパススイッチは半導体スイッチで、双方向インバータ
故障時は又は過負荷時に自動投入ができる。

 保守の間、保守範囲をバイパスして負荷電流を通電することに
より安全及び負荷電力の連続性を確保する。

誤操作防止措置として鍵又はメカニカルインターロックを
設け、保守バイパススイッチの近くに操作方法等を明示す
る。

 自動バイパス回路、保守バイパス回路、相変換変圧器及び負荷回路
を収容し、負荷を停電させることなく双方向インバータや蓄電池等
を安全に交換及び保守ができる構造とする。
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(8) 負荷設備に合わせたシステム構成とする。 
1) 負荷が単相１００Ｖ又は単相２００-１００Ｖの場合

ア.

イ.

2) 負荷が三相２００Ｖの場合
ア.

イ.

3)

4)  相変換変圧器は、ＵＰＳ本体の出力容量と同等以上とする。 

4. 適用規格 
 常時インバータ給電方式及び常時商用給電方式に適用する。
(1) 一般事項

(2) 無停電電源装置(ＵＰＳ) 
1) JEC2433「無停電電源システム」による。 
2)

(3) 整流装置 
 JIS C 4402「浮動充電用サイリスタ整流装置」による。

(4) 蓄電池 

5. 機器仕様
 常時インバータ給電方式及び常時商用給電方式に適用する。
(1) 整流装置及びインバータ 

1) 通信機器等への影響を与えないように高調波雑音対策を施す。
2) 回復充電時間は、２４時間以内とする。 
3) 充電方式 

 入力が三相４００Ｖの場合には、装置入力側に変圧器を設
置し、三相２００Ｖに変換する。
 装置出力側に相変換変圧器を設け、三相２００Ｖを単相１
００Ｖ又は単相三線２００-１００Ｖに変換し負荷へ電源供
給するとともに、入力電源と負荷側電源とを電気的に分離
する。

 装置入力側に変圧器を設置し、入力電源と負荷側電源とを
電気的に分離する。
 装置出力側には相変換変圧器を設けず、三相３線式２００
Ｖで負荷へ電源供給する。

 装置入力側に設置する変圧器は、充電容量等を考慮した必要容
量とする。

 火災予防条例で定める蓄電池設備の場合は条例キュービクル適合品
票「（社）電池工業会」付きとする。ただし、消防法に定められた
負荷がある場合は蓄電池設備認定委員会「（社）日本電気協会」の
形式認定品とし認定証票付きとする。

JEM-TR185「汎用半導体交流無停電電源装置（汎用ＵＰＳ）の
ユーザーズガイドライン」による。

 また、他の半導体素子等を用いた整流装置は、この規格に準じる。

 JIS C 8704-2-1「据置鉛蓄電池―第２－１部：制御弁式―試験方
法」による。

 入力電源復帰後は、回復充電を行う。回復充電終了後は、浮動
充電に移行する。
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(2) 蓄電池 
1) 蓄電池種別 

 制御弁式据置鉛蓄電池とする。
2) 最低使用温度 

ア. ５℃（主として屋外又は寒冷地の屋内）
イ. １５℃（主として電気室等の屋内）

3) 警報装置 
 温度上昇を検出する装置を設ける。

4) 期待寿命 

表-5.4.2.1 期待寿命

Ｃ10：Ａｈで表した１０時間率定格容量の数値

5) 銘板
 点検時に製造年月日及び製造番号が容易に確認できること。 

6. 構造等 
(1)

(2)  外部信号接点は、無電圧接点とする。 
(3)  器具番号表示は、製造者の標準とする。 
(4)  配線用遮断器等は、その付近に回路名称を示すものを設ける。 
(5)

(6)  蓄電池の破損を防ぐため蓄電池は、支持枠間に緩衝材を設ける。 
(7)  蓄電池の架台は、耐震性を考慮するものとし、鋼製とする。 
(8)  蓄電池を内蔵する部分は、蓄電池に適合した耐薬品塗装を施す。 
(9)  本節で規定のない事項のうち、盤構造、盤内に設置する機器、配線

などの仕様は、「第5章 電気設備工事 5.2.1 配電盤」を参照する。

標準型 ７年（０.１Ｃ10Ａ放電時、２５℃）
長寿命型 １３年（０.１Ｃ10Ａ放電時、２５℃）

 遠方監視用アナログ信号変換器及び端子を設ける。信号変換器の信
号出力は、原則としてＤＣ４ｍＡ～２０ｍＡとする。

 交流無停電電源盤の形式は、自立閉鎖形とし、盤板厚は、製造者の
標準とする。

種類 期待寿命

 期待寿命は、寿命末期において定格容量の８０％が確保できる
ものとし、表－5.4.2.1 による。
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　　　　　　第５節　　計装設備

1. 材質 

2. 電源電圧 
 特記仕様書による。
(特記仕様書に定めがない場合はＡＣ100Ｖ又はＤＣ24Ｖとする。)

3. 出力信号 

4.

5. 保護等級 

6. その他 
(1)

(2)

(3)

(4)

(5)

(6)

(7)  計装設備の接液部は、鉛レスとする。 

(8)

(9)

(10)  測定単位（表示単位）は、表－5.5.1 による。 

 原則として、復電後測定を再開する際には、初期設定した値が消え
ることがなく再設定する必要がない機能を有する。
 原則として、変換器箱扉内等に、管種、ライニング材質、管材厚、
校正諸元・初期設定などを記録したシートを納める。変換器箱に収
納できない場合は、別途記録を提出する。

 取付方法は、パネル、パイプ、ラック、フランジ又は鋼製架台に取り
付ける。

 流量計、レベル計、圧力計、水質計器などは、使用環境について十分
に考慮し、機器が設置される環境下で測定精度が低下することがなく、
正常に動作するよう保護構造（保護等級）を維持する。
 また、「第5章 電気設備工事 5.1.1 一般事項 3.(1)」に該当し、同項
ア．からカ．の使用環境下に設置する場合には特に注意し、回路の破
壊、絶縁低下などによる故障を起こすことがなく、機器の信頼性を有す
ること。

 伝送器類の配線方式は、パルス出力信号及び警報出力信号を除き原
則として２線式とする。
 機器とケーブルの接続部は、湿気等が浸透しないように密閉する。

 設置環境は、周囲温度-１０℃から+４０℃まで、周囲湿度８５％Ｒ
Ｈ以下とする。その他の環境に設置する場合は、特記仕様書によ
る。

5.5.1　共通事項  水道施設の計装設備とは、取水、導水、浄水、送水及び配水などの各施設
の状態を把握するために、流量、水位、圧力、水質などを測定する装置又は
機器をいう。

 接液部材質は、使用するプロセスの特性を踏まえた上で選定する。特
に薬液との接液部の材質は「第4章 機械設備工事編 4 薬品注入設備 表
－4.4.5」を参照とし耐食性について十分に考慮する。
 また、池内や槽内及び薬液注入設備に設置するものは、腐食性ガスへ
の耐性を十分考慮する。

 アナログ出力信号は、ＤＣ４ｍＡ～２０ｍＡ又はＤＣ１Ｖ～５Ｖとす
る。パルス出力信号、状態出力信号及び警報出力信号は、無電圧接点
（半導体方式を含む。）とする。

 原則として現場指示計付きとする。現場指示計の目盛単位は、測定
単位の実目盛を基本とする。
 出力信号の振動を制動させる必要がある計測器は、ダンピング機能
を有すものとする。
 雷サージ等の影響の可能性がある場合にはＳＰＤ（アレスタ）を設
ける。

 また、配水系で使用される計器の接液部は、内分泌攪乱化学物質の
溶出が無い材質を使用する。
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表-5.5.1 測定単位

 （）内の適用は

　特記仕様書による。

無単位

(11) 配管材料及び塗装は、「第4章 機械設備工事編」を参照する。
(12) 適用する主な規格等は、次による。 

ア. JIS C 1805-1「プロセス計測制御機器－性能評価の一般的方
法及び手順－第1部：一般的考察」

イ. JIS C 1805-2「プロセス計測制御機器－性能評価の一般的方
法及び手順－第2 部：基準状態における試験」 

ウ. JIS C 1805-3「プロセス計測制御機器－性能評価の一般的方
法及び手順－第3 部: 影響量の効果に関する試験 

エ. JIS C 1805-4「プロセス計測制御機器－性能評価の一般的方
法及び手順－第4 部：評価報告書の内容」 

オ. JIS B 0155「工業プロセス計測制御用語及び定義」 
カ. JIS C 1002「電子測定器用語」 
キ. JIS Z 8103「計測用語」 
ク. JIS Z 8115「信頼性用語」 
ケ. JIS Z 8116「自動制御用語（一般）」 
コ. JIS C 0920「電気機械器具の外郭による保護等級(IPコード)」
サ. JIS K 0101「工業用水試験方法」
シ. JIS K 0211「分析化学用語（基礎部門）」 
ス. JIS K 0213「分析化学用語（電気化学部門）」 
セ. JIS K 0215「分析化学用語（分析機器部門）」 
ソ. 「上水試験方法・解説2001年版（日本水道協会）」 

1. 電磁式流量計

(1) 一般仕様 
1) 測定流体 

  原水、浄水過程における水、浄水、薬液などとする。
2) 機器構成 分離形又は一体形
3) 附属品 

4) 配管接続 フランジ接続方式
5) 形状及び寸法 

6) 総合精度（検出器･変換器組合せによる。) 
ア．口径５００㎜未満

流速 ０.３～１ｍ/ｓ 未満 ±１.５％(ＦＳ)
流速 １ｍ/ｓ 以上     ±０.５％(ＦＳ)

電気伝導率 μＳ/ｃｍ

5.5.2　流量計
 電磁流量計とは、磁界内を液体が移動するとその速度に応じた起電力
が発生することにより、流量を検出する方式で、検出器、変換器、接液
リング等の附属品で構成される流量計である。

 専用ケーブル（分離形の場合）、検出器据付用脚、接液リン
グ、ボルト・ナット、ガスケットなどの製造者が標準とする附
属品

 製造者の標準とする。ただし、設計図書で指定する場所に設置
する場合は、前後の配管と同じ材質の短管、伸縮管、ルーズフ
ランジなどを必要に応じて用意する。

濁度 度
上水試験方法（2001年版）」 （日
本水道協会）による。

残留塩素 ｍｇ/Ｌ
ｐＨ

ポンプの運用に関するもの及び配
水本管テレメータ、給水栓自動水
質計器の水圧監視に適用する。

アルカリ度 ｍｇ/Ｌ
温度 ℃
色度 度

圧力 ＭＰａ

水頭
又は

圧力ヘッド
ｍ

項目 単位 備考

流量
ｍ3/ｈ、Ｌ/min、

（ｍ3/ｓ）
水位・液位 ｍ
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イ．口径５００㎜以上
流速 ０.３～１ｍ/ｓ 未満 ±１.５％(ＦＳ)
流速 １ｍ/ｓ 以上     ±１.０％(ＦＳ)

(2) 検出器 
1) 測定流速範囲 

  設計図書による。
2) 流体温度範囲 

ア．原水、浄水過程における水、浄水など
０℃～+４０℃

イ．薬液等
特記仕様書による。

3) 材質
ア．電極

(ア) 原水、浄水過程における水、浄水など
ＳＵＳ３０４Ｌ以上

(イ) 薬液等
「第4章 機械設備工事編」を参照する。

イ．接液リング
(ア) 原水、浄水過程における水、浄水など

ＳＵＳ３０４Ｌ以上
(イ) 薬液等 

「第4章 機械設備工事編」を参照する。
ウ．ライニング

(ア) 原水
軟質天然ゴム・ＰＦＡ

(イ) 浄水過程における水、浄水など
ポリウレタンゴム又はクロロプレンゴム

(ウ) 薬液等
「第4章 機械設備工事編」を参照する。

4)  保護等級 

5) その他 
ア.

イ.

ウ.

エ.

(3) 変換器 
1)

2)

3)

4)  保護等級 

2. 超音波式流量計 

(1) 一般仕様
1) 測定流体 

ア．種類 原水、浄水過程における水、浄水など

 出力仕様は、アナログ出力、積算パルス信号、接点出力とす
る。
 測定レンジ切換は自動とする。なお、保守点検の際には、手動
による切換も可能とする。
 流水方向測定は、自動可逆（必要に応じ、逆流で閉の接点信号
を有する。）とする。

 「第5章 電気設備工事 5.5.1 共通事項 5.保護等級」を参照す
る。

 超音波流量計とは、超音波と流体の動きとの干渉によって、流速を検
出する方式で、検出器、変換器、専用ケーブルなどの附属品で構成され
る流量計である。

 「第5章 電気設備工事 5.5.1 共通事項 5.保護等級」を参照す
る。

 配管材料及び塗装は、「第4章 機械設備工事」を参照す
る。

 必要に応じて大口径流量計は、維持管理用のはしご等を設
置する。
 設置場所を考慮した十分な強度を持った支持金具を設け
る。

　配水管用に設置する場合のフランジ規格は、使用する管
路の最大静水圧に基づき選択する。
　また、フランジ接合は、原則としてRF型とGF型の組合せ
で、メタルタッチとする。
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イ．流体温度 ０～４０℃
2) 測定管材質

ダクタイル鋳鉄管、鋼管、ステンレス鋼管
3) 測定範囲 

特記仕様書による。 
4) 検出器から変換器間までの距離

３００ｍ以内
5) その他 

ア.

イ.

6) 総合精度(検出器･変換器組合せ) 
ア．口径１,０００㎜未満

流速１ｍ/ｓ以上 ±１.５％(ＦＳ)
イ．口径１,０００㎜以上

流速１ｍ/ｓ以上 ±１.０％(ＦＳ) 
(2) 検出器 

1) 材質は、製造者の標準とする。
2) 附属品は、製造者の標準とする。 
3)

4)

(3) 変換器 
1)

2)

3)

4)

3. 差圧式流量計 

(1) 一般仕様 
1) 測定流体 

原水、浄水過程における水、浄水など
2) 測定範囲 特記仕様書による。

(2) 絞り機構 
1) 絞り形式 

2) 取り出し方式 

3) 材質
プレート     ＳＵＳ３０４、ＳＵＳ３１６
フランジ及び管材 ＳＳ４００、ＳＵＳ３０４、ＳＵＳ３１６

4) 取付方式 フランジ取付
5) その他

(3) バルブマニホールド
1) 材質 ＳＵＳ３０４、ＳＵＳ３１６
2) 取付方式 パイプ支持取付け又は差圧伝送器直接取付
3) 附属品 ストップ弁及びドレン弁 

 差圧式流量計は、流量の２乗に比例した差圧を発生させる絞り機構
と、この差圧を電気信号に変換する差圧伝送部から構成される。差圧式
流量計の仕様は、次のとおりとする。

 ベンチュリー・エッジ又は四分円の同心オリフィスは、特記仕
様書による。

 ペナータップ、コーナータップ、１Ｄ-２/１Ｄ フランジタッ
プとする。

 ドレンホール、ガスホール（２５･４０Ａ以上の絞り径）を付
加する。

保護等級は、「第5章 電気設備工事 5.5.1 共通事項 5.保護等
級」を参照する。
ワイヤーロープ、締付金具等の材質は、ＳＵＳ３０４又は同等
品とする。

 保護等級は、「第5章 電気設備工事 5.5.1 共通事項 5.保護等
級」を参照する。
 出力仕様は、アナログ出力、積算パルス出力、接点出力とす
る。
 測定レンジ切換は自動とする。なお、保守点検の際には、手動
による切換も可能とする。
 流水方向測定は、自動可逆（必要に応じ、逆流で閉の接点信号
を有する。）とする。

検出器から変換器までの専用ケーブルなどの配線に必要な
結合箱は、設計図書による。

附属品は、検出器取付ワイヤーなどの製造者の標準とす
る。
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(4) 差圧伝送器
1) 形式 静電容量式又は半導体式とする。 
2) 材質 ダイヤフラム ＳＵＳ３１６、ＳＵＳ３１６Ｌ 

接液部　     ＳＵＳ３１６ 
3) 精度 ±０.５％(ＦＳ)以内 
4) 取付方式 支持パイプ取付け及び壁取付け
5) その他

1. 圧力、差圧伝送器

(1) 検出方式は、静電容量式又は半導体式とする。 
(2) 接液部材質 

1) 一般用 ＳＵＳ３１６ 又は同等品
2) 薬液用 「第4章 機械設備工事編」を参照する。

(3) 測定精度は、±０.５％(ＦＳ)以内とする。
(4)

(5) 附属品等 
1) 現場指示計(％目盛又は実測目盛) 
2) 高低圧均圧弁は、設計図書による。

(6)

 また、低入力をカットする比率は可変できるものとする。

1. フロート式レベル計

(1) 機器構成 

(2) 材質
1) フロート ＳＵＳ３１６、ＰＶＣ 又は同等品
2) ワイヤー ＳＵＳ３０４（テフロン被膜） 又は同等品
3) ウエイト ＳＵＳ３０４ 又は同等品

(3) 測定精度 ±１.０％(ＦＳ)以内 

2. 超音波式レベル計 

(1) 機器構成 

(2) 測定精度 ±１.０％ (ＦＳ)以内(静水面) 
(3) 保護等級

3. 投込式レベル計 

(1) 機器構成 

(2) 測定精度 ±０.５％(ＦＳ)以内 

 送受波器（センサ）、変換器、取付器具、専用ケーブル（センサと
変換器間）など

 センサ及び変換器の保護等級は、「第5章 電気設備工事 5.5.1 共
通事項 5.保護等級」を参照する。

 投込式レベル計とは、液体の重さを圧力として検出し、レベルを出力
信号に変換する機能をもつ計測用機器である。

 検出器、電源・変換器、中継箱、重錘、ケーブル、検出器取付金具
など

保護等級は、「第5章 電気設備工事編 5.5.1 共通事項 5.保護等
級」を参照する。

 流量測定用として差圧伝送器を使用する場合には、開平演算器に低
入力をカットする機能を設ける。

5.5.4　レベル計
 フロート式レベル計とは、JIS B 7560「液位測定用自動レベル計」の
フロートスプリングバランス式レベル計をいう。フロート式レベル計
は、JIS B 7560 によるほか次による。

 レベル計本体、測定ワイヤー、フロート（浮子）、ウエイト、取付
器具、防波管（設計図書による。）など

 超音波レベル計とは、JIS B 0155「工業プロセス計測制御用語及び定
義」による。主に液体のレベル（液位）測定に使用され、レベルを出力
信号に変換する機能をもつ計測用機器である。

オプション（出力電流計、ダイヤフラムシー
ル、サスプレッション）は、特記仕様書によ
る。

5.5.3　伝送器
　圧力伝送器とは、液体、気体などの圧力測定用に使用され、圧力値を
ＤＣ４ｍＡ～２０ｍＡ等の出力信号に変換する機能をもつ計測用機器で
ある。
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(3)

(4)

4. 気泡式レベル計 

(1) 機器構成 
伝送器、エアーパージセット、気泡管など

(2) エアーパ－ジセット 

(3) 材質 
1) フランジ ＳＵＳ３１６ 又は同等品
2) 気泡管 ＳＵＳ３１６ 又は同等品

(4) 測定精度 ±１.０％(ＦＳ)以内 
(5) 測定液比重範囲 １.０～２.０程度 
(6)

5. 差圧式レベル計 

(1) 材質 接液部               ＳＵＳ３１６
ダイヤフラム、ダイヤフラムシール  ＳＵＳ３１６Ｌ 

(2) 測定精度 ±０.２％ (ＦＳ)以内 
(3) 取付方式 フランジ取付 
(4) その他

1. アルカリ度計
(1) 測定方式 中和滴定法
(2) 測定試料 原水、浄水過程における水、浄水など
(3) 測定範囲 ０～１００ｍｇ/Ｌ以内 
(4) 測定精度

1) 繰返し性誤差 ±２.０％(ＦＳ)以内
2) 直線性誤差  ±５.０％(ＦＳ)以内

(5) 出力信号  ＤＣ４ｍＡ～２０ｍＡ
(6) 接点入出力 
(7) 保護等級

(8) 機能    自動洗浄機能、一定周期連続測定機能など
(9) 附属品 

1) 現場指示計 
2) 機器接続配管類（製造者の標準） 
3) 架台 
4) 製造者が標準とする附属品 
5)  砂ろ過装置（原水用の場合） 

ア. ろ過能力 製造者の標準
イ. 自動洗浄機能付

(10) 試薬タンク 
1) 材質 ポリエチレン
2) 容量 １００Ｌ程度 
3) 附属品 手動攪拌機、レベルゲージ

 「第5章 電気設備工事 5.5.1 共通事項 5.保護等級」を参照する。

 気泡式レベル計とは、液中に挿入した気泡管の先端から常に一定流量
の空気等の気体を放出することにより、気泡管先端にかかる圧力に相当
する気体の背圧を測定してレベルを出力信号に変換する機能をもつ計測
用機器である。

減圧弁、ストレ－ナ、切替弁(ブロー付)、流量計、圧力計、取付架
台など

保護等級は、「第5章 電気設備工事 5.5.1 共通事項 5.保護等級」
を参照する。

 差圧式レベル計とは、水中任意の点における静水圧がその点から水面
までの距離、密度及び重力加速度の積に比例することを利用して水面ま
でのレベルを出力信号に変換する機能を持つ計測用機器である。

測定範囲、測定対象条件（温度、液体名）、テフロ
ン膜突き出し形などは、特記仕様書による。

5.5.5　水質計器

 附属品は、製造者の標準とする。その他の防波管、設置用ポールな
どは、設計図書による。
 中継箱の保護等級は、「第5章 電気設備工事 5.5.1 共通事項 5.保
護等級」を参照する。
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2. 濁度計
(1) 測定方式 

(2) 測定試料
原水、浄水過程における水、浄水など

(3) 測定範囲 
1) 原水用 ０～２,０００度程度

単レンジ又は２レンジ自動切替
2) 浄水用

ア. ０～３度程度 
イ. ０～０.２度、０～２度程度

（低濃度濁度計レンジ切替の場合）
ウ. ０.００００～２.００００度程度

（レーザー方式による場合） 
(4) 測定精度 

1) 低濃度濁度計の場合（０～１度程度） 
繰返し性誤差 ±３.０％(ＦＳ)以内
直線性誤差  ±３.０％(ＦＳ)以内 

2) 低濃度濁度計の場合以外
繰返し性誤差 ±２.０％(ＦＳ)以内
直線性誤差 ±３.０％(ＦＳ)以内（１,０００度以下）

±５.０％(ＦＳ)以内
（１,０００度を超え２,０００度まで）

(5) 校正用標準粒子

(6) 保護等級

(7) 附属品（共通） 
1) 現場指示計 
2) 機器接続配管類 
3) 製造者が標準とする附属品 

(8) 附属品（原水用） 
 自動洗浄装置（超音波連続照射方式）

3. 微粒子カウンタ
(1) 測定方式 

(2) 測定試料 特記仕様書による。
(3) 測定範囲 

1) 濁度の場合 ０.００００～２.００００度
2) 微粒子個数濃度 0～10

5
 個/mL程度(粒径により異なる。)

(4) 測定精度 
1) 濁度の場合 

繰返し性誤差 ±５.０％(ＦＳ)以内
直線性誤差  ±５.０％(ＦＳ)以内

2) 微粒子個数濃度の場合 
繰返し性誤差 ±５.０％(ＦＳ)以内
直線性誤差   ±５.０％(ＦＳ)以内

(5) 出力信号
 特記仕様書による。
（特記仕様書に定めがない場合はDC4mA～20mAとする。）

(6) 保護等級

(7) 附属品 
1) 現場指示計 
2) 機器接続配管類 

 散乱光測定方式、表面散乱光方式、透過光測方式、積分球式光電光
度方式、透過散乱光方式、レーザ方式

 給水栓水質測定に用いる濁度計校正用標準粒子は、ポリスチレン系
とする。

「第5章 電気設備工事 5.5.1 共通事項 5.保護等級」を参照す
る。

 前方散乱光微粒子カウント方式、側方散乱光微粒子カウント方式、
干渉縞微粒子カウント方式

「第5章 電気設備工事 5.5.1 共通事項 5.保護等級」を参照する。
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3) 製造者が標準とする附属品

4. 残留塩素計
(1) 測定方式 ポーラログラフ法(JIS K 0111)
(2) 測定試料 

1) 有試薬 原水、浄水過程における水、浄水など
2) 無試薬 浄水 

(3) 測定精度 
1) 繰返し性誤差

有試薬 ±２.０％(ＦＳ)以内
無試薬 ±２.０％(ＦＳ)以内

2) 直線性誤差
有試薬 ±３.０％(ＦＳ)以内
無試薬 ±５.０％(ＦＳ)以内

3) ドリフト
有試薬 ゼロ点誤差 ± １％/月以内

スパン誤差 ± ５％/月以内
無試薬 ゼロ点誤差 ± １％/月以内

スパン誤差 ±１０％/月以内
(4) 出力信号

 特記仕様書による。
（特記仕様書に定めがない場合はDC4mA～20mAとする。）

(5) 接点入出力
(6) 測定範囲

1) 有試薬 ０～１０ｍｇ/Ｌ（単レンジ）
2) 無試薬 ０～ ３ｍｇ/Ｌ 

(7) 保護等級

(8) 附属品 
1) 現場指示計 
2) 機器接続配管類（製造者の標準）
3) 自動洗浄装置 
4) 砂ろ過装置（原水用の場合）

ア. ろ過能力 製造者の標準
イ. 自動洗浄機能付 

5) 製造者が標準とする附属品
(9) 試薬タンク

1) 材質 ポリエチレン
2) 容量 １００Ｌ程度 
3) 附属品 手動攪拌機、レベルゲージ、架台

5. ｐＨ計
(1) 測定方式 ガラス電極法
(2) 測定試料 原水、浄水過程における水、浄水など
(3) 測定精度 

1) 直線性誤差 ±０.５(ｐＨ)以内
2) 繰返し性誤差 ±０.２(ｐＨ)以内

(4) 出力信号 特記仕様書による。
(特記仕様書に定めがない場合はＤＣ４ｍＡ～２０ｍＡとする。)

(5) 接点出力
(6) 測定範囲 ｐＨ１～ｐＨ１０
(7) 保護等級
 「第5章 電気設備工事編 5.5.1 共通事項 5.保護等級」を参照する。
(8) 附属品(共通) 

1) 現場指示計 
2) 機器接続配管類 
3) 製造者が標準とする附属品

(9) 附属品（原水用） 自動洗浄装置（超音波連続照射方式）

 「第5章 電気設備工事 5.5.1 共通事項 5.保護等級」を参照する。
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6. 電気伝導率計 
(1) 測定方式 交流電極法（２電極又は４電極）、電磁誘導方式 
(2) 測定試料 原水、浄水過程における水、浄水など
(3) 測定精度 

1) 直線性誤差 ±２％(ＦＳ)以内
2) 繰返し性誤差 ±２％(ＦＳ)以内 

(4) 測定範囲 ０～５００μＳ/ｃｍ
(5) 保護等級
 「第5章 電気設備工事 5.5.1 共通事項 5.保護等級」を参照する。
(6) 附属品 

1) 現場指示計 
2) 機器接続配管類 
3) 製造者が標準とする附属品

7. 色度計 
(1) 測定方式 透過光測定法、吸光光度法

水道法（上水試験法）準拠 
(2) 測定試料 浄水過程における水、浄水など 
(3) 測定範囲 浄水用 ０～１０度 
(4) 測定精度 繰返し性誤差 ±５.０％(ＦＳ)以内 
(5) 出力信号 特記仕様書による。

（特記仕様書に定めがない場合はＤＣ4ｍＡ～20ｍＡとする。） 
(6) 接点出力
(7) 保護等級
 「第5章 電気設備工事 5.5.1 共通事項 5.保護等級」を参照する。
(8) 附属品

1) 現場指示計 
2) 機器接続配管類（製造者の標準）
3) 自動洗浄装置 
4) 製造者が標準とする附属品

8. 水温計 
(1) 測定方式 測温抵抗体方式

抵抗素子性能 ： JIS C1604 準拠 
公称抵抗   ： １００Ω 

(2) 測定対象 原水、浄水過程における水、浄水など 
(3) 測定精度 誤差 ±0.5%(FS)以内 
(4) 測定範囲 ０～１００℃（JIS 低温用） 
(5) 保護等級
 「第5章 電気設備工事 5.5.1 共通事項 5.保護等級」を参照する。
(6) 附属品 保護管 

1. 超音波式汚泥濃度計 

(1) 測定範囲 特記仕様書による。
(2) 再現性 ±４.０％ (ＦＳ)以内
(3) 材質  超音波振動子  ＳＵＳ３０４、ＳＵＳ３１６

管本体 ＦＣ２００ 又はＳＵＳ３１６
(4) 取付方式 フランジ取付
(5) その他

 測定対象、口径、消泡装置付の要否は特記仕様書による。
2. マイクロ波式汚泥濃度計 

(1) 測定範囲 特記仕様書による。
(2) 再現性 ±２％(ＦＳ)以内 
(3) 構成  検出器、変換器、標準附属品

5.5.6
汚泥濃度計

 マイクロ波式とは、汚泥中のマイクロ波の伝搬速度が汚泥濃度の違い
により異なり、それにともなって受信波の位相が変化することを利用し
ている。

 超音波式汚泥濃度計とは、汚泥管路に対向して送受信子を配置し、送
信子から受信子に向けて超音波を発射すると溶液中の汚泥によって超音
波が散乱され受信信号が濃度に応じて減衰することを利用している。
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(4) 管本体 
(5) フランジ取付 
(6) 測定対象、口径は特記仕様書による。

3. 光式汚泥濃度計

(1) 測定範囲 特記仕様書による。
(2) 再現性 ±４.０％(ＦＳ)
(3) 材質 検出部本体 ＳＵＳ３０４、ＳＵＳ３１６

管本体 ＦＣ２０、ＳＵＳ３０４
(4) 取付方式 フランジ取付 
(5) その他 測定対象、口径は特記仕様書による。

 光式とは、測定液中に照射した光が、液中の懸濁物質により散乱・吸
収されている強度が変化することを原理としている。
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　　　　　　第６節　　監視制御設備

 なお、小規模な施設等の監視制御設備の仕様は、特記仕様書による。

1. 監視制御設備の構成

2. システム基本構造 
(1) 盤の構造 

1)

 また、一部の機器の故障が全体に波及しない構成とする。 
2)

3)  自立閉鎖盤の板厚は製造者の標準とする。 
4)

5) 自立閉鎖盤の塗装は、表－5.6.1 のとおりとする。 

表-5.6.1 塗装

6)

7)

8)

 収納する機器は、耐震性を考慮し、機器に損傷を与えないよう
に固定する。

 なお、屋外設置又は設置環境に考慮すべき条件のある場合は、
特記仕様書による。

 また、システム全体としてフェイルセーフ、冗長性及び危険分散を考慮し
構築する。
 監視制御の対象は、受変電設備制御（自家用発電設備を含む。）、ポンプ
設備制御、水運用プログラム実行制御のほか、浄水場等は原水・沈澱池設備
制御、薬品注入制御、浄水処理制御及びろ過設備制御、給配水施設などにつ
いては配水池水位又は流量制御である。

 監視制御設備は、原則として監視操作装置、制御装置、データベース
制御装置、現場制御装置、ＬＡＮ（制御ＬＡＮ、情報ＬＡＮ）などによ
り構成される。なお、表示装置（大型スクリーン装置、グラフィック監
視盤など）は、特記仕様書による。

 原則として、自立閉鎖形とする。制御装置類及びラック計器等
は、維持管理性を考慮し、電源、盤内機器、装置を系統的に構
成配置して収納し、操作性、誤操作防止を図るとともに、将来
の増設及び保守管理を安全かつ容易に行うことができるように
製作する。

5.6.1 一般事項  監視制御設備とは、浄水施設、送・配水施設などの機器や設備の運転状
態、故障状況、水処理行程の各種計測量などの情報を整理統合し、運転に必
要なデータを確実に把握できる監視性を重視した機器（ソフトウエア等を含
む。）により構成されたシステムをいう。各種のプラント制御に加え、水道
施設を安定かつ効率的に運転するため、各装置間や施設内外との信号伝送を
可能とし、また将来のシステム統合に向けて異なる製造者間の通信仕様の標
準化を図る。

 設置場所は、原則として監視室又は制御盤室とし、室内の環境
条件が整備された場所に設置する。
盤の保護等級は、ＩＰ２Ｘ以上とする。ただし、吸気口には
フィルタを取り付け、盤内に粉塵を吸い込まない構造とする。
 なお、屋外設置又は設置環境に考慮すべき条件のある場合は、
特記仕様書による。

適用区分 塗装の種類
ポリウレタン樹脂系又はメラミン樹脂系屋 内

 盤の構造は、収納されている電子制御機器が、内部蓄熱により
影響を受けないものとし、また、維持管理性についても考慮し
た機器配置とする。
 盤内冷却用にファンを設置した場合は、連続運転が可能な構造
とし、故障時には、警報を発報する。また、盤内の機器類を停
止することなく容易にファンの取替ができる構造とし、ファン
にはファンガード等を取り付ける。
 原則として(社)電子情報技術産業協会規格JEITA IT-1004 の設
定環境基準Class Ｂに対応したものを使用する。
 なお、同基準によらない場合は、これと同等以上のものとす
る。
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(2) システムの電源 
1)

2)

(3) 電子制御機器 
1)

2)

(4) 監視操作信号
 入出力信号は原則として、次のものとする。 
1) アナログ信号 ＤＣ４ｍＡ～２０ｍＡ、ＤＣ１Ｖ～５Ｖ

の統一信号
2) 接点信号   無電圧接点
3) パルス信号
4) データ伝送 

3. 監視制御設備のシステム基本機能 
(1)

(2)

(3)

(4) システムの冗長化 
1)

2)

(5) 自己診断機能

(6) 操作権管理機能 
 操作可能な監視操作装置を認識及び管理する。

(7) 監視操作装置サーバー機能 

(8)

  なお、冗長化の方法については、特記仕様書による。

 冗長化構成とする機器は、一方が停止した場合に制御に影響が
ないように、他方が自動的にバックアップする。また、冗長化
を図る場合は、装置の点検及び改造を行う場合に備え、維持管
理性を考慮したシステムとし、制御に影響を与えないものとす
る。

 なお、バックアップした機器が、制御を開始した場合には、制
御中の装置が分かるように監視操作端末、盤面等に表示する。

 監視制御設備の制御システムを構成する各装置が必要な自己診断機
能を有する。

 複数の監視操作場所に同一の操作を行える監視操作装置がある場合
には、操作権を得ていない監視操作装置からの操作指令、設定値の
入力を受け付けない（実行しない）。

 監視操作装置に対し、監視制御に必要なプラントデータ等を送受信
する。制御装置、データベース制御装置、又は双方で行う。（「第5
章 電気設備工事 5.6.2 監視制御設備機器及び機能仕様 2.制御装
置、3.データベース制御装置」を参照する。）
 制御ＬＡＮの伝送方式は、信頼性を考慮して冗長化を図ることを原
則とする。

 なお、操作権の管理は、制御装置、データベース制御装置又は双方
で行う。（「第5章 電気設備工事　5.6.2 監視制御設備機器及び機
能仕様 2.制御装置、3.データベース制御装置」を参照する。）

 監視制御設備の制御システムは階層化を図り、上位制御装置の故障
においても下位装置に波及せず、負荷設備が停止しない構成とす
る。

 監視制御システムを構成する制御装置の電源は、原則としてＡ
Ｃ１００Ｖ又はＤＣ１００Ｖとする。
 バックアップ用電源は、メモリの内容を失うことなく取替え又
は回復ができるものとする。

 管理するデータは、相互にデータ照合・確認を行いデータの不
整合を防止する機能を有する。

 なお、メモリのバックアップを電池で行う場合は、電池電圧低
下のアラームを設ける。

 電子制御機器は、電気的外乱（電磁誘導、電磁波、雷、静電
気、接地電位差など）の影響を受けないように対策を行う。
 監視制御装置、データベース装置等には、必要に応じて、電源
回路、通信回路、接地系にＳＰＤ（アレスタ）などを設け、雷
保護対策を行う。

 監視制御設備の制御システムは、連続運転に対応したものとする。

 監視制御設備は、停電復旧後の自動立ち上げ機能を有するものとす
る。
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(9) プロセスデータの代替値 

(10)

(11)

 監視制御設備は次の装置により構成される。

1. 監視操作装置 

(1) 一般仕様 
1) 形式 原則としてデスクトップ型
2) 電源 定格 ＡＣ１００Ｖ　５０Ｈｚ
3) 耐久性 ２４時間連続稼動対応型 
4) 動作環境 温度 ５℃から４０℃まで

湿度 ２０％ＲＨから８０％ＲＨまで
5) 接地 Ｃ種専用接地
6) その他 転倒・転落防止器具付

(2) 基幹部構成
1) 電源装置   ＡＣ１００Ｖ±１０％、５０Ｈｚ±５％ 
2) 中央処理装置 製造者の標準 
3) 記憶装置   製造者の標準 
4) 操作入力装置 ＪＩＳキーボード、マウス等 
5) 監視操作モニタ（ディスプレイ） 

ア.

イ.  監視モニタの画面寸法は、特記仕様書による。

6) 伝送装置   特記仕様書による 
7) 外部記憶装置 特記仕様書による 
8) 印字装置 

ア. 形式 カラープリンタ
イ. 用紙 Ａ３、Ａ４
ウ. 解像度 製造者の標準
エ. 印刷速度 製造者の標準
オ. 附属品 専用台、転倒・転落防止器具
カ. 通信方式 ＬＡＮ接続によるネットワーク対応
キ. 転倒・転落防止器具付

(3) 機能
1) プラント監視・操作機能
2) インターフェース機能

 データベース制御装置、印字装置などと通信する。
3) 自己診断機能
4) 警報発報機能

5.6.2
監視制御設備構成
機器及び機能仕様

 各種監視・操作画面を表示し、画面を確認しながらＪＩＳキーボー
ド、マウス等により機器操作を行うヒューマンインターフェース方式と
する。
 監視操作装置は、原則として工業用パソコン（キーボード、マウス等
を含む。）、監視操作モニタにより構成されるものとする。
 設置する監視操作装置及び印字装置の台数は、特記仕様書で指定す
る。監視操作装置を複数台設置した場合は、監視操作装置１組の故障、
点検等により停止した際に、他の監視操作装置は影響を受けず、必要な
機能がすべて発揮できるものとする。

 監視操作モニタは、液晶ディスプレイを標準とする。ただ
し、大型監視スクリーンを設置する場合は、仕様を特記仕
様書で定める。

 また、解像度は１,２８０×１,０２４以上とし、表示色は
２５６色以上とする。

 施設、設備の重故障、軽故障の発生時に警報を発報するものと
する。

 工事及び保守点検（計装点検）等において工業計器が停止する場合
には、停止期間中に任意のプロセスデータを代替値として入力し、
監視制御設備の制御システムに反映させるとともに、演算や帳票出
力等にも対応させる。
 システム内部の時計機能は、電波等により時間の自動補正が行える
ものとする。
 システム内でカレンダー機能が必要な場合は、新規の祭日等を設定
可能なものとする。
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5) 外部出力機能
 外部に警報を出力する場合は、特記仕様書による。

2. 制御装置（共通制御装置／プロセス制御装置） 

(1) 一般仕様 
1) 電源 定格 AC100V(50Hz)又はDC100V
2) 動作環境 温度０℃から５５℃まで 

湿度３０％ＲＨから９０％ＲＨまで
3) 接地 Ｃ種専用接地

(2) 基幹部構成
1) 電源装置
2) 中央処理装置 製造者の標準
3) 記憶装置 製造者の標準
4) 伝送装置 製造者の標準
5) 入出力モジュール

ア. アナログ入出力
イ. デジタル入出力
ウ. パルス入出力 

(3) 機能
1) 演算制御機能 
2) シーケンス制御機能
3) プログラム実行機能
4) インターフェース機能

5) 入出力処理機能 
6) 自己管理機能 

ア. 自己診断機能 
イ. 復電リスタート機能
ウ. 自動時刻合わせ機能 
エ. カレンダー機能 

7) 記憶機能 
8) 冗長化機能

ア. 　制御装置は、原則として冗長化を行う。 
イ.

ウ.

9) 管理機能
　次の機能により設備機器を管理する。
ア. 機器動作管理

イ. 故障管理・制御異常管理

ウ. 計装機器異常管理

 瞬時データにより、機器の運転、停止、全開、全閉、操作
モード等の状態変化を監視操作装置、データベース制御装
置、他の制御装置等に出力する。

 プロセス故障、システム故障を検知し、監視操作端末画面
に自動表示し、故障を出力する。また、ＰＩＤ制御、シー
ケンス制御等について、正常な処理が行えない場合に異常
情報を出力する。

　冗長化構成とする機器は、一方が停止した場合に他方が
自動的にバックアップするなどし、停止による影響を受け
ることなく施設の監視操作、自動運転等を維持する。ただ
し、装置の点検、改造を行う場合は、運用に支障がなく現
場監視操作が行えるものとする。
　制御装置で管理しているデータについては、相互にデー
タ照合・確認を行いデータの不整合を防止する機能を有す
るものとする。

　各操作装置、各制御装置、現場制御装置、テレメータなどの
通信装置と通信する機能

 制御装置は、浄水場、送・配水施設などのプラント施設内の複数の処
理機能、設備区分に対して、総括的に管理し、自動、連動制御、台数制
御などを行う。

 また、ＰＩＤ制御、シーケンス制御等について、正常な処
理が行えない場合に異常情報を出力する。

 瞬時データ処理から、水位レベルの上上限、上限、下限、
下下限などの計測信号の異常情報を出力する。
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3. データベース制御装置

 なお、詳細については特記仕様書による。
(1) 一般仕様

1) 電源 定格ＡＣ１００Ｖ(５０Ｈｚ)又はＤＣ１００Ｖ
2) 動作環境 温度５℃から４０℃まで

湿度２０％ＲＨから８０％ＲＨまで
3) 接地 Ｃ種専用接地

(2) 基幹部構成
1) 電源装置 
2) 中央処理装置 製造者の標準
3) 記憶装置 製造者の標準
4) 伝送装置 製造者の標準

(3) 機能
1) データベース機能

　なお、蓄積するデータ容量は特記仕様書による。
ア. プロセスデータ入力処理 

イ. 瞬時データ処理 
 アナログ、パルス信号は、瞬時に収集する。

ウ. 分データ処理 

エ. 時データ処理 

オ. 日データ処理

カ. 月データ処理

キ. 運転時間処理

ク.

2) インターフェース機能 

3) 帳票管理 

 データベース制御装置は、施設の指針、運転故障履歴、プロセスデー
タなどの各データを処理・格納するデータベース機能及びインター
フェース機能を備えた装置とする。
 蓄積するデータ記憶容量は、監視制御システムに見合った容量とす
る。
 また、データベース制御装置の機能は、安全性、操作性、処理能力
（処理速度）を考慮し、施設規模に応じて分散させてもよい。

　各機器の状態、故障及び計測信号のデータなどを取り込み、
入出力処理、運転故障・履歴ファイルの作成、データ管理及び
蓄積を行う。また、監視操作装置からの機能要求により、帳票
データ、履歴データ、トレンドデータなどを監視操作装置に出
力する。

 アナログ、パルス、運転状態、故障、運転モードなどの信
号を制御装置から取り込み（定周期、割込）、データベー
スに格納する。

 瞬時データを分データに加工して、データベースに格納す
る。

 各操作装置、各制御装置、周辺機器、水運用システム（「6 通
信装置」参照）等と通信する機能。
 なお、監視制御設備が水運用システム等と通信する場合には、
水運用システム等の通信プロトコルに対応するためのプロトコ
ル変換を行うものとする。

 浄水場、送・配水施設などのデータに対し、次の帳票処理を行
う。

 分データを積算し、毎正時に時データに加工して、データ
ベースに格納する。

 時データを合計、平均、最大、最小などのデータに加工し
て、日データとしてデータベースに格納する。

 日データを合計、平均、最大、最小などのデータに加工
し、月データとしてデータベースに格納する。

 ポンプ等の主要機器は、運転時間を積算し、時データとし
てデータベースに格納する。
 故障・状態データは、日時分、設備区分等のデータを付け
てデータベースに格納する。
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ア. 帳票作成 

イ. 帳票出力 
 帳票をプリンタにより出力できるものとする。 

ウ. 帳票データ操作

4) 自己管理機能 
ア. 自己診断機能 
イ. 復電リスタート機能 
ウ. 自動時刻合わせ機能 
エ. カレンダー機能

5) 冗長化機能 
ア.  データベース制御装置は、原則として冗長化を行う。 
イ.

ウ.

4. 現場制御装置（シーケンス制御装置／ポンプ制御装置）

 なお、詳細については特記仕様書による。
(1) 一般仕様 

1) 電源 定格ＡＣ１００Ｖ(５０Ｈｚ)又はＤＣ１００Ｖ
2) 動作環境 温度０℃から５５℃まで 

湿度３０％ＲＨから９０％ＲＨまで
3) 接地 Ｃ種専用接地

(2) 基幹部構成
1) 電源装置 
2) 中央処理装置 製造者の標準
3) 記憶装置 製造者の標準
4) 伝送装置 製造者の標準
5) 入出力モジュール

ア. アナログ入出力
イ. デジタル入出力
ウ. パルス入出力 

(3) 機能
1) 演算処理機能 

 データベースで蓄積されたデータを編集、加工し、日報及
び月報として帳票出力する。各種帳票出力は、任意印字と
する。

 冗長化構成とする機器は、一方が停止した場合に他方が自
動的にバックアップするなどし、停止による影響を受ける
ことなく施設の監視操作、自動運転等を維持する。
 ただし、装置の点検、改造を行う場合は、運用に支障がな
く現場監視操作が行えるものとする。
 データベースで管理しているデータについては、相互に
データ照合・確認を行い、データの不整合を防止する機能
を有するものとする。

 現場制御装置は、浄水場、送・配水施設などの各機器の自動、連動制
御を行う。
 現場機器や現場盤の信号（運転状態、故障、計測等）を集約し、(2)の
制御装置（以下「制御装置」という。）へ信号を出力するとともに、制
御装置からの信号（操作）を現場機器や現場盤に出力する。

 なお、日報には時間単位のデータを、月報には日単位の
データを記載する。

 帳票用紙は、日本工業規格Ａ３又はＡ４横型を基本とす
る。また、帳票データは、電子データ形式でも出力できる
ものとする（データ形式の例：Excel、CSV）。

 この画面において、欠測データの加筆や誤データの修正及
び天候・気温データの入力を行える。

 帳票内容確認及び訂正のため、帳票確認・操作画面を設け
る。

 シーケンス制御は、送・配水ポンプについては原則号機ごとに1 台、
水処理機器（原水・沈澱池設備制御、薬品注入設備制御、ろ過設備制御
など）については、弁類、処理水量、薬品注入等一連の処理フローによ
り関連する機器複数に対して１台を基本とする。
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2) シーケンス制御機能

3) インターフェース機能 
 制御装置、現場盤と通信する機能

4) 入出力処理機能（接点入出力含む。）
5) 自己管理機能 

ア. 自己診断機能
イ. 復電リスタート機能

5. 通信装置

(1) 施設内外の通信、監視制御設備の機器間の通信
1) 情報ＬＡＮ

2) 制御ＬＡＮ 

3) データ伝送方式 
ア. ループ型 
イ. バス型（バス型は、冗長化が可能であるものとする。）

4) 構成
 ＬＡＮは、将来の増設が容易にできる構造とする。

5) 通信プロトコル
 製造者の標準とする。

6) 通信回線

(2) テレメータとの通信 

1) テレメータと監視制御設備の接続 

2) 通信プロトコル
 通信プロトコルは、テレメータ側の仕様に合わせ、ＣＤＴ
（Cyclic Digital Transmission：サイクリックデータ通信）方
式、ＨＤＬＣ方式、ＴＣＰ/ＩＰ、ＵＤＰ/ＩＰ等を用いる。詳
細は、特記仕様書による。

 ルータ等を使用して施設外との通信を行う場合には、信頼のお
ける通信事業者の公衆回線（専用回線、無線回線）又は自営線
とし、通信速度、形態は特記仕様書による。
 また、断線による通信障害が制御等に影響を与える場合には、
必要に応じて回線を冗長化する。

 遠隔地にある送信側を「子局」、信号を受信する側を「親局」とい
う。また、親局から子局に対し機器操作用の信号を送信する機能を
持つものをテレコントロールという。

 テレメータとは、遠隔地にある装置、工業計器等の信号を信頼のお
ける通信事業者の公衆回線（専用回線、無線回線）又は自営線を使
用して受信する通信装置をいう。

 テレメータ親局は、信号をアナログ出力変換（ＤＣ４ｍＡ～２
０ｍＡ又はＤＣ１Ｖ～５Ｖ）、接点出力変換を行い、監視制御
設備に信号を渡す。ただし、テレメータの通信プロトコル及び
伝送フォ ーマットが監視制御設備や制御ＬＡＮのものと一致し
ている場合は、上記出力変換を行わずに直接信号渡しをするこ
とができる。

 ポンプ１台当たりの速度制御や連動運転、水処理フロー一連の
制御など、あらかじめ定めた順序や論理に従って制御の各段階
を逐次進める。

 通信装置とは、施設内外の通信、監視制御設備の機器間の通信、テレ
メータによる施設外との通信等を行うための装置をいう。信号の入出力
部は電気的に絶縁し、制御部を保護する。
 なお、通信に伴う処理を制御装置、データベース制御装置等の持つ機
能で代替できる場合には装置を省略することができる。ただし、異なる
製造者の通信設備の場合には、通信故障の波及防止として、通信におけ
る分界のための対策措置を講じる。

 主に、監視操作装置、データベース制御装置、印字装置などの
周辺装置間において、監視操作情報等の通信経路に利用される
ＬＡＮ。

 主に制御装置、データベース制御装置、現場制御装置間の通信
を行い、機器・装置の制御に利用されるLAN。制御ＬＡＮは、原
則として冗長化を行う。
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3) 通信回線 

1. 監視操作画面の種類 
(1)  監視用グラフィック画面項目 

1) メニュー
2) 電気設備

3) ポンプ設備 （主ポンプ・補機設備等・Ｑ-Ｈ設定･配管図） 
4) 配水系統図

5) 浄水処理系統図

6) 水運用指針

7) その他設備

(2) プラント管理画面項目 
1) トレンド表示画面 
2) 制御定数設定画面 

ア. プロセス制御定数入力
イ. 機器制御データ入力 
ウ. 模擬入力 
エ. 警報設定画面 

3) 操作履歴画面 
ア. 操作及び動作履歴画面
イ. 故障・警報履歴画面

(3) 表示項目
1) 機器の動作表示・状態表示
2) 計測値表示
3) 故障信号表示
4) 警報・故障メッセージ表示

2. 操作支援機能
(1) 監視操作支援

1) 警報・故障検索機能 
2) トレンドデータ画面編集機能（スパン変更、項目の追加など）
3) アラーム発報機能 
4) 誤操作警告・操作拒否機能 
5) 機器運転時間管理機能（主ポンプ設備、自家発電設備など）
6) メンテナンス表示・操作禁止設定機能（札掛け） 
7) ガイダンスを表示する機能。 

5.6.3
監視操作画面仕様

 画面上における文字等の配色は、画面の背面色に対して読みやすく見やす
いものとする。画面の配色、文字、グラフィック図などは、監督員と協議の
上で承諾を得る。
 なお、製作した画面は、必ずしも確認用のカラー印刷物と同じものになら
ない場合があるので、製作した画面上で確認し、監督員から指示があった場
合には、協議の上、画面の背面色、文字などの配色、グラフィック図などを
見やすいものに変更する。それ以外については、特記仕様書によるものと
し、監督員の指示による。

（配水施設概要・幹線系統・配水池・送水ポンプ場・給水圧コ
ントロール施設・各主要弁設備）

（特別高圧設備・高圧設備・低圧設備・自家発設備・特殊電源
設備）

 信頼のおける通信事業者の公衆回線（専用回線、無線回線）又
は自営線とし、通信速度及び形態は特記仕様書による。また、
断線による通信障害が制御等に影響を与える場合には、必要に
応じて回線を冗長化する。

（浄水処理概要・薬注系統・浄水処理系統・排水処理系統・補
機類・各弁設備・薬品貯蔵）

（ポンプ運転計画・配水池引入計画・水位（貯水量）計画）
（当日・翌日等）

（監視制御システム・警備設備・デマンド監視・給排気設備な
ど）
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(2) 帳票・画面印刷設定支援
1) 画面印刷 
2) 帳票作成 

ア. 日報、月報、年報 
イ. 過去分選択データ

3) 帳票修正、欠損データの入力
 訂正及び欠損したデータを任意に入力可能とする。

4) 印刷時間設定
5) 印刷背景色変換

6) データファイルＣＳＶ、Excel 等形式対応

3. 状態シンボル表示仕様 

(1) 受変電設備
1) 原則として、受変電設備の機器はＪＩＳによるものとする。 
2)

3) 配色
ア. 閉路・・・・・・・・・・・・・・ 赤色 
イ. 開路・・・・・・・・・・・・・・ 緑色 

(2) 機械設備等
1)

2) 配色 
ア. 運転・・・・・・・・・・・・・・ 赤色
イ. 停止・・・・・・・・・・・・・・ 緑色

3) 弁類
ア.

イ.

ウ. 配色 
(ｱ) 全開、寸開・・・・・・・・・・・ 赤色

(ｲ) 全閉・・・・・・・・・・・・・・ 緑色
4) 原水・・・・・・・・・・・・・・・ 青色

浄水・・・・・・・・・・・・・・・ 水色
5) 薬品設備及び注入配管

ア. 塩素又は次亜塩素酸ナトリウム・・・ 黄色
イ. ＰＡＣ・・・・・・・・・・・・・・ 緑色
ウ. 水酸化ナトリウム・・・・・・・・・ 桃色

6) 空気源設備・・・・・・・・・・・・・白色
7) 活性炭設備・・・・・・・・・・・・・灰色
8) オゾン設備・・・・・・・・・・・・・紫色
9) 硫酸設備・・・・・・・・・・・・・・橙色 
10) 排泥・汚泥・・・・・・・・・・・・・茶色 

 ただし、寸開状態について他の色を選択して表示する
ことができる場合は、寸開はマゼンタ色とする。

 なお、受変電設備の単線結線及び発電設備グラフィック画面の
詳細については、表－5.6.2 ～表－5.6.4 を参照とし、監督員
の指示により決定する。

 ポンプ設備のシンボルの周囲に「中央／現場」、「自動／手
動」、「始動準備完了」、「回転数又は定格回転数に対する回
転数(％)」、「電動機電流」などの状態表示を行う。
  なお、ポンプ単体及びポンプ全体（送配水系統が同一）グラ
フィック画面の詳細については、表－5.6.2 ～表－5.6.4 を参
照し、監督員の指示により決定する。

 弁類のシンボルの周囲に「中央／現場」、「自動／手
動」、「弁の開度」等の状態表示を行う。

 主要な手動弁のシンボルは、設定画面等から画面表示用に
「全開」及び「全閉」の状態の設定ができるようにする。

 印刷時に、監視モニタの背景色とは別に無色で印刷すること、
又は指定色を反転して印刷することが可能である。

 データファイルの読み込み、保存を汎用ソフト（ＣＳＶ、
Excel など）の形式で可能とする。

 機器等のシンボルは、原則としてＪＩＳ等の規格に準じ、規格に取り
扱われていない場合は、監督員の指示に従いシンプルなものを選択す
る。

受変電設備のシンボルの周囲に「中央／現場」「自動／手動」
「鎖錠／解錠」などの状態表示を行う。
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11)

12) 流量方向 
 正逆方向があるものについては、方向を表示する。

13) 共通事項
ア. 稼動中の機器表示

イ. 故障

ウ. 操作可能・不可能機器の判別

エ. 状態表示の判別

オ.

カ. 関係画面への展開

1. 監視操作装置の操作権

(1)

(2)

2. 警報等 
(1)

(2)

(3)  常時監視が行われていない浄水場、送・配水施設などでは、警報音
をタイマー等により自動的に停止できるものとする。なお、設定時
間については監督員との協議による。

 監視装置に操作場所が切り換えられる機能を設け、操作場所単位で
他の監視操作場所から操作権を取得する。
 操作権がない監視装置は、画面展開などを除き、機器に対する操作
や制御にかかわる設定（ポンプ回転数、バルブ開度、薬品注入率な
ど）は行えないものとする。
 切換操作は、原則どの監視装置からも行えるものとする。ただし、
操作権の切換えを行った場合は、操作した監視装置の設置場所がわ
かるように、運転履歴等に記録を表示、保存する。

 プラントの重故障と軽故障は、警報音又は音声メッセージで識別で
きるようにする。
 故障復帰は、原則として故障の復帰を確認できる現場操作盤等で行
い連動して自動復帰する。なお、状態改善により故障復帰するもの
については、現場での復帰によらず自動的に故障表示を復帰させ
る。

 操作場所の選択状態や条件成立は、操作性、視覚性を考慮
し認識しやすいものとする。
 アラームメッセージは、発生した時間、施設名、設備名、
故障名称などを表示し、警報復帰の有無が確認できるもの
とする。なお、重故障表示は赤色、軽故障表示は黄色とす
る。

 監視操作の操作性及び円滑化を図るため、関係する画面の
呼び出しを効率的に行えるようにする。

5.6.4
監視操作画面
操作方式

 操作権を取得した監視操作場所の監視操作装置（以下この項目におい
て「監視装置」という。）が優先的に操作できる方式とする。
 監視装置の設置場所が複数かつ同一の監視操作が可能な場合は次によ
る。

 配水池水位、薬品貯蔵タンク等の液位の上限及び下限用に、シ
ンボルを表示する。

 ポンプの始動中、停止中や弁の開閉動作中の機器シンボル
は、点滅（原則として始動中及び開動作中は赤色、停止中
及び閉動作中は緑色）とするか、又は動作中のシンボルの
近傍に、「始動中」、「停止中」、「開動作中」、「閉動
作中」等の表示を行う。

 故障時の機器のシンボルは、故障を認識しやすいものとす
る。

 シンボルや設定値(ＳＶ)表示は、操作可能／不可能を判別
できるものとする。
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3. 制御及び切換スイッチ
(1) 共通 

(2) 遮断器類

(3) ポンプ設備

(4) ポンプ設備

閉（動作）
閉動作中

全閉（状態）

弁類を開方向に動作させること。
弁類が開方向に動作していること。又その状態
弁類が全開もしくは中間開度で開いている状態
弁類を閉方向に動作させること。
弁類が閉方向に動作していること。又その状態
弁類が全閉となっている状態

状態及び動作 内容
開（動作）
開動作中

開（状態）

 ある条件が成立したことを検知しながら、機器又は装置が所定の動作を行う
こと。

 人が介入する方法によって、機器の操作を個々に行わせること。
 機器又は装置を始動し動作させること。

機器の回転速度を下げること。 
機器仕様、使用状況によっては「降速」と読み替えてもよい。
非常の場合に迅速かつ安全に機器又は装置を停止させること。
機械駆動部への電源供給を即時に直接遮断する停止機能を備える。

非常停止

準備完了
運転（動作）

始動中
運転（状態）
停止（動作）

停止中
停止（状態）

増速

減速

機器又は装置を始動し動作させること。

機器又は装置が停止していること。又はその状態
機器の回転速度を上げること。 
機器仕様、使用状況によっては「昇速」と読み替えてもよい。

機器又は装置が停止状態から運転状態に入るまでの過程
機器又は装置が所定の動作をしていること。又はその状態
機器又は装置を運転状態から停止状態にすること。
機器又は装置が運転状態から停止状態に入るまでの過程

開（動作）

開（状態）

閉（動作）

閉（状態）

鎖錠（動作）
鎖錠（状態）

解錠

 受変電、配電設備における遮断器類を開路（切）とすること。装置本体の機
械的表示に文字を使用する場合は、開は“切”と表示

 受変電、配電設備における遮断器類が開路（切）となっている状態。装置本
体の機械的表示に文字を使用する場合は、開は“切”と表示

 受変電、配電設備における遮断器類を閉路（入）とすること。装置本体の機
械的表示に文字を使用する場合は、閉は“入”と表示

 受変電、配電設備における遮断器類が開路（入）となっている状態。装置本
体の機械的表示に文字を使用する場合は“入”と表示

 遮断器類の開閉（操作）機能をロックすること。
 遮断器類の開閉（操作）機能がロックされた状態。
 遮断器類の鎖錠状態を解除すること。

始動条件が成立している状態
内容

 機器又は装置が所定の動作をしていること。又はその状態
 機器又は装置を運転状態から停止状態にすること。
 機器又は装置が停止していること。又はその状態

内容

状態及び動作

内容

 現場にある機器について、自動又は手動による当該機器の操作信号が発せら
れる場所が、中央管理室に選択されている状態。機器仕様、使用状況によって
は「遠方」と読み替えてもよい。

 機器の操作信号が発せられる場所が、現場操作盤等に選択されている状態。
機器仕様、使用状況によっては「機側」と読み替えてもよい。

 中央管理室以外の場所で多数の機器を一括、集合して監視操作を行う場合
に、「現場監視」として選択モードを設ける。

 機器又は装置を他との関連を持たせず、個別に動作させること。

状態及び動作

停止（動作）
停止（状態）

状態及び動作

中央

現場

現場監視

単独
連動

自動

手動
運連（動作）
運転（状態）

 関連する機器を条件の下に一連に動作させること。
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(5) 発電機設備

1. 受配電設備 

(1)

(2)

(3)

(4)

(5)

(6)

2. 主ポンプ設備 
(1)  ポンプの運転制御は圧力制御、流量制御、水位制御とする。

(2)

(3)

(4)  主ポンプを複数台運転する場合は、原則として揃速運転を行う。 
(5)

(6)

3. ろ過設備（代表的な制御方式である流量制御形の場合）
(1) ろ過流量制御 

1)

 主ポンプの台数制御は、各ポンプの特性及び運転時間を考慮して効
率的な号機選定を行う。
  また、原則として、ポンプの配電系統が偏らないような台数制御
の号機選定を行うものとする。
 手動モードが選択されている主ポンプは、台数制御の対象としな
い。

 流量制御は、流出弁や流量調節弁の使用、堰流量調節方式など
により、ろ過流量制御を行い、設定された流量が確保されるよ
う制御する。

状態及び動作 内容

始動中 機器又は装置が停止状態から運転状態に入るまでの過程
運転（状態） 機器又は装置が所定の動作をしていること。又はその状態
停止（動作） 機器又は装置を運転状態から停止状態にすること。

停止中 機器又は装置が運転状態から停止状態に入るまでの過程

非常の場合に迅速かつ安全に機器又は装置を停止させること。
機械駆動部を即時に停止させる機能を備える。 

発電 自家用発電機設備により発電した電力で設備運用すること。
買電 電力会社から電力供給（受電）により設備運用すること。

準備完了 始動条件が成立している状態
電圧確立 発電機が所定の電圧に達し、電源供給が可能であること。

運転（動作） 機器又は装置を始動し動作させること。

停止（状態） 機器又は装置が停止していること。又はその状態

非常停止

また、プロセス制御装置／共通制御装置からの回転数目標値で制御
を行う。
 主ポンプが重故障により停止した場合、予備機を自動的に始動させ
自動運転を継続させるものとする。
 ポンプ制御装置が故障した場合、故障直前の運転状態を継続するも
のとする。

5.6.5
運転制御の
基本機能

 浄水場、送・配水施設などにおいて、プラントを自動運転する場合の基本
的機能は、次のとおりとする。

 受電設備の停電切換及び無停電切換については電気主任技術者及び電
力会社と十分に協議する。

 特別高圧受電設備及び高圧受電設備で２回線受電（常用、予備）を
行っている場合、常用回線受電時の停電において、自動的に常用回
線から予備回線受電に切り替わるものとする。
 電力会社から受電できない場合には、全停電と同時に自家用発電設
備が自動的に始動し、必要な負荷に給電が行えるものとする。
 受変電、配電設備に使用される開閉装置の保守点検作業（電力会社
からの要請を含む。）において、安全確保のため監視操作画面から
受電用断路器の開閉（操作）機能をロック（鎖錠）できるものとす
る。
 受電の無停電切換は、監視操作画面からインターロックを解除し、
解除後は切替操作を行えるものとする。
 進相用コンデンサの自動力率調整を行う場合、原則として無効電力
を計測し、進相用コンデンサの台数制御を行う。
 使用電力量により時限終了後の電力を予測し、デマンド目標値を超
えるおそれがある場合、警報を出力する。
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2)

(2) 損失水頭監視 

(3) 洗浄制御 
1)

2)

3)

4)  洗浄工程における制御内容
ろ過池洗浄工程では次の制御を行う。
ア. スローダウン

イ. スロースタート

(4) 状況監視 
1) 各池ごとに弁類等の開閉状態を表示する。
2)

3)

表－5.6.5.1 受配電設備監視操作画面（参考）

本体
本体
本体
本体
本体
本体
本体
本体
操作場所
入（閉路）／ 切（開路）
コンデンサ自動／ 手動
受電電流（各相）
主変圧器一次
主変圧器二次
母線連絡
高圧変圧器（動力及び照明） 一次
高圧変圧器（動力及び照明） 二次
受電電圧
主変圧器一次
主変圧器二次
母線連絡
圧変圧器（動力及び照明） 一次
高圧変圧器（動力及び照明） 二次
受電周波数
受電力率
受電電力
開閉スイッチ
断路器鎖錠／ 解錠
操作ガイダンス

変圧器

〇
〇
〇
〇
〇

〇
〇
〇
〇
〇

周波数
力率
電力

アナログ表示

〇
〇
〇

遮断器等
断路器

操作

その他

〇
〇
〇

表示

電流
〇
〇

電圧

〇
〇
〇
〇
〇

〇
〇

〇

コンデンサ
母線

状態

〇
〇

 洗浄開始指令は、タイマーによる自動指令、損失水頭による自
動指令及び人間の判断による手動指令とする。
 洗浄時間（表洗・逆洗）、流量（表洗・逆洗）は任意に設定が
できる。

　段階的に洗浄水量を減らすため逆洗ポンプ、逆洗弁を制
御し流量調節を行う。

　洗浄終了後、ろ過流量を所定水量まで段階的に増やすた
め、流出弁を制御し流量調節を行う。

各池の水位監視をフロートレススイッチ等により行い、「ろ過
可能水位」、「ろ過停止水位」などを表示する。
各弁類の開閉状態と水位状態の組合せ関係が、ろ過工程・洗浄
工程であらかじめ想定されたパターンと異なる場合は警報を出
力し、当該池を全体の自動制御対象から外す。

シンボル
及び

グラフィック

遮断器
画面 備考項目条件
〇

断路器
ＶＣＴ 
避雷器
ＥＶＴ

 １池当たりのろ過流量設定値は「全ろ過流量／稼働池数」とす
る。ただし、池を個別に指定してろ過流量を設定した場合は、
指定した池とその設定流量を優先とするほか、池の稼働を休止
設定とした場合は、稼働池数から除くものとする。

 各池の損失水頭を表示して監視することにより、ろ過池ろ層の閉塞
状況を管理する。

 洗浄は、ポンプ及び各弁が一連の手順に従い連動制御する（ろ
過池洗浄シーケンス制御）。
 なお、連動制御対象は、流入弁、流出弁、排水扉、表洗弁、逆
洗弁、表洗ポンプ、逆洗ポンプとする。
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表－5.6.5.2 自家発電設備監視操作画面（参考）

本体
本体
本体
操作場所
買電／ 自家発
始動準備完了
始動中／ 停止中
電圧確立
電圧
電流
周波数
力率
電力
運転／ 停止(選択)
非常停止
自家発始動・停止自動／ 手動
遮断器投入・引外し自動／ 手動
ガイダンス（商用－買電切換）

表－5.6.5.3 ポンプ設備監視操作画面（参考）

配管図(吸込配管／ 吐出配管）

本体
吐出弁（赤色と緑色表示）
本体
補機本体及び配管等
操作場所
始動準備完了
始動中／ 停止中
軸受温度

巻線温度
電動機電流
電動機電力
吐出弁開度
圧力（吐出及び吸込）、流量
運転／ 停止(選択)
非常停止
手動／ 自動
表示復帰

圧力、流量、水位等

〇
〇
〇
〇

電動機回転数（原則は定格に対する%
表示）制御用設定入力

〇 〇

〇 〇

〇
〇
〇
〇

〇

グラフィック

表示 状態
〇
〇
〇

アナログ表示

ポンプ
電動機回転数及び定格に対する%表示
（原則は並記）

吐出弁
本管

〇

〇 〇

〇
〇
〇
〇
〇〇

速度
制御装置

〇

〇 〇

〇 〇
〇 〇
〇 〇
〇

操作スイッチ

シンボル 〇
及び

〇
〇
〇
〇

電動機 〇
〇
〇
〇

吐出弁
電動機

ポンプ周辺配管 ポンプ冷却水配管図
（冷却水通水／ 断水）

〇
その他 〇

備考
シンボル 自家発電 〇

及び 遮断器 〇
グラフィック 切換器 〇

表示

状態

〇
〇
〇
〇
〇

アナログ

〇
〇
〇

機器 備考

本体（運転状態赤色と停止状態緑色 表
示）

項目条件 単体
画面

全体
画面

ポンプ 〇 〇

スイッチ 操作

〇
〇
〇

〇
〇

条件 項目 画面
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　　　　　　第７節　　電動機

1. 形式 
(1)  原則として保護等級ＩＰ２２の三相誘導電動機とする。 
(2)  耐熱クラスは、次のとおりとする。 

1) 低圧用は、耐熱クラスＥ以上
2) 高圧用は、耐熱クラスＦ以上 

2. 電動機の構造は、次のとおりとする。
(1)

(2)  電動機各部のグリスアップは、原則として集中給油方式とする。 
(3)

(4)  騒音対策が必要な場合は、防音カバー等を設置する。 
(5)

(6)

(7)

(8)

3. 附属機器は、次のとおりとする。 
 点検整備に必要な特殊工具等

(1) 出力電圧クラス 特記仕様書による。
(2) 定格容量 特記仕様書による。
(3) 出力周波数 特記仕様書による。
(4) 電源  特記仕様書による。
(5) 入力許容変動率 電圧：±１０％以内、周波数： ±５％以内
(6) 電源側入力力率 ９５％以上 
(7) 制御方式 ＰＷＭ制御（Ｖ/Ｆ 一定制御） 
(8) 出力周波数精度 最大出力周波数の±０.５％以内
(9) 負荷トルク特性 ２乗トルク負荷

(10) 変換効率 ９７％以上 
(11) 入力変圧器の仕様は次のとおりとする。

1) 型式 屋内モールド型自冷式
2) 相数 １２相以上
3) 耐熱クラス Ｆ種以上
4) 取付部品の仕様は次のとおりとする。

ア． ダイヤル温度計（警報接点付）１個／台
イ． 防振ゴム １組／台
ウ． 車輪 １組／台
エ． 銘板 １式 

(12) 周囲温度 －５～＋５０℃
(13) 冷却方式 強制風冷式 

5.7.1　一般事項  取水、送水、配水などの重要なポンプに使用される電動機の仕様は次のと
おりとする。

 計装設備や冷却水配管等の電動機に附帯する設備は、電動機毎に分
割し事故発生時の波及防止、補修などが単独で行えるようにする。

 電動機の点検や補修作業に必要な点検架台、はしごなどを設置す
る。

 防音カバーを設置する場合は、電動機の点検、補修等に支障がない
構造とする。
 巻線形の場合は、カーボンブラシの粉じんが外部に出ない構造と
し、維持管理を考慮した点検口を設置する。
 省エネルギーを図るため、回転速度制御装置との組合せも考慮した
高効率の電動機とする。

5.7.2
インバータ

 駆動軸部には回転時の巻き込み防止のための保護カバー等を設置す
る。

 スイッチング素子６個を用いた三相出力インバータが用いられる。イン
バータ方式を使わないものに比べてモータの回転速度調整や出力トルクの調
整が容易になることによって効率を大幅に改善することができる。ＰＷＭ方
式による電圧・周波数可変制御が行われるため、マイクロプロセッサを利用
した演算部によりスイッチング素子を駆動するものが大部分である。
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(14) 本装置により制御を行う電動機の仕様は次のとおりとする。
1) 種別 三相交流誘導電動機
2) 型式 かご型 
3) 出力 特記仕様書による。 
4) 極数 特記仕様書による。 

(15) 附属品 インバータユニット（１相分）
(16)

(17)

 ただし、特記仕様書にて(1)を指定するほかは(2)の回路とする。
1)

2)

(18)

(19)

 回転数制御装置故障等に伴う非常時対応として、次の回路のいずれ
かを構築するものとする。

 主回路切替器（遮断器又は断路器）を用いてバイパス回路から
全電圧始動が出来る構造とする。
 装置盤内にて母線接続方法を変更して全電圧始動が出来る構造
とする。

 瞬時停電時(２秒以内) において、復電時自動再始動機能を有する
こと。
 本装置を収納する盤の構造については、「第5章 電気設備工事編
第2節 受変電・配電設備」を参照する。

 本設備は「高圧又は特別高圧で受電する需要家の高調波抑制対策ガ
イドライン」に適合していること。
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　　　　　　第８節　　太陽光発電設備

1. 太陽電池モジュール 
(1)

(2)

(3)

JIS C 8990「地上設置の結晶シリコン太陽電池（ＰＶ）
モジュール-設計適格性及び形式認証のための要求事項」

JIS C 8991「地上設置の薄膜太陽電池（ＰＶ）モジュール
 －設計適格性及び形式認証のための要求事項」

2. 架台
(1)

(2)  関係法規に基づき必要な強度を有する。
(3)  設置環境に見合う耐候性を有する。 
(4)

(5)

3. 接続箱 
(1)  配線用遮断器、避雷素子、逆流防止ダイオードなどを内蔵する。 
(2)

4. パワーコンディショナ 
(1) 出力電圧 特記仕様書による。
(2) 電力変換効率 特記仕様書による。
(3) 出力基本波力率 特記仕様書による。
(4) 系統連系方式 特記仕様書による。

5. 連系保護装置
(1)

(2)

6. データ収集装置 
 必要に応じ次の信号等の外部入出力のデータを収集し外部に出力・表
示する。

 保護継電器は「電力品質確保に係る系統連系技術要件ガイドライ
ン」による。

5.8.1　一般事項
 太陽光発電システムとは、太陽からの日射を受けると直流電力を発生し、
並列する商業電源の電圧、周波数、位相と同期した交流電力に変換し対象と
する負荷設備に電力を供給する。また余剰電力が生じた場合には、当該電力
を電力会社側電力系統に供給することができる設備も考慮する。

5.8.2
システム概要

 システム構成は、太陽電池モジュール、太陽電池用架台、接続箱、パワー
コンディショナ、連携保護装置、及びデータ収集装置等により構成される。

 モジュールを組み合わせるパワーコンディショナの発電条件を考慮
し、適正な配列選定を行う。
 JIS C 8918「結晶系太陽電池モジュール」によるほか、次のJIS規
格を参照する。

 モジュールはパワーコンディショナの定格入力電圧を基準に選定す
る。
 モジュールの選定については、高出力・高効率のものを選定する。

 設置場所（屋根、配水池、沈澱池覆蓋など）の条件、及び環境により
適切な設置角度、設置方法とする。

 防火基準、風致地区、その他の条例及び基準風速、積雪量などを確認
する。
 浄水処理設備に近接して設置する場合は浄水処理に悪影響を及ぼさな
いよう適切な材料を使用する。

 配線用遮断器トリップ等故障信号出力端子を設置し、外部に出力でき
るものとする。

 商用電源系統保護協調と整合をとり、系統異常による連系遮断を行
う。
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(1) インバータ出力電圧
(2) インバータ出力電流
(3) インバータ出力電力
(4) 太陽電池出力電圧
(5) 太陽電池出力電流
(6) 太陽電池出力電力
(7) パワーコンディショナ運転・故障表示
(8) 発電電力積算 

7. その他機器 
(1) 日射計 
(2) 気温計
(3) 表示装置 

 インバータは、以下のとおり全自動運転を行うことを基本とする。 

1.

2.

3.

4.

5.8.3　運転方式

 太陽電池の動作特性を監視し、設定値に達するとインバータを自動的
に起動する。
 太陽電池の出力を監視し、設定値以下になると自動的に運転を停止す
る。
 交流系統に事故が発生した場合やインバータ故障時は、速やかに商用
系統との連携接続を解列し確実に停止する。
 商用系統の事故の場合は、商用系統が復旧すれば確認時間後自動的に
再投入して運転を再開する。
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　　　　　　第９節　　小水力発電設備

1.

2.

　また、次の要件を満たすものでなければならない。 
(1)

(2) 　振動や騒音が少なく、円滑に運転できること。 
(3)

(4)

1. 日本産業規格(JIS)
2. 電気学会電気規格調査会標準規格(JEC)
3. 日本電気工業会標準規格(JEM)
4. 日本電線工業会規格(JCS)
5. 電気技術規定(JEAC)
6. 系統連携規定(JEAC9701)
7. 日本配電盤工業会規格(JSIA)
8. 発電用水力設備に関する技術基準
9. 電気設備技術基準
10. 公共建築工事標準仕様書
11. その他関係法令規則・規格等

1. 水車発電機
(1) 数量 特記仕様書による。
(2) 使用条件 特記仕様書による。
(3) 発電機型式 特記仕様書による。
(4) 発電機出力 特記仕様書による。
(5) 水車回転速度 特記仕様書による。
(6) 水車型式 特記仕様書による。
(7) 接続規格 特記仕様書による。
(8) 材質 特記仕様書による。
(9) 軸受潤滑方式 水道管路に設置するため水質に影響を与えないこと。

(10) 塗装仕様 特記仕様書による。
(11) 外形寸法 特記仕様書による。
(12) 騒音 敷地境界で規制値以下とする。 
(13) 附属品  特記仕様書による。

2. 電動弁

3. 高圧閉鎖配電盤 

4. 高圧交流気注中負荷開閉器(PAS)

5. 圧閉鎖配電盤

5.9.1　一般事項 　この節では、配水池等の入水残圧を有効活用するために設置する小水
力発電設備について規定する。
　発電機の構造及び性能は、特記仕様書に示す設計条件、仕様に対して
十分な機能を有し、耐久性、安全性、操作性及び保守管理を考慮したも
のとする。

　設計図書で示した条件の使用範囲で、需要水量変動に対し、円滑
にかつ効率よく追従が可能である。

　高頻度、長時間の連続運転に耐えるもので、耐摩耗性及び耐食性
に優れていること。

「第5章 電気設備工事 5.2.3 高圧配電盤」を参照する。詳細は特記仕
様書による。

「第5章 電気設備工事 5.2.4 低圧配電盤」を参照する。詳細は特記仕
様書による。

　水車発電機故障時はバイパス管路を運転し、水道施設の運転に影
響を与えないこと。また、水撃現象（ウォーターハンマ）対策等に
ついても考慮すること。

5.9.3　機器仕様

5.9.2　適用規格

「第4章 機械設備工事 4.12.5 弁類」を参照する。詳細は特記仕様書に
よる。

「第5章 電気設備工事 5.2.3 高圧配電盤」を参照する。詳細は特記仕
様書による。
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6. 発電機監視制御盤 
(1) 制御対象 特記仕様書による。
(2) 始動方式 特記仕様書による。
(3) 保護方式 特記仕様書による。
(4) 系統連系 特記仕様書による。
(5) 発電機の停止条件 特記仕様書による。
(6) 発電機停止持のバイパス管路運転 特記仕様書による。
(7) 制御モード 特記仕様書による。
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　　　　　　第１０節　　配線

1.

2.

3.  多心ケーブルを使用する場合は、１心ごとに判別できるものを使用する。

表－5.10.1 電線・ケーブル類の使用目的による分類（参考）

耐燃性ポリエチレンシース耐熱ケーブル

(注1)

(注2)  製造者名又は商標、製造年、耐火・耐熱ケーブルである旨を表示する。
(注3)  EM-FPは露出配線、ＥＭ-ＦＰＣは露出配線及び電線管 
(注4)  制御用、通信用及び計装用ケーブルは遮へい付きとする。 

　電線・ケーブル類を布設する場合は、次のとおりとする。

1. 布設方法は、原則として表－5.10.2.1 による。 

屋内用絶縁電線
（接地用は緑）

架橋ポリエチレン絶縁耐燃性ポリエチレン シー
スケーブル（ＣＥ/Ｆ）

トリプレックス形架橋ポリエチレン絶縁耐燃性
ポリエチレンシースケーブル（ＣＥＴ/Ｆ）

ポリエチレン絶縁耐燃性ポリエチレンシース
ケーブル平形（ＥＥＦ/Ｆ）

JIS C 3605

JIS C 3605

ＥＭ-ＥＥＦ

低圧電力用
ケーブル

ＥＭ-ＣＥＴ
ＥＭ-ＣＥ

制御用ポリエチレン絶縁耐燃性ポリエチレン
シースケーブル（ＣＥＥ/Ｆ）

JIS C 3401

 防災施設、特殊環境などに使用する電線・ケーブル類は、関係法令、環境条件に適
合する電線・ケーブル類を使用する。

市内対ポリエチレン絶縁耐燃性ポリエチレン
シースケーブル（ＣＰＥＥ/Ｆ）

JCS 5420

消防庁告示

消防庁告示

5.10.2
電線・ケーブル類
の布設

遮へい付制御用ポリエチレン絶縁耐燃性ポリエ
チレンシースケーブル（ＣＥＥ-Ｓ/Ｆ）

JCS 4258ＥＭ-ＣＥＥ-Ｓ
制御用ケーブル

用途 通称/呼称

ＥＭ-ＩＥ JIS C 3612 耐燃性ポリエチレン絶縁電線（ＩＥ/Ｆ）

規格（記号）

架橋ポリエチレン絶縁耐燃性ポリエチレン シー
スケーブル（ＣＥ/Ｆ）

JIS C 3606
高圧電力用
ケーブル

ＥＭ-ＣＥ
ＥＭ-ＣＥＴ

ＥＭ-ＨＰ
ＥＭ-ＦＰＣ

耐燃性ポリエチレンシース耐火ケーブル

ＥＭ-ＡＥ
耐燃性ポリエチレンシース警報用ポリエチレン
絶縁ケーブル

JCS 4396

消防用ケーブル

トリプレックス形架橋ポリエチレン絶縁耐燃性
ポリエチレンシースケーブル（ＣＥＴ/Ｆ）

ＥＭ-ＦＰ

5.10.1
電線・ケーブル類

　電線・ケーブル類とは、ケーブル、電線及び光ファイバーケーブル並びに
端末処理材、接続材料等配線工事に必要な材料をいう。

 電線・ケーブル類は、原則として環境対策型（ＥＭ電線・ケーブル）
を選定し、ＪＩＳ、ＪＣＳ規格に適合する製品を使用する。
 電線・ケーブル類の太さの選定に当たっては、原則として制御配線及

び計装配線は、１.２５㎜
2
 以上、低圧動力配線については、２.０㎜

2

以上のものを使用する。

ＥＭ-ＣＰＥＥ

計装用ポリエチレン絶縁耐燃性ポリエチレン
シースケーブル

ＥＭ-ＫＰＥＥ

通信・計装・
信号用ケーブル

耐燃性ポリエチレンシース高周波同軸ケーブル
(５Ｃ-２Ｅ/Ｆ、他）

JCS 5422
高周波同軸
ケーブル

ＥＭ-ＣＥＥ
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表－5.10.2.1 施設場所と配線方法

2.

3.

(1) 分岐部分・屈曲部分 
(2) 既に布設されているケーブル標示近傍 
(3) その他の監督員が指示する必要な箇所 

4.

5.

6.

7.

8.

9.

10.

11.  ケーブル布設に当たっては、その屈曲半径は表－5.10.2.2 による。 

表－5.10.2.2 ケーブルの屈曲半径

注 Ｄはケーブルの仕上がり外径

12.

13. 盤内ケーブル処理について 
(1)  ケーブルの立ち上がり部は結束ひもで盤内支持物に固定する。 
(2)

(3)  各心線には線番号を表示する。 

　光ファイバーケーブル布設に当たって、その屈曲半径は、仕上がり外
径の２０倍以上とする。また、固定時の屈曲半径は、仕上がり外径の１
０倍以上とする。

 動力用ケーブルには、相識別のためのテープ、札などを取り付け
る。

区分

トリプレックス形等

備考
低圧動力
ケーブル ケーブル

制御･通信高圧動力
ケーブル

単心
多心

８Ｄ以上 ８Ｄ以上 ―

６Ｄ以上
６Ｄ以上

８Ｄ以上
６Ｄ以上

１０Ｄ以上
８Ｄ以上

 電線・ケ－ブル類及び接地幹線用電線の両端及び主要箇所には、種
別、行先（自・至）、用途、布設年度などを記入した標示を取り付け
る。取付け場所は、ピット、ラック、ダクト、プルボックス、マンホー
ルなどの次の箇所とする。

 電線・ケ－ブル類は、原則として布設区間の途中で接続してはならな
い。

 主要な盤相互間及び関連する主要機器（制御盤、操作盤などが附属す
るもの）との間に布設する制御ケーブルは、原則として予備線を確保す
る。

 高圧ケ－ブル及び低圧動力ケーブル６０㎜2 以上のケ－ブル類の端末
には、ＪＩＳ規格及び社団法人日本電力ケーブル接続技術協会ＪＣＡＡ
規格に適合した端末処理材を使用する。その他の端末には、絶縁キャッ
プ付端子又はコネクタ等を使用する。
 なお、ケーブル導体、絶縁物及び遮へい銅テープを傷つけないように
行う。
 機械的強度を要する場所に施工する電線及びケーブル類には、保護の
ため電路材を用いて布設する。
 床、壁などの貫通部で防火区画箇所や浸水のおそれのある箇所には、
延焼防止、浸水対策などの処理をする。
 建築物の接続部分、ケーブルを屋外に引き出す部分にはケーブル余長
を持たせる。
 ケ－ブル類を埋設するときは、埋設標示シ－ト、埋設標示柱等を設け
る。

 電線・ケ－ブル類は、原則として高圧動力用、低圧動力用、制御・計
装用に分離・整線して布設する。また、ピット、ラック、ダクトに配線
する場合は、必要に応じて隔離板を設ける。

施設場所
ピット築造部分

管　廊　部

配 線 方 法
ピット配線

ラック、電線管配線

単心より
合わせ

ラック、ダクト、ピット、電線管配線

波付硬質合成樹脂管、ヒューム管、ＰＥ管配線

コンクリート類
の築造部分 
地中埋設部分
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(4)  盤内のケーブル配線用の穴は、適切な大きさとする。 

(5)  端子台の大きさは、ケーブルの太さに適合したものを使用する。 
(6)

14.  機器へのケーブル接続は、原則として立ち上がり接続とする。 
15.

16.

17.  金属ダクトに配線する場合は、次のことに注意して行う。 
(1)

(2)

18.  ケ－ブルをラック上に配線する場合、次のように行う。 
(1)

(2)

19. 地中電線路にケーブルを布設する場合は、次の各項により行う。 
(1)

(2)

(3)

(4)  ケーブルは、管路内に接続部があってはならない。 

1. 電線管
(1) 金属管及び附属品

　金属管及び附属品は、ＪＩＳマーク表示品を使用する。

表－5.10.3.1 金属管及び附属品

JIS C 8305「鋼製電線管」
JIS C 8330「金属製電線管用の附属品」
JIS C 8340「電線管用金属製ボックス及び
ボックスカバー」

（注）

2. 金属製可とう電線管及び附属品

呼 称

金属管の附属品

備考規格
金属管

 厚鋼電線管を使用する場合は、溶融亜鉛めっきのめっき付着量

300g/m2以上とする。

 金属製可とう電線管及び附属品は、第２種金属製可とう電線管とし、
管及び附属品は、JISマーク表示品を使用する。

5.10.3　電路材  電路材とは、電線・ケーブル類の布設に必要な電線管、ダクト、ラックそ
の他の材料をいう。
　電路材は、布設場所に適応したものを選定し、構造は、保守が容易なもの
とする。

 また、通線後、余分な開口部は合成樹脂板等で閉鎖し、隙間は充填
剤で埋めるものとする。

 端子台への接続は、圧着端子（丸端子）とし、端子台１端子に取付
けできる圧着端子の個数は２個までとする。

 耐火ケーブル相互及び耐熱ケーブル相互の接続部は、使用するケーブ
ルと同等以上の絶縁性能、耐火性能及び耐熱性能を有するものとする。

 電線・ケーブル類の接続部分の絶縁処理を絶縁テープで行う場合は使
用環境を考慮し、機械的強度や絶縁耐力、密着性、粘着力に優れたもの
を使用する。

 金属ダクト内の電線を外部に引き出す部分は、金属ダクトの貫通部
分で電線が損傷するおそれがないように施設する。また、電線の分
岐点に張力が加わらないように施設する。
 金属ダクト内の配線を垂直で布設する場合は、がいし、乾燥した木
材等により電線の移動を防ぎ電線の自重量を支持する。

 ケーブル相互のもつれや交差を少なくするように、整然と配列し、
原則として水平部では3m 以下、垂直部では１.５m 以下の間隔で小
げたに結束（固定）する。
 ケーブルラックの垂直部に多数のケーブルを結束（固定）する場合
は、同一子げたに荷重が集中しないように分散する。

 管内にケーブルを布設する場合は、引入れに先立ち管内を十分清掃
し、ケーブルを損傷しないように管端口を保護した後、丁寧に引き
入れる。
 また、ケーブルの通線を行わない場合は、通線用のワイヤーを通線
し、管端口には防水栓等を差し込むものとする。
 ケーブルの引込口及び引出口から、水が屋内に浸入しないように十
分留意して防水処理を行う。
 ケーブルは、要所、引込口、引出口近くのマンホール及びハンド
ホール内で余裕をもたせる。
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表－5.10.3.2 金属管及び附属品

3. 硬質ビニル電線管及び附属品
 硬質ビニル電線管及び附属品は、ＪＩＳマーク表示品を使用する。

表－5.10.3.3 硬質ビニル電線管及び附属品

JIS C 8435「合成樹脂製ボックス及び
ボックスカバー」

4. ダクト 
(1)  ダクトは、原則としてアルミ製又は鋼製とする。 
(2)

(3)

(4)

(5)  ダクトのケーブル点検窓は、開閉が容易な構造とする。 
(6)  内面は、電線被覆を損傷するような突起がないようにする。 
(7)

5. ラック 
(1)  ラックは、原則としてアルミ製とする。 
(2)

(3)

1. 金属製電線管の布設 

(1)

(2)

(3)

(4)

(5)

 アルミ製ラックは、アルミ合金を使用し、アルマイト処理を施した
ものとする。

5.10.4
電路材の布設  金属製電線管を布設する場合は、JEAC8001「内線規程」（3110節「金

属管配線」）によるほか、次の各項による。
 金属製電線管及びその附属品は、塗装又は溶融亜鉛めっきを施す。
塗装を行う場合には、原則として合成調合ペイント２回とする。

 金属製電線管工事は、原則ねじなし電線管で行う。ただし、重量物
の通過する通路及び屋外においては、厚鋼電線管の配管で行う。な
お、厚鋼電線管は、溶融亜鉛めっきを施したものを採用する。

 金属製電線管の固定金物は、電線管の材質によって適切なものを使
用する。
 金属製電線管を施設する場合は堅固に支持し、電線管の支持間隔は
２m 以下とする。 また、管とボックス等との接続点及び管端に近い
箇所を固定する。
 金属電線管の屈曲箇所が３箇所を超える直角（又はこれに近い屈曲
箇所）がある場合やこう長が３０m を超える場合は、通線作業時の
電線・ケーブル被覆保護のためプルボックス等を設ける。

硬質ビニル
電線管

JIS C 8430「硬質塩化ビニル電線管」

硬質塩化ビニル
電線管用附属品

JIS C 8432「硬質塩化ビニル電線管用附属
品」

 アルミ製ダクトは、厚さ２.０㎜以上のアルミ合金製とし、アルマ
イト処理を施したものとする。
 鋼製ダクトは、厚さ２.３㎜以上の鋼板製とし、防錆処理の後塗装
を施したものとする。
 ダクトの内面及び外面は、さび止めのためめっき又は塗装を施す。

 ダクトの支持材は、アルミ製、鋼製（溶融亜鉛めっき）及びＳＵＳ
製とする。

呼 称 規格 備考

金属製可とう
電線管

の附属品

金属製可とう
電線管

JIS C 8309「金属製可とう電線管」

JIS C 8350「金属製可とう電線管用
附属品」

呼 称 規格

 アルミ製ラックの支持材は、アルミ製、鋼製（溶融亜鉛めっき）及
びＳＵＳ製とする。

備考
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(6)  床から立ち上げる電線管には、モルタル等で根巻きを行う。 
(7)

(8)

(9)

(10)

(11)

2. 金属製電線管の接続 
(1)  金属製電線管相互の接続は、堅ろうに、かつ電気的に接続する。 
(2)

3. 金属製可とう電線管の布設 

(1)

(2)

4. 金属製可とう電線管の接続 
(1)

(2)

(3)

(4)

5. ダクトの布設

(1)

(2)

(3)

(4)

(5)  防火区画部の貫通部にはアルミダクトを貫通させない。 
(6)

 露出配管は、電線管内に布設したケーブルの種類が分かるように主
要箇所に表示する。

 ダクト、ラック等の配線が、防火区画を貫通する箇所は、建築基準
関係法令に規定された材料、施工方法により開口部を遮へいする。

 金属製可とう電線管とボックス等との接続は、コネクタを使用し取
り付ける。
 ボックス等に接続しない管端には、電線の被覆を損傷しないように
絶縁ブッシング、キャップなどを取り付ける。

 ダクト内の配線をする場合は、JEAC8001「内線規程」（3145節「金属
ダクト配線」）によるほか、次による。

 ダクトの支持方式は、原則として天井支持方式及び壁面支持方式と
する。ダクトを支持する金物は、スラブ等の構造体に、吊りボル
ト、ボルト等で堅固に取り付けるものとし、あらかじめ取付用イン
サ ート等を埋込む。ただし、やむを得ない場合は、十分な強度を有
するコンクリートアンカー等を用いる。
 金属ダクトの支持間隔は、原則として水平部で３m 以下、垂直部で
６m 以下ごととし、堅固に支持する。
 ダクトを支持する吊りボルトは、ダクト幅が６００㎜ 以下のもの
は呼び径９㎜ 以上、６００㎜ を超えるものは、呼び径１２㎜ 以上
とする。
 長尺の吊りボルトで支持する場合、曲がり部及び分岐部に移行する
箇所に余分な力がかからないように留意し、必要に応じて振れ止め
措置を講じる。

 金属製可とう電線管とボックス、その他の附属品とは、堅ろうに機
械的、電気的に接続する。
 金属製可とう電線管相互の接続は、カップリングにより接続する。

 地中からの立上りやコンクリート基礎からの立上り部分は腐食防止
用テープを貼る、またはコンクリート基礎に水勾配をとり腐食を防
ぐ措置を講じること。
 電線管固定金物の保護キャップについては設置高さが２ｍ以下とな
る全ての場所に取り付けること。

 管と配電盤、分電盤、ボックスなどの間は、堅ろうに、かつ、電気
的に接続し、電気的に接続されていない場合はボンディングを施
す。

 金属製可とう電線管を布設する場合は、JEAC8001「内線規程」（3120
節「金属製可とう電線管配線」）によるほか、次の各項による。

 金属製可とう管をサドル、ハンガなどで支持する場合は、その取付
間隔は１m 以下とする。
   また、管相互、管とボックス等の接続点及び管端から０.３m 以
下の箇所で管を固定する。
 金属製可とう電線管を使用する場合において、湿気の多い場所又は
水気の多い場所に施設する場合は防湿措置を施すものとする。

 長さ１ｍ以上の通線を行わない管路（ただし、波付硬質合成樹脂管
は除く。）には、導入線（樹脂被覆鉄線等）を挿入する。
 管の埋め込み又は貫通は監督員の承諾を得た後、建造物の構造及び
強度に支障のないように行うこと。
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6. ダクトの接続 
(1)

(2)  ダクト相互の接続は、原則としてカップリング方式とする。 
(3)

(4)

(5)

7. ラックの布設
 ラックを布設する場合、次の各項により行う。 
(1)

(2)

(3)

(4)

(5)  直線部分の長いラックには、伸縮継ぎ金具を使用する。 

(6)  防火区画部の貫通部には、アルミラックを貫通させない。 
(7)

8. ラックの接続 
(1)

(2)

(3)

9. ラック上の配線
 ケーブルをラック上に配線する場合は、次のように行う。 
(1)

(2)

 布設されたケーブルは、ケーブルの種類、条数及び布設場所を勘案
して、ケーブルラックの子げたに緊縛する。
 なお、ケーブルラックの垂直部に多数のケーブルを緊縛する場合
は、同一子げたに集中させずに分散して緊縛し、間隔は１.５ｍ 以
上とする。
 原則として、高圧及び低圧ケーブルを同一ラックに布設してはなら
ない。ただし、やむを得ず同一ラック上に布設する場合は、１５cm
以上離隔する。

 はしご形ケーブルラックの親げたと子げたの接合は、溶接、かしめ
又はねじ止めとし、堅固に、かつ、電気的に接続して固定する。

 トレー形ケーブルラックは、親げたと底板が一体成形又は溶接、か
しめ若しくはねじ止めにより堅固に、電気的に接続したものとす
る。

 なお、ブラケットで支持する場合は、ブラケット上で自由にスライ
ドできるように取り付ける。

 ラックを支持する吊りボルトは、ダクト幅が６００㎜ 以下のもの
は、呼び径９㎜ 以上、６００㎜を超えるものは、呼び径１２㎜ 以
上とする。

 ラック相互は、堅固に、機械的かつ電気的に接続し、電気的に接続
されていない場合はボンディングを施す。

 ダクト相互及びダクトと配電盤、プルボックス等の間は、隙間をな
くし堅固に接続する。

 プルボックス、配電盤等との接続は、原則として外フランジ方式と
する。
 ダクトとケーブルラックを接続する場合は、開口部は最小限に抑
え、切り口でケーブルに損傷を与えないように切り口を折り曲げ加
工するか、ゴム又はプラスチック製のブッシング等で保護する。

 ダクト相互は、堅ろうに、かつ、電気的に接続し、電気的に接続さ
れていない場合は、ボンディングを施す。

 ケーブルラックを支持する金物は、スラブ等の構造体に、吊りボル
ト、ボルト等で堅固に取り付けるものとし、あらかじめ取付用イン
サート等を埋込む。ただし、やむを得ない場合は、十分な強度を有
するコンクリートアンカー等を用いる。
 ラックを取り付ける場合の支持間隔は、原則として水平部で１.５
m、垂直部で３m 以下とし屈曲部の支持は特に強固に行う。ただし、
直線部と直線部以外との接続点では、接続点に近い箇所で支持す
る。
 各ラックには回路の種別が分かるように表示板、テープ等を取り付
ける。
 ラックを複数段取り付ける場合は、原則としてラックの間隔を２５
０㎜ 以上とする。
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10. プルボックス 
(1)

(2)

(3)

(4)  蓋の止めネジは、ステンレス製とする。 
(5)

1) 鋼板は加工後、脱脂、りん酸塩処理を行う。 
2) 表面処理鋼板を使用する場合は、脱脂を行う。 

(6) 鋼製又はステンレス製ボックスは、下記による。 
1)

2)

3)  プルボックス内部に接地端子座による接地端子を設ける。 

1. 管路等の布設
 管路等を布設する場合は、次の各項により行う。
(1)  管は、不要な曲げ、蛇行等がないように布設する。 
(2)  管相互の接続は、管内に水が浸入しないように接続する。
(3)

(4)

(5)

2. 管路式による埋設深さ 

(1)

(2)  その他の場所の場合は、０.４m 以上の土被りとする。 

5.10.5
地中電線路

 管とハンドホール、マンホールの接続は、ハンドホール、マンホー
ル内部に水が浸入しないよう耐久性のあるシーリング材等を充填す
る。
 硬質ビニル管、波付硬質合成樹脂管の布設は、良質土又は砂を均一
に敷きならし、布設した管の上部を同質の土又は砂を用いて締固め
る。なお、マンホール及びハンドホールとの接続部にはベルマウス
等を設ける。

 地中引込線を除く地中電線路で、鋼管、合成樹脂管等で、呼径２００
㎜ 以下を使用した管路式の埋設深さは次のとおりとする。

 車両等の重量物の圧力を受けるおそれのある場所の場合は、０.６m
以上の土被りとする。

 屋内に取り付けるプルボックスは、設計図書に指定のない場合は合
成樹脂製又はステンレス製とし、本体と蓋の間には吸湿性が少な
く、かつ劣化しにくいパッキンを設けた防水形とする。ただし、設
計図書で指定する場合はこの限りではない。
 屋外に設けるプルボックスは、設計図書に指定のない場合はステン
レス製とし、本体と蓋の間には吸湿性が少なく、かつ劣化しにくい
パッキンを設けた防水形とする。また、屋外の腐食進行の著しい場
所（屋外引込用は除く）は、合成樹脂製で防水形とする。
 プルボックスの下面に、水抜き穴を設ける。ただし生物の侵入の恐
れがある場所に設置する場合は監督員との打ち合わせによる。

 鋼製プルボックスは、鋼板の前処理として、下記のいずれかによ
る。

 鋼製プルボックスの板厚は１.６㎜ 以上とし、ステンレス製プ
ルボックスの板厚は１.２㎜ 以上とする。
 長辺が６００㎜ を超えるものには、一組以上の電線支持物の
受け金物を設ける。

 掘削及び埋戻しをする場合、JIS C 3653「電力用ケーブルの地中埋設の施
工方法」及びJEAC8001「内線規程」（2400節「地中電線路」）によるほか、
次の各項により行う。

 管と建物との接続部は、屋内に水が浸入しないように耐久性のある
シーリング材等を充填する。
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3. ケーブルの布設 
 ケーブルを布設する場合は、次の各項により行う。
(1)

(2)

(3)

(4)  ケーブルは、管路内に接続部があってはならない。

4. マンホール、ハンドホールの規格 
(1)

(2)

(3)

(4)

(5)

5. 埋設標示 

(1)

(2)

(3)

6. 掘削及び埋戻し 
(1)  掘削した底盤は、十分に突き固めて平滑にする。 
(2)

(3)

(4)

(5)  埋め戻しの後処理として、掘削前の地表面の状態に回復する。 

 管等の管頂と地表面(舗装のある場合は、舗装下面) のほぼ中間
に、連続して埋設標識シートを布設する。
 なお、埋設標識シートの地色は、橙色とし、耐食性、耐水性に優れ
た材料を使用する。
 機械掘削作業時に破断しにくいようにするため、布設長さの２倍長
以上のシートを重ね合わせて折り込むとともに、幅３００㎜ 以上は
適度に水抜き穴を設けたものとする。
 地中電線路の必要箇所には、名称、埋設深さ、方向等を表示したコ
ンクリート製の埋設標示柱等を、線路の屈曲箇所、道路横断箇所及
び直線部分（３０m 程度ごと）に設置する。

 埋戻しのための土砂は、管路材などに損傷を与えるような小石、砕
石などを含まず、かつ管周辺部の埋戻し土砂は、管路材などに腐食
を生じさせないものを使用する。
 管周辺部の埋戻し土砂は、すき間がないように十分に突き固める。

 複数の管路を接近させ、かつ、並行して施設する場合は、管相互間
（特に管底側部）の埋戻し土砂はすき間のないように十分に突き固
める。

 深さ１.４ｍ を超えるマンホールを施設したときには、原則として
合成樹脂被覆を施した鉄製の昇降用タラップを設ける。

  高圧及び特別高圧のケーブルの地中電線路及びその他の地中電線路に
埋設標示を行う場合は、次の各項により行う。

 管内にケーブルを布設する場合は、引入れに先立ち管内を十分清掃
し、ケーブルを損傷しないように管端口を保護した後、丁寧に引き
入れる。
 また、ケーブルの通線を行わない場合は、通線用のワイヤーを通線
し、管端口には防水栓等を差し込むものとする。
 ケーブルの引込口及び引出口から、水が屋内に侵入しないように十
分留意して防水処理を行う。
 ケーブルは、要所、引込口及び引出口近くのマンホール及びハンド
ホール内で余裕をもたせる。

 マンホール、ハンドホールの位置及び形状は、設計図書によるもの
とし、承諾図書を提出し監督員の承諾を得る。
 マンホール、ハンドホールは、原則として組立式とし、国土交通省
営繕部指定の規格により製作されたもの又は同等品とする。
 マンホール、ハンドホールに使用する蓋は、原則として国土交通省
大臣官房官営繕部監修の「公共建築設備工事標準図（電気設備工事
編）」（以下「国土交通省標準図」という。）による。
　なお、原則として用途（電気等）を記したマーク等を入れる。
　現場打ちのマンホール、ハンドホールを築造する場合は、設計図
書による。ただし、記載のない場合については、「国土交通省標準
図」による。
 ケーブルを支える支持金物は、鋼製（亜鉛溶融メッキ仕上げ）又は
ステンレス製でケーブル保護材付きとし、マンホールの壁又は床面
に堅固に取り付ける。

-163-



　　　　　　第１１節　　接地工事

1. 接地極は、次のとおりとする。
(1)

(2)

(3)

(4)  接地棒は、２連結打込みを標準とする。 
2.

3.  接地端子箱は次のとおりとする。
(1)

(2)

4.

5.  接地極の埋設に当たっては、監督員の確認を受ける。 
6.  接地端子箱内部の接地端子には、接地種別及び用途を表示する。 
7.

8.

9.

10.

11.

12.

 接地抵抗、接地種別、接地極の埋設位置、埋設深さ及び埋設年度を
明示する埋設標示等を接地極埋設位置近くに設ける。

 埋設又は打込み接地極の布設場所は、水気のあるところで、かつ、
ガス、酸などのため腐食するおそれがない場所を選び、地中に埋設す
るか、又は打ち込こむ。
 接地極と接地線の接続は、テルミット溶接、銀ろう、真ちゅう、銅
溶接のいずれかによるものとし、確実な方法によって行う。
 Ｂ種接地工事の接地線は、容易かつ安全に漏れ電流が測定できるよ
うに布設する。
 高調波を発生させるおそれのある機器の接地は、他の接地系と区別
し単独接地とする。
 なお、対象機器は、ＶＶＶＦ装置、太陽光発電の電力変換装置等で
ある。
 接地線の地下７５cm から地表２m までの部分は、電気用品安全法の
適用を受ける合成樹脂管（厚さで２mm 未満の合成樹脂管及びＣＤ管
を除く。）又はこれと同等以上の絶縁効力及び強さのあるもので覆う
ものとする。
 漏電遮断器で保護されている電路と保護されていない電路に施設す
る機器などの接地線及び接地極は共用しない。ただし、２Ω以下の低
抵抗の接地極を使用する場合は、この限りでない。

 接地端子箱に使用する鋼板は厚さ２.３mm のもので、必要な強
度を有し、配線の接続に支障のない大きさとする。

5.11.1　接地工事  電気設備に接地を施す場合は、電流が安全かつ確実に大地に通ずること
ができるものとし、工事は接地板又は接地棒、接地端子箱、接地線、埋
設標識シート等一切を含み、次の各項により行う。

 接地銅板は、JIS H3100「銅及び銅合金の板及び条」に適合する
１.５㎜×９００㎜×９００㎜の銅板とする。
 接地棒は、単独又は連続打込み接地棒（リード端子付き）で
あって銅又は銅覆鋼製とする。

 接地端子箱は、端子の切替え（予備極を使用）により機器を運
転中でも接地抵抗の測定が可能なものとする。なお、内部端子
は、接地極側、機器側が分離できるものとする。

 接地線は緑色のＥＭ-ＩＥ電線を使用し、その太さは設計図書によ
る。

 また、測定用補助極端子、予備極端子、短絡片端子を附属し、

端子サイズは１００mm
2
用とする。

 Ａ種接地工事、Ｂ種接地工事、Ｃ種接地工事及びＤ種接地工事
の接地極は、「国土交通省標準図」に定める接地銅板及び接地棒
とする。
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表－5.11.1 施設場所に応じた接地工事の種類一覧（１／３）

電技＊１

条 項

26 2 特別高圧電路と高圧電路とを結合する変圧器の高圧側に設ける放電装置

27 2 特別高圧高圧計器用変成器の2 次側電路

人が触るおそれのないように木柱、その他これに類するものの上に施設する場合 

鉄台又は外箱の周囲に適当な絶縁台を設ける場合 

外箱のない計器用変成器がゴム、合成樹脂その他の絶縁物で被覆されている場合 

31 1 特別高圧機械器具を収容した金属製の箱

42 高圧又特別高圧の電路に施設した避雷器、放出保護筒など

人が触るおそれのないように木柱、その他これに類するものの上に施設する場合 

鉄台又は外箱の周囲に適当な絶縁台を設ける場合 

外箱のない計器用変成器がゴム、合成樹脂その他の絶縁物で被覆されている場合 

3 低圧屋側電線路で、強電流電線と弱電流電線との隔壁を設けたボックス、ダクト

178 3 300[V] を超える低圧電路で人が触れるおそれのある配線の金属管及び附属品

181 1 300[V] を超える低圧電路で人が触れるおそれのある配線の金属ダクト及び附属品

182 1 300[V] を超える低圧電路で人が触れるおそれのある配線のバスダクト及び附属品

＊１ 「電技」とは「電気設備の技術基準の解釈」である。

25

高圧又は特別高圧用機械器具の鉄台、金属製外箱、鉄心（外箱のない変圧器又は変
成器の場合） など。ただし、次の場合は省略することができる。

1

2

29

高圧屋側電線路のケーブルを収める金属の保護管、防護装置、接続箱、ケーブルの
外被など（人の触れるおそれのある場合）。

92 2

特別高圧（100[kV] 以下） 屋側電線のケーブルを収める金属の保護管、防護装置、
接続箱、ケーブルの外被など（人の触れるおそれのある場合）。

93

特別高圧（100[kV] 以下） 引込線の屋側部分のケーブルを収める金属の保護管、防
護装置、接続箱、ケーブルの外被など（人の触れるおそれのある場合）。

100 5

各種トンネル内の高圧、特別高圧ケーブルの金属製の保護管、接続箱、外被（シー
ルドを含む。）（人の触れるおそれのある場合）

Ａ種
設置
工事

種類 内容

屋内高圧配線用ケーブルの金属製の保護管、接続箱、外被（シールドを含む。）
（人の触れるおそれのある場合）

202 1

屋内特別高圧配線用ケーブルの金属製の保護管、接続箱、外被（シールドを含
む。） （人の触れるおそれのある場合）

205 1

屋内電線路の高圧、特別高圧ケーブルの金属製の保護管、接続箱、外被（シールド
を含む。）（人の触れるおそれのある場合）

151

屋内に施設するバスダクト工事による低圧用の接触電線に電気を供給する絶縁変圧
器の混触防止板

199 5

141

300[V] を超える低圧電路で人が触れるおそれのある配線ケーブルの金属製の防護
管、接続箱、外被

187 1

Ｃ種
設置
工事

Ｂ種
設置
工事

300[V] を超える低圧電路で人が触れるおそれのある配線に合成樹脂管の金属製の附
属品及び粉じん防爆形フレクシブルフィッチング

3177

300[V] を超える低圧電路で人が触れるおそれのある配線の可とう電線管及び附属品180 3

300[V] を超える低圧用機械器具の鉄台、金属製外箱、鉄心（外箱のない変圧器又は
変成器の場合） など。ただし、次の場合は省略することができる。

29 1

低圧屋側電線路で、300[V] を超える低圧の場合の合成樹脂管の金属製附属品、金属
管及び附属品、バスダクト及び附属品、ケーブル用の金属製の保護管、接続箱、外
被など。91

2

高圧電路又は特別高圧電路と低圧電路とを結合する変圧器の低圧側の中性点（低圧
電路の使用電圧が300[V] 以下は1 端でもよい。特別高圧の場合は、接地抵抗値
10[Ω] 以下とする。）

24

高圧又は特別高圧と低圧電路とを結合する変圧器であって、その高圧巻線又は特別
高圧巻線と低圧巻線との間の混触防止用金属板（特別高圧の場合は10[Ω] 以下とす
る。）
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表－5.11.1 施設場所に応じた接地工事の種類一覧（２／３）

電技＊１

条 項

27 高圧計器用変成器の2 次側電路

人が触るおそれのないように木柱、その他これに類するものの上に施設する場合

鉄台又は外箱の周囲に適当な絶縁台を設ける場合 

外箱のない計器用変成器がゴム、合成樹脂その他の絶縁物で被覆された場合 

65 1 高圧架空ケーブルのちょう架線及び同ケーブルの金属外被（シールドを含む。）

2

3

3

179 13 金属線ぴ及び同附属品

183 3 フロアダクト及び同附属品

184 3 セルラダクト及び同附属品

185 1 ライティングダクト及び同附属品

＊１ 「電技」とは「電気設備の技術基準の解釈」である。

124
35[kV] を超え170[kV] 未満の特別高圧電線が、建造物と第２次接近状態にある建造
物の金属製上部造営材

127

種類 内容

100 5
100[kV] 以下の特別高圧引込みの屋側部分（人の触れるおそれのない場合） のケー
ブルの金属製の保護管、接続箱、外被（シールドを含む。）

109 特別高圧がいし取付用腕金、ピンがいし及びラインポストがいしの取付金具

特別高圧電線の下部で交さする低、高圧又は弱電線の上方に設置する金属製防護装
置

137
地中線用の金属製の管、暗きょ、保護装置、接続箱、外被（シールドを含む。）
（防食部分を除く。

142
人の通るトンネル内高圧又は特別高圧ケーブル（人の触れるおそれのない場合） 用
金属製の防護管、保護物、接続箱、外被（シールドを含む。）

35[kV] 以下の特別高圧線の上方で交さする低高圧又は弱電線の下方に設置する金属
製防護装置

3

7

177
合成樹脂管の金属製附属品（300[V] を超える低圧で人が触れるおそれがない場合を
含む。）

178
金属電線管及び同附属品（300[V] を超える低圧で人が触れるおそれがない場合を含
む。）

3

151 2

屋内電線路300[V] 以下（人の触れるおそれのない場合300[V] を超える低圧） の合
成樹脂管の附属品、金属管、可とう電線管、金属ダクト、バスダクト、フロアダク
ト、ケーブルの金属製保護管、接続箱など及び高圧又は特別高圧ケーブル（人の触
れるおそれのない場合） の金属製の防護管、接続箱、外被（シールドを含む。）

168 3
低圧電路の放電灯、小形交流直巻電動機などの発する高周波電流による障害防止装
置の接地側端子

182 1
バスダクト及び同附属品（300[V] を超える低圧で人が触れるおそれがない場合を含
む。）

186 3
上部保護層及び上部接地用保護層ならびにジョイントボックス及び差込み接続器の
金属製外箱

202 1
高圧屋内配線用ケーブル（人の触れるおそれのない場合） の金属製の保護管、接続
箱、外被（シールドを含む。）

205 1
特別高圧屋内配線用ケーブル（人の触れるおそれのない場合） の金属製保護管、接
続箱、外被（シールドを含む。）

Ｄ種
設置
工事

金属ダクト及び同附属品（300[V] を超える低圧で人が触れるおそれがない場合を含
む。）

3

180

181

187 1
低圧ケーブルの金属製保護管、接続箱など（300[V] を超える低圧で人が触れるおそ
れがない場合を含む。）

高圧屋側線路（人の触れるおそれのない場合） のケーブルの金属製の保護管、接続
箱、外被（シールドを含む。）

92

100[kV] 以下の特別高圧屋側電線路（人の触れるおそれのない場合） のケーブルの
金属製の保護管、接続箱、外被（シールドを含む。）

93

300[V] 以下の低圧用機械器具類の鉄台、金属製外箱、鉄心（外箱のない変圧器又は
変成器の場合） など。ただし次の場合は省略することができる。

129

300[Ｖ] 以下（及び300[Ｖ] を超える低圧で人が触れるおそれのない場所に設置し
た） の低圧屋側電線路の合成樹脂管の金属製附属品、金属管、バスダクト、ケーブ
ルの金属製の保護管、接続箱、保護箱など

91

3
可とう電線管及び同附属品（300[V] を越える低圧で人が触れるおそれがない場合を
含む。）
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表－5.11.1 施設場所に応じた接地工事の種類一覧（３／３）

電技＊１

条 項

206 管灯回路が300[V] 以下の放電灯用灯具及び同安定器用外箱（除外規定あり）

223 トンネル等に施設する配線器具、電気使用機械器具の金属製外箱等

236 1

＊１ 「電技」とは「電気設備の技術基準の解釈」である。

※

種類 内容

 「表－5.11.1 施設場所に応じた接地工事の種類一覧」におけるＤ種接地工事のうち、計装機器
及び通信機器に関連する接地は、Ｃ種接地工事とする。

Ｄ種
設置
工事

219
人の常時通行するトンネル内の合成樹脂管の金属製附属品、金属管、可とう電線管
及びこれらの附属品並びにケーブルの金属製の防護管、接続箱など

電気防食用電源装置用金属製外箱

237 2
小勢力回路を危険（粉じん、可燃ガス、危険物、火薬庫、腐食性ガスなどのある）
場所に設置する、合成樹脂管の金属製附属品、金属管及び可とう電線管ならびに同
附属品、ケーブルの金属製防護管、接続箱及び外被
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 付則 １ 水道設備工事施工管理基準



付則１  水道設備工事施工管理基準

   この配管工事施工管理基準は、水道施設工事共通仕様書【設備工事編】「 1.1.25 施工

 管理 」に規定する水道設備工事の施工管理の基準を定めたものである。

１　目  的

      この基準は、いわき市水道局が発注する水道設備工事の施工について、契約図書に

    定められた工期、工事目的物の出来形及び品質規格の確保を図ることを目的とする。

２　適  用

    (1) この基準は、いわき市水道局が発注する工事について適用する。ただし、設計図書

      に明示されていない仮設構造物等は除くものとする。また、この基準に記載のない事

      項については、福島県土木部の「共通仕様書（土木工事編）、建築関係工事共通仕様

　　　書」を準用するものとする。

    (2) 工事の種類、規模、施工条件により、この管理基準によりがたい場合、または基準、

      規格値が定められていない工種については、監督員と協議の上、施工管理を行うものと

　　　する。なお、応急処理、維持修繕工事は、監督員の承諾を得て他の方法によることがで

      き、応急処理、維持修繕工事は、監督員の承諾を得て省略することができる。

      

３　構  成

４　管理の実施

    (1) 受注者は、工事施工前に、施工管理計画及び施工管理担当者を定め施工計画書に

      記載しなければならない。

    (2) 施工管理担当者は、当該工事の施工内容を把握し、適切な施工管理を行わせなけれ

      ばならない。

    (3) 受注者は、測定(試験)等を工事の施工と並行して、管理の目的が達せられるよう

      速やかに実施しなければならない。

    (4) 受注者は、測定(試験)等の結果を、その都度逐次管理図表等に記録し、適切な

      管理のもとに保管し、監督員の請求に対し直ちに提示するとともに、検査時に提出

      しなければならない。

５　管理項目及び方法

    (1) 工程管理

          受注者は、工事内容に応じて適切な工程管理(ﾈｯﾄﾜｰｸ、ﾊﾞｰﾁｬｰﾄ方式等) を行う

        ものとする。但し、応急修理又は維持工事等の当初工事計画が困難な工事内容に

        ついては、省略できるものとする。

    (2) 出来形管理

      　 受注者は、出来形を水道設備工事施工管理基準 設備工事管理(検査)実施要領に

        定める測定項目及び測定基準により実測し、設計値と実測値とを対比して記録し

        た出来形管理図表を作成し、管理するものとする。

 施  工  管  理

 工  程  管  理

 出 来 形 管 理

 品  質  管  理

 写  真  管  理

付則1-1



 1) 出来形管理の手法

ア.　特記仕様書あるいは監督員から特別に指示のある材料の確認に伴う試験

　方法は、JIS,JEC,JEM及びその他定めのある試験方法による。

イ.　施工に必要な材料は、監督員に試験成績書等を提出し品質の確認を受ける。

ウ.　寸法、勾配、平坦性等の出来形管理における測定値と設計値

　設計値に対する実測のバラツキ度合いを管理し、規格値と照合して合否を判断

　する。この規格値は設計値に対する許容限界のことで、許容限界を定める意味

　は設計図書に定められた値と寸分も違わぬように施工することは非常に困難で

　あり、ある程度設計値に幅を持たせてこれを許容するものである。

エ.　工事写真による施工段階の管理

　施工にあたって施工後に目視できない部分等があるときは、施工の各段階にお

　いて、当該箇所にスケール等をあてて写真撮影し、出来形数値の管理、工程の

　進捗及び施工状況の確認資料とする。

 2) 出来形管理の実施

ア.　出来形数値は、関係基準等により管理し、その結果を出来形管理図や結果

　表に記録し、監督員に提出する。

イ.　出来形管理図は、結果表に整理出来ない部分を監督員が承諾した施工図を

　使用して作成する。（実測値を設計値の上段に朱書きする。）

ウ.　土木工事等の出来形管理は、「県土木部　共通仕様書(土木工事編) 土木

　工事施工管理基準及び規格値」による。

    (3) 品質管理

 1) 材料の品質管理

ア.　特記仕様書あるいは監督員から特別に指示のある材料の確認に伴う試験

　方法は、JIS,JEC,JEM及びその他定めのある試験方法による。

イ.　施工に必要な材料は、監督員に試験成績書等を提出し品質の確認を受ける。

　　(ただし、JIS規格品等でそのマークが記されている製品は、写真等で代替え

　　できる。)

　　　また、工場で製品化されている機器については、工場検査試験成績表を

　　提出し確認を受ける。

2) 施工現場における品質管理

　施工現場における品質管理とは、定められた材料が使用されていること、定め

られた施工方法で作業が行われていること、出来上がった設備が定める性能を満

足していることの確認を行うことである。

3) 土木構造物の品質管理

　機械電気設備工事に含まれる土木構造物は、ピット築造、各種盤等の基礎が

考えられ、いずれも小規模な構造物であるが「県土木部　共通仕様書(土木工事

編) 土木工事施工管理基準及び規格値」を準用する。
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    (4) 写真管理

　　　受注者は、工事写真を施工管理の手段として、各工事の施工段階及び工事完成後明視

    できない箇所の施工状況、出来形寸法、品質管理状況、工事中の災害写真などを、水道

    施設工事共通仕様書【設備工事編】　第６章 その他 付則２　設備工事写真管理基準に

    より撮影し、適切な管理のもとに保管し監督員の請求に対し直ちに提示するとともに、

　　工事完成時にしゅん工届と共に提出しなければならない。

    (5) 施工箇所が点在する工事について

　　　施工箇所が点在する工事については、施工箇所毎に測定（試験）基準を設定するもの

    とする。なお、これによりがたい場合は、監督員と協議しなければならない。

6　規　格　値

　　　受注者は、水道設備工事施工管理基準  設備工事管理(検査)実施要領により測定した

   　各実測（試験・検査・計測）値は、すべて規格値を満足しなければならない。

7　管理の様式

       1) 施工管理に必要な様式については、県の様式に準じるものとする。

　　　 2) 安全巡視日報等は、検査書類としての整理は必要ないが、監督員又は検査員が提

        示を求めた場合、受注者は応じなければならない。
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　　　　　　設備工事管理（検査）実施要領

Ⅰ　一般事項

1

2

3

4

5

6

7

8

9

Ⅱ　機械設備

1  材料検査

(1) 材料検査の部材の品質及び数量を確認する。 

(2)

(3)

2  外観、構造、寸法検査 

(1) 各機器等の外観、構造、寸法に異常がないことを確認する。 

(2)

(3)

(4)

(5)

 受注者は、工事管理（検査）を円滑に実施するため、品目ごとに検査方法、適用規格、
検査数量及び判定基準その他の項目を事前に検討する。なお、監督員と協議のうえ、検
査項目、内容などを決定し、施工計画書に記載する。

　主要機器（監督員が指示するもの、標準品を除く）製作完了の際には、受注者又は製
造者が責任を持って社内検査を実施し、その結果を監督員に報告する。

　特記仕様書で指示する主要機器等は、製作中又は製作完了時に監督員の立会いによる
工場立会い検査を行う。ただし、受注者又は製造者において、実数値等が整備されてい
るものは、監督員が承諾した場合、性能表・能力計算書等、性能を証明するものをもっ
て工場立会い検査に代えることができる。

　受注者は、機器等の据付け工事、配管工事完了後、監督員の立会いのうえ現場検査を
行う。ただし、工事現場完了後に確認できない箇所、又は容易に確認ができない箇所
は、施工中でも現場検査を行う。

　検査に使用する標準器、試験器、測定器などは検査に相応したものを使用し、その種
類、精度、校正年月を成績書等に記載する。

外観検査は機器、附属品などの各部に割れ、損傷、凹凸、変形、発錆などがないこ
とを目視で確認する。

　一般機器等で製造者の検査試験成績表等により性能、機能などを確認できるものは、
監督員の承諾により検査に替えることができる。

　鋳鉄管、鋼管、弁類はＪＷＷＡ、ＪＩＳ規格以外の製品と認定工場以外で製作された
ものについては指定検査機関（日本水道協会）の検査を必要とする。ただし、日本水道
協会認定工場において製作されたものは、指定検査機関による検査を受けたものと同等
とみなす。

　関係法令に基づいて関係官公署その他の関係機関の検査を行う場合は、受注者は、そ
の検査に必要資機材、労務などを提供し、検査に立会う。なお、検査の結果、不合格又
は不備な箇所があると認められたときは、受注者の責任で改善し、検査に合格させなけ
ればならない。

部材の品質は材質、化学成分、機械的強度などを材料試験成績書、材料証明書（ミ
ルシート）などにより確認する。

現場の搬入する機器、材料で工場立会検査を行っていないものは、搬入時又は据付
前に監督員の材料検査を受ける。

　検査及び段階確認項目については、付則３　段階確認及び事務手続実施要領を参照す
る。

構造検査は機器本体、附属品などの形式、構造、材質などが承諾図書のとおりであ
り、各器具の取付け状態に異常のないことを確認する。

寸法検査は主要外径寸法スケール等で測定し、規定値（承諾図書の寸法、製造者の
基準、関連する規格など）を満足することを確認する。

回転方向、流れ方向、開閉方向などの矢印が誤りなく明確に表示されていることを
確認する。
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3 塗装検査

(1)

(2)

(3)

(4)

測定箇所の取り方

4 溶接検査

(1)

(2)

(3)

(4) 関係規格等 

溶接部の浸透探傷試験 

 JIS Z 2343-1「非破壊試験－浸透探傷試験－第１部：一般通則

：浸透探傷試験方法及び浸透指示模様の分類」

磁粉探傷試験 

 JIS Z 2320「非破壊試験―磁粉探傷試験」

溶接部の超音波探傷試験 

 JIS G 3060「鋼溶接部の掉尾音波探傷試験方法」

溶接部の放射線透過試験方法 

 JIS Z 3104「鋼溶接継手の放射線透過試験方法」 

 JIS Z 3105「アルミニウム溶接継手の放射線透過試験方法」

 JIS Z 3106「ステンレス鋼溶接継手の放射線透過試験方法」

 高圧ガス保安法 

 労働安全衛生法 

塗装の種類、素地調整、塗装方法、塗装回数、塗膜厚などが「水道施設工事共通仕
様書【設備工事編】　第4章　機械設備工事　第13節　塗装」又は承諾図書、製造者
の規格のとおりであることを、品質証明書、塗装管理表、記録写真、社内試験成績
書などにより確認する。

塗装外観は、指定色を使用し、塗装面に傷、凹凸、流れ、塗り残し、色むら、くも
り、変色、剥離、発錆、汚れ、白化（ブラッシング）などの外観上の異常がないこ
とを目視により確認する。

膜厚測定は電磁式膜厚計、その他適切な測定器により測定する。使用した測定器の
種類を記録表に明記すること。

30m2

50m2

 測定数は、全塗装面積10m
2
 までは３箇所、10～50m

2
 までは10m

2
 増えるごとに測定

点数を2 箇所増すものとし、最大１０箇所とする。50m
2
 の場合は10箇所、50～100m

2

の場合は10m
2
 増すごとに測定点を１箇所増す。100m

2
 の場合は15箇所、以降100m

2

増すごとに 10箇所増す。なお、１箇所上下左右４点測定し、測定位置の略図を添付
するものとする。

7

測定箇所

10

溶接部を目視により観察する場合は、アンダーカット、ピット、オーバーラップ、
割れ、クレータ、アークストライクなどについて外観に異常がないことを確認す
る。

目視試験及び浸透探傷試験、磁粉探傷試験、超音波探傷試験、放射線透過試験など
の非破壊検査により、割れ、傷などの欠陥がないことを確認する。

高圧ガス保安法、労働安全衛生法その他の規制を受けるタンク類、配管などは、法
規に基づく溶接が行われているか、また、溶接仕上がりに異常のないことを、外観
検査、エックス線フィルム照合などにより確認する。

200m2

表－付1.1 塗膜厚測定箇所数

500m2

測定箇所

15

25

55

10m2まで

塗装面積

1,000m23

塗装面積 測定箇所

105

塗装面積

100m2

ピンホール検査は低周波式試験器や、その他適切な試験器を使用し、塗膜上の電極
を適当な速度で掃引させて、電極と地金間に適切な電圧を印加し、塗膜にピンホー
ルがないことを確認する。
　また、計測した最低値は、標準塗膜厚の70% 以上とする。塗膜厚測定箇所数を表
－付1.1 に示す。
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5 組立て、据付け状態の検査 

(1) 設計図書又は承諾図書に基づき据付が行われていることを確認する。 

(2) 基礎ボルト（アンカーボルト）等で堅固に固定されていることを確認する。 

(3)

(4)

(5)

表－付3.4 管理基準

上・中・下の３点

フ
ラ
ッ

シ
ュ

ミ
キ
サ

除
塵
機

備考基準値項目区分

仮組立検査では、水平度を出して装置を組み立てた後、取合部の寸法・精度の検査
を行う。

出来ばえについて全体の外観、仕上げ面、とおり、据付状態、色、つや、仕上げセ
ンスなど美しく機能的であることを目視にて確認する。

据付状態の検査は表－付3.4、又は製造者の基準、関連する規格などの管理基準値を
満足することを確認する。なお、管理基準値がないものは、監督員と協議し設定す
るものとする。

レ
ー

キ
式 上・中・下の３点

凝
集
池
・
沈
澱
池
清
掃

フ

ロ
ッ

キ
ュ

レ
ー

タ

左右フレームのスパン差

架台水平差 ５㎜以下

ロ
ー

タ
リ
式

５㎜以下架台水平差

±５㎜

左右フレームのスパン差 ±５㎜

支持台の水平度 1mにつき5/100㎜以下

軸水平度 ±1㎜以下

軸１m当たり2㎜以下

軸1m当たり1.5㎜以下

軸の前、横倒れ 

（軸の長さ1,500満）

軸の前、横倒れ 

（軸の長さ1,500㎜以上）

軸芯ずれ ±0.2㎜以下

池中心基準線と軸基準
線の交点からの距離

レール上面と池底盤の高低差

３㎜以下軸直角度

中間軸のシャーピン付
きスプロケットの仕上
げ面と、駆動軸の駆動
用スプロケットの仕上
げ面

駆動部スプロケットの通芯ずれ ２㎜以下

３㎜以下スプロケット芯ずれ

軸長に対して
１/１００㎜以下

軸水平度

スプロケットから下げ
振りを下し、池中心基
準線との差

リ
ン
ク
ベ
ル
ト
式
ス
ラ
ッ

ジ
掻
奇
機

凝
集
池
・
沈
澱
池
設
備

池中心線とレール平行度
池中心線から振分けで

 ±５㎜以下

レール２.５m毎に、
３㎜以下

レール水平度

高低差基準値は２０㎜
とし、これより
＋０、－１０㎜
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表－付3.4 管理基準

立型円筒

従動機基準 

6 性能検査

(1)

(2)

1)

2)  試験方法はＪＩＳ規定、その他関連規格に基づく。 

3)

垂直度

レーキアーム回転角
45°ごと測定。左右で
計8点

鋼製ブリッジのたわみ

鋼製ブリッジの水平度

支柱の前、横（前から
90°方向）の垂直度

左右の桁の高低差を測
定する

原則として、ブリッジ
中央で測定する

基準レーキアームを0と
し、他のレーキアーム
を測定。 なお、測定点
はレーキアームの先端
とする。 測定間の長さ
は原則としてレーキ
アームの先端から根元
までとする。

水平度 １m当たり５/１００㎜以内
水道用ポンプマニュア
ル基準 （日水協）

横
軸
ポ
ン
プ

デ
ィ
ー

ゼ
ル
機
関

水平度 ±3 ㎜

据付レベル

１m当たり１/１００㎜以下

水糸張り又はストレー
トゲージによる

±１㎜

レーキアームの水平度
（つり合い）

基準値 ３０㎜に対し
±２０㎜

レーキスクレーパーと構造物
とのすき間

±３×測定間の長さ
 /１,０００㎜

ブリッジ長に対して
１/８００㎜ 以下

直度支柱長さに対して
１/２００㎜以下

５m ごとに５㎜以下

ポ
ン
プ
設
備

備考基準値項目区分

薬
品
注
入
設
備

槽 貯蔵槽、小出し槽の垂直度 １m当たり１/１００㎜以下

カップリング面振れ ３/１００㎜以内
ポンプと電動機の芯出
し測定
0°,90°,180°,270°
の4点測定

水道用ポンプマニュア
ル基準 （日水協）

弁
類

制
水
扉

１m当たり
２/１,０００㎜以下

５/１００㎜以下

垂直度

戸当たりすき間

中心線のずれ

±１㎜

プーリ等の平行度

共通ベットの水平度

垂直度

５/１００㎜以内カップリング芯振れ

１m当たり
１/１,０００㎜以下

ポンプ性能検査

空
気
槽

空
気
源
設
備

自
家
発
電
設
備

±３０㎜

１m当たり±３/１００㎜

パッケージ形は製造者
の基準による

据付水平度等 製造者の基準による

性能及び機能を確認する。

 主ポンプ（遠心、斜流、軸流）の性能試験は、全揚程、吐出量、吸込・吐出圧
力、温度、騒音、電流・電圧、回転速度、軸動力、運転状態などについて行う。
ただし、現場で特性検査を行なう場合は、監督員と協議のうえ、稼働中の施設又
は水運用に影響を与えない範囲で行う。

 測定点は、５種類（締切り点、測定点、過流量点などを含め）以上の異なった
吐出し量について、ポンプの種類別にＪＩＳの規定に沿って決定する。

配
電

盤
類

フ
ラ
ッ

シ
ュ

ミ
キ
サ

凝
集
池
・
沈
澱
池
設
備
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4)  過大流量範囲において、軸動力が原動機出力を超えないことを確認する。 

5)

6)

7)

8)  釣合い検査は、回転体の動的・静的バランスを確認する。

9) 関連規格等 

JIS B 8301「遠心ポンプ、斜流ポンプ及び軸流ポンプ－試験方法」

JIS B 8302「ポンプ吐出量測定方法」 

JIS B 0905「回転機械－剛性ロータの釣合い良さ」 

その他関連

水中ポンプ：JIS B 8325「設備排水用水中モータポンプ」

井戸ポンプ：JIS B 8324「深井戸用水中モータポンプ」

真空ポンプ：JIS B 8323「水封式真空ポンプ」 

油ポンプ ：JIS B 8312「歯車ポンプ及びねじポンプ－試験方法」

(3) 空気圧縮機 

1)

2)  性能試験の回転速度は規定回転、又はそれに近い回転速度とする。 

3)

4)

5)

6) 関連規格等

JIS B 8340「ターボ形圧縮機－試験及び検査方法」  

JIS B 8341「容積形圧縮機－試験及び検査方法」  

JIS B 8342「小形往復空気圧縮機」 

7 耐圧・気密検査

(1)

(2)

(3)

(4)

(5)

 主ポンプの耐圧試験は、原則として最高使用圧力の１.５倍の圧力を３分間以上
（JIS B 8301 による）保持し、水漏れがないことを確認する。

 規定負荷での連続運転では、軸受け温度は周囲温度よりターボ型４０℃、容積
型55 ℃以上高くなってはならない。

 測定点運転時に指示騒音計により、機械端より１mのところで水平４方向の値を
測定する。

 規定の運転状態で、異常な振動の有無を調べる。また、各軸受部の振動値を測
定（ＸＹＺの３方向）する。

 温度試験は、機器本体各部の温度上昇を確認する。温度試験は定常状態になる
までの時間が長いため、測定開始時間には注意する。

 騒音試験は、規定点運転時に指示騒音計により、機械端より１mのところで水平
4 方向の値を測定する。

 空気圧縮機の性能試験は空気量、圧力、回転速度、軸動力、保護装置、アン
ローダ動作、耐圧、気密、騒音、振動などについて行う。

 タンク類、配管の耐圧検査は、水圧によりタンク類、配管の内部に規定の耐圧試験
圧力を加えて一定時間静置し、溶接部などから漏れ、にじみ、変形などのないこと
を確認する。

 タンク類、配管の気密検査は、空気、窒素などにより、タンク類、配管の内部に規
定の気密試験圧力を加えて一定時間静置し、溶接部などから漏れのないことを確認
する。

 官公庁等の検査があるものについては、検査証で前１項、前２項に代えることがで
きる。

 試験圧力は労働安全衛生法、高圧ガス保安法、消防法、ＪＩＳ、ＪＷＷＡなどに規
定のあるものは、当該の基準による。鋼管（高温・高圧用を除く）の耐圧試験圧力
は、原則として表－付3.7 による。

 タンク類に接続する配管接続部は、原則として漏洩・気密試験を行う。なお、気密
試験は、耐圧試験の合格後に実施する。試験圧力は、最高使用圧力の１１０％ と
し、原則として空気又は窒素を使用する。
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表－付3.7 鋼管（高温・高圧用を除く）の耐圧試験圧力

ＪＩＳ規格鋼管 

（高温・高圧用を除く）

(6)  一般的な配管試験（水圧、空圧、通気）は、塗覆装を行う前に次により行う。

1) 一般的な配管の水圧試験とする。 

2)

3) 水圧試験を空気試験で代用する場合は、監督員の承諾を得るものとする。 

4)

ポンプ吐出側配管

小配管（水）

自然流下管

ポンプ吸込管

その他

(4) 減圧は徐々に行うこと。

(5) 使用する圧力計は校正済みのものを使用すること。 

(6) 微圧のものは圧力計に代えてＵ字管マノメータ等を使用してもよい。

(7) 上下配管の場合ポンプで吐出管近傍を、試験圧力基準とすること。

(8) 圧力判定時には監督員が立会うこと。 

5)

規格記号 参考基準呼び径

STW 370

STW 400呼び厚さＡ

STW 400呼び厚さＢ 

塗覆装鋼管

耐圧圧力

３.５MPa

(下限圧力)

最高使用圧力

の１５０％

２.５MPa

２.０MPa

２.５MPa

原管が80以上300以下

原管が350以上 JIS G 3443-1

JIS G 3452

液化石油ガス保安規則
を準用

上記以外

原管が350以上

試験に際しては、事前に配管の内部洗浄又はブローを行い、切粉などの異物を完
全に除去すること。

水圧試験は主として液体系配管に適用し、所定の水圧により配管接合箇所の漏
洩、破損、耐水圧などの確認を行うもので、次により実施する。

ポンプ締切圧力×１.５（最小０.７５）

最高使用圧力 ×１.５（最小０.７５）

静水頭　×２（最小０.７５）

満水試験

保持時間（min）試験圧力（MPa）

高架水槽以下二次側配管

(1) 著しい圧力降下が認められないこと。

(2) 継手箇所から漏水が認められないこと。 

(3) 附属品、架台などに異常が認められないこと。

(4) 水圧ポンプは手動又は電動とする。 

判定方法

(2) 試験前にフランジボルト等の緩みがないかチェックし、増し締めなどを
　行うこと。

60

60

60

30

試験方法

(2) 配管経路を完全密封し、空気抜きを考慮して一端より通水し、空気を抜く。

(1) 使用水　原則として浄水を使用する。

(3) 配管中の適所より導管を導き、これに圧力計及び水圧ポンプを取付ける。

(5) 加圧を行う場合は、まず０.０５～０.０９８MPaで異常の有無を確認し、
　異常がなければ規定圧力まで徐々に昇圧する。

(6) 加圧完了し圧力が安定した時の圧力、時刻を記録し、所定時間保持後、
　判定を行う。

(3) 塩化ビニル管やポリエチレン管などの差込接合のものは、抜け出しが
　ないか事前に確認すること。注意事項

　一般的な配管の空気圧試験は、主として空気系、ガス系、油系配管に適用し、
所定の空気圧により配管接合箇所の漏洩、破損、耐圧などの確認を行うもので、
次により実施する。

(1) 配管中に試験圧力に対し耐えられないものがあるか事前にチェックし、
　あらかじめ取り外す等の適切な処置を施すこと。
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空気配管

（ディーゼル機関等）

(5) 判定時には監督員が立会うこと。

6)

(2) 時間は実体に即し、監督員と協議し決定する。

(3) 判定時には監督員が立会うこと。

8 水張り検査 

9 荷役機械設備荷重検査 

(1) 所定の荷重をかけ、各部に異常のないことを確認する。 

(2) 荷重試験 

1) 無荷重試験 

試験方法

(1) 使用空気　原則として圧縮空気を使用する。

30

水圧試験の試験圧力×０.３ （３０％）
最高０.６以下）

30

空気配管(曝気、計装)

30

ポンプ締切圧力×１.１（最高０.６以下） 60

試験圧力（MPa）

最高使用圧力 ×１.１

保持時間（min）

(4) 弁座及び弁グランド部からの空気漏れは判定対象外とする。したがって、
　多少の圧力降下は可とする。

　通水（通気）試験は、原則として実流体を送水（送気）することにより、水
圧、空気圧試験では確認できない事象の確認を含め、配管系の正常性を最終的に
確認することを目的とするもので、次により実施する。

試験方法
試験時間

(1) 試験圧力は、通常考えられる最大の値を、弁の開閉、水槽のレベル調整
　などにより発生するものとする。

　液面の上部が大気開放となる塔・槽類は、満水位までに水を張り、24時間静置して、
漏れ・変形のないこと確認する。底板については、水抜き後に変形等を確認する。

 走行、横行、巻上の各装置を運転し、騒音、振動、軸受部の発熱などの状況を
確認し、電流、電圧を測定する。

注意事項

(2) 試験流体を圧送し、漏洩の有無、配管の振動の有無、サポートの整合性、
　伸縮管の確認、安全弁の吹出し、測定等を行い実運転に支障がないことを
　確認する。

注意事項

(1) 圧縮空気を使用するため破損事故及び吐出し事故等による災害が発生する
　恐れがあるので、事前にボルトの増し締め等を行い安全に注意して実施する。

(2) 配管中に試験圧力に対し耐えられないものがあるか事前にチェックし、
　あらかじめ取り外す等の適切な処置を施すこと。

(3) 大口径管の場合は、伸縮管前後のサポートの強度をチェックし、発生する
　推力に対し耐えられることを確認しておくこと。

(2) 水圧、空気圧試験を実施しなかった管廊内の配管の通水試験時には、漏洩
　事故時の浸水、冠水対策を考慮しておくものとする。

(1) 使用する液体は原則として実流体とするが、実流体で支障のある場合は、水又
は空気にて代用できるものとする。

(2) 継手箇所、溶接部などに石鹸水を塗布し、内部からの漏れによる気泡が
　発生しないこと。

(4) 加圧完了し圧力が安定した時の圧力、時刻、大気温度を記録し、所定時間
　保持後、判定を行う。

判定方法

(1) 著しい圧力降下が認められないこと。

最大常用圧力 ×１.５（最高０.６以下）油配管

水圧試験を空気圧試験
で 代用する場合

(2) 配管経路を完全密封し、配管中の適所より導管を導き、これに圧力計及び
　空気圧縮機を取付ける。

(3) 加圧を行う場合は、まず０.０５～０.０９８MPaで異常の有無を確認し、
　異常がなければ０.０９８MPa毎に確認をしながら、規定圧力まで徐々に昇圧
　する。

試験方法

(1) 水圧、空気圧試験を実施しなかった配管系については、予め漏洩事故等に
　対する安全体制を確保し、事故が発生しても被害を最小限にとどめることが
　できるよう留意すること。
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2) 定格荷重試験

3) 過荷重試験 

 なお、騒音、振動、軸受部の発熱などの確認や電流、電圧の測定も行う。

4) 関連機器

JIS B 8801「天井クレーン」 

JIS B 8806「クレーン用鋳鋼製車輪及び鍛鋼製車輪」

JIS B 8807「クレーン用レシーブ」 

10 操作、模擬試験

11 実地操作試験、試運転 

(1)

(2)

12 総合試運転調整確認 

Ⅲ　電気設備

1 材料検査

「Ⅱ 機械設備 2.1 材料検査」を参照する。 

2 外観、構造、寸法検査 

(1) 「2 機械設備 2.2 外観、構造、寸法検査」1～4 によるほか、次による。 

(2) 　形式、構造、部品構成などが承諾図書と一致していることを確認する。 

(3)

(4)

(5) 関連規格  JEM1459「盤外形寸法」 

3 組立て、据付け状態の検査 

(1) 「2 機械設備 2.5 組立て、据付け状態の検査」を参照するほか、次による。

(2)

4 特性検査 

(1) 特性及び能力を確認する。

(2) 電動機性能試験 

1) 巻線抵抗試験 

 「水道施設工事共通仕様書【設備工事】第3章 設備工事施工一般 3.3.6 総合試運転」
を参照する。

 機器又は装置を実負荷若しくは無負荷で操作し機械的、電気的動作状況などを確認
する。

 機器又は装置は原則として連続運転を行い、温度上昇、騒音、振動、耐圧、漏洩、
工場検査時の性能及び各検査の再確認、動作状況、各種保護装置の動作確認などそ
の他必要とする試験を行う。

 クレーン等安全規則第１２条に基づく、１.２５倍の荷重において各動作を行
い、各部に異常がないことを確認する。

　常温にて各端子間の抵抗をダブルブリッジ又はデジタルオームメータにより測
定し、基準温度の抵抗値に換算する。基準温度はJIS による。

 定格荷重をかけ規定電圧、全ノッチにおける各装置の運転試験を行い、各部に
異常がないことを確認する。なお、騒音、振動、軸受部の発熱などの確認や電
流、電圧の測定も行う。

 機器又は装置の動作について、模擬入出力信号などにより正常な動作、表示、異常の有
無などを確認する。

　盤類の筐体、器具取付け、盤内配線、表示などの状態に不具合がないことを確認
する。

　電線種類、電線容量、電線色別、配線方法などが承諾図書のとおりであることを
確認する。

電気設備に関する技術基準を定める省令、内線規定その他関係法令、規格等に抵触
する箇所の有無を確認する。
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2) 無負荷試験

3) 拘束試験 

① 定格周波数拘束試験

② 低周波拘束試験

4) 特性算定

5) 絶縁抵抗測定 

6) 耐電圧試験 

 一次巻線   １０００V ＋２Ｅ（最低１５００Ｖ）

7) 振動試験

8) 騒音測定

9) 関連規格等

JIS C 4210「低圧三相かご形誘導電動機」

JEC2137「誘導機」

(3) 変圧器特性試験 

1) 位相変位試験

 高圧側より三相２００Ｖを印加し、高圧～低圧間の位相関係を検査する。

2) 変圧比測定

3) 巻線抵抗測定

4) 無負荷損及び無負荷電流測定

5) 短絡インピーダンス及び負荷損測定

　任意の周囲温度において回転子を拘束し、かつ巻線形においては二次巻線
を短絡し、一次巻線に定格周波数の電圧を印加し、定格電流又は定格に近い
一次電流が流れるような低電圧を加えて、一次電流、印加電圧及び入力を測
定する。

 原則として、温度試験の後に絶縁を施した巻線に対し、下記電圧を１分間加え
る。

 絶縁を施した巻線に対して１分値を測定する。高圧巻線（６００Ｖ超過）のも
のは１０００Ｖ以下、低圧巻線（６００Ｖ以下）のものは５００Ｖメガーを使用
する。

 無負荷運転における水平方向、垂直方向、軸方向の振動を指示振動計により測
定する。

 無負荷運転時における水平４方向の騒音を、電動機端より１mのところで測定す
る。

 変圧器巻線比試験器にて、各相及び全タップについて変圧比誤差を測定する。

　一次巻線に定格周波数の1/2 の周波数の電圧を印加し、前項と同じ要領で
印加電圧、一次電流、入力を測定する。

　等価負荷法又は実負荷法により実施する。等価負荷法による場合は、一次重ね
合わせ等価負荷法とし、連続定格のものについては、各温度一定になったと認め
られるまで運転し、運転中及び停止後における各部の最高温度を測定する。

　任意の周囲温度において定格周波数、定格電圧で無負荷運転し、入力が一定に
なったのち、一次電流、入力を測定する。

 低圧側より定格周波数で７０～１１０％ 間で数点の電圧につき、無負荷損と無
負荷電流をオンラインデータ処理装置で測定する。

 低圧側を短絡し、高圧側から定格周波数、定格電流で全タップについて短絡イ
ンピーダンスと負荷損を測定する。

 直流電圧降下法にて、各端子間の全タップの抵抗値を常温で測定し、75℃にお
ける各相の値を算出する。
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6) 効率及び電圧変動率は測定結果から算出する。

7) 絶縁抵抗試験

 １０００Ｖメガーにより、各巻線間及び巻線と大地間の絶縁抵抗を測定する。

8) 短時間交流電圧試験（加圧試験） 

 高圧側、低圧側の端子を一括し、大地間に次の電圧を1 分間印加する。

定格電圧６６ＫＶ/６.６Ｋ の場合

 高圧側（中性点）１４０ＫＶ

 低圧側      ２２ＫＶ 

9) 短時間交流耐電圧試験（誘導試験）

（１２０×定格周波数）÷ 試験時の周波数＝試験時間（秒） 

10) 温度上昇試験（JEC 規格では形式試験に属し、代表機器のみ実施する。）

11) 騒音測定 

 低圧側より定格電圧、定格周波数で励磁し、騒音を測定する。

12) 関連規格等

変圧器：JEC2200、JEM1483

(4) 太陽光発電設備特性試験

1) 太陽電池モジュール

耐風圧試験、降ひょう試験 

2) パワーコンディショナ

 ･絶縁抵抗試験

 ･耐電圧試験

 主回路－大地間に２０００Ｖの商用周波数電圧を１分間印加する。

 ･連系運転機能試験

 ･連系保護機能試験

 ･単独運転検出機能試験

 電圧位相のずれ、無効電力の変動を確実に検出することを確認する。 

 ･外部入出力信号試験

 入出力信号が設計回路のとおりであることを確認する。

 ･パワーコンディショナの総合試験

 その後定格電流にて1 時間通電後遮断して抵抗法にて巻線温度上昇を測定す
る。使用タップは最大電流タップとし、タンクの表面及び冷却器出入口の温度も
測定する。

JIS C 8917「結晶系太陽電池モジュールの環境試験方法及び耐久試験方法」
を参照する。

 ５００Ｖメガーで主回路－大地間の絶縁抵抗を耐電圧試験前に測定し、５
ＭΩ／面以上であること。

 等価負荷法により実施する。（低圧側を短絡し負荷損が全損失と等しくなる電
流を高圧側から通電し、内部温度を測定する。）

 太陽電池モジュールを連系運転し、入出力特性、負荷率、効率、出力力
率、交流出力電流歪率が所定の性能を満たしていること、自動電圧調整機能
が正常に動作することを確認する。

 保護リレー（ＯＶＲ、ＵＶＲ、ＯＦＲ、ＵＦＲ）動作時の連系保護装置動
作時間を測定した所定の性能を満たしていること。

 正常に起動停止が行えること。模擬故障発生時に正常停止することを確認
する。

 低圧側より高周波電源で常規誘起電圧の2 倍の電圧を印加し、異常のないこと
を確認する。なお、試験時間は以下の式により算出する。
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3) データ収集装置

 ･絶縁抵抗試験

 ･耐電圧試験

 端子台一括と筐体間にＡＣ１５００Ｖ を１分間印加する。

 ･動作試験

4) 気象観測機器

 気象観測変換器について下記の事項を確認する。

 ･電源

 ･入力信号（温度、光）、出力信号（気温、日射量、モジュール表面温度）

(5) 発電機特性試験

1) 保安装置試験

① 過電流

 検出継電器を接点短絡し、過電流発生時の連動動作を確認する。

② 排気温度高（ガスタービン発電機） 

③ 始動渋滞 

④ 検出器故障

⑤ 軽故障

 検出器の接点は又は信号入力端子を短絡することにより動作を確認する。

⑥ 過速度、潤滑油圧低、過電圧、不足電圧

 上記の検査は協議による。

2) 過速度耐圧試験 

 １０５％ 回転にて、無負荷で１分間運転し、異常のないことを確認する。

3) 警報音量測定試験 

 盤面から１m の位置で、ベル・ブザーの音量を測定する。

4) 始動停止試験

5) 速度特性試験及び最大電圧降下特性試験 

6) 総合電圧変動特性試験 

 定格負荷から無負荷まで漸次変化させた時の電圧を測定し、所定の値以内であ
ることを確認する。

 排気温度検出器の結線を外すことにより、検出器故障を模擬的に起こし、
動作を確認する。

 模擬信号入力にて、パワーコンディショナ盤の状態を確認し、模擬信号に
対応した表示をすること。

 信号発生器により、排気温度検出器より発生するものと同じ信号をエンジ
ン制御装置に入力し、所定の設定値にて動作することを確認する。

 ５００Ｖメガーで端子台一括と筐体間の絶縁抵抗を測定し、５ＭΩ以上あ
ること。但し、弱電回路は除く。

 始動スイッチにより始動指令を与え、規定時間以内に動作することを確認
する。

 発電装置を自動待機の状態とした後、制御盤の停止信号受信端子にスナップス
イッチにより停電信号を入力し、所定のシーケンスに基づき電圧送出に至るまで
の時間を測定し、下記設定値を満足すること。

 停電信号受信～電圧送出４０秒以内その後、停電動作が所定どおり進行するこ
とを確認する。

 発電装置を運転し、定格負荷（１００％）をかけ、回転速度、周波数、電圧の
変動率及び周波数の整定時間が所定の設定値内にあることを確認する。負荷は水
抵抗（力率１.０）を使用する。

付則1-14



7) 調速試験

定格回転速度の±５％ 

8) 連続試験

 次に測定項目（参考）を示す。

① 発電機関係

② エンジン関係（ガスタービン）

9) 関連規格等

① 発電機

JIS C 4034-1「回転電気機械－第１部：定格及び特性」

JIS C 4034-5「回転電気機械－第５部：外被構造による保護法式の分類」

JIS C 4034-6「回転電気機械－第６部：冷却方式による分類」

JEC2130「同期機」

JEC2131「ガスタービン駆動同期発電機」

JEM1354「エンジン駆動陸用同期発電機」 

② 燃料移送ポンプ

JIS B 8312「歯車ポンプ及びねじポンプ－試験方法」

JIS B 8352「油圧用歯車ポンプ」 

5 絶縁耐力検査 

(1) 電気機器の絶縁性能（絶縁抵抗を含む）を確認する。

(2) 絶縁抵抗試験

1)

2) 絶縁抵抗計の選択 

3) 絶縁抵抗値が次の値以上であることを確認する。

１次（高圧側）と大地間

２次（低圧側）と大地間

制御回路一括と大地間

３０ＭΩ以上

５ＭΩ以上

５ＭΩ以上 

６６０Ｖ以下

６６０Ｖを超えるもの

特別高圧と大地間

１次（高圧側）と２次（低圧側）間

１００ＭΩ以上

３０ＭΩ以上

弱電回路

低圧回路

１００Ｖ

高圧回路

２５０Ｖ

５００Ｖ

１,０００Ｖ

 無負荷にて回転速度の調整範囲を測定し、所定の値以内であることを確認す
る。

 全負荷にて３時間の連続運転を行い、異常のないこと及び出力性能を満足して
いることを確認する。

 電圧、電流、電力（負荷）、電力量、周波数電機子線輪・鉄心温度、励磁
機線輪・鉄心温度、通風口入口・出口温度、軸受直結側・反直結側温度など

 回転速度、潤滑油マニホールド圧力、空気圧縮機出口出力、排気タービン
出口圧力、潤滑油タービン軸受出口温度、潤滑油冷却器入口・出口温度、潤
滑油マニホールド温度、燃料（発電機装置入口）温度など

定格電圧区分 使用すべき絶縁抵抗計の定格電圧 測定区分

３０Ｖ以下

６０Ｖ以下

 定格電圧区分に応じた絶縁抵抗計を使用し、主回路と大地間の絶縁抵抗測定を
行う。
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(3) 絶縁耐力試験 

1)  高圧以上の電路、機器などは、耐圧試験装置を用いて絶縁耐力試験を行う。

2)

3)

表－付3.8 絶縁耐力試験

高圧電路

回転機

変圧器

器具等

(4) 関連規格等 

絶縁抵抗試験：JEM1021

絶縁耐力試験：JEM1195、JEM1225、JEM1265、JEM1425、JEM1460

6 操作、模擬試験 

7 実地操作試験、試運転

「3 機械設備 3.11 実地操作試験、試運転」を参照する。

8 総合試運転調整確認 

 「水道施設工事共通仕様書【設備工事】第3章 設備工事施工一般 3.3.6 総合試運転」
を参照する。

充電部と大地間に試験電圧を連続して
１０分間加える 。

※ 最大使用電圧とは、電源側変圧器の最高タップ電圧又は回路公称電圧の
１.１５/１.１倍とする。

電動機 

調相機

その他の回転機 

(回転変流機を除く)

　機器又は装置について、模擬入出力信号などにより単体の動作、表示、装置間の信号
の取合い、設備間での動作、異常の有無などを確認する。

試験方法

最大使用電圧が
７,０００V以下の巻線

最大使用電圧の１.５倍の電
圧 （５００Ｖ未満となる場

合は  ５００Ｖ）

試験される巻線と他の巻線、鉄心及び
外箱との間に試験電圧を連続して１０
分間加える。

巻線の種類 試験電圧 試験方法

最大使用電圧が
７,０００V以下の巻線

最大使用電圧の１.５倍の電
圧

巻線の種類 試験電圧

 絶縁耐力試験の前後又は初充電を行う前に絶縁抵抗を測定する（半導体応用機
器及び高感度計器は取外す）。

 高圧電回、機器などの絶縁耐力試験は、表－付3.8 の内容により試験電圧を連
続して10 分間加えて異常がないことを確認する。

 ただし、交流用ケーブルにおいて、監督員の承諾を得た場合は、交流による試験電
圧の2 倍の直流電圧で試験を行ってもよい。

 なお、本要領に記載のないものは、「電気設備の技術基準とその解釈」第14～18条
に基づく。

回
転
機

最大使用電圧が
７,０００Ｖ以下の

もの

最大使用電圧の１.５倍
の電圧

（５００Ｖ未満となる
場合は５００Ｖ）

巻線と大地との間に
連続して１０分間加え
る。

試験方法試験電圧

発電機 

最大使用電圧が
７,０００V以下の電路

最大使用電圧の
１.５倍の電圧

電路の種類 試験電圧 試験方法

電線と大地間（多心ケーブルの場合
は、心線相互間及び心線と大地間）の

間に連続して１０分間加える。

種類
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写真管理基準
  付則 ２  水道設備工事



付則２    水道設備工事写真管理基準

（適用範囲）

１．    この写真管理基準は、「付則１、水道設備工事施工管理基準　５（４）　
 写真管理」に定める配管工事の工事写真（電子媒体によるものを含む）
 の撮影に適用する｡

（工事写真の分類）
2． 　工事写真は次のように分類する。

（工事写真の撮影基準）
3． 　工事写真の撮影は以下の要領で行う。

(1) 撮 影 頻 度

　工事写真の撮影頻度は別紙「設備工事写真撮影基準表」に示すもの
とする。

(2) 撮 影 方 法

　写真撮影にあたっては、次の項目のうち必要事項を記載した小黒板の
文字が判別できるよう被写体とともに写しこむものとする。

①工    種 
②位    置
③設計寸法
④実測寸法
⑤略　　図

　なお、小黒板の判読が困難となる場合は、別紙に必要な事項を記入し、
写真に添付して整理する。
　特殊な場合で監督員が指示するものは、指示した項目を指示した頻度
で撮影するものとする。
　また、撮影者は、写真撮影の目的を十分に理解し、常に、工事の進捗
状況、施工内容を把握して、施工前及び施工後等、適切な時期に撮影する
こと｡

工事写真

着工前及びしゅん工写真（既済部分写真等を含む）

施工状況写真

安全管理写真

使用材料写真

品質管理写真

出来形管理写真

災害写真

事故写真

その他（公害、環境、補償等）
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（写真の省略）
4． 　工事写真は次の場合は省略するものとする。

(1)　品質管理写真について、公的機関で実施された品質証明を保管整備できる
　　場合は、撮影を省略するものとする。なお、検査・試験・測定等を行って
　　いる全景及び規格・基準等と照合又は対比して確認できるように近距離から
　　撮影すること。
(2)　材料検査と水圧試験を除き、段階確認時に監督員が臨場した場合は、
　　立会状況の写真添付は不要とする。
    （監督員が臨場して段階確認した箇所は、出来形管理写真の撮影も省略。）
     ただし、机上確認となる場合は、これまで通り写真を添付するものとする。
　　添付するものとする。（水圧試験の写真は、別様式により整理する。）
     したがって、水圧試験の写真は、完成写真と確認書の両方に添付するもの
    とする。(水圧試験の写真は、別様式(付則８様式集)により整理する。)

（写真の編集等）
5． 　写真の信憑性を考慮し、写真編集は認めない。ただし、小黒板情報の電子的

記入はこれにあたらない。

（デジタル写真の仕様）
6． 　写真の色彩や大きさは以下のとおりとする。

(1)　写真はカラーとする。
(2)　有効画素数は小黒板の文字が判読できることを指標とする。縦横比は
　　3：4程度とする。
　　（100万画素数程度～300万画素数程度=1,200×900程度～2,000×1,500程度）

（写真の大きさ）
7． 　写真の大きさは、サービスサイズ程度とする。

　ただし、次の場合は別の大きさとすることができる。
(1)　着手前、しゅん工写真等はキャビネ版又はパノラマ写真（つなぎ写真可）
　　とすることができる。
(2)　監督員が指示するものは、その指示した大きさとする。

（工事写真帳の大きさ）
8． 　工事写真帳は、4切版のフリーアルバム又はＡ４版とする。

なお、表紙には、工事名称、工事番号、受注者名を記入すること｡

（工事写真の提出部数及び形式）
9． 　工事写真の提出部数及び形式は次によるものとする。

(1)　工事写真として、工事写真帳を工事完成時に１部提出する。
　　 なお、各占用完了写真を監督員の指示により抜粋で提出するもの
　　とし、提出部数は監督員の指示による。
(2)　原本は、ネガ(APSの無い場合はｶｰﾄﾘｯｼﾞﾌｨﾙﾑ)又は電子媒体とし、監督員の
　　請求が無い場合は、受注者が保管するものとする。
　　 また、電子媒体の場合については、監督員の承諾を得るものとする。
(3)　電子媒体は、CD-ROMを原則とし、これ以外の電子媒体の場合は、監督員の
　　承諾を得るものとする。
(4)　電子媒体の記録画像ファイル形式はＪＰＥＧ形式（非圧縮～圧縮率1/8まで）
　　を原則とし、これ以外による場合は監督員の承諾を得るものとする。
　　

（工事写真の整理方法）
10． 　工事写真の整理方法は次によるものとする。

(1)　工事写真の原本の整理については、以下のとおりとする。
　　 ネガの場合は、密着写真とともに、ネガアルバムに撮影内容等がわかるように
　　整理する。
　　 APSのカートリッジフィルムの場合は、カートリッジフィルム内の撮影内容が
　　わかるよう明示し、インデックス・プリントとともに整理する。
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(2)　工事写真帳の整理については、別紙「設備工事写真撮影基準表」に示すものを
　　標準とする。なお、提出頻度とは受注者が撮影頻度に基づき撮影した
　　工事写真のうち、工事写真帳として貼付整理し、提出する枚数を示したもの
　　である。
(3)　工事全体の流れがわかるものを作成し、工種毎に工事過程(着手前、施工状況、
　  出来形管理、完成等)が容易に把握できるようにする｡

(4)  着手前と完成は対比できるように撮影し、着手と完了の月日を記入する｡
     その他の写真の月日記入は、補助事業等で監督員が指示する以外は、省略する｡

（電子媒体に記録する工事写真の整理提出）
11． (1)　別紙「配管工事写真撮影基準表」の撮影頻度に基づいて撮影した工事写真

を写真管理情報基準（案）」によるものとする。
※「提出不要」としている項目についても基準表通りの頻度で撮影し、電子媒体に
格納する。
(2)　電子媒体に記録する工事写真の属性情報等については、「デジタル写真管理
情報基準（案）」によるものとする。

（留意事項等）
12． 　別紙「設備工事写真撮影基準表」の適用について、次の事項を留意するものと

する。
(1)　撮影項目、撮影頻度等が工事内容に合致しない場合は監督員の指示に
　より追加、削除するものとする。
(2)　不可視となる出来形部分については、出来形寸法（上墨寸法含む）が
　確認できるよう、必ず寸法を示す器具（箱尺又はリボンテープ等）を入れて
　撮影するよう、特に注意するものとする。
(3)　撮影箇所がわかりにくい場合には、写真と同時に見取り図等を工事写真帳
　に添付する。
(4)　電子媒体による写真については、必要な文字、数値等の内容の判読が
　できる機能、精度を確保できる撮影機材を用いるものとする。(有効画素
　数100万画素以上、プリンターはフルカラー300dpi以上、インク・用紙等
　は通常条件のもとで５年間程度に顕著な劣化が生じないものとする。）
(5)　「設備工事写真撮影基準表」に記載のない工種等については、「県土木部
　共通仕様書（土木工事編、建築・設備工事編）写真管理基準」によるほか、
　監督員と写真管理項目を協議のうえ取り扱いを定めるものとする。
(6)  夜間工事は、その状況が判別できるような写真であるよう注意すること。
(7)  撮影は、必要に応じて遠距離と近距離から行うこと｡

（その他）
13． 　用語の定義

(1)　「代表箇所」とは、当該工種の代表箇所でその仕様が確認できる箇所を
　　いう。
(2)　「適宜」とは、設計図書の仕様が写真により確認できる必要最小限の箇所や
　　枚数のことをいう。
(3)　提出頻度の「不要」とは、工事写真帳として貼付整理し、提出する必要が
　　ないことをいい、撮影を行い、提示を求められた時にすぐに提示ができるよう、
　　プリントアウトしておく等は必要であることをいう。
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工事写真帳

工事写真小黒板　(参考図)

令和 年度
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R6.4.1

撮影項目 撮影時期 撮  影  頻  度           撮  影  要  領

  着竣 起点から終点までの連続風景｡

  工工 電気室、機械室等の代表的な施工現場。
  前写 起点から終点までの連続風景｡
  及真 竣工 全景又は代表箇所 施 工 後 連続写真(40m)又は箇所毎 着工前と対称に撮影｡
  び

各種標識の設置 設 置 後 実施箇所･種類毎に1回　※提出不要

各種保安施設 設 置 後 実施箇所･種類毎に1回　※提出不要

保安要員等
   交通整理

実施箇所毎に1回　※提出不要 梱包を解き撮影｡監督員立会。

変更追加時に1回　※提出不要 梱包を解き撮影｡監督員立会。

材料養生 材料置場毎に1回　 資材の規格・表示マーク、寸法等。

組立 施 工 中 機器毎に1回

完成 完 成 時 機器毎に1回

出来形 形 状 寸 法 機器毎に1回

品質 測定試験(試験用機材) 機器毎に1回

社内検査 試 験 状 況 測定種別ごと1回

工場立会検査 検 査 状 況 主要検査項目

使用機械 使用機械 使用機械 現 場 着 手 前 機械毎に1回 排出ガス対策型建設機械ｽﾃｯｶｰ。
建設機械、仮設備 搬 入 前 施工箇所毎に1回 機器搬入に要する建設機械。
仮置き、搬入状況 施 工 状 況 施工箇所毎に1回

運搬車両 荷 積 状 況 産業廃棄物運搬車両ごと1回 運搬業許可表示箇所を含む。

処理 処 理 状 況 箇所毎に1回
残土処分 捨場状況 搬 入 後 捨場毎に1回 周辺状況がわかるよう撮影｡

目地切 施工状況 目 地 切 中 各路線又は箇所毎に1回

施工状況 取 壊 中 各路線又は箇所毎に1回
舗装厚 取 壊 後 各路線又は箇所毎に1回
土質等の判別 掘 削 中 地質が変わる毎に1回 機械・人力判別を撮影｡
上下幅　・深度 掘 削 後 各路線又は箇所・地質毎に1回

矢 板 長 検 測 1施工単位毎、種類毎に1回

設 置 後 各路線又は箇所毎に1回 施工延長検測。
水替工 施 工 中 各路線又は箇所毎に1回
転圧状況 転 圧 中 各路線又は箇所毎に1回 床均し、管側面転圧を含む。

各層の厚さ 転 圧 後 各路線又は箇所毎に1回 1層 20cm 標準｡

転圧状況 転 圧 中 各路線又は箇所毎(各層毎)に1回

各層の厚さ 転 圧 後 各路線又は箇所毎(各層毎)に1回 1層 15cm 標準｡

    

設置毎に1回　※提出不要 工期変更時には､再度撮影｡

設 備 工 事 写 真 撮 影 基 準 表 -1
工        種

着工前 全景又は代表箇所 着工日から5日以内 連続写真(40m)又は箇所毎

安
全
管
理

建設業許可,道路占用許可等,建退共標識,施工体系図,施工体
制台帳作成工事の通知を含む。

安全管理

作 業 中 交通規制形態ごと1回程度

材料検査
使 用 前

機
器
製
作

機器単体

試験

工場試験

工事看板 看板設置 設 置 後

機器搬入 機器搬入

産  廃
処理等

産業廃棄物

土 工

舗装版取壊

掘削

仮設

使用材料 使用材料

軽量鋼矢板

埋戻し工

路盤工
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R6.4.1

撮影項目 撮影時期 撮  影  頻  度           撮  影  要  領
ｱｽﾌｧﾙﾄ 完了状況 転 圧 後 各路線又は箇所毎に1回

    仮復旧 層の厚さ ｺ ｱ 抽 出 後 抽出(200m)毎に1回 コアの検測｡
ｱｽﾌｧﾙﾄ本復旧 舗装本復旧については、「配管工事写真撮影基準表」により撮影。

基礎砕石、 幅、厚さ 施 工 後 箇所毎に1回

均しコン基礎 完了状況 施 工 後 箇所毎に1回
現場打ち 配筋状況 施 工 後 箇所毎に1回

マンホール 型枠 施 工 後 箇所毎に1回

仕上り 施 工 後 箇所毎に1回

ケーブル受枕 施 工 後 箇所毎に1回

完了状況全景 施 工 後 箇所毎に1回

組立て式 搬入 施 工 中 箇所毎に1回
マンホール 組立て、据付工 施 工 中 ・ 後 箇所毎に1回

防水工 施 工 中 箇所毎に1回
ケーブル受枕 施 工 後 箇所毎に1回
完了状況全景 施 工 後 箇所毎に1回

基礎砕石、 幅、厚さ 施 工 後 箇所毎に1回
均しコン基礎 完了状況 施 工 後 箇所毎に1回
鉄筋工 配筋状況 施 工 後 箇所毎に1回
コンクリート スランプ試験状況 施 工 中 施工方法毎に1回

工 強度試験状況 施 工 中 施工方法毎に1回

打設状況 施 工 中 箇所毎に1回

養生 施 工 中 箇所毎に1回

仕上り 施 工 後 箇所毎に1回

モルタル工 厚み 施 工 中 箇所毎に1回
目荒し 施 工 中 箇所毎に1回
接着剤塗布 施 工 中 箇所毎に1回

型枠 施 工 中 箇所毎に1回
縁金物 取 付 状 況 箇所毎に1回
幅木 施 工 中 箇所毎に1回
完了状況 施 工 後 箇所毎に1回

ラック工事 固定金物 施 工 中 ・ 後 施工方法毎に1回

布設状況 施 工 中 ・ 後 施工方法毎に1回 吊り間隔、エキスパンションジョイント部
ダクト工事 固定金物 施 工 中 ・ 後 施工方法毎に1回

敷設状況 施 工 中 ・ 後 施工方法毎に1回 固定間隔
バスダクト 固定金物 施 工 中 ・ 後 施工方法毎に1回
工事 敷設状況 施 工 中 ・ 後 施工方法毎に1回
アクセス 支持脚施工状況 施 工 中 ・ 後 施工方法毎に1回
フロア工事 縁金物施工状況 施 工 中 ・ 後 施工方法毎に1回
防火区画等 施工状況 施 工 中 施工方法毎に1回 耐熱・耐火処理等の段階ごとの施工状況

認証マーク表示状況 施 工 中 施工方法毎に1回

土 工

マ
ン
ホ
ー

ル
築
造
工

コ
ン
ク
リ
ー

ト
工

（

ピ
ッ

ト
築
造
・
盤
基
礎
等

)

電線路
工事

設 備 工 事 写 真 撮 影 基 準 表 -2
工        種
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R6.4.1

撮影項目 撮影時期 撮  影  頻  度           撮  影  要  領
隠ぺい配管 敷設状況 施 工 中 ・ 後 施工方法毎に1回

支持(ﾎﾞﾝﾃﾞｨﾝｸﾞ)状況 施 工 中 施工方法毎に1回
鉄筋への結束 施 工 中 施工方法毎に1回

地中配管工事 敷設状況 施 工 中 ・ 後 施工方法毎に1回
埋設ｼｰﾄ敷設状況 施 工 中 施工方法毎に1回
管末防水処理状況 施 工 中 ・ 後 施工方法毎に1回
防食処理状況 施 工 中 ・ 後 施工方法毎に1回

露出配管工事 敷設状況 施 工 中 ・ 後 施工方法毎に1回
固定金物 施 工 中 ・ 後 施工方法毎に1回

設 備 工 事 写 真 撮 影 基 準 表 -3
工        種

電線路
工事

ﾎﾞﾝﾃﾞｨﾝｸﾞの状況 施 工 中 ・ 後 施工方法毎に1回
水抜き穴 施 工 中 ・ 後 施工方法毎に1回

延線 使用機材 施 工 中 施工方法毎に1回
延線状況 施 工 中 ・ 後 施工方法毎に1回

電線類の接続 端末処理の状況 施 工 中 ・ 後 施工方法毎に1回 高圧ケーブル
負荷への接続状況 施 工 中 ・ 後 施工方法毎に1回
盤内整線状況 施 工 中 ・ 後 施工方法毎に1回

ラック上の 結束状況 施 工 中 施工方法毎に1回
敷設状況 整線状況 施 工 中 ・ 後 施工方法毎に1回

セパレータ取付状況 施 工 中 ・ 後 施工方法毎に1回
ダクト内の 結束状況 施 工 中 施工方法毎に1回
敷設状況 整線状況 施 工 中 ・ 後 施工方法毎に1回

セパレータ取付状況 施 工 中 ・ 後 施工方法毎に1回
ピット内の 接地線種別 施 工 中 施工方法毎に1回
敷設状況 表示札の取付状況 施 工 中 ・ 後 施工方法毎に1回

セパレータ取付状況 施 工 中 ・ 後 施工方法毎に1回
マンホール内 余長・整線状況 施 工 中 施工方法毎に1回
の敷設状況 地中電線行先表示札 施 工 中 ・ 後 施工方法毎に1回

の状況 
建柱、張架 建柱状況 施 工 中 施工方法毎に1回

電柱・支柱根入れ 施 工 中 施工方法毎に1回
及び埋設状況
支線の敷設状況 施 工 中 施工方法毎に1回
延線状況 施 工 中 施工方法毎に1回
強電線弱電線 施 工 中 施工方法毎に1回
の離隔状況

接地工事 第A,B,C,D種、 接地極の種類 施 工 中 施工方法毎に1回
及びその他 接地極と導線の接続 施 工 中 施工方法毎に1回

埋設状況 施 工 中 施工方法毎に1回
溶接工事 作業状況 火災の防止状況 施 工 中 施工方法毎に1回

素地調整(ケレン)から 施 工 中 施工方法毎に1回
仕上げまでの各工程

塗装工事 作業状況 素地調整(ケレン)から 施 工 中 施工方法毎に1回
仕上げまでの各工程

配線工事

架
空
配
線
工
事
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R6.4.1

撮影項目 撮影時期 撮  影  頻  度           撮  影  要  領

機械配管据付 接合用シール材施工状況 施 工 中 施工方法毎に1回

排ガス管の断熱施工状況 施 工 中 施工方法毎に1回
固定状況 施 工 中 施工方法毎に1回
壁等貫通処置状況 施 工 中 施工方法毎に1回

基礎ボルト 埋設深さ 施 工 中 ・ 後 施工方法毎に1回
鉄筋結束状況 施 工 中 ・ 後 施工方法毎に1回
ドリル径 施 工 中 ・ 後 施工方法毎に1回
穴あけ深さ 施 工 中 ・ 後 施工方法毎に1回

機器の据付等 墨出し 施 工 中 ・ 後 箇所毎に1回 箱尺、リボンロッド等で寸法を明示
取付け状況 施 工 中 ・ 後 箇所毎に1回
締付けトルクの確認状況 施 工 中 ・ 後 箇所毎に1回
水平・垂直の確認状況 施 工 中 ・ 後 箇所毎に1回
電線引込口の小動物等 施 工 中 ・ 後 箇所毎に1回
侵入防止状況

各種試験 各種試験(検査)種別の 試 験 時 試験毎に1回
確認ができる状況のもの
試験計器等から結果が 試 験 時 試験毎に1回
確認できる状況のもの
試験用機材 試 験 時 試験毎に1回

※出来形写真については、箱尺、リボンロッド等で寸法を明示すること。

工        種

機械配管工
事

機
器
据
付
工
事

試験工

設 備 工 事 写 真 撮 影 基 準 表 -4
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 付則 ３ 　段階確認及び事務手続実施要領



　 付則３  段階確認及び事務手続実施要領

１．段階確認の趣旨
　段階確認は、いわき市水道局が施行する工事において、工事完了後に不可視となる
部分等の手戻り防止のため、施工段階の確認事項（工種・細別・確認時期・確認項目）に
ついて、監督員等が立会により確認し、工事の適正な履行を確保するものである。

２．段階確認の対象工種
　段階確認の概略は、別紙１「段階確認の概略」､また確認の工種は別紙２「段階確認
一覧表」を標準とするが、監督員と受注者との協議により決定し実施することとする。

３．段階確認の実施及び注意事項について

① 　監督業務の一部である段階確認は、監督員として指名された技術職員が行う
ものとし、その工事を所管する課所の係長職以上の技術職員は、監督員が行う
段階確認について管理しなければならない。

② 　現場管理に伴う段階確認は、別紙２「段階確認一覧表」 によるものとする。
　また、3.①後段の職員は監督員が行う段階確認に適時同行し、その業務につ
いて確認するとともに、必要に応じて助言、指導を行うものとする。

③ 　監督員は、確認立会又は施工状況把握を行った結果は、いわき市水道局工事
監督員執務要綱第１０条の規定に基づく第1号様式　「施工体制のチェックリス
ト」及び　別紙５ 監督員チェックリストにより記録しておくものとする。

④ 　監督員は、工事が完成し、書類の提出を受けた際には、3.③で作成した記録に
基づき、別紙３「竣工書類チェックリスト」により確認し、検査員に提出する
ものとする。

４．工事打合せ簿の取扱いについて
　指示、協議、通知、承諾、提出、届出は、約款及び共通仕様書で書面により行う
ことと規定しており、共通様式として「工事打合せ簿」を使用する。工事打合せ簿
に関する発議から保管までに流れは、次のとおり。

(1)発注者が発議するもの・・・指示、協議、通知
① 　監督員が発議し決裁欄で決裁を受けた原本を受注者に渡す。
② 　受注者は発議内容に対する処理又は回答を記入し、捺印又はサイン

したものを発注者に返却する｡受注者は写しを保管し、原本は監督員が
保管するものとする｡

③ 　監督員が現場で指示する場合等、急を要するものは、監督員の指示
内容とそれに対する現場代理人の回答を記入した工事打合せ簿を２部
作成(手書きで２部作成する他、カーボン紙やコピーによる複写も可) 
し、双方が確認してサインしたものをその場で取り交わすこと｡
また、受注者はその写しを保管し、監督員は原本を持ち帰り決裁を受け
たものを保管するものとする｡

④ 　工事内容の変更に関するものは指示のみで処理できないため, 請負
工事監督指示理由書と併せて使用すること｡

(2)受注者が発議するもの・・・協議, 承諾, 提出, 届出
①  現場代理人が発議、捺印した原本を監督員に渡す｡
②  監督員は発議内容に対する処理又は回答を記入し、その写しを受注

者に渡し、原本は監督員が保管する｡事前に決裁が必要なものは速やか
に決裁を受け、ワンデーレスポンスに努めること｡

(3) 施工計画書及び変更施工計画書
①  施工計画書は打合せ簿により受注者から提出される｡
②  施工計画書の内容について別紙4「施工計画書チェックリスト」により

審査し、不備のある場合は訂正を指示し、再提出を求める｡
③  工事着手後、施工計画書の内容に変更のあった場合、受注者からは

変更に係るページのみが打合せ簿で提出される｡
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④  変更になるページは上端に変更年月日を記載する｡
⑤  監督員は、先に提出された施工計画書のファイルに変更分を随時

追加して決裁を受け、常に現場状況に合致した施工計画書として
適切に管理する｡

⑥  工事完成検査時には監督員の保管する施工計画書を検査員に提示
するものとする｡

５．確認書の取扱いについて
　指定材料の確認・立会、段階確認等の施工状況の確認・立会、施工状況の把握を記録
する場合は、共通様式として｢確認書｣を使用する｡確認・立会願の提出から確認・立会い
結果書の通知までの流れは以下のとおり｡
　また、工事完成検査時には監督員の保管する確認書(原本)を検査員に提示するものとする｡
(1)材料の確認

①  現場代理人は、設計図書において監督員の確認を受けることとして
いる工事材料の確認・立会願及び材料検査願を監督員に提出する｡
確認・立会願には現場代理人の捺印は要らない。

②
③ 　確認の方法は、立会いにより、その内容について設計図書との

適合を確かめる｡
④ 　確認の結果は、結果判定欄に｢合格｣又は｢不合格｣と記入し,

不合格の場合は指示事項欄に｢工事現場外に搬出すること｣等を記入し, 
完了年月日を指示すること｡
また、記事欄に確認した品名、材料名を記入する｡

⑤ 　指示事項があった場合は、指示事項に対する処置が完了したことを
確認することとし、確認年月日を記入する｡

⑥ 　確認書は、立会者・監督員が確認し決裁を受けた原本を監督員が保管し、
その写しを受注者が保管するものとする｡

⑦ 　受注者は、材料検査前に試験掘の結果を踏まえ、施工図（管割図）を
作成し、提出すること。（試掘の結果に伴い、設計に変更が必要な場合
は、協議・指示を工事打合せ簿・請負工事監督指示理由書により、事前に
整理しておくこと。）

⑧ 　資材等の承諾は、汎用品のものについては、施工計画書に製造会社及び
製品名を記載することとして、仕様書及び承認図の提出を省略することが
できる｡ただし、監督員が必要と認めた資材については、仕様書及び承認図
を打合せ簿により承諾を得ること｡

(2)施工状況の確認(段階確認を含む)
①  現場代理人は、共通仕様書及び特記仕様書で監督員が確認又は立会う

とした施工段階の確認(段階確認を含む)を受ける場合は、確認・立会願を
監督員に提出する｡確認・立会願には現場代理人の捺印は要しない。

② 　監督員は、確認の方法、立会いの日時等を現場代理人と協議する｡
③ 　確認の方法は、原則立会いとするが、やむを得ず机上となる場合は確認に

必要な管理記録、写真等の資料(社内検査結果を含む) を提出する｡
④ 　確認の結果、設計図書と現場の状況が一致している場合は、確認立会

結果書の結果判定欄に　｢確認済｣　と記入する｡また、記事欄には確認した
測点番号、範囲等を記入する｡

⑤ 　確認の結果、設計図書と現場の状況が一致していない場合は、その是正
を打合せ簿で指示し、確認・立会結果書の指示事項欄にその内容を記録する｡

⑥ 　指示事項があった場合は、指示事項に対する処置が完了したことを確認する
こととし、確認年月日を記入する｡

(3)施工状況把握
① 施工状況、使用材料について、監督員が設計図書との適合を自ら認識するため、

適宜書類や臨場等により把握し、必要に応じて結果を現場監督者によるチェック
リストに記録する｡

② 受注者からの確認・立会願は必要としない｡
③ 施工状況の把握に関する確認・立会結果書は、受注者への通知は必要としない｡
④ 施工状況の把握において、指示する事項があった場合は、工事打合せ簿により

指示するものとする｡

　監督員は、確認の方法、立会いの日時等を現場代理人と協議する｡
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別紙１

　段　階　確　認　の　概　略

確認項目（機械設備）

材料検査
外観、構造、寸法
機器据付位置
塗装
溶接
性能
耐圧・気密
水張り試験
荷重試験
規定、規格による検査
操作、模擬試験
実地操作試験、試運転
総合試運転調整確認
※総合試運転調整確認は、特記仕様書で指示する場合に行う。

確認項目（電気設備）

材料検査
外観、構造、寸法
機器据付位置
特性検査
規定、規格による検査
絶縁抵抗測定
絶縁耐力試験
操作、模擬試験
実地操作試験、試運転
総合試運転調整確認
※総合試運転調整確認は、特記仕様書で指示する場合に行う。

※標準例を示したものであり、現場条件によって適宜判断すること。

〇

〇
〇

〇
〇〇

〇 〇 〇
〇 〇
〇 〇

〇
〇 〇 〇

〇 〇
項目

工場 現場
製作前 製作中 完了時 施工前 施工中 完了時

〇

〇
〇

〇 〇
〇 〇
〇 〇
〇 〇

〇 〇
〇
〇 〇
〇 〇

〇 〇 〇
〇 〇

項目
工場 現場

製作前 製作中 完了時 施工前 施工中 完了時
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別紙２

種　別 細別 確認時期 確認項目 確認の頻度

準備工 機器、材料 使用前
1.材料仕様書、試験成績書
2.機器製作仕様書

当初及び変更時

施工体制 各種標識 工事前
1.建設業の許可票
2.施工体系図
3.建退共加入標識

１回以上/１工事

安全施設 工事前 １回以上/１工事

各種標識 工事前 １回以上/１工事

交通誘導員 施工中 １回以上/１工事

各種機器製作工
工場製作完了
時

設置位置、外観、構造、
形状寸法、機能試験

１回以上/１工事

電力設備(動力、
構内配電線路設
備)

１回以上/１工事

受変電設備 １回以上/１工事

自家発電設備 １回以上/１工事

通信・情報設備 １回以上/１工事

中央監視制御設備 １回以上/１工事

テレメータ設備工 １回以上/１工事

工場製作完了
時

外観、構造、形状寸法、
機能試験

１回/１箇所

現場据付完了
時

設置位置、外観、据付状況、
機能試験

１回/１箇所

工場製作完了
時

外観、構造、形状寸法、
機能試験

１回以上/１工事

現場据付完了
時

据付位置、外観、据付状況、
機能試験

１回以上/１工事

塗装工 施工完了後
素地調整外観、塗装外観、付
着量確認

１回以上/１工事

溶接工 施工完了後
溶接部の外観、欠陥の有無、
放射線透過試験、浸透探傷試
験

１回以上/１工事

施工中
配管据付位置、接合方法、
配管支持等の状況、水圧試験

１回以上/１工事

施工完了後 水圧試験 １回/１箇所

総合試験
運転

据付完了後の
設備全体

供用前
設備全体の総合試験運転、
保護装置試験

１回/１工事

機
械
設
備
工

施設機械製作工

ポンプ製作工

配管工

※これにより難い場合は、福島県土木部工事監督員執務綱　　段階確認一覧に準じるものとする。

※「確認の頻度」は確認頻度の目標であり、実施にあたっては工事内容及び施工状況等を勘案の
上、監督員と協議し設定する。

段階確認一覧表

安全管理
工事名表示板、道路占用、
使用許可条件

電
気
設
備
工
、

電
気
通
信
設
備
工

施工中、現場
据付完了時

設置位置、外観、据付状況、
機能試験
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　　契約書に基づく書類一覧（竣工検査依頼に係る書類）
　　※時系列で整理する

□現場代理人及び主任技術者、監理技術者の通知書【特例で現場代理人の緩和措置有注意】

※請負額4,000万円以上は専任の主任技術者(建築一式工事は、8,000万円以上）

※下請総額4,500万円以上は監理技術者(建築一式工事は、7,000万円以上）

□工事工程表【契約締結日から14日以内】

□当初 □変更

□建退共掛金収納書【購入金額は請負金額（税抜）の1.5/1000（水道工事の場合）】 □他の退職金制度証明(写し)

□当初 □変更

□着工届(着工日前日までに提出) ※着手日(契約締結日から5日以内)に注意

□施工体制台帳･施工体系図(下請契約を締結する全ての工事及び警備業務）

□当初 □変更 ※添付書類は書類作成マニュアルを参照すること

□下請通知書の提出【契約締結日から14日以内、変更があった場合は7日以内】(下請契約を締結した全ての工種)

□ 保菌検査報告書（6か月毎に提出） ※取水・導水・浄水・配水の各施設敷地内で作業する場合、工事着手前に提出

□ 当初 □ 追加 ※すべての作業員及び社内検査員が報告対象

□ CORINSの登録(請負額500万円以上の工事) ※「提示」でよいので打合せ簿は不要

□当初 □変更 □竣工 ※受注時、変更時、完成後　速やかに登録・提出（速やかに：概ね20日以内）

※変更登録は､工期･技術者に変更がある場合のみ。

□工事現況報告書の提出(工期60日未満の場合は不要)

令和 □ 4 月分 □ 5 月分 □ 6 月分 □ 7 月分 □ 8 月分 □ 9 月分

□ 10 月分 □ 11 月分 □ 12 月分 □ 1 月分 □ 2 月分 □ 3 月分

令和 □ 4 月分 □ 5 月分 □ 6 月分 □ 7 月分 □ 8 月分 □ 9 月分

□ 10 月分 □ 11 月分 □ 12 月分 □ 1 月分 □ 2 月分 □ 3 月分

□工事打合簿（協議・承諾・指示） ※変更内容の確認ができる資料(図面・写真等)と共に

□工事内容変更伺い

□工事内容変更通知書（発注者・受注者の判が押印された本書を添付）

□金抜明細書 □図面等 ※変更内容・数量が適切に確認できるもの

□材料検査願 □当初 □変更 ※検査請求日から7日以内に検査実施する

□建設産業廃棄物処理報告書

□集計表(任意様式) □産業廃棄物管理票 建設系廃棄物ﾏﾆﾌｪｽﾄE票(写し)□ 計量票(写し)※必要な場合

□再生資源利用〔促進〕実施書(建設資材搬入･建設副産物搬出) ※電子ﾃﾞｰﾀと共に提出

□建設業退職金共済制度実施報告書

□建設業退職金共済証紙受領書(写し) □建退共辞退届 受注者分 □他の退職金制度証明(写し)受注者分

□ 建退共辞退届 下請分 □ 他の退職金制度証明(写し)下請分

□下請負報告書(下請発注状況の完成日、検査日、引渡日、支払日等の記載確認)下請契約工期、金額の整合性確認

□ しゅん工届

□工事写真

□撮影者名確認 □社名確認 □ インデックスシール貼付

□竣工図(出来形図) □施工部分赤着色

□設計値と実測値の対比を2段書き（下段：設計値(黒)　上段：実測値(赤)）
□共通仕様書 第6章その他 付則6 工事竣工図作成要領により作成
□図面は県土木設計マニュアル（設計積算編）により折りたたみ、図面袋に入れて提出

□工事検査依頼書

□工事成績評定表(第1号様式)（しゅん工検査時は、第一・第二評定者の評価を記入し担当課所長まで押印したものを添付、検査後第三評定者記入の評定表と差替え決裁する）

□工事成績採点表(第2号様式) □考査項目別集計表(第4号様式) □考査項目別採点表(第5号様式)

※契約金額500万円以上の工事は、評定表データを工事検査員に電子メールで送付する

□竣工書類ﾁｪｯｸﾘｽﾄ（本様式）

※チェックした本書を、しゅん工届決裁時に設計図書(契約関係書類)へ添付すること

竣工書類チェックリスト（設備工事編) 

課所長

年度

工事名 　○○ポンプ場ポンプ設備改良工事

※「下請契約」は「建設工事の請負契約」であるので、これに該当しない「資材納入」、「運搬業務」、「警備業務」などは含まない。

年度

別紙３
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　　その他書類一覧（別冊で整理）

　　※項目別で整理する

□施工計画書

□当初 □再生資源利用[促進]計画書

□変更 □再生資源利用[促進]計画書

□工事打合簿（協議・承諾・指示等） ※工事内容に変更を生じない資料（承認図等）

□承認図、仕様書等 □耐震計算書

□材料試験成績表 □施工図

□確認書（確認・立会願)

□監督員チェックリスト

□施工管理

□出来形管理

□品質管理 ※完成図書に含まれる資料は、施工管理資料としては提出不要

□完成図書

□工事概要

□工事完成図

□ フローシート

□全体平面図

□配置平面・断面図

□機器据付図

□機器基礎図

□配管図、配管系統図

□単線結線図

□単線系統図

□配線、配管布設図(ﾗｯｸ､ﾀﾞｸﾄ､ﾋﾟｯﾄ）

□機能概略説明図（計装ﾌﾛｰｼｰﾄ､ｼｽﾃﾑ構成図､制御方式など)

□展開接続図

□接地系統図

□機器製作仕様書･製作図

□各種計算書等(容量､数量､強度など)

□ ﾎﾟﾝﾌﾟ仕様計算書(送水量､水圧､ｳｫｰﾀｰﾊﾝﾏｰなど)

□各種試験成績書(試運転報告書含む)

□設定値ﾘｽﾄ

□取扱説明書､運転操作説明書

□官公署申請書類(検査済証写し)

□予備品､添付品一覧

□製造者一覧､ｱﾌﾀｰｻｰﾋﾞｽ体制等

□安全管理総括表　(総括表を添付し、本書は竣工検査時に提示)

□社内検査（段階検査・下請引取り検査・竣工検査）

□工事日報

※提出の指示があった場合

□資材受払簿 ※国庫補助金等に係る工事のみ

※　チェックした本書を、設計図書(その他の書類)の巻頭へ添付すること

竣工書類チェックリスト（設備工事編）　その他書類

工事名 ○○ポンプ場ポンプ設備改良工事
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別紙4

施工計画書チェックリスト(設備工事編) 確認日

工     事     名

項　　　　　目

□ 工事名 □ 発注者名

□ 施工箇所 □ 受注者名

□ 工　期 □ 工事概要（主要工種）

□ 請負金額 □ 工事目的の記述

□ 実施工程表 ※不稼働日の設定､社内検査及び段階確認の予定日

※工事着手予定日は適切か

※準備工日数は適切か、書類整理日数は適切に確保されているか

□ 現場組織表 ※専門技術者、下請会社（工種）

(現場における組織編成及び命令系統並びに業務分担がわかるように)

□ 安全管理組織表

□ 工事安全教育及び訓練についての活動計画（安全衛生協議会、新規入場者教育等）

□ 労務管理計画

□ 作業主任者・資格者の記述

□ 機械名 ※工事に使用する全ての機械を記載

□ 規格・性能　 ※『設計』『実施』に分けて記載

□ 使用工種・作業内容

□ 排ガス対策型の使用有無等の記述 □ 使用期間

□ 品名 □ 規格・寸法 □ 数量

□ 製造業者､納入業者及び搬入時期、搬入方法

□ 品質証明方法等の記述(日水協、JIS、社内検査)

□ 工事全体の流れを示す施工順序フロー図

機器据付、耐震対策、基礎、配管、配線、塗装、養生

試験及び試運転計画（実施要領、計測機器、各種データの記録

(仮設備計画､足場・防護計画、仮設電力・水道、工事用地等を含む)

□ 工程管理計画

□ 出来形管理計画　※施工管理基準にないものの基準設定

□ 品質管理計画

□ 写真管理計画

□ 24時間体制での緊急体制連絡表

□ その他災害パトロールを実施する場合の要件等の記述

□ 現場周辺の安全計画

□ 保安施設･交通誘導警備員(資格の有無)の配置計画

□ 運搬路の維持管理等の記述

□ ﾀﾞﾝﾌﾟﾄﾗｯｸの過積載防止の記述

□ 交通事故防止の徹底(通勤､施工時､現場周辺)

□ 周辺住民とのトラブル防止､騒音・振動対策、水質汚濁対策、

ゴミ・粉じん対策、事業損失防止対策（家屋調査等）

□ 仮設関係

□ 安全､営繕関係

□ イメージアップ対策等の記述

□ 再生資源利用計画書・利用促進計画書

□ 建設廃棄物処理委託契約書の写し（運搬・処分委託をした場合）

□ 産業廃棄物収集運業・処分業許可証の写し

□ 産廃処分場･残土捨場位置図､運搬経路図の添付

□ 社内検査計画（段階確認含む）等の記述

□ 社内検査員の経歴書(10年以上の現場経験が確認できるもの)

□ 作業員名簿(元請け・下請け)及び資格証の写し

□ 受注者作業員 □ 下請け者作業員

□ 添付されている保険証写しの保険者記号・番号のマスキング

□ 項目毎にインデックスシール貼付

□ その他必要な事項

  ※印については、維持工事・小規模工事等簡易な工事において、監督員の承諾を得て記載内容の一部を
省略することができる。

安全管理

主要機械※

主要機器・材料※

施工方法※

施工管理計画※

緊急時の体制及び対応

交通管理※

環境対策※

現場作業環境の整備※

再生資源の利用促進と
建設副産物の適正処理方法

その他※

現場組織表

令和 年 月 日

　○○ポンプ場ポンプ設備改良工事　(00〇第0000号)

記載内容

工事概要

計画工程表

付則3-8



設備工事工事監督員チェックリスト目次

機械設備
共通事項・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・ 付則3-
機器類・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・ 付則3-

電気・計装設備
共通事項・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・ 付則3-
電路工事・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・ 付則3-
配線・地中埋設工事・・・・・・・・・・・・・・・・・・・ 付則3-
盤・引込柱工事・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・ 付則3-

10
11

15
14
13
12

付則3-9



別紙5

第 号 工事

考査項目

施工計画書の作成に当たっては現場調査を実施し、実態と合った内容で作成したか。

工事に先立ち機器据付位置の状況や埋設管、箱抜き等の現地調査は十分行ったか。

土木、建築、電気設備工事との取り合い及び工程など確認したか。

必要な官公庁の許認可手続きは完了したか。

床及び壁その他の構造物に養生はなされているか。

工事に伴う、配水調整及び設備運転調整など影響の有無について確認したか。

屋外設置機器における冬季の凍結防止は考慮したか。

機器の搬入据付に支障のないスペースと動線になっているか。

管理動線は機器の点検、修理及び清掃しやすい動線になっているか。

管理動線上の危険箇所にトラマークおよび緩衝材が取り付けられているか。

関連工事（電気設備、建築設備等）と施工場所及び施工区分の調整をしたか。

各施工段階での監督員の立会検査は受けたか。

試運転前、試験運転要領書等を提出し承諾を得たか。

試運転後、各機器、配管等に水漏れ、油漏れ等がないか。

試運転後、各機器の潤滑油量を確認したか。必要に応じ補給もしくは取り替えをしたか。

トルク管理は適正に施工されているか。

試運転において電流値、温度、振動値等に異常はないか。

各施工段階で施工順序の打ち合わせ協議等を行っているか(施設の一時停止、

再開順序等の再確認)

危険個所には安全標識（火気注意、頭上注意、転落注意等）を取り付けているか。

開口部等の危険個所には転落防止の蓋あるいは防護柵、安全ネットを施しているか。

酸欠危険場所の酸素濃度や硫化水素濃度を、酸素欠乏予防規則に基づき測定しているか。

酸素欠乏危険作業に対する保護具の常備等、安全対策を行っているか。

酸欠等の測定記録表を作成し、その写しを提出したか。

現場安全衛生管理体制表を作成し、下請け業者等に徹底したか。

工程別に重点事項、実施細目を定めた工程別安全衛生管理表を工事現場に掲示したか。

新規入場者教育を実施したか。

工事用機械器具点検記録（持込時、定期）を実施したか。

（玉掛けワイヤ、電気設備、電動工具等）

足場等の安全点検等を実施したか。

施工計画書に記載の異常気象時の点検報告書を提出したか。

完成検査の事前に社内検査を行い手直しも完了したか。

監督員との協議事項のうち、懸案事項は全て処理してあるか。

施工計画書との整合確認したか。

官公庁立会い検査は完了したか、またその書類は適切か。

不要材料及び仮設物は全て処分し、また清掃は完了したか。

完成図書（説明書・機器仕様書等）の内容を確認したか。

整備記録（日付・施工業者名等）テープ（テプラ）が貼ってあるか。

機器を予備品として保管する以外の場合、建設副産物の処理は適正か

(中間処分、最終処分、スクラップ等)

□

発　注　課　所 受　注　者

監督員チェックリスト 機 械 設 備

工事番号・工事名

□

□

□

□

□

□

□

□

着工前

施工

安全管
理

その他

□

□

□

□

□

□

□

□

□

□

□

共 通 事 項

チェック 確認月日

□

□

□

□

□

□

□

□

□

□

□

□

□

□

□

□

□

□

□

□

□
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別紙5

第 号 工事

考査項目

据付精度は許容値以内か。

本体（部品）各部の規格は承諾図と同一か。

振動部のボルト、ナットに廻り止め措置はなされているか。

回転方向がわかるよう銘板、または塗装等で方向指示がなされているか。

回転部に安全カバーが取り付けられているか。

圧力計、連成計は取り付けられているか。

スピンドルねじ部にグリースを塗布したか。

流れ方向は適切か。

グランド部の排水管は側溝まで配管したか。また、排水量は適量か。

着脱部の接続は完全か。ガイドパイプの支持、開き止めは適切か。

吊り上げチェン掛け金具の位置は維持管理上適切か。

水中部のケーブルは吊り上げチェンに結束されているか。長さに適当な遊びがあるか。

盤の指示計に、正常範囲がわかるような表示がなされているか。

ゲージ類は点検が容易に行えるような向きに取り付けられているか。

施工前にポンプ設備等の計測データを確認したか。(施工前と施工後の計測を比較するため)

芯出し調整・試運転調整は適切な施工管理によって行われたか。

コンクリート基礎の仕上げは良いか。　（モルタルの上塗り20mm厚程度）

基礎ボルトのアンカーボルト施工は適切か。（箱抜き状況、鉄筋溶接状況等）

基礎ボルトの後施工アンカー施工は適切か。（硬化時間、引張り強度等）

基礎ボルト等のナット増し締めは完了したか。

ボルトの突き出し長さは適切か。（3山を目安とする。）

基礎のコンクリート強度は良いか。

 鉄筋コンクリート：21Ｎ/mm2 以上

無筋コンクリート：18Ｎ/mm2 以上

砕石、捨てコン打設、配筋、は仕様どおりか。

養生は適正に行われているか。

ｱﾝｶｰﾎﾞﾙﾄ及び基礎は耐震基準に適合しているか。

電動にて開閉操作を行い駆動部から異常音がないか確認する。

開度計の指針は全開、全閉位置で正しく指示しているか。

カバーの取り外しスペースは維持管理上適切か。

手動、電動のインターロックの切り替え作業に支障はないか。

手動ハンドルの操作に支障がないか。

リミットスイッチ等の動作確認、警報連動は試験されているか。

電圧・電流値は仕様どおりか。

管の材質、接合方法等は承諾図のとおり施工されているか。

配管被覆は承諾図のとおり施工されているか。

管理動線上の配管には踏み台が設置されているか。

配管支持の方法及び間隔は適切か。Ｕボルト等の座金は適切なものを使用したか。

逆止弁の取付け方向に間違いはないか

指定色で補修塗装されているか。均一に塗装され色むらがなく膜厚は十分か。

機器名称、号機の文字書きをしたか。

キズ・汚れ等が付着していないか

水道用規格JWWA規格に適合しているか。

火災事故及び関電事故等に対する防火水及び消火器等の処置対策を行っているか。

溶接断面部に溶加材が十分で適正な強度があるか。

溶接部は気泡が無く、凹凸が少なく均一な面となっているか。

計器類の零点、設定値の確認及び調整をしたか。

既設物損傷箇所（モルタル欠損、手摺の損傷等）の復旧は行ったか。

本体、床、駆動部等の清掃は完了したか。

開口部に蓋は設置してあるか、蓋の強度は適正か確認する。（機械工事範囲における蓋）

弁には「常時開」「常時閉」「調整済」等の表示札を取り付けたか。

電動弁廻り、定流量弁廻り等の配管は、保守点検時の取り外しを考慮したか。

監督員チェックリスト

□

□

工事番号・工事名
発　注　課　所

□

□
□
□
□
□

□

□

□
□

□
□
□
□

□

□
□

□

□
□
□
□
□

チェック 確認月日

□
□
□
□

機器本
体

基礎

電動駆
動装置

機器廻
り配管

塗装

溶接

□
□

□

機 器 類機 械 設 備

受　注　者

□

□

その他

□
□

□
□

□

□

□

□

□
□

□
□
□
□
□
□
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第 号 工事

考査項目

施工計画書の作成に当たっては現場調査を実施し、実態と合った内容で作成したか。

工事に先立ち機器据付位置の状況や埋設管、箱抜き等の現地調査は十分行ったか。

土木、建築、電気設備工事との取り合い及び工程など確認したか。

必要な官公庁の許認可手続きは完了したか。

床及び壁その他の構造物に養生はなされているか。

工事に伴う、配水調整及び設備運転調整など影響の有無について確認したか。

施工図、展開図、製作図を作成し、承諾を受けたか。

機器の搬入据付に支障のないスペースと動線になっているか。

管理動線は機器の点検、修理及び清掃しやすい動線になっているか。

管理動線上の危険箇所にトラマークおよび緩衝材が取り付けられているか。

関連工事（機械設備、建築設備等）と施工場所及び施工区分の調整をしたか。

作業計画書、切替計画書を作成し承諾を受けたか。

各種検査・試験・試運転の立会いは受けたか。

設備を運用しながら作業する場合、既存機器との整合調整や、設備養生を行ったか。

危険個所には安全標識（火気注意、頭上注意、転落注意等）を取り付けたか。

開口部等の危険個所には転落防止の蓋あるいは防護柵、安全ネットを施したか。

1.5m以上の高所作業に対する保護具の着用、足場等からの墜落防止措置等の安全対策を行ったか。

足場等の安全点検等を実施したか。

酸欠危険場所の酸素濃度や硫化水素濃度を、酸素欠乏症等防止規則に基づき測定したか。

酸素欠乏危険作業に対する保護具の常備等、安全対策を行ったか。

酸欠等の測定記録表を作成し、その写しを提出したか。

試験要領書を提出し、承諾を受けたか。

機器及び施工承諾図に基づき外観構造及び据付状態を確認したか。

計器の0点調整の確認をしたか

機器の安全装置の動作を確認したか

機器据付完了後に機器単体の動作を確認したか。

現地での組合せ試験の結果、機器間の良好な動作及び機能的関連等が確認できたか。

完成検査の事前に社内検査を行い手直しも完了したか。

監督員との協議事項のうち、懸案事項は全て処理してあるか。

施工計画書との整合確認したか。

電気室等に「高圧危険」「関係者以外立入禁止」「機器配置図」等の表示板を取付けたか。

官公庁立会い検査は完了したか、またその書類は適切か。

不要材料及び仮設物は全て処分し、また清掃は完了したか。

完成図書の内容を確認したか。

整備記録（日付・施工業者名等）テープ（テプラ）が貼ってあるか。

機器を予備品として保管する以外の場合、建設副産物の処理は適正か

(中間処分、最終処分、スクラップ等)

発　注　課　所 受　注　者
チェック 確認月日

監督員チェックリスト 電気・計装設備 共 通 事 項

工事番号・工事名

□

□

□

□

□

□

□

□

□

□

□

□

□

□

□

□

□

□

□

□

□

□

□

□

□

□

□

□

□

着工前

施工

安全管
理

現地試
験

その他

□

□

□

□

□

□

□

□

□

□

□

□

□
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第 号 工事

考査項目

配管仕様及び太さは適正か。

構造物のエクスパンション部を通過する場合は、電路に伸縮装置を設けてあるか。

30ｍ以下毎にプルボックス又はジョイントボックスがあるか。

管の曲げ半径は、管内径の6倍以上、曲げ角度は90度を超えていないか。

Ｕ字配管はないか。

雨のかかる場所では管端を下向きに曲げ、雨水が侵入しないようにしてあるか。

端子等締め付け確認をおこなったか。（マーキング確認）

ケーブルに布設時のキズ・ヤブレ等は見られないか。

露出配管には、塗装がなされているか。（調合2回）

管のねじ切り部にさび止め塗装がしてあるか。

 支持間隔は良いか。（2m以下）ただし、管相互の接続点等に近い箇所及び管端で固定する。

(VE,HIVE)

管相互の接続は、TSカップリングで施工されているか。

支持間隔は良いか。（1.5ｍ以下）

ただし、管相互の接続点等に近い箇所又は管端からは（0.3ｍ以下）。

（CD管、PF管）

 支持間隔は良いか。

隠ぺい部1.5m以下（接続部0.3m以下）コンクリート埋込み部1m以下（接続部0.3m以下）

絶縁電線保護用はビニル被覆付可とう電線管又は相当品（防水性能ＩＰ６７）か。

屋外等湿気の多い場所は耐候性のあるﾋﾞﾆﾙ被覆付ﾌﾚｷｼﾌﾞﾙ管及びｺﾈｸﾀ部は耐食仕様か。

両端は管内に接地線を入れるか、外部にﾎﾞﾝﾄﾞ線をそわして電気的結合がとられているか。

高圧と他の配線等、低圧と他の弱電流電線との離隔は良いか

支持間隔は良いか。

水平支持間隔2ｍ以下（アルミ製1.5ｍ 以下）、垂直支持間隔3ｍ以下

アルミ製ケーブルラックは、支持物との異種金属接触腐食の対策はしてあるか。

終端には、エンドカバー又は端末保護キャップを設けてあるか。

温度変化による熱膨張対策は良いか。

直線距離30ｍ毎（アルミ製15ｍ）に伸縮継手を設けてあるか。

監督員チェックリスト 電気・計装設備 電 路 工 事

工事番号・工事名

屋外及び雰囲気の悪い場所の配管支持材料は形鋼の溶融亜鉛メッキ仕上げ、又はステンレス製
形鋼か。（Ｕボルト、アンカーボルト等はステンレス製）

□

プルボックスの吊りボルトの径は良いか。（径9㎜×4本以上。ただし、長辺の長さが300 ㎜以
下で径9㎜×2本、200 ㎜以下は径9㎜×1本とすることができる）

発　注　課　所 受　注　者
チェック 確認月日

□

□
□
□

□

□

□
□

□
□

□

□
□

□

可とう
電線管

ケーブ
ルラッ

ク

□

湿度の多い場所又は水気のある場所に布設する配管の管端にはシール材等で防湿・防水又は防
水処置が施されているか。

□

水気の多い床面からの立ち上がり部分には防食テープ（1/2ラップ）を巻いてあるか。（範囲
は、貫通部及び床面より50mmとする。）

□

□
□

□

□

□
□
□
□

□

□

□
□

□

□

共通事
項

金属管

合成樹
脂管
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第 号 工事

考査項目

電線類の種類、サイズ、は良いか。

ケーブルの端末処理は良いか。（14mm2以上60mm2未満は、三叉管又は二叉管）

断面積60mm2以上、高圧回路および特別高圧回路にはJIS又はJCAA規格の端末処理材か。

ケーブルの端末テープ色別は良いか。

各芯線には、端子番号と同一のマークチューブを取付けたか。

電線と圧着端子等との接続部分は、ビニール絶縁キャップを取付けてあるか。

キャップの色は、盤内接続の場合、盤内配線のキャップの色（リング色）、その他は、

電線の被覆（ケーブルの場合は端末色別）の色か。 但し、動力ケーブルの場合は盤側の

キャップの色か。

ケーブルの結束は良いか。（ほう縛材は合成樹脂製不可）

ケーブルの末端付近には、接続先（盤番号・機器番号等） 、およびケーブル記号を記した

表示札が取付けてあるか。

高圧回路、および特別高圧回路のケーブルの端末には、表示札（線名・施工業者名、

・断面積・ケーブルの種類・施工年月日等を刻印）が取付けられているか。

低圧屋内配線と弱電流電線・水管・ガス管等との離隔は良いか。

低圧屋内配線と弱電流電線とを同一の電路管の中に施設していないか。

高圧屋内配線と低圧屋内配線・弱電流電線等又は水管・ガス管若しくはこれに類するもの

との離隔は良いか｡(15㎝以上)

配線と発熱部との離隔は良いか。（50℃以上の発熱部と15㎝以上）

ケーブルに外傷等はないか。

盤等の外線用端子台にケーブルの荷重がかかっていないか。

サーマル動作の設定値は適正か（過電流値及び秒数などの設定）

施工上に必要なもの以外のケーブル余長はないか。

屋外への貫通位置及び沈砂池室等への貫通位置は浸水レベルを考慮しているか。

壁等の貫通箇所の埋設物を確認したか。

床及び壁等の貫通箇所で不必要な開口部はモルタル等を充てんし、密閉してあるか。

構造体を貫通し、直接屋外に通ずる管路には、防水処置を施してあるか。

屋上の露出配管は、防水層を傷つけないようにしてあるか。

掘削面が、ｺﾝｸﾘｰﾄ又はｱｽﾌｧﾙﾄ舗装の場合には、ｶｯﾀｰ等を使用して施工したか。

埋設深さは適切か。管路式は地表面（舗装個所は舗装下面）より0.6ｍ以上

重量物の荷重がかからない場所は0.4ｍ以上

 波付硬質合成樹脂管等の布設時は山砂敷きをしたか。下部50㎜、上部100㎜程度

管と管との離隔距離は良いか。（自消性のある難燃性の管の場合）

呼び径 　　　間隔（左右､上下）（mm）

30～50　　　　 50

60～150　　　　70

200　　　　　　100

標識シートを管頂と地表面のほぼ中間に埋設したか。

電路の曲り等の要所及び直線30ｍごとに、埋設標示杭があるか。

電路とその他の電路との離隔は良いか。

低圧ケーブルと高圧ケーブル相互にあっては15cm

上記距離がとれない場合は、それぞれの地中ケーブルを自消性のある難燃性の管に収める

電路が地中弱電流電線等と接近又は交差する場合は、下記いずれかの対策が施されているか。

(a) 低圧又は、高圧ケーブルと地中弱電流電線等とは、３０cmを越えるよう離隔する。

(b) 特別高圧ケーブルと地中弱電流電線等とは、６０cmを越えるよう離隔する。

(c) 低圧・高圧又は特別高圧ｹｰﾌﾞﾙと地中弱電流電線等との間に堅ろうな耐火性の隔壁を設ける。

(d) 低圧・高圧又は特別高圧ｹｰﾌﾞﾙを、堅ろうな不燃性又は自消性のある難燃性の管に

　　収め、当該管が地中弱電流電線等と、直接接触しないように施工する。

チェック 確認月日

□
□
□

□
□
□

地中電
路管の
離隔

□

□

□

□

□

□

壁等の
貫通

□

掘削及
び埋戻

し

□

□

□
□
□

□

電気・計装設備 配線・地中埋設工事

工事番号・工事名
発　注　課　所 受　注　者

監督員チェックリスト

配線工
事

□

□
□

□

□
□

□

□

□

□

□

□

□
□
□

□
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別紙5

第 号 工事

考査項目

機器周囲の隔離距離は操作及び保守点検に支障はないか。

搬出入のスペースは確保されているか。

床及び壁その他の構造物に養生はなされているか。

基礎ボルトの締め付けを確認したか。

水平度は良いか。

形鋼等にて架台を製作し、ﾌﾘｰｱｸｾｽﾌﾛﾜ自体には、盤の重量がかからないよう据付けてあるか。

架台の強度・塗装は良いか。（錆止め塗装、上面は盤のチャンネルベース色）

アンカーはM12以上か。（打設間隔は160mm以上）

現場操作盤の操作位置と操作対象機器との整合はとれているか。（号機、配列等）

盤扉の開閉状態は良いか。

収納機器の（しゃ断器等）挿入、引出しは容易に出来るか。

配電盤内外に損傷はないか。（補修塗装等）

異物等の混入はないか。

盤の接地は施されているか。また接地抵抗種は適切か。

ケーブル引込み部のシール材等で防湿・防虫処理はしてあるか。

雨水等の侵入の恐れのある箇所の防水対策は施されているか。

コンクリートスラブ面は、十分目荒しをしたか。

コンクリート基礎の仕上げは良いか。　（モルタルの上塗り15mm厚）

コンクリート基礎内への水浸入対策は良いか。

基礎のコンクリート強度は良いか。

 鉄筋コンクリート：21Ｎ/mm2以上

無筋コンクリート：18Ｎ/mm2 以上

砕石、捨てコン打設、配筋、チャンネルベースは仕様どおりか。

基礎施工状況写真を撮ったか。

ｱﾝｶｰﾎﾞﾙﾄ及び基礎は耐震基準に適合しているか。

電力会社と事前協議を行ったか。

引き込み柱の位置及び長さは良いか。

引き込み線の地上高及び他の構造物との離隔は良いか。

根入れは全長の1/6以上か。（全長15ｍ以下の場合）。15m以上の電柱の根入れは2.5m以上か。

根かせの埋設深さは地表下30㎝以上か。

引き込み柱の電線管の材質及び太さは適切か。

ケーブルは地表2.5 ｍまで電線管で保護したか。

上部電線管口には雨水の浸入防止処理を行ったか。（ウエザーキャップの取付け）

電線管地中部及び地表30㎝の高さまで防食処理をしたか。

引き込み柱は傾いていないか。

足場ボルトの取付けは良いか。（地上1.8ｍ以上）

支線の位置は良いか。

保安協会への図面承認は取れているか。

接地埋設標は設けたか。

接地抵抗測定値は基準値以下か。

接地盤内で異種の接地抵抗が混同されていないか。

□
□
□

チェック 確認月日

□
□

□
□

□

□

□

□
□

□

□
□

□
□
□

□

接地工
事

建柱・
装柱

□
□
□
□
□
□
□
□

□

監督員チェックリスト 電気・計装設備 盤・引込柱工事

工事番号・工事名
発　注　課　所 受　注　者

共通事
項

□

□
□

基礎架
台等

盤等据
付 □

□

基礎

10㎝程度のコンクリート基礎を設け、その内部に、溝形鋼（屋外及び防滴形の盤において、腐
蝕等の恐れがある場合は、溶融亜鉛メッキ仕上げ等の防食のすぐれたもの）を埋め込み、それ
にチャンネルベースを固定し据付けてあるか。

□

□

□

□
□

□
□
□
□
□
□

□

付則3-15



付則 ４ 設 備 工 事 竣 工 図 作 成 要 領



付則４    設備工事竣工図作成要領 

1 一般事項 

1-1 適用
　この作成要領は、工事受注者が局に完成図書の一部として提出する設備工事竣工図に
ついての基準を定めるものである。作図一般、記号、線の一般的用法その他この要領に定
めのないものは、 JIS Z8310～18、機械製図はJIS B 0001、電気製図はJIS C 1082-1∼JIS 

　　C 1082-4及びその他関係規格規定によるものとする。

 1- 2 工事竣工図提出の手順と部数
(1) 査定、承認及び確認

 受注者は、工事竣工図の提出にあたって、監督員に工事竣工図の査定を受けると共に、
不備な点は直ちに訂正、補足し承認を得なければならない。
　承認後、監督員は漏水防止係に工事竣工図を送付し、工事竣工図の確認を得るものと
する。

(2) 提出部数
表 1 - 1 提出部数

電子ﾃﾞｰﾀ （PDF）
（CAD）

※CADﾃﾞｰﾀは、いわき市電子納品基本方針によること。
※提出部数については、監督員から指示がある場合は指示による。

1- 3 工事竣工図の記載概要

工事竣工図の全体平面図及び全体配置図は、サンプル図のようなレイアウトとする。

図1-1　図面レイアウト

１部

竣工図(紙)
竣工図縮小版(紙)

１部 漏水防止係提出用、各課保存用

区分 部数
１部
１部

適用
設計書添付竣工検査用(A1サイズ折りたたみ)
漏水防止係提出用(A3用紙)
漏水防止係提出用(A1サイズ・カラー・300dpi出力)

標題欄

全体平面図、全体配置図 位置図
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2 竣工図作成の基本

2-1 図面の規格寸法

(1) 原図
　局発注工事については、CADデータをCD-R又はeメールで支給する。

(2) 図面の規格・寸法
　図面の大きさは、次の規格寸法のものを工事の区分または必要とする図面の大きさに応じ
使用する。ただし、同一工事には原則として同一の大きさのものを使用しなければならない。
Ａ１ サイズを標準とし長辺を横方向とする。
規定の大きさで作図できない場合は、 Ａ１または Ａ１版に分割して作成し、その接続表示
を明確にすること。

表2-1　図面の大きさ 単位：mm

2-2　基本作図
(1) 用途による線色と線種

(2) 用途による文字の大きさ

297×420420×594

A2A1

594×841

A3大きさの呼び方

a × b

外枠

タイトル枠

区切り線・罫線

現況地物（文字を含む）

等高線

主な構造物 （平面）

土木施設、建築施設

機械設備、電気設備、建築機械設備、建築電気設備

構造物基準線（文字を含む）

用地境界線

機器外形線（今回）

機器外形線（既設）

機器外形線（将来）

寸法線、寸法値 （今回）

寸法線、寸法値 （既設）

寸法線、寸法値 （将来）

材料表

ハッチ（今回）

ハッチ（既設）

ハッチ（将来）

黒色実線

線色・線種作図要素

黒色実線

黒色実線

黒色一点鎖線

任意

赤色実線

黒色実線

黒色二点鎖線

赤色実線

黒色二点鎖線

黒色実線

赤色実線

赤色

任意
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2-3　図面の輪郭と標題欄

(1) 輪郭
　輪郭線は実線とし，線の太さは 0 . 5mm 以上とする。輪郭の幅は用紙の大きさが AO または
  A1のときは 20mm 以上， A2 , A3 又は A4 のときは 10mm とする。

A0 , A1 
a = 20mm 以上 
b = 20mm 以上 

A2 , A3 , A4 
a = 10mm 以上 
b = 10mm 以上

(2) 標題欄
　図面に標題欄を設け、次の事項を記入する。
 [図 2 - 2 標題欄]参照 
1 年度 
2 工事番号 
3 配管図番号
4 管番号
5 課所名
6 工事区分

　（基幹、施整、老更、災害、修繕、　移設（起因者）、受贈）
7 管路に使用したフランジの規格（呼び圧、接合・ガスケット形式）
8 工事名称
9 工事場所
10 竣工年月日
11 監督員欄(監督員氏名)
12 図面枚数と番号 
13 施工業者名(社判は不要)

図 2 - 2 標題欄 発注図標題

福島県ＨＰ 電子納品のﾍﾟｰｼﾞ
標題欄のテンプレート

令和○年○月○日

令和○年度 工事番号 ○○第○○○○号

福島県ＨＰ 電子納品のﾍﾟｰｼﾞ
標題欄のテンプレート
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2-4 工事竣工図の作図

(1)位置図

原則としてS=1:10,000の配水管網図とする。
① 1/2,500のメッシュ番号を含んだ範囲とする。
② 通常は、図面の上側を北にして方位を記入する。
③ 工事路線または工事地点を起終点より引き出し線を出し、寸法線上

に「工事施工箇所」と記入する。
④ 工事場所が 1 地点の場合は、当該工事を円で囲い、引出し線に

より工事施工箇所」と記入する。
①位置図は、全体平面図（全体配置図）の右上とする
②位置図の大きさは、横10cm、縦15cm以上とする。

項目
尺度

記載事項

備考

内容

(2)全体平面図（全体配置図）、据付平面図（断面図）、基礎図、機器詳細図

構造物の種類により適宜とする。
①全体平面図（全体配置図）

主要建築物､主機､主配管､水槽､道路(河川名)､位置､形状､寸法等
②据付平面図

建築物･土木構造物､据付機器､基礎､据付位置､配置寸法 等
③据付断面図

建築物･土木構造物､据付機器､基礎､据付位置､配置寸法､
床レベル､計画水位(HWL､LWL 等) 等

④基礎図
建築物､基礎､配筋､形状､寸法､床レベル 等

⑤機器詳細図・電気関連図
構成機器、部品、形状、寸法 等

基本的には従来の作図方法を踏襲するものとする。

尺度

記載事項

備考

内容項目

(3)機器構成図・配管系統図・配線系統図・操作制御フロー図・計装フロー図・機器詳細図

　－
①機器構成図・配管系統図

配管接続図､関連機器､水槽､配管口径､配管材質､バルブ､
水位計など計測器､流向 等

②配線系統図
配線接続図、関連機器、接続形態 等

③操作制御フロー図・計装フロー図
操作制御機器・計装品接続図、関連機器、接続形態 等

④機器詳細図・電気関連図
配管配線接続図、関連機器、接続形態 等

・配管系統図は主要機器及び構造物に名称を記入する。また機器及
び構造物は略図とする｡
・基本的には従来の作図方法を踏襲するものとする。

内容項目
尺度

記載事項

備考

(4)単線結線図

　－
①単線結線図

回路構成機器､負荷容量､電気部品容量 等

・単線結線図は収納する盤ごとに示すようにする。また､使用する
図記号は JISC0301-1990､JEM1090-1994 に準じたものを使用する。
・基本的には従来の作図方法を踏襲するものとする。

記載事項

備考

項目 内容
尺度
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その他の図面についても、上記に準ずる。

3 工事完成図書一覧（参考）
1 工事概要
2 工事完成(施工)図(完成図書添付用はA3版、設計書添付用はA1版)
 フローシート
 全体平面図
 配置平面・断面図
 機器据付図
 機器基礎図
 柱装図
 配管図、配管系統図
 単線結線図
 単線系統図
 配線、配管布設図（ﾗｯｸ、ﾀﾞｸﾄ、ﾋﾟｯﾄ）
 機能概略説明図（計装ﾌﾛｰｼｰﾄ、ｼｽﾃﾑ構成図、制御方式など）
 展開接続図
 接地系統図 等

3 機器製作仕様書・製作図
4 各種計算書等（容量、数量、強度など）
5 ﾎﾟﾝﾌﾟ仕様計算書（送水量、水圧、ｳｫｰﾀｰﾊﾝﾏｰなど）
6 各種試験成績書（試運転報告書含む）
7 設定値ﾘｽﾄ
8 取扱説明書、運転操作説明書
9 工事記録写真(別冊(設計書添付)で整理)

10 官公署申請書類（検査済証写し）
11 予備品、添付品一覧
12 製造者一覧、ｱﾌﾀｰｻｰﾋﾞｽ体制等
13 電子完成図書(CD-R,DVD-R)
1 工事概要
2 工事完成(施工)図(完成図書添付用はA3版、設計書添付用はA1版)
 配置図及び案内図
  (敷地及び建築物等の面積表、屋外排水系統図)
 平面図(室名、耐震壁)
 立面図(外壁仕上げ)
 断面図(階高、天井高)
 仕上表(屋外、屋内の仕上げ表示) 等

3 建築物の保守に関する説明書
4 機器取扱い説明書
5 機器性能試験成績書(防水保証書等を含む)
6 工事記録写真(別冊(設計書添付)で整理)
7 官公署申請書類（検査済証写し）
8 予備品、添付品一覧
9 主要な材料・機器一覧表

10 設計計算書等
11 電子完成図書(CD-R,DVD-R)

※建築機械・電気設備工事についても、将来的な維持管理が生じる施設（設備）に
　ついては、上記に準ずるものとする。

完
成
図
書
（
A
4
版
フ
ァ
イ
ル
綴
込
み

)

水
道
機
械
・
電
気
設
備
工
事

土
木
・
建
築
工
事
（
施
設
築
造
）

(5)配管図・配線図

構造物の種類により適宜とする。
①配管図

関連建築物､関連機器､管路､口径､寸法､材質､ピット､流体種類 等
②配線図

ピット､配線､配線種類､配線接点､プルボックス､ハンドホ ール､
関連機器寸法､接地位置 等

・使用する図記号は JISC0303－2000「構内電気設備の配線図記号」、
「公共建築設備工事標準図(電気設備工事編)」に準じたものを使用する。
・基本的には従来の作図方法を踏襲するものとする。

記載事項

備考

項目 内容
尺度
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付則 ５ 火災保険等の取扱いについて



付則５    火災保険等の取扱いについて

1 一般事項 
(1) 受注者は、工事目的物及び工事材料（支給材料を含む）等を特記仕様書に定めるところに

 より火災保険、建設工事保険その他の保険（これに準ずるものを含む）に付さなければな
 らない。

(2)受注者は、保険契約を締結したときは、その証券又はこれに代わるものを直ちに発注者
　 に提出しなければならない。

(3)受注者は、工事目的物及び工事材料等を保険以外の保険に付したときは、直ちにその旨
　 を発注者に通知しなければならない。

2保険の種類
(1) 保険の種別は下記のいずれかとする。

①普通火災保険
②火災建築保険
③建設工事保険
④組立保険

3保険の対象
(1) 工事目的物及び工事材料（支給材料を含む）に火災保険等を付するものとする。

　工事目的物：工事出来高見込額相当部分とする。 
　工事材料　 ：現場に搬入した検査済み工事材料とする。
　支給材料　 ：引渡し済支給材料とする。
　ただし、工事内容で屋外工事については、付保する対象から除外することができる。

4保険契約期間及び保険対象額
(1) 保険契約時期及び保険契約期間、保険対象額は次のとおりとする。

①普通契約時期：工事着工前
②保険の期間 　：工期後14日（引渡日が工期後14日を超える場合は引渡日迄とする）
③保険対象額　 ：工事の請負額（支給材料等がある場合にはその額を加算した金額）
　　　　　　　　　　　 以上の額、又は除外部分の額を控除した金額以上の額

5保険証券の写しの提出
(1) 受注者は、保険契約の都度（工事請負変更契約を含む）、保険証券の写しを1部提出しなけ
　　 ればならない。
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